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第１８９回鳥取県医師会（定例）代議員会 議事録
１．開 催 の 期 日
平成２５年３月２３日（土）
午後５時～午後６時２０分

２．開 催 の 場 所
鳥取県医師会館 鳥取市戎町

３．代 議 員 総 数
４６名

４．出席代議員数
４０名

５．出席の役員等
岡本会長、吉中・魚谷両副会長
渡辺・明穂・笠木・吉田・清水各常任理事
米川・岡田・日野・武信・瀬川・小林各理事
新田・石井両監事
入江・長田両顧問

６．議 決 事 項
次の７議案について原案通り可決された。
第１号議案 平成２４年度鳥取県医師会会費

減免申請承認について
第２号議案 平成２５年度鳥取県医師会事業

計画（案）について
第３号議案 平成２５年度鳥取県医師会会費

減免申請承認について
第４号議案 平成２５年度鳥取県医師会一般

会計収支予算（案）について
第５号議案 平成２５年度鳥取県医師会会館

修繕積立金会計収支予算（案）
について

第６号議案 平成２５年度鳥取県医師会生命
保険取扱特別会計収支予算
（案）について

第７号議案 平成２５年度鳥取県地域産業保
健事業収支予算（案）について

７．会 議 の 状 況
〈池田議長〉

ただいまから第１８９回鳥取県医師会定例代
議員会を開催致します。まず、事務局より資
格確認をお願い致します。

〈谷口事務局長〉
資格確認のご報告を致します。代議員総数

は４６名でございます。これに対しまして、本
日、受付されました代議員の先生は４０名で、
過半数の出席でございます。以上、ご報告致
します。

〈池田議長〉
ただいまご報告のありましたように、過半
数の出席ですので、本会議は成立致しますこ
とを宣言します。
最初に議事録署名人の選出ですが、これま
での慣例にならって議長に一任願えませんで
しょうか。
［「異議なし」と言う声あり］
それでは、１３番・池田光之代議員、４１番・

飛田義信代議員のお二方にお願い致します。
では、本日の日程に従いまして、議事を進
行致します。まずは会長挨拶をお願い致しま
す。岡本会長、よろしくお願い致します。

〈岡本会長〉
本日は、第１８９回鳥取県医師会定例代議員

会を開催致しましたところ、お忙しい中、御
出席を賜りまして、誠に有難うございます。
本日の主な議題は、平成２５年度の事業計画
案及びそれに伴います収支予算案等４議題と、
会費減免申請の承認でございます。詳細につ
きましては、後程担当役員から説明致します
ので、慎重審議の上、御承認を賜りますよう、
よろしくお願い致します。
せっかくの機会でございますので、２、３
申し述べさせていただきます。
最近いつもお話しておりますが、鳥取県医
師会の公益社団法人の件でございます。昨年
１１月２２日に県の公益認定等審議会で審議され
まして、公益法人への移行に適合するとの答
申を得て、一昨日の３月２１日に鳥取県知事よ
り認定書が交付されました。そして法務局へ
の登記の書類等の準備がほぼ完了し、４月１
日の登記完了を待つばかりとなっております。
なお、日本医師会も４月１日付で公益法人へ
の移行を決めております。
さて、昨年末の総選挙におきまして自民党
が政権に復帰致しました。第２次安倍内閣が
誕生しましたが、これまで何かと申しますと
閉塞感がありましたので、アベノミクスと称
する経済施策の波及効果が際立っておりまし
た。しかし、諸刃の刃といいますか、非常に
良い面もありますが、小泉内閣のように、そ
の危険性を彷彿させるものがありまして、か
つてのように外国からの圧力によって国民医

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

2



療に対する欠陥が生じてくるのではないかと
いう危険性をはらんでおります。案の定、先
月、安倍総理大臣が渡米されて、日米首脳会
談において、これはわかり切ったことで、子
供が読んでもわかるようなことですが、聖域
なき関税撤廃が前提ではなく、TPPに向き
合おうという話でございます。何かペテンに
かけられたような気もしないでもございませ
ん。TPPに入っていきますと、先程申し上
げましたように、日本は交渉力があるわけで
はございませんので、結構危ういと思ってお
ります。株式会社の参入や、混合診療が始
まったりすると、国民皆保険はもろくも崩れ
てしまうのではないかなと思っており、昨年
来新聞からもコメントを出せということで、
いくつかお話ししております。我々は、国民
医療の危機感を共有していくための言葉を述
べさせていただきました。
それから、本日の代議員会でも役員選挙の

ことについて御質問がございますが、現在、
私以下役員の任期は６月の定例代議員会まで
です。法律上は、社員総会となりますが、そ
こで役員改選となります。私は、平成６年に
鳥取県医師会に理事として入閣して、平成１８
年から会長を拝命し、今日まで７年間、来年
に入りますと８年目でございます。ご覧のよ
うに私も大分年をとり、少々疲れてもいるこ
とから、そろそろ自分では交代すべきではな
いかと思っておりますので、次の選挙に私は
出ません。後進の先生に頑張っていただきた
いと考えております。
十分なことはできませんでしたが、先程申

し上げましたように、公益法人化へは人一倍
努力して頑張ってきたように自分では納得し
ておるところです。今後とも皆さんの御協力
を得まして、あと３ヶ月を全うしていきたい
と思いますので、よろしくお願い致します。
以上、最近の情勢と私の進退をお話しして、

簡単ではございますが、開会にあたっての挨
拶と致します。

〈池田議長〉
有難うございました。ただいまの会長挨拶

について、何かご発言がございましたら挙手
のうえ、発言をしていただきたいと思います。
それでは、ないようですので、５番の議事

に移ります。

第１号議案「平成２４年度鳥取県医師会会費
減免申請承認について」を上程致します。執
行部からご説明をお願い致します。清水常任
理事、よろしくお願い致します。

〈清水常任理事〉
会計担当の清水でございます。ご説明致し
ます。お手元の議案書４頁をご覧下さい。
［以下、議案書により説明］

〈池田議長〉
有難うございました。ただいまの説明につ
いて、何かご質問はございませんでしょうか。
ございましたら挙手をお願い致します。
ないようですので、採決に移ります。
第１号議案を原案通り可決することに賛成
の方は挙手をお願い致します。
［挙手多数］
「挙手多数」と認めます。よって、第１号
議案は原案通り可決されました。
続いて、第２号議案「平成２５年度鳥取県医

師会事業計画（案）について」を上程致しま
す。執行部のご説明をお願い致します。魚谷
副会長、よろしくお願い致します。

〈魚谷副会長〉
副会長の魚谷でございます。事業計画（案）
についてご説明致します。お手元の議案書５
頁をご覧下さい。
［以下、議案書により説明］

〈池田議長〉
有難うございました。ただいまの説明につ
きまして、何か質問はございませんでしょう
か。ございましたら、挙手をお願い致します。

〈３９番・野坂代議員〉
３９番の野坂です。細かいことで、また突然
のことで恐縮ですが、１２頁⑺の麻薬対策のと
ころです。この①に関していえば、薬物乱用
防止対策推進がメーンで、②の麻薬の適正使
用の促進については、がんの緩和の促進だと
思うのですが、そう考えると、ここに同じよ
うに入れるよりは、別の方に変えられた方が
よいのではないかと思いますが、いかがで
しょうか。

〈池田議長〉
執行部の回答をお願い致します。

〈魚谷副会長〉
鋭い御指摘を有難うございました。一応従
来どおりのところは、そのまま挙げておりま
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すので、当然今後公益になりましたら、そう
いった細かいところは見直して適宜やってい
きたいと思っておりますので、よろしくお願
い致します。

〈池田議長〉
野坂代議員、よろしいでしょうか。

〈魚谷副会長〉
それから、今年は項目ごとに、大項目の中

にいろいろな公益目的事業の違ったものが
入っていたり、収益事業が入っていますので、
その辺のことも来年以降はきちんと整理をし
直して、項目も改めたいと思っておりますの
で、よろしくお願い致します。

〈池田議長〉
よろしいでしょうか。他にはないですか。

〈３０番・神鳥代議員〉
３０番、西部の神鳥です。５頁の⑴医の倫理
の高揚、そこの④ピア・レヴューのことです。
非常にいいことですが、具体的に会議をする
委員会などもないようですが、どのようなイ
メージを持っておられるか、教えていただけ
ませんか。

〈池田議長〉
執行部より、岡本会長お願い致します。

〈岡本会長〉
医療保険委員会を数年前に立ち上げ、基金

の審査委員の先生や国保連合会の審査委員の
先生に入っていただき、それぞれ御指導いた
だきながらやっているのが、これに入るのか
なと考えております。ピア・レヴューは、同
業者がきちんと説明しなさい、指導しなさい
という意味でしょうから、少しずつやってい
るという格好で我々も考えているところです。
まだまだ十分ではございませんので、もう少
し考えていこうと思います。

〈３０番・神鳥代議員〉
わかりました。有難うございました。

〈池田議長〉
よろしいですか。
ないようですので、採決に移ります。
第２号議案を原案通り可決することに賛成

の方は挙手をお願い致します。
［挙手多数］
有難うございます。「挙手多数」と認めま

す。よって、第２号議案は原案通り可決され
ました。

続きまして、第３号議案「平成２５年度鳥取
県医師会会費減免申請承認について」を上程
致します。執行部のご説明をお願い致します。
清水常任理事、よろしくお願い致します。

〈清水常任理事〉
それでは、２０頁をご覧下さい。

［以下、議案書について説明］
〈池田議長〉

有難うございました。ただいまの説明につ
きまして、何かご質問はございませんでしょ
うか。
ないようですので、採決に移ります。
第３号議案を原案通り可決することに賛成
の方は挙手をお願い致します。
［挙手多数］
有難うございました。「挙手多数」と認め
ます。よって、第３号議案は原案通り可決さ
れました。
続いて、第４号議案「平成２５年度鳥取県医

師会一般会計収支予算（案）について」を上
程致します。執行部のご説明をお願い致しま
す。清水常任理事、よろしくお願い致します。

〈清水常任理事〉
それでは、２６頁をご覧下さい。

［以下、議案書について説明］
〈池田議長〉

有難うございました。ここで、予算案に対
する質問の他に、会務全般にわたっての質疑
を受けたいと思います。昨日までに１名の代
議員から質問が届いておりますので、それか
ら先にやらせていただきます。質問者にお願
いです。前もって質問内容は皆様のお手元に
配付していますが、議事録の作成上、質問内
容の要旨を簡単に口頭で説明をお願い致しま
す。９番・板倉代議員、お願い致します。

〈９番・板倉代議員〉
９番の板倉です。文書で提出したとおりで
ございますが、昨年２月に何十年ぶりかに会
長選挙が行われました。その時に議長をして
いたものですから、少々の質問といいますか、
戸惑いがありましたので、質問させていただ
きます。
選挙で役員を選出するというのは、あらか
じめ立候補された人を承認するというよりは、
その人の方針や考え方が明らかになり、それ
を選挙人が選択することが、会の活性化のた
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めには大変意義があることだと思います。今
後も選挙が行われることを期待しております。
そこで、今度６月に行われます代議員会で

は、代議員が役員選挙に立候補しようとした
場合はどうなるのでしょうか。代議員をやめ
てから立候補するのか、当選した後に辞任す
るのか、伺ってみたいと思います。２点目と
しまして、選挙期間のことです。立候補の締
め切りは、公示から代議員会の５日前までと
なっていますが、５日間では所信表明をして
もらい、選挙人に通知するには少々日数が足
らないように感じております。
以上２点をどのようにされるか、伺ってみ

たいと思います。よろしくお願いします。
〈池田議長〉

それでは、執行部の方の御見解をお願いし
ます。

〈明穂常任理事〉
常任理事の明穂でございます。お答え致し

ます。
御指摘のとおり、非常に問題であったと考

えております。公益社団法人に移行した後で
大切なことは、内部統治、法令遵守、情報開
示の３つでございます。医師会の定款等は法
令に従って制定されまして、県庁の承認を得
たもので、外部コンサルタント会社の弁護士
の監修も受けております。
質問の内容につきまして、担当弁護士に確

認致しましたところ、最終的には医師会内部
で決めることということです。公職選挙法と
か、医師会が裁定委員や執行部、それから代
議員の兼職を禁止していることから類推すれ
ば、立候補なさる方は代議員を辞任なさって
から立候補、もしくは役員選挙に立候補した
時点で代議員としての資格を失うの、どちら
かが妥当であるという回答を得ております。
執行部側が提案すべき事項ではないと思い

ますので、議長さんにお願いして、この代議
員会で皆様の御意見を伺いまして、集約させ
ていただけたら幸いと思います。以上でござ
います。

〈池田議長〉
まずは板倉代議員、よろしいでしょうか。
そうしますと、今、明穂総務担当常任理事

から、この代議員会で皆様の意見を聞いて、
それで４月１日から始まる公益社団法人とし

ての定款・諸規程の方で決めていくというこ
とです。しかし６月の選挙となると間に合わ
ないという事情がございまして、この代議員
会で皆様の意見を聞いて、ある程度確認し
合って、紳士協定として早目に申し合わせ事
項といいましょうか、執行部としては、今日
の代議員会終了後、早目に諸規程改正検討委
員会を開いて、それに沿って諸規程を決めて
いただくという方向でいくということですね。
それでは、その意見に対して何か御意見が
他にございますか。

〈３０番・神鳥代議員〉
３０番の西部の神鳥です。昨年は貴重な体験
をさせていただいたのですが、今日の板倉代
議員の御質問のとおり、私も何となく解せな
いといいますか、自分が代議員でありながら
立候補し、選挙演説をしたのですが、その後、
投票権も自分が持っていたということで、こ
れは非常に不公平ではないかなと思います。
ですから、できましたら立候補された段階で
代議員をおりるというのが一番いいのではな
いかなと、それが公平だろうと考えます。以
上です。

〈池田議長〉
有難うございました。今の神鳥代議員の、
立候補した時点で代議員をおりるという意見
に対して何か他にございますか。その辺がい
いのではないかと思います。その御意見を踏
まえて、それから徳田弁護士の意見も入れて、
なるべく早く定款・諸規程改正検討委員会を
開いていただき、６月の代議員選挙に間に合
うようにお願い致します。それからもう一つ、
２点目に関しての回答をお願いします。

〈明穂常任理事〉
２点目に関してでございます。前回の役員
選挙で皆様の御意見を踏まえて対応したいと
思っております。まず選挙期間のことです。
前回短いのではないかということでございま
した。今年は平成２４年度の事業報告、収支決
算承認の代議員会は６月２９日（土）に予定し
ておりまして、ここで役員選挙を行います。
施行細則第７条では、役員の選任の期日は少
なくとも１０日前までに鳥取県医師会報に公示
しなければならないという具合に規定されて
おります。６月２９日の１０日前の会報ですと、
６月１５日付発行の６月号となりますが、実際
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に会報がお手元に着くのは６月２０日頃ですの
で、これではちょっと短過ぎるということで、
前回の反省が生かされないことになります。
従いまして、その前の５月１５日付の医師会報
５月号に公示をしたいと考えております。そ
う致しますと、選挙期間は５月の下旬から６
月２９日、代議員会の前日までの約１ヶ月間と
なりますので、十分ではないかと思います。
今後は、概ね１ヶ月前には公示する方がよい
のではないかと思われます。
さらに、届け出の開始日が明記されていな

いので、これも規定した方がよいと思われま
す。例えば、立候補の締め切り日の前の１０日
からとか、あるいは今回は選挙公示の文言の
中に立候補の受け付けは６月１日から６月２４
日までと明記した方が、さらによいかもしれ
ません。立候補の締め切りは、選挙の日の少
なくとも５日前までとなっています。６月２４
日（月）の午後５時が締め切りとなりますが、
準備のこともございますので、今後は５日前
をもっと長期に、例えば１０日前、あるいは１４
日前とか、やや長目に変更した方が準備が円
滑にいくかと思います。
なお、公示後から締め切り日までの受付で

すが、事務局の体制もございますので、平日
のみとさせていただければ幸いでございます。
前回は最終日が２月１１日、祝日でしたので、
事務局は待機しておりました。さらに立候補
の届け出は、これからは定款施行細則第８条
によりまして、会員３名以上１０名以内の推薦
を受けて、文書で届け出ることと規定されて
おりますので、様式につきましても早急に理
事会で決定致したいと思います。以上でござ
います。

〈池田議長〉
有難うございました。板倉代議員、よろし

いでしょうか。
〈９番・板倉代議員〉

９番の板倉です。ちょっとわかりにくかっ
たのですが、選挙規則というのは代議員会の
議決事項でございますね。ですから代議員会
で通らないことには規則を改正できないとい
うことだろうと思います。そこで６月の代議
員会に間に合わせようと思うと、まず立候補
よりも代議員会の方が後であるわけですから、
この度には間に合わないということですね。

それを間に合わせようと思えば、紙上代議員
会か何かを開かれて賛否を問われるというよ
うな結果になろうと思うのですが、そんなこ
とはされないわけですね。

〈岡本会長〉
それは考えていません。紙上代議員会とい
うのは、あまり聞いたことがありません。

〈池田議長〉
臨時代議員会とか、代議員会とかそんなこ
とは考えていないですね。そういうことのよ
うです。

〈９番・板倉代議員〉
開催しないと理解していいわけですね。で
すから、今回は間に合わないけど、次の選挙
には間に合わせるということでよろしいです
ね。

〈池田議長〉
これもさっきの執行部の考えでは、今日の
代議員会の意見を踏まえて、なるべく早くこ
の選挙規程というか、定款・諸規程改正検討
委員会を開いて、６月の代議員会に間に合う
ように作ることはちょっと無理ですか。間に
合いませんか。

〈岡本会長〉
追加させてもらってよろしいですか。おっ
しゃるとおりで今回は決まりません。ただ代
議員の先生方、今ここへ集まっておられる先
生方が、もし立候補なさる時にということで
すので、そこまで御認識を十分持っていただ
けたらよろしいのではないかと思います。
それからもう１点、言い足りないことがご
ざいました。代議員の先生が、もしそこで立
候補なさって、役員になられたらなられたで
いいのですが、不幸にして落選された場合に
は、救済も何もございませんで、その時の代
議員をやめているわけですから、その代議員
の席は空席になっているわけです。ですから、
今度はまた地区に帰られて代議員として再推
薦されても全く構いませんので、そのように
考えていただいたらよろしいかと思います。

〈９番・板倉代議員〉
はい、よろしいです。

〈池田議長〉
先程ちょっと失言しましたが、今日の代議
員会の意見を踏まえて、このように理解して、
６月の役員選挙を行うということでいいです

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

6



ね。
〈岡本会長〉

今日、御理解いただいて、紳士協定として
やっていただけたらと思います。

〈池田議長〉
それでやっていくということですね。諸規

程も代議員会の決議を得ないといけないのだ
から、６月になってしまうということで理解
していいのではないかと思います。今日の意
見を踏まえて、皆さんの意見を集約して、執
行部の方が６月の選挙に向かうということで
はないかと思います。

〈９番・板倉代議員〉
結局規則としては改正できないけど、紳士

協定といいますか、そういうことでいこうと
いうことですか。

〈池田議長〉
そういうふうに考えていいですね。お互い

に納得し合っていこうということなのですね。
〈魚谷副会長〉

現在、定款・諸規程改正検討委員会の委員
長をしている魚谷でございます。
昨年度の６月の代議員会の時に、いろいろ

御指摘されたことを、定款施行細則の方でき
ちんと見直して、新たに今日のこの代議員会
で案を出したいと答弁させていただいたので
すが、その後、県の方から指導がございまし
て、あの時決めた定款と定款施行細則に関し
ては、まだ新法人になる前にそれをいじって
欲しくないという指導があったものですから、
それで今日に間に合わなかったわけです。そ
の辺のことを御理解いただきたいと思います。
ただし、新公益法人になったら、代議員会の
決定でいくらでも変えることは可能だという
ことは県からも指導を受けております。残念
ながら、６月の選挙には十分間に合わないの
ですが、その次の選挙に生かせるように、ま
た次期の新しい役員になってから、決めてい
ただいたらと思っております。よろしくお願
いします。

〈池田議長〉
今日、皆さんの大体の意見が出たかと思い

ます。代議員をやめて立候補するという点、
それから選挙期間、告示を１ヶ月前の会報で
するということ、選挙期間、運動期間を長く
するということで、皆さんの意見をまとめた

いと思いますが、よろしいでしょうか。
〈３９番・野坂代議員〉

３９番、野坂です。その件について、あとは
議長一任でいいと思うのですが、採決をとら
れた後に文書化されておいた方がいいのでは
ないかと思います。池田議長が、代議員の意
見として文書化して、後で文書を代議員の
方々に配るぐらいをしておかれれば、あの時
に言った言わなかったみたいなことが起こら
ないのではないかと。今日の代議員会の議事
録が出ますので、それが記録になるのかなと
今考えました。あとは議長一任とします。

〈池田議長〉
一任されてもあれですが、今日の代議員会
の議事録は、きちんと詳細に検討します。結
局先程言いましたように、代議員をやめて立
候補すること、それからもう１点は、選挙期
間を長くすること、運動期間が長くなるよう
にするということ、締め切り日をもうちょっ
と早くするということ、その辺を今日の皆さ
んの意見として踏まえて６月の選挙に向かう
ということでよろしいでしょうか。何かあり
ますか。
執行部としてはいいですか。
では、会務全般にわたって、他の質問はご
ざいませんでしょうか、
ないようですので、採決に移ります。
第４号議案を原案通り可決することに賛成
の方は挙手をお願い致します。
［挙手多数］
有難うございました。「挙手多数」と認め
ます。よって、第４号議案は原案通り可決さ
れました。
次に、第５号議案「平成２５年度鳥取県医師

会会館修繕積立金会計収支予算（案）につい
て」、第６号議案「平成２５年度鳥取県医師会
生命保険取扱特別会計収支予算（案）につい
て」、第７号議案「平成２５年度鳥取県地域産
業保健事業収支予算（案）について」の３議
案を一括上程致します。執行部のご説明をお
願い致します。清水常任理事、よろしくお願
い致します。

〈清水常任理事〉
それでは、４０頁をご覧下さい。

［以下、議案書について説明］
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〈池田議長〉
有難うございました。第５議案から第７議

案の３議案の説明について、何かご質問はご
ざいませんでしょうか。
ないようですので、採決に移ります。
第５号議案から第７号議案までの３議案に

ついて、いずれも原案通り可決することに賛
成の方は挙手をお願い致します。
［挙手多数］
「挙手多数」と認めます。よって、第５号
議案から第７号議案までの３議案はいずれも
原案通り可決されました。
これで、本日の議案はすべて終了致しまし

たが、その他、何かございませんでしょうか。
ここで閉会にあたりまして、岡本会長から

一言ご挨拶をお願い致します。
〈岡本会長〉

本日は、平成２５年度事業計画及び予算案等
７議案につきまして、慎重ご審議をいただき、

何れも原案通り承認を賜りました。有難うご
ざいました。感謝申し上げます。
［拍手］

〈池田議長〉
有難うございました。本日は、長時間に
亘って慎重な審議を有難うございました。一
部私の不手際もありましたことをお詫びしな
がら、旧法人の最後の代議員会でございます。
議長としても私は最後ではないかと思います。
６月には新しく公益社団法人としての議長が
誕生すると思います。また、鳥取県医師会の
さらなる発展を祈念しまして、閉会とさせて
いただきます。有難うございました。
［拍手］

［午後６時２０分閉会］
第１８９回鳥取県医師会定例代議員会
［議 長］ 池 田 宣 之 印
［署名人］ 池 田 光 之 印
［署名人］ 飛 田 義 信 印
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第１８９回鳥取県医師会（定例）代議員会 次第
平成２５年３月２３日（土）１７：００ 鳥取県医師会館

１．開 会
２．資 格 確 認
３．議事録署名人選出
４．会 長 挨 拶
５．議 事
第１号議案 平成２４年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について
第２号議案 平成２５年度鳥取県医師会事業計

画（案）について
第３号議案 平成２５年度鳥取県医師会会費減

免申請承認について

第４号議案 平成２５年度鳥取県医師会一般会
計収支予算（案）について

第５号議案 平成２５年度鳥取県医師会会館修
繕積立金会計収支予算（案）に
ついて

第６号議案 平成２５年度鳥取県医師会生命保
険取扱特別会計収支予算（案）
について

第７号議案 平成２５年度鳥取県地域産業保健
事業収支予算（案）について

６．閉 会

第１８９回鳥取県医師会（定例）代議員会名簿
平成２５年３月２３日

番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名

１ 中部 池 田 宣 之 １７ 東部 加 藤 達 生 ３３ 西部 作 野 嘉 信

２ 〃 松 田 隆 １８ 〃 下 田 光太郎 ３４ 〃 左 野 喜 實

３ 〃 安 梅 正 則 １９ 〃 杉 山 長 毅 ３５ 〃 角 賢 一

４ 〃 西 田 法 孝 ２０ 〃 西土井 英 昭 ３６ 〃 細 田 明 秀

５ 〃 青 木 哲 哉 ２１ 〃 濵 﨑 尚 文 ３７ 〃 永 井 小 夜

６ 〃 森 廣 敬 一 ２２ 〃 早 田 俊 司 ３８ 〃 中 曽 庸 博

７ 〃 藤 井 武 親 ２３ 〃 福 永 康 作 ３９ 〃 野 坂 美 仁

８ 〃 石 田 浩 司 ２４ 〃 松 田 裕 之 ４０ 〃 長谷川 真 弓

９ 東部 板 倉 和 資 ２５ 〃 渡 邉 賢 司 ４１ 〃 飛 田 義 信

１０ 〃 松 浦 喜 房 ２６ 〃 吉 田 泰 之 ４２ 〃 藤 瀬 雅 史

１１ 〃 森 英 俊 ２７ 西部 面 谷 博 紀 ４３ 〃 松 野 充 孝

１２ 〃 安 陪 隆 明 ２８ 〃 稲 賀 潔 ４４ 大学 豊 島 良 太

１３ 〃 池 田 光 之 ２９ 〃 遠 藤 秀 之 ４５ 〃 長谷川 純 一

１４ 〃 石 谷 暢 男 ３０ 〃 神 鳥 高 世 ４６ 〃 小 川 敏 英

１５ 〃 尾 﨑 眞 人 ３１ 〃 木 村 秀一朗

１６ 〃 小 林 恭一郎 ３２ 〃 小 酒 浩
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第１号議案 平成２４年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成２４年度鳥取県医師会会費減免申請一覧（追加分）
申請理由

地区
高 齢 傷 病 研 修 医 不慮の災害 そ の 他

特別の事由 計 減 免 総 額

東 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

中 部 ０ ０ １ ０ ０ １ ４，０００

西 部 ０ １ ０ ０ ０ １ ９１，０００

大 学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ １ １ ０ ０ ２ ９５，０００

【研修医】

所 属
医師会

会員
種別 氏 名 所 属 病 院

中 部 Ｂ 倉 敷 朋 弘 鳥取県立厚生病院

会費減免申請の詳細
【傷病】

所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 住 所 申 請 理 由

西 部 Ａ１ 中 村 佐和子 米子市上後藤 病気療養中
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

１．医道の高揚に関する事項 【公１】
⑴ 医の倫理の高揚 【公１－①医道高揚対策事業】
① 地区医師会との緊密な連携のもと、医師の良識と社会的使命を基盤
として医の倫理の高揚に努める。

② 公益・社会の福祉に資する専門職としての自覚、医師相互間の社会
性の確立、医師会団体秩序の維持に努める。

③ 日医提唱の「医師の職業倫理指針（改訂版）」の普及促進を図る。
④ 「ピア・レヴュー」（同一専門家による評価・同僚審査）を行い、保
険診療のみならず、医療全般に対する県民からの更なる信頼の確立に
努める。

⑵ 自浄作用活性化対策 【公１－①医道高揚対策事業】
① 自浄作用活性化の推進を図る。
② 日本医師会「自浄作用活性化推進に向けて」を周知するともに、実
践の推進を図る。

○職業倫理・自浄作用活
性化委員会

２．医学教育の向上に関する事項 【公１】
⑴ 医学会の開催 【公１－②医学向上事業】
① 医学会を年２回（春季医学会、秋季医学会）開催する。
② 会員の研究発表を行うことにより、医学・医術の向上を図る。

○春季医学会（倉吉市
２５．００．００）
○秋季医学会（鳥取市
２５．００．００）

⑵ 医学研究の奨励 【公１－②医学向上事業】
① 鳥取医学雑誌に投稿のあった論文の中から優秀な論文を選定し、
「鳥取医学賞」を授与する。対象となった論文については、講演して
いただく機会を設ける。

② 新たに「鳥取医学雑誌新人優秀論文賞（仮称）」を創設し、若い医
師の医学研究意欲を促し、医学研究を奨励する。

（新設）

３．医学と関連科学との総合進歩に関する事項 【公１】
⑴ 医療安全対策 【公１－②医学向上事業】

第２号議案 平成２５年度鳥取県医師会事業計画について
法人制度改革に伴う新法人への移行について鳥取県医師会は、平成２４年１１月２２日開催の鳥取県公益認定
等審議会において「認定の基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申を得たことから、公益社団
法人へ移行する運びとなりました。そして、３月２１日、鳥取県知事による認定書が交付され、４月１日、
法務局への登記をもって正式に公益社団法人鳥取県医師会として再スタートします。
そこで、平成２５年度鳥取県医師会の事業計画については、基本的には前年度の事業を継承するとともに、

新定款に基づく事業項目に従い、以下のとおり実施することとします。
また、鳥取県医師会の公益社団法人としての公益目的事業としては、『公１、学術及び科学技術の振興

を目的とする事業』及び『公２、公衆衛生の向上を目的とする事業』の２つとしています。また、収益事
業としては『収１、生命保険事業』、その他の事業としては、『他１、会員福祉対策事業』としています。
公益目的事業の『公１』の事業内訳としては、①医道高揚対策事業、②医学向上事業に区分しています。
公益目的事業の『公２』の事業内訳としては、①公衆衛生活動事業、②地域医療推進対策事業、③地域

保健向上事業、④地域産業保健事業、⑤医療・介護保険対策事業、⑥医事法規対策事業、⑦医業経営対策
事業、⑧医師会相互連絡調整事業、⑨その他本会の目的を達成するための事業に区分しています。

平成２５年度鳥取県医師会事業計画
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

① 日本医師会が過去の医療事故事例を分析し、医療事故削減・再発防
止を視点としてまとめた冊子『医療関係事例から学ぶ』を周知し、更
なる医療安全に資する。
（冊子は、日本医師会雑誌平成２５年１月号に同封され、送付済み）
② 日本医師会「医療従事者のための医療安全対策マニュアル」を周知
するとともに、実践の推進を図る。

③ 「産科医療補償制度」の周知及び参加を推奨する。
④ 相談窓口を設置し、患者、家族等県民からの医療、健康に関する相
談に対応するとともに、県の医療相談窓口「医療安全支援センター」
との情報交換、連携を図る。

○医療安全対策委員会
※鳥取県医療安全推進協
議会

⑵ 鳥取医学雑誌の発行 【公１―②地域医療推進対策事業】
① 鳥取医学雑誌の編集、発行を行なう。（年４回発行）
② 春季、秋季医学会での会員研究発表の抄録を鳥取医学雑誌へ掲載す
る。

③ 春季、秋季医学会での会員研究発表の中から「学会長推薦演題」を
選定し、鳥取医学雑誌への投稿を勧める。

④ 会員に対し積極的な投稿を呼びかける。
⑤ 鳥取大学の各医局及び主な病院へ論文の投稿を依頼する。

○鳥取医学雑誌編集委員
会

４．医師の生涯研修に関する事項 【公１】
⑴ 日本医師会生涯教育制度の推進 【公１―②医学向上事業】
① 「日本医師会生涯教育制度」実施要綱に基づき、生涯教育の推進を
図る。

② 日本医師会生涯教育講座を開催する。
③ インターネット活用による生涯教育（e-ラーニング）の推進を図る。

○生涯教育委員会

５．医学、医療の国際交流に関する事項 【公１】
⑴ 鳥取大学等との連絡協調 【公１―②医学向上事業】
① 国立大学法人鳥取大学との連携を強化する。
② 医学、医療に関する諸団体との連携を強化する。

※鳥取大学経営協議会
※鳥取大学関連管理型病
院協議会

⑵ 医学、医療の国際交流 【公１―②医学向上事業】
① 諸外国との医学、医療の国際交流を図る。
② 世界医師会の会員登録を行ない、国際交流を図る。

⑶ 国際交流の推進 【公１―②医学向上事業】
① 県内で開催される国際交流事業に協力する。
② 外国人バリアフリーの推進として、外国人の診療対応医療機関登録
制度に協力する。

※鳥取県国際交流財団

６．公衆衛生の指導啓発に関する事項 【公２】
⑴ 公衆衛生活動への協力 【公２―①公衆衛生活動事業】
① 関係団体との連携を図り、各種公衆衛生活動へ協力する。
（公衆衛生協会、保健事業団、社会福祉協議会、社会福祉審議会、献
血推進協議会、医療情報研究会、山陰地区感染症懇話会、臓器バンク
等）

⑵ 健康づくり文化の創造推進 【公２―①公衆衛生活動事業】
① 県が進める健康づくり文化創造推進事業に協力する。 ※鳥取県健康づくり文化

創造推進県民会議
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

⑶ 県民健康教育活動の展開 【公２―①公衆衛生活動事業】
① 「保健の窓」「健康なんでも相談室」を日本海新聞に掲載し県民健康
教育の充実を図る。

② 生活習慣病対策セミナーを地区医師会の協力のもと開催する。
③ 健康医療相談（毎週木曜日）を継続運営する。
④ 県教育委員会が主宰する生涯学習「とっとり県民カレッジ」事業へ
協力する。

⑤ 県立図書館の出張貸し出しサービスに協力する。

○公開健康講座を毎月開
催（１２回）
・２回程度は出張講座と
する

７．地域医療の推進発展に関する事項 【公２】
⑴ 救急医療対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 県立中央病院及び鳥取大学医学部附属病院の「救命救急センター」
の運営に協力し、救急医療体制の確保・充実に努める。

② ACLS、JPTECの研修会を開催する。
③ 救急告示医療機関、平日夜間及び休日急患診療所、病院群輪番制の
連携により救急医療体制の充実を図る。

④ 救命救急医療体制、へき地医療対策、空港における救急医療体制に
協力する。

⑤ メディカルコントロール体制に協力する。
⑥ 中国四国医師会の緊急連絡体制の整備を検討する。
⑦ ドクターヘリコプター、消防防災ヘリコプター体制に協力する。

⑧ 鳥取県DMAT連絡協議会に参加する。

○救急・災害対策委員会

※鳥取県救急搬送高度化
推進協議会

※ドクターヘリ運航調整
委員会
※ドクターヘリ運航にか
かる関係者会議
※鳥取県DMAT連絡協
議会

⑵ 防災対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 「災害時の医療救護活動に関する協定書」（２４．８．３１知事との協定締
結）により、鳥取県から医療救護班の派遣要請があった場合に協力す
る。

② 鳥取県災害医療活動指針に基づき、県災害医療コーディネーターと
して、県から召集があった場合に、県内外の医療救護班等の派遣調整
及び受け入れ、支援を行う。

③ 鳥取県防災会議に参画し、知事のもと防災対策を図る。
④ 国民保護法による指定地方公共機関としての国民保護業務計画に基
づき、武力攻撃やテロ発生時の国民保護医療に努める。

⑤ 県内でNBCR災害が発生した場合に備え、平素から関係機関相互の
連携を図る。
※「NBCR災害」とは、核（Ｎuclear）、生物剤（Ｂiological）、化学
剤（Ｃhemical）及び放射能（Ｒadiological）による災害をいう。

⑥ 万が一に備え、津波対策、放射能対策などの防災対策を図る。
⑦ 「鳥取県医師会災害医療チーム」について検討を図る。

○救急・災害対策委員会

※鳥取県防災会議

※鳥取県NBCR災害対処
現地関係機関連絡会議

⑶ 共同利用施設対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 共同利用施設にかかる諸問題の検討等の対策を図る。

⑷ 医師確保対策、男女共同参画 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 日本医師会女性医師バンク事業等と連携し、地域医療体制安定化の
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

ため女性医師をはじめとした医師確保対策に取り組む。
② 「女性医師の懇談会（仮称）」を開催し、女性医師から積極的な提言
をいただくとともに積極的に会務へ参画していただく。

③ 女性医師対策として講演会時の託児・保育システムなどを推進する。
⑸ 地域医療対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 「鳥取県地域医療再生計画」の事業推進に協力する。
② 地域医療体制の安定化を推進する。
③ 在宅療養支援診療所の普及を推進する。
④ 診診連携、病診連携、病病連携の推進を図る。

※鳥取県地域医療対策協
議会
※鳥取県医療審議会
※保健医療推進会議

⑹ 老人保健福祉対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 保健・医療・福祉の連携充実を図る。
② 老人保健福祉計画の見直しへの対応を図る。
③ 老人福祉施設対策を図る。
④ 老人訪問看護制度の対応を検討する。

※老人保健福祉計画推進
委員会
※介護実習普及センター
運営委員会

⑺ 有床診療所対策 【公２―②地域医療推進対策事業】
① 有床診療所機能を有効に発揮し、地域のニーズに応える医療提供に
努める。

② 全国有床診療所連絡協議会との連携を図る。

○鳥取県有床診療所協議
会

８．地域保健の向上に関する事項 【公２】
⑴ 健康診査管理指導事業対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 鳥取県健康対策協議会と共同で、がん対策を中心として以下の事業
を実施する。
⑴ がん登録事業、がん患者の追跡調査及び調査結果の解析
⑵ 各がん検診従事者講習会の開催
⑶ 各がん検診読影委員会及び細胞診判定委員会の連絡強化
⑷ 各がん検診精密検査医療機関の登録（胃、大腸、肺、肝臓、乳、
子宮）

② 臨床検査精度管理事業を実施し、臨床検査値の標準化を図る。
③ 鳥取県が実施する衛生検査所の立入検査、精度管理に協力する。
④ 妊婦健康診査の検診回数の拡充（公費負担）に協力する。

※鳥取県がん対策推進県
民会議

○臨床検査精度管理委員
会
※鳥取県精度管理委員会

⑵ 特定健診・保健指導への対応 【公２―③地域保健向上事業】
① 協会けんぽをはじめとする被用者保険と特定健診等にかかる集合契
約を締結し、実施する。

② 特定健診にかかる各種の情報を伝達し、円滑な実施に努める。
③ 特定健診の結果、費用請求等の電子化の代行入力を行なう。

※鳥取県保険者協議会
※鳥取県地域職域連携推
進協議会

⑶ 地域保健活動の推進 【公２―③地域保健向上事業】
① 母子保健・医療、少子化対策事業などに協力する。
② 「総合周産期母子医療センター」の運営に協力する。
③ 疾病構造の地域特性に関する調査、研究を行なう。
④ 乳幼児・児童生徒の心臓検診を推進するとともに研修会を開催する。
⑤ 「生活習慣病」対策の推進を図る。
⑥ 在宅医療の推進のための実地研修事業を実施する。
⑦ 禁煙指導医、禁煙講演医養成のための研修会を開催する。
⑧ ニコチン依存症治療に関する情報提供を行うなど、禁煙指導を推進
する。

※鳥取県母子保健協議会

※若年者心疾患対策協議
会

○禁煙指導対策委員会
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

⑨ がん撲滅をめざす�がん征圧運動�に協力する。
⑩ 子宮頸がん予防（HPV）ワクチン、ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）
ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種事業に協力する。

※鳥取県がん征圧大会

⑷ 糖尿病対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 「鳥取県・糖尿病医療連携登録医制度」を運営するとともに、県民
が安心してかかりつけ医療機関で糖尿病の初期治療、専門医療機関へ
紹介するなどの連携体制を構築し、広くホームページなどで広報する。

② 講習会を開催し、糖尿病専門医以外の医師のレベルアップを目指す。
③ 糖尿病の発症予防、合併症予防等の対策を推進する。
④ 世界糖尿病デー（毎年１１月１４日）における「ブルーライトアップ」
を実施し、県民への啓発を行なう。

○鳥取県糖尿病対策推進
会議

○ブルーライトアップ

⑸ 環境対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 環境保全対策、医療廃棄物対策、地球温暖化防止対策を図る。
② 在宅医療廃棄物処理ガイドラインを周知する。
③ 放射能汚染対策を図る。

⑹ メンタルヘルス・自殺対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 地域におけるうつ病並びに自殺対策の事業に積極的に協力する。
② 産業医研修会等を通じて、産業医活動の現場におけるメンタルヘル
ス分野の推進を図る。

③ かかりつけ医の、うつ等精神疾患の診断技術の向上、及びかかりつ
け医と精神科医との適切な連携の確保を図る。

④ 「かかりつけ医と精神科医との連携マニュアル（第２版）」の積極的
活用を呼びかけ、かかりつけ医の早期発見、専門医への紹介など日常
診療の一助とする。

⑤ 精神疾患のプライマリケア及び地域連携に関わる研修会を開催する。

※鳥取県心といのちを守
る県民運動

○かかりつけ医と精神科
医との連携会議

⑺ 麻薬対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 麻薬事故防止対策、麻薬・覚せい剤乱用防止運動（麻薬・向精神薬
の説明会、新入会員の指導）を展開する。

② 麻薬の適正使用の促進を図る。

※薬物乱用防止対策推進
本部会議

⑻ 感染症対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 新型インフルエンザ、高病原性鳥インフルエンザを始めとする各種
の感染症対策について県と連携して、対策の充実を図る。

② 感染症サーベイランス、Ｂ型・Ｃ型肝炎対策、MRSA対策、院内感
染対策の充実を図る。

③ 各種予防接種医療機関を登録する。
④ 結核など感染症の予防及び対策について県と協力して対応する。
⑤ 児童・生徒を対象とした学校における結核対策の管理方針の検討に
ついて専門的な立場から対応する。

⑥ 県との連携によりインフルエンザワクチンの安定供給に努める。
⑦ 麻しん等集団発生時の対応についてのマニュアルシステムの構築に
向けて検討する。

⑧ 麻疹、風疹患者の発生状況報告制度を周知し、協力する。

○感染症危機管理対策委
員会
○日医感染症危機対策会
議
※エイズ対策専門家会議
※エイズ対策委員会
※鳥取県感染症危機管理
対策協議会
※鳥取県学校結核対策委
員会

※鳥取県インフルエンザ
ワクチン対策会議
※鳥取県抗インフルエン
ザウイルス薬対策委員
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

会
⑼ 学校保健対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 「指定学校医（仮称）」の制度化に関する会員アンケート調査を集計、
分析し、制度化に向けて検討を進める。

② 学校医活動の強化を図る。
③ 学校医・学校保健研修会を開催し、学校医の資質向上を図る。
④ 日本学校保健会発行の冊子「学校保健」を学校医部会員へ配布し、
学校保健の広報の充実を図る。

⑤ 鳥取県学校保健会との連携強化を図る。
⑥ 日医学校保健講習会、全国及び中国地区学校保健・学校医大会への
出席と伝達講習を行う。

⑦ 「小児メタボリック症候群診断基準」の周知を図るとともに、学校
現場での実践に向けて具体的方策を検討する。

○学校医部会運営委員会

○学校医・学校保健研修
会
※鳥取県学校保健会
○日医学校保健講習会
○日医母子保健講習会
○全国学校保健・学校医
大会
（秋田市２５．１１．９）
○中国地区学校保健・学
校医大会
（松江市２５．８．２５）
○中国四国学校保健担当
理事
連絡会議（松江市２５．
８．２５）

⑽ 健康スポーツ医対策 【公２―③地域保健向上事業】
① 「日医認定健康スポーツ医」の認定審査、申請を行う。
② 健康スポーツ医学再研修会を開催し、健康スポーツ医の資質向上を
図る。

○健康スポーツ医委員会
○日医健康スポーツ医学
講習会
○健康スポーツ医学再研
修会

⑾ 産業保健対策 【公２―④地域産業保健事業】
① 産業医活動の強化を図る。
② 産業医研修会を開催し、産業医の資質向上を図る。
③ 日医認定産業医の審査、申請を行う。
④ 地域産業保健事業を受託し、労働者の健康相談事業等を行う。
⑤ 鳥取産業保健推進連絡事務所及びメンタルヘルス対策支援センター
と連携する。

○産業医部会運営委員会
○産業医研修会（３地区）
○産業保健活動推進全国
会議
※鳥取県産業保健協議会
※鳥取産業保健推進連絡
事務所及びメンタルヘ
ルス対策支援センター
運営協議会
※鳥取県産業安全衛生大
会

９．保険医療の充実に関する事項 【公２】
⑴ 医療保険制度対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 社会保障制度の抜本的改正対策を検討する。
② 医療保険制度改革対策を図る。
③ 小児特別医療制度の周知、障害者自立支援制度改革への協力を図る。
④ 社会保険診療報酬改定への対応を推進する。
⑤ 後期高齢者医療制度の改正案の周知・徹底を図る。
⑥ 在宅療養支援診療所の推進を図る。
⑦ ジェネリック医薬品の利用促進について検討する。
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

⑵ 医療保険対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 適正な保険請求に関する疑義等について検討を行なう。
② 請求事務適正化対策等の調査検討を行う。
③ 保険医療機関の指導・監査等に立ち会う。
④ 指導・監査等における指摘事項を医師会報へ掲載し、周知徹底を図
り、適正な保険診療の推進を図る。

⑤ 関係法令の周知と地区医師会との連絡強化を図る。
⑥ 新規開業医療機関へ冊子『保険医入門』を配付し、適正な保険診療、
保険請求に資する。

○医療保険委員会

○中国四国厚生局鳥取事
務所との打合会
○福祉保健課との打合会
○社会保険指導者講習会

⑶ 介護保険対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 介護保険の運営、介護保険報酬改訂の周知を図る。
② 介護支援専門員組織との連携を推進する。
③ 介護保険事業計画の改正に伴う対策を図る。
④ 地域支援事業（介護予防事業）に協力する。
⑤ 療養病床再編計画の周知、推進を図る。

○介護保険対策委員会
※第５期鳥取県介護保険
事業支援計画及び老人
福祉計画策定・推進委
員会

⑷ 労災保険対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 鳥取労働局との連絡協調を図る。
② 労災保険診療指定医療機関研修会を開催する。

※労災保険運営協議会
※労災保険診療費審査委
員会
※労災診療協議会

⑸ 自賠責保険対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 自賠責保険診療費算定基準の推進を図る。
② 自賠責保険にかかる診療、費用請求等に関する自賠責保険研修会を
開催する。

③ 損害保険各社との連絡協議会を開催し、自賠責保険診療費における
トラブルの解決処理にあたる。

○鳥取県自動車保険医療
指導委員会

○鳥取県自動車保険医療
連絡協議会

⑹ 診療情報提供の推進 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 患者等からの求めに応じて提供する診療情報について適正な提供の
推進を図る。

② 日本医師会「診療情報の提供に関する指針」を周知するとともに実
践の推進を図る。

③ 医療相談窓口を設置し、県民からの相談にあたるとともに地区医師
会相談窓口との連携を図る。

④ 県の医療相談窓口「医療安全支援センター」との情報交換、連携を
図る。

○診療情報提供推進委員
会

※鳥取県医療安全推進協
議会

⑺ 医療保険情報の周知徹底 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 健保、国保の疑義解釈などの医療保険関係情報を医師会報に掲載し、
周知徹底を図る。

② 新入会員への啓発研修を行う。
⑻ 個人情報保護対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 法の規定による遵守すべき事項の周知を図り、個人情報の適正な取
扱いに努める。

⑼ 医療保険関係団体との連絡調整
【公２―⑤医療・介護保険対策事業】

① 中国四国厚生局鳥取事務所、支払基金、国保連合会等との連絡強化
を図る。
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

・地方社会保険医療協議会鳥取部会、支払基金幹事会、基金・国保審
査委員会など。

・審査員の改選への対応（任期２５．５．３１まで）
② 県などの各種委員会ヘ委員等を派遣する。

⑽ 国民のための医療推進対策 【公２―⑤医療・介護保険対策事業】
① 「鳥取県国民医療推進協議会」を主宰するとともに構成団体相互の
連携を図る。

② 国民皆保険制度の堅持、国民のための医療を守るため、講演会等を
開催する。

③ TPP交渉反対、控除対象外消費税の問題の解決などについて、医
療関係団体をはじめ参画団体の理解と協力を得て推進する。

○鳥取県国民医療推進協
議会

１０．医事法規の整備に関する事項
⑴ 医療法改正対策 【公２―⑥医事法規対策事業】
① 改正医療法への対応を検討する。
② 医療特区・医療ツーリズム・混合診療導入反対、国民皆保険制度堅
持の運動を引き続き展開する。

⑵ 母体保護法対策 【公２―⑥医事法規対策事業】
① 母体保護法指定医師の指定審査を行なう。
② 母体保護法指定における不服審査を行なう。
③ 母体保護法に関する諸問題について周知する。

○母体保護法指定医師審
査委員会
○母体保護法指定医師不
服審査委員会
○家族計画母体保護法指
導者講習会

１１．医療施設の整備に関する事項 【公２】
⑴ 医療提供体制の確保対策 【公２―⑥医事法規対策事業】
① 病院、診療所の開設、基準病床数の変更について対応を図る。
② 地域の医療提供体制に積極的に関与し、地域医療の安定を図る。
③ 県立病院の運営に関して意見を述べる。

※鳥取県医療審議会、法
人部会
※鳥取県地域医療対策協
議会
※県立病院運営評議会

１２．医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康及び福祉の増進に関
する事項
⑴ 医業経営対策 【公２―⑦医業経営対策事業】
① 医業経営に関する情報提供を行う。（麻薬施用免許、生命保険、協
力貯蓄、医師年金、日本医師従業員国民年金基金、医療機関厚生年金
基金、調査統計等）

② 各種の税制対策に関する情報収集に努める。
③ 控除対象外消費税の解消に努める。
④ 社会保険診療報酬に対する事業税非課税存続を求め、関係者への働
きかけを強化する。

⑤ 各種検診料、文書料等報酬の適正化を図る。
⑵ 医事紛争対策 【公２―⑦医業経営対策事業】
① 日本医師会、地区医師会との連携を図り、医事紛争の早期解決処理
にあたる。

② 医事紛争に関する研修会を開催する。
③ 賠償責任保険の加入を推奨し、補償に備える。

○医事紛争処理委員会
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

④ 「産科医療補償制度」の周知及び加入を推奨する。
⑶ 看護職員対策 【公２―⑦医業経営対策事業】
① 看護職員養成対策の強化を図る。
② 看護高等専修学校との連携強化、情報交換を図る。
③ 訪問看護ステーション、ナースセンター運営事業へ協力する。
④ 新たな看護師養成施設の動きに関する情報収集に努め、適切に対応
する。

○看護高等専修学校連絡
協議会
※准看護師試験委員会
※看護職員確保対策協議
会
※ナースセンター事業運
営委員会
※看護師養成の抜本的拡
充に向けての検討会

⑷ 勤務医、病院対策 【公２―⑦医業経営対策事業】
① 病院における勤務医の過重労働・疲弊などの諸問題の解消を支援す
る。

② 鳥取県病院協会との連携強化を図る。
③ 臨床研修病院と協力して勤務医（研修医）の入会を促進し、会員増
強対策、部会活動の充実を図る。

④ 医療安全、医事紛争などの勤務医の諸課題に対応する。

○全国医師会勤務部会連
絡協議会
（岡山市２５．１１．９）

○勤務医委員会

⑸ 医師国保組合との連携強化 【公２―⑦医業経営対策事業】
① 医師国保組合への加入推奨など、医師国保組合の事業運営に協力す
る。

○鳥取県医師国民健康保
険組合

⑹ 損害保険、生命保険の団体業務の継続 【収１―生命保険事業】
① 医師賠償責任保険、施設賠償責任保険、所得補償保険の募集を行う。
（損保ジャパン）

② 勤務医会員の加入を推奨する。
③ 日医特約保険（２億円補償）への加入を推奨する。
④ Ｂグループ生命保険の募集を行う。（幹事会社：明治安田生命）

⑺ 協力貯蓄制度の推進等 【他―会員福祉対策事業】
① 開業医の第１０次協力貯蓄を推進する。（積立期間２０．５～２５．４）
② 勤務医の第９次協力貯蓄を推進する。（積立期間２２．５～２７．４）
③ 独立行政法人福祉医療機構の業務の周知
・施設整備資金融資の制度内容、融資利率などの情報提供を行う。

⑻ 会員福祉対策 【他―会員福祉対策事業】
① 日本医師会「医師年金」、日本医師従業員国民年金基金への加入を
推奨する。

② 鳥取県医療機関厚生年金基金の運営等の現状分析を図る。
③ 各種の表彰、弔慰を行なう。
・永年在任役職員表彰、医業５０年会員表彰、米寿・喜寿祝い贈呈

１３．医師会相互の連絡調整に関する事項
⑴ 日本医師会との連携強化 【公２―⑧医師会相互連絡調整事業】
① 日本医師会が主催する諸会議へ役員を派遣し、情報収集、連携強化
を図る。

○日医代議員会
○都道府県医師会長協議
会
○日医各担当理事連絡協
議会
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

○日医の各委員会
○日医医療政策シンポジ
ウム

⑵ 中国四国医師会連合との連携強化
【公２―⑧医師会相互連絡調整事業】

① 中国四国医師会連合各県との連携強化を図る。
② 中国四国医師会連合主催の諸会議へ役員を派遣し、情報収集、意見
交換、連携強化を図る。

○中国四国医師会連合総
会
（広島市２５．９．２８―２９）
○中国四国医師会連合各
分科会
○中国四国医師会連合常
任委員会
○中国四国医師会連合各
種研究会

⑶ 地区医師会との連携強化 【公２―⑧医師会相互連絡調整事業】
① 当面する諸問題へ対応するため担当理事連絡協議会を開催し、問題
点の共通認識、解決、連携強化を図る。

② 事務局職員連絡協議会を開催し、職員相互の連携強化、親睦を図る。

○各担当理事連絡協議会

○事務局職員連絡協議会
⑷ 情報ネットワークの推進 【公２―⑧医師会相互連絡調整事業】
① 鳥取県医師会のIT化を推進する。
② 地域医療情報ネットワークの構築を推進する。
③ 情報システムに関する講演会を開催する。
④ 日本医師会テレビ会議システムへ参加する。

⑤ 地域医療再生基金により導入したテレビ会議システムの積極的な活
用を図る。

○情報システム運営委員
会
○日医医療情報システム
協議会
○医療情報研究会
○テレビ会議システム運
営小委員会

１４．その他に関する事項
⑴ 行政との連携強化

【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】
① 県福祉保健部等との連携を図り、種々の事業に参画し協力する。
② 県教育委員会との連携を図る。
・学校保健委員会への積極的参画など

③ 警察との連携を図る。
・猟銃等の所持許可にかかる診断書交付医療機関を登録する。
・認知症疑い高齢者の運転免許証更新時における診断に協力する。
・犯罪の解決に向けて警察からの捜査等の協力依頼に対応する。

※医療懇話会
※教育委員会との連絡協
議会

⑵ 関係団体との連携強化
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① 関係団体との連携強化を図る。
④ 人権文化センターとの連携を図り、主に医療を受けるかたの人権擁
護活動を推進する。

○鳥取県人権文化セン
ター

⑶ 三師会との連携
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① 三師会の連携強化を図る。（当番：鳥取県医師会）
② 医療保険対策の連携を図る。

○三師会
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事業項目及び主な事業内容 会議・委員会等

⑷ 鳥取県医師会報の発行
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① 会員への情報伝達の主力をなす鳥取県医師会報の発行にあたり、取
材活動の拡充、編集方針の検討、内容の充実等を図る。

② 医師会報をホームページに掲載することにより情報発信の充実を図
る。

○広報委員会
○会報編集委員会

⑸ 広報の強化 【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】
① 会員のメールアドレスを登録し、会員向けの情報伝達、広報を強化
する。

② 県民向けの広報活動を強化する。
③ ホームページコンテンツの充実を図る。

⑹ 報道機関など対外広報との連絡調整
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① 報道関係との連絡、各種団体対外広報との連携を図る。
・医師会報、日医ニュース、その他各種資料の配布

② 報道記者との懇談会を開催し、当面の地域医療情勢について幅広い
理解を得る。

③ 医師会活動のPR、国民皆保険制度などの諸問題等について対外広
報を強化する。

⑺ 犯罪被害者支援対策
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① とっとり被害者支援センターの運営に協力する。

※とっとり被害者支援セ
ンター

⑻ 定款、諸規程の検討
【公２―⑨その他本会の目的を達成するための事業】

① 公益社団法人への移行に伴い定款、定款施行細則、その他諸規程に
ついて必要に応じ、随時、見直しの検討を行う。

○定款諸規程改正検討委
員会

⑼ その他
① 公益社団法人への移行に伴い総会の機能は、法律上、社員総会（代
議員会）となることから、各種表彰、鳥取医学賞受賞講演、特別講演
などの機会について検討を行う。

② 公益社団法人への移行に伴う諸般の事項について適宜、対応する。
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会費減免申請の詳細
【高齢・傷病】

所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 住 所 申 請 理 由

東 部 Ｂ 渡 辺 元 鳥取市東町 老齢会員（明治４４年２月１２日生）

〃 Ａ１ 西 尾 吉兵衛 〃 富安 〃 （大正７年１２月２５日生）

〃 Ｂ 桑 田 岩 雄 八頭郡智頭町智頭 〃 （大正８年１２月１日生）

〃 Ｂ 松 岡 京 子 鳥取市行徳 〃 （大正９年６月１８日生）

〃 Ｂ 縄 田 隆 淑 〃 元町 〃 （大正１２年３月３１日生）

〃 Ｂ 巨 島 怜 子 岩美郡岩美町浦富 〃 （大正１３年１月１日生）

〃 Ｂ 村 尾 ちさと 鳥取市二階町 〃 （大正１３年３月１１日生）

〃 Ｂ 早 川 慶 子 〃 行徳 〃 （大正１３年４月２２日生）

〃 Ｂ 谷 本 泰 夫 〃 青葉町 〃 （大正１５年２月２４日生）

〃 Ｂ 村 江 正 名 〃 吉方温泉 〃 （大正１５年６月２日生）

〃 Ｂ 岸 良 尚 〃 河原町河原 〃 （大正１５年７月７日生）

〃 Ｂ 大 谷 伯 八頭郡八頭町宮谷 〃 （大正１５年１２月１３日生）

〃 Ｂ 福 田 源次郎 鳥取市瓦町 〃 （昭和２年４月２３日生）

〃 Ｂ 北 村 正 彦 〃 湯所町 〃 （昭和２年７月１日生）

〃 Ｂ 岡 本 孝 夫 〃 寺町 〃 （昭和２年７月２５日生）

〃 Ｂ 山 本 穣 〃 末広温泉町 〃 （昭和２年１０月１３日生）

〃 Ｂ 面 谷 幹 夫 〃 吉方温泉 〃 （昭和２年１１月１９日生）

〃 Ｂ 深 澤 義 明 〃 湯所町 〃 （昭和２年１２月１日生）

〃 Ｂ 早 瀬 啓 〃 川端 〃 （昭和３年２月２６日生）

〃 Ｂ 飯 塚 幹 夫 〃 美萩野 〃 （昭和３年３月７日生）

〃 Ａ１ 入 江 宏 一 〃 西町 〃 （昭和３年４月２日生）

〃 Ｂ 安 田 稔 〃 湯所町 〃 （昭和３年５月１８日生）

第３号議案 平成２５年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成２５年度鳥取県医師会会費減免申請一覧
申請理由

地 区
高 齢 傷 病 研 修 医 不慮の災害 そ の 他

特別の事由 計 減 免 総 額

東 部 ３５ １ １３ ０ ０ ４９ １，５９６，０００

中 部 １９ ０ ０ ０ ０ １９ ５１６，０００

西 部 ４３ １ ０ ０ ０ ４４ ２，２５６，０００

大 学 ０ ０ １ ０ ０ １ １２，０００

計 ９７ ２ １４ ０ ０ １１３ ４，３８０，０００
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所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 住 所 申 請 理 由

東 部 Ｂ 岡 田 不二雄 八頭郡八頭町花 老齢会員（昭和３年６月１０日生）

〃 Ａ１ 田 村 昭 子 鳥取市掛出町 〃 （昭和３年１２月８日生）

〃 Ｂ 北 室 文 昭 〃 西町 〃 （昭和４年３月１日生）

〃 Ｂ 谷 口 公 子 〃 南町 〃 （昭和４年３月２２日生）

〃 Ｂ 加 藤 一 吉 〃 湖山町南 〃 （昭和５年３月１２日生）

〃 Ｂ 芦 川 喬 〃 田園町 〃 （昭和５年９月１日生）

〃 Ａ１ 米 本 哲 人 〃 吉成南町 〃 （昭和５年１０月２９日生）

〃 Ｂ 前 田 宏 仁 〃 富安 〃 （昭和６年１月４日生）

〃 Ａ１ 瀧 田 賀久也 〃 湖山町北 〃 （昭和６年７月２７日生）

〃 Ｂ 加 藤 泰 弘 〃 片原 〃 （昭和６年８月１７日生）

〃 Ｂ 上 山 奎 自 〃 湖山町東 〃 （昭和７年５月４日生）

〃 Ａ１ 太田原 美 子 〃 気高町 〃 （昭和７年７月１６日生）

〃 Ａ１ 野 口 和 男 〃 西品治 〃 （昭和７年１１月１６日生）

〃 Ｂ 大 石 徹 〃 鍛冶町 病気療養中

中 部 Ｂ 松 田 伸 倉吉市新町 老齢会員（大正９年４月２１日生）

〃 Ｂ 安 梅 みどり 〃 関金町大鳥居 〃 （大正１１年７月１６日生）

〃 Ｂ 徳 岡 淳 一 〃 東巌城町 〃 （大正１１年９月２０日生）

〃 Ｂ 宮 川 鉄 男 東伯郡北栄町瀬戸 〃 （大正１２年３月２８日生）

〃 Ｂ 垣 田 堅二郎 倉吉市東岩倉町 〃 （大正１４年１１月１８日生）

〃 Ｂ 門 脇 好 登 〃 瀬崎町 〃 （大正１５年１月１１日生）

〃 Ｂ 岸 田 専 蔵 〃 清谷町 〃 （大正１５年７月３０日生）

〃 Ｂ 音 田 誠 介 東伯郡湯梨浜町田後 〃 （大正１５年８月５日生）

〃 Ｂ 森 脇 良 省 倉吉市新町 〃 （昭和２年１月２２日生）

〃 Ａ１ 入 江 正 昭 東伯郡琴浦町下伊勢 〃 （昭和２年１０月１９日生）

〃 Ｂ 中 村 克 己 米子市西福原 〃 （昭和２年１１月１５日生）

〃 Ｂ 西 田 龍之介 倉吉市上井町 〃 （昭和３年１月１８日生）

〃 Ｂ 林 原 不二夫 東伯郡琴浦町赤碕 〃 （昭和３年６月２８日生）

〃 Ｂ 尾 西 賢 治 倉吉市上井町 〃 （昭和３年８月１日生）

〃 Ｂ 土 井 学 東伯郡湯梨浜町旭 〃 （昭和３年１０月２５日生）

〃 Ａ１ 上 原 崇 義 倉吉市堺町 〃 （昭和３年１２月６日生）

〃 Ｂ 北 岡 宇 一 鳥取市東今在家 〃 （昭和４年１月１７日生）

〃 Ｂ 西 尾 徹 也 倉吉市伊木 〃 （昭和７年１月１２日生）

〃 Ｂ 神 波 澄 幸 東伯郡琴浦町逢束 〃 （昭和７年２月２日生）

西 部 Ａ１ 板 倉 奨 日野郡日南町多里 〃 （大正６年１１月１５日生）
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所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 住 所 申 請 理 由

西 部 Ｂ 木 下 準四郎 米子市皆生温泉 老齢会員（大正１１年７月３０日生）

〃 Ｂ 木 下 干 城 〃 角盤町 〃 （大正１３年２月２６日生）

〃 Ａ１ 花 園 直 人 〃 東福原 〃 （大正１４年２月５日生）

〃 Ｂ 福 島 武 彦 境港市元町 〃 （大正１４年１１月５日生）

〃 Ｂ 本 田 恭 治 米子市昭和町 〃 （大正１５年４月２２日生）

〃 Ｂ 吹 野 淳 平 〃 米原 〃 （大正１５年５月２４日生）

〃 Ｂ 仲 村 民 広 西伯郡伯耆町大殿 〃 （大正１５年７月３０日生）

〃 Ａ１ 三 好 三七夫 米子市道笑町 〃 （大正１５年９月３０日生）

〃 Ｂ 松 野 昭 市 境港市京町 〃 （大正１５年１２月１０日生）

〃 Ｂ 薬師寺 廓 磨 米子市東福原 〃 （昭和２年２月７日生）

〃 Ｂ 小 坂 博 〃 糀町 〃 （昭和２年３月２０日生）

〃 Ａ１ 足 立 史 郎 〃 淀江町淀江 〃 （昭和２年３月２４日生）

〃 Ｂ 佐 伯 良 人 日野郡江府町江尾 〃 （昭和２年４月１１日生）

〃 Ｂ 中 尾 徳 明 米子市角盤町 〃 （昭和２年５月１０日生）

〃 Ｂ 近 藤 務 〃 新開 〃 （昭和３年１月１８日生）

〃 Ｂ 立 川 武 境港市湊町 〃 （昭和３年１月２８日生）

〃 Ｂ 高 野 正 明 米子市博労町 〃 （昭和３年３月３１日生）

〃 Ｂ 辻 谷 賢 三 〃 観音寺 〃 （昭和３年４月２８日生）

〃 Ｂ 井 上 悊 〃 日野町 〃 （昭和３年５月４日生）

〃 Ｂ 本 多 和 雄 〃 新開 〃 （昭和３年６月２３日生）

〃 Ｂ 髙 田 貢太郎 境港市東雲町 〃 （昭和３年８月５日生）

〃 Ｂ 瀧 川 一 尚 〃 日ノ出町 〃 （昭和３年８月２１日生）

〃 Ｂ 門 脇 和 範 〃 明治町 〃 （昭和３年８月２８日生）

〃 Ｂ 中 村 哲 朗 米子市上後藤 〃 （昭和３年１２月５日生）

〃 Ｂ 髙 田 允 克 〃 福万 〃 （昭和５年２月７日生）

〃 Ｂ 渡 辺 俊 一 〃 皆生新田 〃 （昭和５年３月２日生）

〃 Ａ１ 長谷川 柳 三 〃 車尾 〃 （昭和５年７月５日生）

〃 Ｂ 原 宏 〃 大崎 〃 （昭和５年１０月３０日生）

〃 Ａ１ 井 上 淳 一 〃 中島 〃 （昭和６年１月２日生）

〃 Ｂ 松 本 久 〃 日原 〃 （昭和６年１月３日生）

〃 Ｂ 中久喜 茂 也 〃 西福原 〃 （昭和６年２月９日生）

〃 Ｂ 佐 藤 暢 〃 旗ヶ崎 〃 （昭和６年５月１日生）

〃 Ｂ 芦 立 巖 〃 西福原 〃 （昭和６年５月１８日生）

〃 Ｂ 武 田 千 濤 日野郡江府町武庫 〃 （昭和６年７月７日生）
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所 属
医師会

会 員
種 別 氏 名 住 所 申 請 理 由

西 部 Ｂ 荒 川 雄 司 米子市東福原 老齢会員（昭和６年８月１７日生）

〃 Ｂ 長 田 昭 夫 〃 上後藤 〃 （昭和６年８月２６日生）

〃 Ａ１ 安 田 收 一 〃 二本木 〃 （昭和７年４月１日生）

〃 Ａ１ 錦 織 劭 〃 東町 〃 （昭和７年１１月２２日生）

〃 Ｂ 吉 川 暢 一 〃 車尾 〃 （昭和７年１２月１７日生）

〃 Ａ１ 藤 瀬 秀 親 境港市上道町 〃 （昭和８年２月２日生）

〃 Ａ１ 安 部 喬 樹 米子市新開 〃 （昭和８年２月１２日生）

〃 Ａ１ 永 見 実 〃 久米町 〃 （昭和８年３月２６日生）

〃 Ａ１ 中 村 佐和子 〃 上後藤 病気療養中

【研修医】

所 属
医師会

会員
種別 氏 名 所 属 病 院 所 属

医師会
会員
種別 氏 名 所 属 病 院

東 部 Ｂ 松 居 真 司 鳥取県立中央病院 東 部 Ｂ 三 橋 耕 平 鳥取赤十字病院

〃 Ｂ 久 留 弘 美 〃 〃 Ｂ 髙 須 勇 太 〃

〃 Ｂ 石 田 孝 次 〃 〃 Ｂ 新 雅 史 〃

〃 Ｂ 山 本 章 裕 〃 〃 Ｂ 椋 大 知 〃

〃 Ｂ 上 平 佑 子 〃 〃 Ｂ 西 川 大 祐 鳥 取 市 立 病 院

〃 Ｂ 白 川 裕 子 〃 〃 Ｂ 谷 悠 真 〃

〃 Ｂ 木 村 有 佑 〃 鳥取大学 Ｂ 高 橋 輝 一 鳥取大学医学部附属病院
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．会 費（５３．７６％） ７９，６６５ ８０，３４０ －６７５

１．会 費 収 入 ７９，６６５ ８０，３４０ －６７５

１．会 費 収 入 ７７，３７２ ７８，０２０ －６４８

⑴ 均等割会費収入 ７７，３７２ ７８，０２０ －６４８

＠１５６，０００×４０２人＝６２，７１２，０００円
A１
�
��
��
＠ ７２，０００× ６人＝ ４３２，０００円
＠１２０，０００× ２人＝ ２４０，０００円

A２ ２１人＝ ４，２８０，０００円
B ＠ １２，０００×８０９人＝ ９，７０８，０００円

２．特別会費収入 ２，２９３ ２，３２０ －２７

⑴ 医事紛争処理委員会会費 ７８１ ７８３ －２ ＠１，８００×４３４人

⑵ 学校医部会会費 ６２４ ６４５ －２１ ＠３，０００×２０８人

⑶ 産業医部会会費 ８８８ ８９２ －４ ＠２，０００×４４４人

２．入 会 金 （３．３７％） ５，０００ ５，０００ ０

１．入会金収入 ５，０００ ５，０００ ０

１．入会金収入 ５，０００ ５，０００ ０ ＠５００，０００×１０人

３．負 担 金 （１．２６％） １，８６０ １，８６０ ０

１．負担金収入 １，８６０ １，８６０ ０

１．会館維持負担金 １，８６０ １，８６０ ０
医師国保組合 １，２６０，０００円
損保ジャパン代理店北陽サービス

６００，０００円

４．補 助 金 （９．０２％） １３，３７４ １４，４５２ －１，０７８

１．補助金等収入 １３，３７４ １４，４５２ －１，０７８

１．日医補助金 ５，６６７ ５，９３７ －２７０

都道府県医師会助成費 ２，６００，０００円
生涯教育助成費 １，１７７，０００円
勤務医活動助成費 ５００，０００円
年金普及推進運動助成費 １００，０００円
医賠責特約保険制度運営経費他 ５６０，０００円
医師会立准看護師養成所助成金 ４８０，０００円
予防接種対策地域支援費 ２５０，０００円

２．県委託金・補助金 ５，７０７ ６，５１５ －８０８

特別医療協力費 ２，５００，０００円
臨床検査精度管理補助金 ５００，０００円
高度救命処置研修事業補助金 ５００，０００円
かかりつけ医と精神科医との連携会議委託金

２５０，０００円
精神医療関係者研修委託金 ５００，０００円
糖尿病予防対策連携強化事業委託金

１，４５７，０００円

３．産業医研修委託金 ２，０００ ２，０００ ０ 産業医研修委託金 １，８００，０００円
産業医研修連絡協議会委託金 ２００，０００円

５．寄 付 金 （０．６７％） １，０００ １０ ９９０

平成２５年度鳥取県医師会一般会計収支予算
（単位：千円）
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

１．寄 付 金 １，０００ １０ ９９０

１．寄 付 金 １，０００ １０ ９９０

６．雑 収 入 （６．１３％） ９，０８１ ７，９６１ １，１２０

１．雑 収 入 ９，０８１ ７，９６１ １，１２０

１．受 取 利 息 ２０ ２０ ０ 普通預金利息

２．雑 収 入 ７，３７１ ６，０８１ １，２９０

医師賠償保険人件費負担金（北陽サービスより）
１，９２０，０００円

健対協人件費負担金（県より）
２，３１６，０００円

健対協会報印刷代等負担金 １，４００，０００円
医学雑誌別刷個人負担分 ２００，０００円
有床診療所協議会会費 ２９０，０００円
世界糖尿病デーライトアップイベントに対する助成金

４００，０００円
労災保険情報センター協力費 ６９０，０００円
その他 １５５，０００円

３．広告・手数料他収入 １，６９０ １，８６０ －１７０

会報・医学雑誌・会員名簿広告料
１，２００，０００円

会場使用料 ５０，０００円
日医認定産業医・スポーツ医申請手数料

４００，０００円
母体保護法指定医指定手数料 ４０，０００円

７．繰 入 金 （８．９１％） １３，２００ １３，６８０ －４８０

１．繰 入 金 １３，２００ １３，６８０ －４８０

１．繰入金収入 １３，２００ １３，６８０ －４８０
生命保険取扱特別会計繰入金

１２，０００，０００円
地域産業保健事業会計繰入金

１，２００，０００円

事業活動収入計 １２３，１８０ １２３，３０３ －１２３
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

２．事業活動支出

１．事 業 費（３４．３５％） ５０，９０９ ６１，８９３ －１０，９８４

１．医道高揚対策費
（０．０７％） １０６ ２５０ －１４４

１．自浄作用活性化対策費 １０６ ２５０ －１４４
職業倫理・自浄作用活性化委員会

８６，０００円
自浄作用活性化対策費 ２０，０００円

２．医学向上費（４．１６％） ６，１６０ ７，９１５ －１，７５５

１．医 学 会 費 １，０６５ １，２６５ －２００ 医学会費（２回） １，０００，０００円
鳥取医学賞 ６５，０００円

２．医療安全対策費 １７７ ４００ －２２３ 医療安全対策委員会 １２７，０００円
医療安全対策費 ５０，０００円

３．鳥取医学雑誌発行費 ３，８００ ３，８００ ０
印刷費（年４回） ３，０００，０００円
送料 １００，０００円
委員会費 ５００，０００円
編集費 ２００，０００円

４．生涯教育費 １，１１８ ２，４５０ －１，３３２ 生涯教育講座地区委託金 １，０００，０００円
生涯教育委員会 １１８，０００円

３．公衆衛生活動費
（０．２８％） ４１０ ５６０ －１５０

１．公衆衛生活動協力費 １６０ １６０ ０ 公衆衛生協会費等

２．健康教育活動費 ２５０ ４００ －１５０

４．地域医療推進対策費
（１．０２％） １，５１６ ２，８９６ －１，３８０

１．救急・防災対策費 ８９６ １，１９６ －３００

救急・災害対策委員会 １００，０００円
救急医療・麻薬対策費 １００，０００円
高度救命処置研修事業費 ６００，０００円
衛星・災害時優先携帯電話使用料

９６，０００円

２．共同利用施設対策費 １００ ７００ －６００ 共同利用施設対策費

３．医師確保対策費 １００ ５００ －４００ 女性医師の懇談会他

４．有床診療所対策費 ４２０ ５００ －８０
全国有床診療所協議会費 ２９０，０００円
全国有床診療所協議会中四国ブロック会費

８０，０００円
有床診療所対策費 ５０，０００円

５．地域保健向上費
（７．５７％） １１，２２２ １２，２２８ －１，００６

１．地域保健活動費 １，９５３ ２，２５０ －２９７

健康対策協議会補助金 １，３００，０００円
禁煙指導対策委員会 １０３，０００円
禁煙指導対策地区医師会補助金

３００，０００円
世界禁煙デーイベント地区医師会補助金

１５０，０００円
地域保健対策費（印刷費・送料）

１００，０００円
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

２．臨床検査精度管理事業費 １，２００ １，３５０ －１５０
臨床検査精度管理委員会（２回）

２００，０００円
臨床検査精度管理費・報告書他

１，０００，０００円

３．特定健診・保健指導対策費 ５０ １００ －５０ 特定健診・特定保健指導対策費

４．糖尿病対策費 １，９９７ １，５００ ４９７

糖尿病対策推進会議 ９０，０００円
糖尿病対策費 ５０，０００円
糖尿病予防対策連携強化事業費

１，４５７，０００円
世界糖尿病デーブルーライトアップイベント経費

４００，０００円

５．メンタルヘルス・自殺対策費 ７５０ ５５０ ２００
かかりつけ医と精神科医との連携会議

２５０，０００円
精神医療関係者研修事業費 ５００，０００円

６．感染症対策費 ４００ ８５０ －４５０
感染症危機管理対策委員会 １５０，０００円
感染症対策費 １５０，０００円
新型インフルエンザ対策費他 １００，０００円

７．学校保健対策費 ２，０３２ ２，３０８ －２７６

全国学校保健・学校医大会 ２５０，０００円
中国地区学校保健・学校医大会

１００，０００円
日医学校保健講習会 １５０，０００円
日本学校保健会々報 ２２４，０００円
学校保健会拠出金 ８０，０００円
地区医師会補助金（３地区）７２７，５００円
学校医部会運営委員会・研修会他

５００，０００円

８．健康スポーツ医対策費 １００ ３００ －２００ 研修会他

９．産業保健対策費 ２，７４０ ３，０２０ －２８０

産業医研修会（３回） １，８００，０００円
産業医部会運営委員会（１回）２５０，０００円
産業保健協議会（１回） ３５０，０００円
産業安全衛生大会 ６０，０００円
産業保健活動全国会議他 ４０，０００円
送料他 ２４０，０００円

６．保険医療対策費
（１．７４％） ２，５８０ ４，４９０ －１，９１０

１．医療保険対策費 ２，０９０ ２，７４０ －６５０

健保・生保立会旅費 ２４０，０００円
医療保険委員会 ３５０，０００円
社会保険指導者講習会 ２００，０００円
保険対策費他（印刷費・送料）

１，３００，０００円

２．介護保険対策費 １４０ ３００ －１６０ 介護保険対策委員会 ９０，０００円
介護保険対策費 ５０，０００円

３．労災・自賠責対策費 １００ ４００ －３００ 労災保険対策費 ５０，０００円
自賠責保険対策費 ５０，０００円

４．診療情報提供対策費 １４０ ３００ －１６０ 診療情報提供推進委員会 ９０，０００円
診療情報提供対策費他 ５０，０００円

５．個人情報保護対策費 １０ ５０ －４０ 資料作成費他

６．国民医療推進対策費 １００ ７００ －６００ 国民医療推進対策費

７．医事法規対策費
（０．１１％） １７０ ３００ －１３０
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

１．母体保護法対策費 １７０ ３００ －１３０
母体保護法指定助成金 ５０，０００円
母体保護法指定医師審査委員会

１００，０００円
母体保護法指定対策費 ２０，０００円

８．医業経営対策費
（１．８９％） ２，８００ ３，３７０ －５７０

１．医事紛争対策費 １，１２０ １，２２０ －１００
医事紛争処理委員会（１回）２００，０００円
医事紛争研修会 ５０，０００円
旅費・調査費他 ２００，０００円
弁護士顧問料（２名） ６７０，０００円

２．看護職員対策費 １，２３０ １，３５０ －１２０

看護高等専修学校連絡協議会他
１５０，０００円

各看護高等専修学校補助金 ６００，０００円
医師会立准看護師養成所助成金（日医分）

４８０，０００円

３．勤務医・病院対策費 ４５０ ８００ －３５０

全国医師会勤務医部会連絡協議会
２００，０００円

勤務医委員会 １００，０００円
勤務医対策費 ５０，０００円
病院協会補助金 １００，０００円

９．会員福祉対策費
（１．７１％） ２，５３０ ２，６００ －７０

１．福祉事業費 １，４００ １，４００ ０ 会員名簿印刷費・送料

２．表彰弔慰費 １，０５０ １，０５０ ０ 表彰費（喜寿米寿白寿祝含）６５０，０００円
弔慰費 ４００，０００円

３．協力貯蓄運営費 ８０ １５０ －７０ 印刷費、送料他

１０．医師会相互連絡調整費
（８．３４％） １２，３５５ １３，４８４ －１，１２９

１．日本医師会連絡協議会費 １，０００ １，０００ ０ 日本医師会出張旅費

２．中国四国医師会連合連絡費 ４，２６０ ４，２６０ ０

中国四国医師会連合総会（広島）
８６０，０００円

中四国連合各種研究会（広島）２５０，０００円
中四国連合常任委員会他 １５０，０００円
旅費 ３，０００，０００円

３．地区医師会連絡協議会費 ２５０ １，１５０ －９００ 地区医師会長協議会他 １００，０００円
地区連絡費 １５０，０００円

４．地区医師会交付金 ２，０８０ ２，０８０ ０
健康教育活動補助金（東・中・西・大学）

８００，０００円
特別医療協力費（東・中・西・大学）

１，２８０，０００円

５．地区医師会事務費交付金 １，２４０ １，２４０ ０ 東部 ４８０，０００円、中部 ２００，０００円
西部 ５００，０００円、大学 ６０，０００円
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科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

６．情報システム対策費 ３，５２５ ３，７５４ －２２９

情報システム運営管理費 ２，０５０，０００円
ホームページ管理ソフトサポート料

２５２，０００円
情報システム運営委員会（１回）

１００，０００円
情報システム整備費 ２００，０００円
日医医療情報システム協議会 １５０，０００円
情報システムに関する講演会・会議費

２００，０００円
テレビ会議システムネットワーク費

３４２，０００円
テレビ会議システム保守料 ２３１，０００円

１１．その他事業費
（７．４６％） １１，０６０ １３，８００ －２，７４０

１．県行政連絡費 ４００ ４００ ０ 医療懇話会 ２５０，０００円
県教育委員会連絡協議会 １５０，０００円

２．三師会連絡費 ３００ ３００ ０ 観桜会

３．会 報 費 ９，９００ ９，９００ ０
印刷費（月１回）・臨時号（年１回）

８，３００，０００円
送料 １，４５０，０００円、編集費 ６０，０００円
会報編集委員会 ９０，０００円

４．広報活動費 ２６０ ６００ －３４０ 対内・対外広報活動費 １５０，０００円
広報委員会 １１０，０００円

５．特別事業費 ２００ ２，６００ －２，４００

２．管 理 費（５９．０５％） ８７，５１０ ８９，０１５ －１，５０５

１．事 務 費
（４９．０５％） ７２，６８８ ７３，５６３ －８７５

１．報 酬 ８，５９６ ８，５９６ ０

⑴ 役 員 報 酬 ８，５８６ ８，５８６ ０

役員報酬 ８，０５０，０００円
・会長１人 ・副会長２人
・理事１２人 ・監事２人
・議長１人 ・副議長１人
税理士報酬 ５３６，０００円

⑵ 退任役員慰労金 １０ １０ ０

２．給 与 ３９，１８６ ３９，２０６ －２０

⑴ 給 料 ２５，６８９ ２５，４０６ ２８３ 職員８名 基本給

⑵ 職 員 手 当 １３，４８７ １３，７９０ －３０３

期末勤勉手当 ９，７５０，０００円
管理職・職務手当 １，３７４，０００円
時間外手当 １，４００，０００円
通勤手当 ６０３，０００円
扶養手当 ３６０，０００円

⑶ 退 職 金 １０ １０ ０

３．旅 費 １，５００ １，５００ ０ 役員旅費 １，０００，０００円
職員旅費 ５００，０００円

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

32



科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

４．一般事務費 ６，１０５ ６，１０５ ０

電話料 ４００，０００円
通信運搬費 ７５０，０００円
事務用品・雑費 ８８０，０００円
コピー使用料 １，４８０，０００円
コピー機リース料 １，０７５，０００円
給与システムレンタル料 ６３，０００円
法人会計システムリース・保守料

６４６，０００円
メディファックス購読料 ５５５，０００円
資料整備費 １００，０００円
ゴミ清掃料 ９４，０００円
新聞購読料 ６２，０００円

５．交 通 費 １，３００ １，３００ ０

６．共 済 費 ８，０９１ ７，７４６ ３４５
健保厚生年金保険料 ５，９００，０００円
労働保険料 ６６５，０００円
中小企業退職金共済掛金 ５７６，０００円
役員傷害保険料 ９５０，０００円

７．福利厚生費 １１０ ４６０ －３５０ 職員健康診断費用 ６０，０００円
職員福利費 ５０，０００円

８．光 熱 水 費 ３，１５０ ３，１５０ ０
電気代 ２，２００，０００円
水道・ガス代 ３００，０００円
灯油代 ６５０，０００円

９．公 課 費 ４，６５０ ５，５００ －８５０ 固定資産税 ４，０００，０００円
収益事業に係る税金 ６５０，０００円

２．会 議 費（６．０３％） ８，９４０ ９，３７０ －４３０

１．総 会 費 ６５０ ８００ －１５０

２．代議員会費 ２，５００ ２，５００ ０ 旅費 １，５００，０００円
諸費・資料等 １，０００，０００円

３．理 事 会 費 ５，４７０ ５，４７０ ０ 常任理事会（１２回） １，５６０，０００円
理事会（１２回） ３，９１０，０００円

４．監 事 会 費 １００ ２００ －１００

５．委 員 会 費 ２２０ ４００ －１８０ 裁定委員会費 １００，０００円
諸規程改正検討委員会費 １２０，０００円

３．交 際 費（０．８８％） １，３００ １，５００ －２００

１．会長交際費 ５００ ６００ －１００

２．県医交際費 ８００ ９００ －１００

４．会館管理運営費
（３．０９％） ４，５８２ ４，５８２ ０

１．維持管理費 ４，２８２ ４，２８２ ０

会館清掃料 １，３００，０００円
エレベーター保守料 ７５６，０００円
警備保障料 ５０４，０００円
空調設備保守点検料 ９８７，０００円
電気関係保安監理手数料 ２００，０００円
自動火災報知設備保守料 １６０，０００円
火災保険料 ２０２，０００円
オイルタンク管理料 ６０，０００円
その他の管理料 １１３，０００円

２．管理運営費 ３００ ３００ ０ 営繕関係諸費

事業活動支出計 １３８，４１９ １５０，９０８ －１２，４８９

事業活動収支差額 －１５，２３９ －２７，６０５ １２，３６６

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

33



科 目 当 初
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較
増 減 額 摘 要

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

１．特定預金取崩収入
（０．０１％） ２０ ３０ －１０

１．特定預金取崩収入 ２０ ３０ －１０

１．役員退職慰労金積立金取崩収入 １０ １０ ０

２．職員退職積立金取崩収入 １０ １０ ０

３．医事紛争処理積立金取崩収入 ０ １０ －１０

投資活動収入計 ２０ ３０ －１０

２．投資活動支出

１．特定資産支出 （３．１０％） ４，５９０ ４，６７１ －８１

１．特定預金支出 ４，５９０ ４，６７１ －８１

１．役員退職慰労金積立金 ７３０ ７７０ －４０ 別途積立金 ３，５００，０００円
（２５．１．３１現在）

２．職員退職給与積立金 ３，８６０ ３，９００ －４０

２６年３月末必要額（８名分）
１００，２２８，２５０円

中小企業退職金共済積立額
（２６．３．３１見込 ８名分）

２３，６８５，１６９円
別途積立金 ７２，６８９，１７９円

（２５．３．３１見込）

３．医事紛争処理積立金 ０ １ －１

投資活動支出計 ４，５９０ ４，６７１ －８１

投資活動収支差額 －４，５７０ －４，６４１ ７１

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出

１．予 備 費 （３．５０％） ５，１９１ ２，７５４ ２，４３７

１．予 備 費 ５，１９１ ２，７５４ ２，４３７

１．予 備 費 ５，１９１ ２，７５４ ２，４３７

当期収支差額 －２５，０００ －３５，０００ １０，０００

前期繰越収支差額（１６．８７％） ２５，０００ ３５，０００ －１０，０００

次期繰越収支差額 ０ ０ ０

（注）１．借入金限度額 ０円 該当なし
２．債務負担額 ０円 該当なし
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第５号議案 平成２５年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支予算について

平成２５年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支予算
（単位：千円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．会 費 収 入
１．積 立 金 ９，８４０ ９，９３６ －９６ A１ ２，０００円×１２か月×４１０人＝９，８４０，０００円

２．雑 収 入
１．雑 収 入 １ １ ０ 普通預金利息

事業活動収入計 ９，８４１ ９，９３７ －９６

２．事業活動支出

１．管理費支出
１．諸 経 費 １０ １０ ０

２．修 繕 費 ９５，２３１ ８４，６０７ １０，６２４ 大規模修繕等

事業活動支出計 ９５，２４１ ８４，６１７ １０，６２４

事業活動収支差額 －８５，４００ －７４，６８０ －１０，７２０

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出 ０ ０ ０

当期収支差額 －８５，４００ －７４，６８０ －１０，７２０

前期繰越収支差額 ８５，４００ ７４，６８０ １０，７２０

次期繰越収支差額 ０ ０ ０
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第６号議案 平成２５年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支予算について

平成２５年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支予算
（単位：千円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．事 業 収 入
１．団体事務費 １２，３６０ １２，８４０ －４８０

団体事務取扱手数料 ７社分
１，０３０，０００円×１２か月

２．雑 収 入
１．雑 収 入 １ １ ０ 普通預金利息

事業活動収入計 １２，３６１ １２，８４１ －４８０

２．事業活動支出

１．事業費支出
１．一般事務費 ４００ ４００ ０ 口座振替・振込手数料、通信費

２．他会計への繰入金支出
１．繰 出 金 １２，０００ １２，６００ －６００ 一般会計へ

事業活動支出計 １２，４００ １３，０００ －６００

事業活動収支差額 －３９ －１５９ １２０

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出

１．予 備 費
１．予 備 費 ５１ １０１ －５０

当期収支差額 －９０ －２６０ １７０

前期繰越収支差額 ９０ ２６０ －１７０

次期繰越収支差額 ０ ０ ０

※配当金については、毎年かなりの変動があるが、全額会員への配当金となるため、計上していない。
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第７号議案 平成２５年度鳥取県地域産業保健事業収支予算について

平成２５年度鳥取県地域産業保健事業収支予算
（単位：円）

科 目 当初予算額 前年度予算額 比較増減額 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．事 業 収 入
１．委 託 金 １７，３８５，５４５ １５，９６０，５９２ １，４２４，９５３ 鳥取労働局

事業活動収入計 １７，３８５，５４５ １５，９６０，５９２ １，４２４，９５３

２．事業活動支出

１．事業費支出
１．諸 謝 金
２．旅 費
３．庁 費
４．消費税相当額
５．他会計への繰出金

１０，２７３，２８４
３５０，０００

５，１４６，０００
４１６，２６１

１，２００，０００

１０，０５７，７２０
４００，０００

４，０４０，０００
３８２，８７２

１，０８０，０００

２１５，５６４
－５０，０００
１，１０６，０００
３３，３８９
１２０，０００

医師、コーディネーター等

一般会計へ

事業活動支出計 １７，３８５，５４５ １５，９６０，５９２ １，４２４，９５３

事業活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出

１．予 備 費
１．予 備 費 ０ ０ ０

当期収支差額 ０ ０ ０

前期繰越収支差額 ０ ０ ０

次期繰越収支差額 ０ ０ ０
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参
考

平
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２５
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取
県
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（
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般
・
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別
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）
収
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予
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総
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表

（
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：
千
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）
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目

一
般
会
計

特
別

会
計

内
部
取
引
消
去

合
計

会
館
修
繕
積
立
金
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保
険

地
産
保
事
業

Ⅰ
事
業
活
動
収
支
の
部

１
．
事
業
活
動
収
入

１
．
会

費
収

入
２
．
入
会
金
収
入

３
．
負
担
金
収
入
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．
補
助
金
等
収
入

５
．
寄

付
金

６
．
雑

収
入

７
．
繰

入
金

８
．
団
体
事
務
費

９
．
委

託
金

７９
，６
６５

５ ，
００
０

１ ，
８６
０

１３
，３
７４

１ ，
００
０

９ ，
０８
１

１３
，２
００

９ ，
８４
０ １

１

１２
，３
６０

１７
，３
８５

－
１３
，２
００

８９
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０５
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００
０

１ ，
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０
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，３
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６０
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，３
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０
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対
策
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．
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絡
調
整
費

１０
６

６ ，
１６
０

４１
０

１ ，
５１
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１１
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２２

２ ，
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０
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０

２ ，
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２ ，
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計
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合
計
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２０
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．
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費
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．
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２３
．
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金

１１
，０
６０

７２
，６
８８

８ ，
９４
０

１ ，
３０
０

４ ，
５８
２

１０
９５
，２
３１

４０
０

１２
，０
００

１０
，２
７３ ３５
０

５ ，
１４
６

４１
６

１ ，
２０
０

－
１３
，２
００

１１
，０
６０

７２
，６
８８

８ ，
９４
０

１ ，
３０
０

４ ，
５８
２ １０

９５
，２
３１ ４０
０

１０
，２
７３ ３５
０

５ ，
１４
６

４１
６ ０

事
業
活
動
支
出
計

１３
８，
４１
９

９５
，２
４１

１２
，４
００

１７
，３
８５

－
１３
，２
００

２５
０，
２４
５

事
業
活
動
収
支
差
額

－
１５
，２
３９

－
８５
，４
００

－
３９

０
０

－
１０
０，
６７
８

Ⅱ
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動
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支
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部

１
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入

１
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預
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２０
２０
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計

２０
０

０
０

０
２０

２
．
投
資
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動
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出

１
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特
定
預
金
支
出

４，
５９
０

４，
５９
０

投
資
活
動
支
出
計

４，
５９
０

０
０

０
０

４，
５９
０

投
資
活
動
収
支
差
額

－
４，
５７
０

０
０

０
０

－
４，
５７
０

Ⅲ
財
務
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動
収
支
の
部

１
．
財
務
活
動
収
入
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０

０
０

２
．
財
務
活
動
支
出

財
務
活
動
支
出
計

０
０

０
０

０
０

財
務
活
動
収
支
差
額

０
０

０
０

０
０

Ⅳ
予
備
費
支
出

１
．
予

備
費

５，
１９
１

０
５１

０
５，
２４
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０
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０
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０
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公益社団法人鳥取県医師会第１９０回定例代議員会 議事録
１．開 催 の 期 日
平成２５年６月２９日（土）
午後４時～午後５時３０分

２．開 催 の 場 所
ホテルニューオータニ鳥取 鳥取市今町

３．代 議 員 総 数
４６名（欠員１名）

４．出席代議員数
４０名

５．出席の役員等
岡本会長、吉中・魚谷両副会長
渡辺・明穂・笠木・吉田・清水各常任理事
米川・村脇・岡田・日野・武信・瀬川・小林
各理事
新田・石井両監事
入江・長田両顧問

６．議長及び副議長の選定
◇議 長 野坂美仁（新）
副議長 松浦喜房（新）

７．報 告 事 項
平成２４年度公益社団法人鳥取県医師会会務
報告

８．議 決 事 項
次の５議案について原案通り可決された。
第１号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取

県医師会一般会計収支決算承
認について

第２号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取
県医師会会館修繕積立金会計
収支決算承認について

第３号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取
県医師会生命保険取扱特別会
計収支決算承認について

第４号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取
県地域産業保健事業会計収支
決算承認について

第５号議案 平成２５年度公益社団法人鳥取
県医師会会費減免申請承認に
ついて

９．役 員 の 選 任
公益社団法人移行により、任期満了に伴う

役員の選任を行い、次の通り選任した（届出
順）。
◇会 長 魚谷 純（新）

◇副会長 渡辺 憲（新） 清水正人（新）
◇理 事 米川正夫（再） 笠木正明（再）

吉田眞人（再） 明穂政裕（再）
日野理彦（再） 瀬川謙一（再）
岡田克夫（再） 村脇義和（再）
武信順子（再） 青木哲哉（新）
小林 哲（再） 辻田哲朗（新）

◇監 事 太田匡彦（新） 新田辰雄（再）
◇裁定委員 小谷穰治（新） 加藤大司（新）

幡 碩之（新） 佐々木博史（再）
花木啓一（再） 増田 昇（再）
井東弘子（再） 門脇和範（再）
木村禎宏（再）

１０．顧 問 委 嘱
入江宏一元会長、長田昭夫元会長、岡本公
男前会長

１１．会 議 の 状 況
〈明穂常任理事〉

失礼致します。私、総務担当常任理事の明
穂でございます。
本日の代議員会は、鳥取県医師会が去る４
月に公益社団法人として再出発致しました関
係で、代議員の任期が新たになっており、初
めての代議員会ということになります。従い
まして、議長及び副議長が決まっておりませ
ん。
定款施行細則第３１条に、「代議員の年長者
の中から仮議長を選定し、議長の職務を行わ
せる」と規定されております。そこで、１９
番・池田宣之代議員に仮議長をお願いしたい
と思いますが、いかがでございましょうか。
［「異議なし」「拍手」］
有難うございます。それでは、池田代議員、
議長席へご登壇願います。

〈池田仮議長〉
中部医師会の池田でございます。仮議長と
いうことですので、議長が決まるまでしばら
くの間、仮議長を務めさせていただきます。
皆様方のご協力をよろしくお願い致します。
ただいまから公益社団法人鳥取県医師会第

１９０回定例代議員会を開会致します。まず、
事務局より資格確認をお願い致します。

〈谷口事務局長〉
当日の出席名簿をご覧下さい。資格確認の
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ご報告を致します。代議員総数は４６名で、う
ち欠員１名でございます。これに対しまして、
本日、受付されました代議員の先生は４０名で、
過半数の出席でございます。以上、ご報告致
します。

〈池田仮議長〉
有難うございました。報告のとおり、過半

数の出席ですので、本会議は成立致します。
次に議事録署名人の選出でございますが、

慣例により、議長にご一任願えますか。
［「異議なし」］
それでは、６番・石谷暢男代議員、２０番・
松田 隆代議員のお二方にお願い致します。
続きまして、議長及び副議長の選定を行い

ます。
定款第２１条によりますと、「代議員会に、

議長及び副議長各１名を置く」と規定されて
おり、「代議員の中から選定する」とされて
おります。
ただいままでに文書等をもちまして立候補

を表明された代議員がございます。３９番、西
部医師会の野坂美仁代議員、お一人ですが、
この場で立候補される方はございませんか。
［「なし」］
それでは、その他に立候補を表明される方

がないようですので、野坂美仁代議員を議長
当選人と決定することに賛成の方の挙手を求
めます。
［「挙手多数」「拍手」］
挙手多数と求め、野坂美仁代議員を議長当

選人と決定致します。
議長が決まりましたので、以上をもちまし

て、仮議長の任務を終わることと致します。
ご協力有難うございました。
それでは、野坂美仁代議員、議長席へご登

壇願います。
［「池田仮議長、退席」］［「野坂議長、議長席
へ」］

〈野坂議長〉
失礼致します。仮議長の池田代議員、有難

うございました。
ただいま、代議員会議長に選定いただきま

した、西部医師会の野坂です。若輩者がこの
ような席に立つことで、事の重大さを非常に
感じておりますが、代議員会の活性化のため
に努力していきたいと思いますので、皆様の

ご協力をよろしくお願い致します。
鳥取県医師会も公益社団法人になり、住民
の為の開かれた医師会ということで、今後は
新たな方向性を出していかなければいけない
と思っています。代議員会はいろいろな事を
決める最終機関となりますので、代議員会の
活性化を私の任務として議長職を務めていき
たいと思いますので、よろしくお願い致しま
す。
引き続きまして、副議長の選定を行います。
ただいままでに文書等をもちまして副議長
の立候補を表明された代議員がございます。
２番、東部医師会の松浦喜房代議員、お一人
ですが、この場で立候補を表明される方がお
られましたら、挙手をお願い致します。
［「なし」］
その他に立候補を表明される方がないよう
ですので、松浦喜房代議員を副議長当選人と
決定することに賛成の方の挙手を求めます。
［「挙手多数」「拍手」］
挙手多数と認め、松浦喜房代議員を副議長
当選人と決定致します。それでは松浦喜房代
議員、一言ご挨拶をお願い致します。

〈松浦副議長〉
ただいま副議長に選定いただきました、東
部医師会の松浦でございます。野坂議長を補
佐するとともに、鳥取県医師会代議員会の活
性化、そして会員の声を反映させることを願
いつつ、頑張っていきたいと思いますので、
よろしくお願い致します。

〈野坂議長〉
有難うございました。
それでは、引き続き、日程に従いまして、
「会長挨拶」をお願い致します。岡本会長、
よろしくお願い致します。

〈岡本会長〉
会長の岡本でございます。本日は、公益社
団法人鳥取県医師会第１９０回定例代議員会を
開催致しましたところ、大変お忙しい中、ご
出席賜りまして誠に有難うございます。
先程野坂議長からもお話がございましたが、
公益化されて初めての会ですので、何かとこ
れからのことが思いやられます。今後、執行
部も変わっていきますので、うまく乗り切っ
て下さるのではないかと期待しているところ
です。
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本日の議事は、先程議長、副議長を決めて
いただきました。そして平成２４年度の会務報
告及び収支決算、２５年度の会費減免申請の承
認、さらに役員の選任と、盛り沢山ですが、
慎重審議の上、何とぞご承認を賜りたいと思
います。
いつもですと、ここで、せっかくの機会で

すからとお話しするところでございますが、
私が今からしゃべるようでは困りますので、
今日はやめておきます。後程懇親会で、席を
設けていただけるようになっておりますので、
そこでご挨拶を申し上げようと思っています。
１つだけお話をさせていただくと、今日は

事前に会計で少し使い過ぎたのではないかと
ご質問をいただいておりますが、県医師会の
活性化では、まあまあやったのではないかと
思います。確かに内容を吟味していく必要が
あると思いますので、今日は核心の部分を担
当からいろいろと説明していただいて、これ
からの方策をお願いしたいと思っております。
それでは失礼致します。よろしくお願い致し
ます。

〈野坂議長〉
どうも有難うございました。後程、ゆっく

り岡本会長のお話は聞かせていただきたいと
思います。
続きまして、次第７番の「報告事項」に移

ります。
「平成２４年度鳥取県医師会会務報告」につ
きまして、魚谷副会長、よろしくお願い致し
ます。

〈魚谷副会長〉
副会長の魚谷です。それでは会務報告につ

いてご説明致します。あらかじめお手元に配
付しております冊子をご覧下さい。
まず、１頁です。平成２５年３月末日現在の

本会会員数は１，３５１名で、前年同期に比べて
７名の増であります。Ａ１会員が４３３名、Ａ
２会員が２２名、Ｂ会員が８９６名で、これを地
区別に見ますと、東部５２６名、中部２２４名、西
部５１４名、大学８７名でございます。
次に、物故会員ですが、６１頁、６２頁に記載

しております。平成２４年４月１日より本年３
月末日に至る間に物故されました先生は、
佐々木安夫先生、渡邉 豊先生、松田泰彦先
生、宍戸宏子先生、森 納先生、坂本紀美子

先生、野津登志子先生、足立光三先生、田中
喜美恵先生、山名忠己先生の１０名です。その
後、本日までに、祝部紀穂先生、高野正明先
生、岡田俊次先生、村江正名先生がお亡くな
りになっておられます。
ここで、議長さんにお願い致します。物故
されました先生方の生前のご功績をたたえ、
黙祷を捧げ、心からご冥福をお祈りしたいと
存じます。よろしくお取り計り下さいますよ
うお願い致します。

〈野坂議長〉
ただいま、ご提案がございましたように、
物故されました先生方のご冥福を祈り、黙祷
を捧げたいと思います。全員ご起立をお願い
致します。
黙祷はじめ！〔黙祷：約２０秒〕
黙祷終わり。有難うございました。お直り
下さい。
それでは、引き続き、会務報告をお願い致
します。

〈魚谷副会長〉
有難うございました。それでは、会務報告
を続けます。
〔以下、会務報告に基づき説明〕

〈野坂議長〉
有難うございました。ここで、ただいまま
での会長挨拶と会務報告に関して、ご発言が
ありましたら、挙手の上、議席番号とお名前
を名乗られてから発言をお願い致します。
多岐にわたる会務報告を頂きました。色々
ご意見等があるかと思いますが、いかがで
しょうか。
ご質問、ご意見は無いようですので会務報
告につきましては「承認」と致します。
続きまして、次第８番の「議決事項」に移
ります。
第１号議案『平成２４年度鳥取県医師会一般

会計収支決算承認について』を上程致します。
執行部のご説明をお願い致します。清水常任
理事、よろしくお願いします。

〈清水常任理事〉
会計担当の清水です。平成２４年度決算につ

いてご説明致します。お手元の議案書をご覧
下さい。
［資料「議案書」を説明］
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〈野坂議長〉
有難うございました。ここで監事から監査

報告をお願い致します。石井監事、お願い致
します。

〈石井監事〉
監事の石井でございます。去る６月２０日、

新田監事と共に県医師会館におきまして、会
計監査を行いましたので、その結果をご報告
致します。
平成２４年度一般会計収支決算書につきまし
て、関係諸帳簿並びに通帳等を照合し、慎重
に監査致しました結果、適正であることを認
めましたので、ご報告致します。以上でござ
います。

〈野坂議長〉
有難うございました。ここで第一号議案の

「一般会計収支決算」に関する質問の他、会
務全般にわたっての質疑を行います。
昨日までにあらかじめ質問が届いておりま

すので、そちらを先に取り上げます。受付順
で参ります。質問内容は、皆様のお手元に配
付していますが、質問者は、議事録作成のた
めに質問内容の要旨の説明を口頭でよろしく
お願い致します。
では、１番・板倉代議員、ご質問をお願い

致します。
〈１番・板倉代議員〉

１番の板倉でございます。私は静かに代議
員会を去ろうかと思っておりましたが、誰か
が言っておいた方がいいだろうと考えまして、
嫌われるのを覚悟の上で、少し質問をさせて
いただきたいと思います。
ここに書いてありますように、単年度で

１，０００万の赤字で、よく聞いてみると実際は
１，５００万ぐらいの赤字ということです。１，９００
万しか残っていないということです。これは
値上げをしなくては会が成り立っていかない
ということです。そこで私達東部医師会と言
いますか、地区医師会からみますと、かなり
経費の削減の余地があるのではないかと感じ
ております。
私も東部医師会長を拝命した時に、委員会

後などの懇親会はどうするものかと考えまし
た。それで、結論は部外者の人がボランティ
アで委員をしてもらっている委員会、具体的
にはスポーツ委員会ですが、そういう会はお

礼を兼ねて懇親会をしてもいいのではないか
と考えました。今のところは委員会の後に懇
親会をするのは３つです。来年度からは２つ
に減らす予定にしております。必ずしも委員
会など会合の後の懇親会が悪いわけではない
と思うのですが、ある程度は節度を持って
やってもらいたい。それから、懇親会や意見
交換会の後で必ず２次会がある。私達のとこ
ろは２次会を認めておりません。私も県医師
会の委員会に何度か出させてもらったことが
あるのですが、会費を払ったことがないので、
これはどうなっているのかと思うことが１つ
でございます。その場で、今日は飲みたいか
らタクシーで帰ると、倉吉や米子まで夜中に
タクシーを飛ばして帰ったりされる。これは
少しおかしいのではないかと私は感じており
ました。会費はいったん医師会に入ってきま
すと、執行部の人は自分らのお金だと考える
節があるのではないかと邪推しているわけで
ございます。中に入って、そういう活動で、
そういう生活をずっと何年もしておりますと、
それが当たり前だと考えるようになるのでは
ないでしょうか。私も東部医師会で少しその
ように思ったこともございますので、自分自
身の反省も兼ねての発言でございます。
それと、ここに挙げてあります旅費のこと
ですが、私も会長になって７年３カ月の間に
２回、東京に出張しました。その時に旅費を
見てみますと、前の晩の出雲で行ったように
なっていて、日当が２日分出ている。これは
どういうことですかと事務に問うてみました
ら、県医師会がそうしているから、うちもそ
うしているということです。これはおかしい
じゃないか。朝に行って晩に帰るのに、なぜ
飛行機で行って帰るのに、こんなことをしな
いといけないか。それは後で分かったことで
すが、出張旅費をたくさん渡したいために、
そうしているのだということでございました。
東部医師会としては即刻、実情にあったもの
に変えました。そういうことも参考にしてい
ただきたいと思います。
それから、事務局の同行制度というのがご
ざいます。それも行ったところで会議がある
時は、しょうがないと思います。ですが、単
なる同行もかなりあるようでございます。小
学生や中学生だったら同行もしかたないと思
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いますが、大きな大人が行くのに同伴まで要
らないのではないか。必要な時もあるかもし
れませんが、必要でない時もあるのではない
かと思っております。
大体、以上ですけれども、繰り返しますが、

会費というのは会員が汗水を流して払ったお
金であることをもう一度、考え直して適切に
使っていただきたいというのが希望でござい
ます。以上です。

〈野坂議長〉
有難うございました。質問が出ましたが、

どなたか執行部の方で。では、明穂常任理事、
お願い致します。

〈明穂常任理事〉
ご質問有難うございます。ご指摘の飲食に

ついてですが、以前、同様の意見がございま
した。代議員会で一度、懇親会を行わなかっ
たことがございました。そのことにつきまし
ては後日、意見を伺いましたところ、せっか
く全県から集まるいい機会で病診連携、診診
連携、地域医療などについて意見交換ができ
る非常にいい機会なので、やはり懇親会が
あったほうがよいという意見が多数ございま
した。代議員会後の懇親会を、また再開致し
まして継続しております。また理事会後でご
ざいますが、理事会は午後４時開会でおおむ
ね６時半ごろまで、議事や議論が多くなりま
すと７時を越えることもあります。夕食を兼
ねて食事会を開催していることがございます。
米子、倉吉からおいででいただき、お帰りい
ただくとなりますと９時、１０時になりますの
で、常識的な範囲での食事を行っていること
がございます。経費節減、季節等によっては
お持ち帰り弁当として車内で食べていただく
こともございます。また、各種委員会では開
催時間や審議状況、人数等により、まちまち
の対応としていますが、先程ありましたよう
にテレビ会議の導入等を図りまして、これら
の経費も削減を図っているところでございま
す。平成２４年度の飲食関係に掛かる経費は総
額３１１万３，６７０円でございます。内訳といたし
ましては、代議員会２回で５３万円。理事会が
２０回で１３８万円。委員会は延べ１４回で１１８万円
ほどでございます。全支出に占める割合は
２．１７％でございます。また、参加者一人当た
りの平均単価は５，６６１円となっておりまして、

会議費の５，０００円を少し上回っているところ
でございます。経費節減とのご意見を誠に有
難うございます。会議後の食事等につきまし
ては今後も適宜、判断をして削減を図りたい
と思います。言うまでもなく平成２６年度に向
けまして少しでも経費節減に努めてはまいり
ますが、会費値上げの是非につきましても代
議員の皆様と一緒に議論してまいりたいと思
います。よろしくお願い致します。
２次会費と長距離タクシー等は、すべて個
人負担としております。出張旅費に関しまし
ては、２つ以上の会議、委員会となるべく同
日に時間をずらして開催することで、旅費を
二重に支払うことを極力削減しております。
県内会議の場合、旅費についてはJRの運賃
を基本として特急料金等を加算しております。
日当については５，０００円と致しております。
先程ご指摘がありました日医への出張の場合
は、日本医師会からの計算で送られてまいり
ます。それは会議の後で振り込まれてまいり
ますので県医師会としての支出はございませ
ん。
そういうことでございまして、４月から公
益社団法人となりました。今までより一層、
あらゆる会内の規則、規定等を見直して経費
削減に努めてまいりたいと思います。各地区
医師会の実態やご意見を伺って、これからも
改善していきたいと思いますので、よろしく
お願い致します。

〈野坂議長〉
有難うございました。今の質問及び質問に
対する回答、その他のことでもご質問等はあ
りませんか。では、議長も質問しても良いと
のことですので、議長としてではなく代議員
として質問させて頂きます。
まず、決算書の総括３ページを見て、清水
常任理事が慢性の赤字累積と言われたのです
が、収入の予算が１，２３０万で支出の予算が
１，５００万ということは、予算書自体、最初か
ら赤字予算が立っています。一生懸命に節約
しても、結局は赤字というのは、計画の立て
方自体がおかしいのではないかと思います。
この点についてはいかがでしょうか。

〈事務局〉
当期収入合計に対し前期繰越金３，５００万が

予算の欄にあります。この合計が当期支出合
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計となるので、前期繰り越しの金額も合わせ
て同額を当期支出額という計算で予算書は作
成します。計画どおり支出を行ってしまうと、
単年度赤字が発生するのはやむを得ません。

〈野坂議長〉
有難うございます。単年度の収入予測と繰

越も合わせた収入で予算立てしているという
ことですね。実際に予算立てした事業を全部
やれば、この繰越も全部ゼロになるというこ
とです。やはりこの考え方はおかしいのでは
ないかと思います。予算を使い切ってもいい
という考えでいけば、この予算立てで赤字に
なるのは当たり前ですし繰越はゼロになりま
す。繰越額が毎年１，０００万円ずつ減って毎年
１，０００万円ずつ減っていって近いうちに財政
的に赤字になるので会費を上げましょうかと
いう考え方、今後の医師会のあり方、あるい
は事業内容の見直しも含めてですが、説明を
いただければと思います。

〈事務局〉
繰越金につきましては、年度当初は４月、

５月の２ヶ月あまりは前年度の繰越金をもっ
て当てることが過去の慣例になっております。
若干、繰越金がないと新年度が回らないとい
う、計算上はなっております。先程来、毎年
の赤字傾向であるという状況でありますので、
当面は近い将来の会費値上げの議論というの
は、やはり、この代議員会で必要ではないか
と思っております。

〈野坂議長〉
有難うございます。代議員会で事業内容、

予算、決算の承認だけをしていると赤字にな
ります。当然、会費増加となります。代議員
議員の皆さんにこれからご意見をいろいろい
ただいて、今後議論を進めていきたいと思い
ます。他にご質問等はありませんか。どうぞ。

〈３２番・小酒代議員〉
すみません。西部の小酒です。今の説明を

聞いていて、一般的な会計の立て方がありま
す。まず、支出に合わせたというのは、赤字
が出ないような予算を特別なことがない限り、
組むのが当然だろうと思います。先に事業が
あって、それに合わせて使うだけ使って足り
ないところは会費を上げていこうという考え
方でいいのでしょうか。少し疑問に思います。

〈野坂議長〉
有難うございます。ない袖は振れないので、
収入が先か支出が先かになると思います。必
要なものはしなければいけないと思いますが、
そこら辺をいかにこれから議論していくかに
なるかと思います。今年度は既に予算は３月
の時点で承認されていますので、おそらく今
年度の決算も同じような赤字になるのではな
いかと思います。来年の予算を立てるのに関
しても、やはり代議員会として、きちんと見
ていかないといけないのかと思っております。
他にご質問等はありませんか。どうぞ。

〈１番・板倉代議員〉
再々くどいようですが明穂先生、間違いな
いですね。私は信じられないことも少しあり
ましたが、後でまた詳しく聞いてみたいと思
います。どうも有難うございました。

〈野坂議長〉
有難うございました。では、これ以上は質
問がないようですので、今後、代議員会も頑
張ってチェックしていきながら、執行部の
方々へきちんとした事業をしていただきたい
と思います。執行部の方々のご苦労は、非常
に分かっているつもりです。よろしくお願い
致します。
では、議案に対する採決を行います。
第１号議案を承認することに賛成の方の挙
手を求めます。
［挙手多数］
「挙手多数」と認めます。従いまして、第
１号議案は承認されました。
続きまして、
第２号議案『平成２４年度鳥取県医師会会館

修繕積立金会計収支決算承認について』
第３号議案『平成２４年度鳥取県医師会生命
保険取扱特別会計収支決算承認について』
第４号議案『平成２４年度鳥取県地域産業保
健事業会計収支決算承認について』
以上３議案の特別会計を一括上程致します。
執行部のご説明をお願い致します。清水常任
理事、よろしくお願い致します。

〈清水常任理事〉
それでは、特別会計の３議案についてご説
明致します。
［資料「議案書」を説明］

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

48



〈事務局〉
生命保険の団体扱いについてご説明致しま

す。
団体扱いとは、医師会員の先生方が個々に

ご加入の生命保険の保険料を、医師会が収納
して生命保険会社へ一括して支払うことで、
集金事務費が医師会に入る仕組みであります。
保険料について、医師会費等の控除明細書

の生命保険料の欄に金額が記載されている先
生は団体扱いとなっています。そうでなく、
生命保険には加入していても保険料を先生の
銀行口座等から個人的に支払っている場合は
団体扱いではありません。
そこで、個人払いの先生におかれては、生

命保険会社へ一言、「医師会の団体扱いにし
て下さい」と伝えれば、あとの事務手続きは
生命保険会社と医師会が対応します。団体扱
いにしますと、保険料が個人払いより安くな
る場合もありますし、医師会に集金事務費が
入ります。よろしくお願い致します。

〈野坂議長〉
有難うございました。ここで、第２号議案

から第４号議案までの特別会計３議案の決算
について、石井監事から監査報告をお願い致
します。

〈石井監事〉
先程の一般会計と合わせまして、特別会計

分を去る６月２０日、新田監事と共に県医師会
館におきまして会計監査を行いましたので、
ご報告を申し上げます。
平成２４年度特別会計収支決算書並びに財産
目録につきまして、関係諸帳簿並びに通帳等
を照合し、慎重に監査致しました結果、適正
であることを認めましたのでご報告致します。
以上でございます。

〈野坂議長〉
有難うございました。
それでは、ただいまご説明のありました、

第２号議案から第４号議案の３議案に対しま
して、ご質問、ご意見はありませんか。
ご意見がないようですので、議案に対する

採決を行います。
第２号議案から第４号議案までの３議案を

承認することに賛成の方の挙手を求めます。
［挙手多数］
「挙手多数」と認めます。よって、第２号

議案から第４号議案までの３議案は承認され
ました。
続きまして、第５号議案『平成２５年度鳥取
県医師会会費減免申請承認について』を上程
致します。執行部のご説明をお願い致します。
清水常任理事、よろしくお願い致します。

〈清水常任理事〉
ご説明致します。
［資料「議案書」を説明］

〈野坂議長〉
有難うございました。ただいまのご説明に
ついて、何かご質問はありませんか。
［なし］
ないようですので、採決に移ります。
第５号議案を承認することに賛成の方の挙
手を求めます。
［挙手多数］
「挙手多数」と認めます。よって、第５号
議案は承認されました。

〈野坂議長〉
続きまして、次第９番「役員の選任」に入
ります。

〈明穂常任理事〉
訂正とお詫びがございます。先にお送りし
ました候補者一覧表に記載しております任期
を「平成２６年６月」としておりますが、正し
くは、「平成２７年６月」のミスプリントです。
お詫びして訂正をお願い致します。

〈野坂議長〉
それでは、そのようにお願い致します。
平成２５年４月１日、鳥取県医師会は公益社
団法人に移行しました。
現在、就任しています役員並びに裁定委員
の任期につきましては、公益社団法人への移
行に伴う経過措置として、平成２５年６月２９日
（土）開催の定例代議員会終了まで、つまり
本日開催の代議員会終了までとなりますので、
役員の選任を執行致します。なお、任期は、
定款第３１条で「選任後２年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定例代議員
会の終結の時まで」と規定されていますので、
平成２７年６月下旬に開催予定の定例代議員会
までとなります。
会長以下役員等の候補者の氏名は、お手元
の候補者名簿及びただいま議長席後方の議場
に受付順に掲示しているとおりでございます。
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従来の役員選任方法では、定款施行細則第
２３条の規定により、候補者が定数内であれば、
投票によらないで当選人を決定するとされて
おり、役職ごとの候補者を一括して当選決定
としておりました。しかしながら、一般法人
法に規定します公益法人移行時以降の役員の
選任については、候補者１名ごとに選任の可
否を問うこととされております。
従いまして、この度の役員の選任につきま

して、定数２名以上の役職においては、一括
した選任ではなく、その役職の候補者１名ず
つに対し、選任の可否を問うこととなります。
なお、選任の順序については、それぞれの役
職における届出順として、呼名にあたっては
敬称を省略致します。

会長選任
〈野坂議長〉

では、会長の選任決議を行います。会長の
定数は１名でございます。これに対しまして
立候補は１名でございます。
候補者 魚谷 純君を会長に選任すること

に賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、魚谷 純君を会長に選任

することに決定致しました。
〔「拍手」〕

副会長選任
〈野坂議長〉

続きまして、副会長の選任決議を行います。
副会長の定数は２名以内でございます。これ
に対しまして届出の候補者は２名でございま
す。
候補者 渡辺 憲君を副会長に選任するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、渡辺 憲君を副会長に選

任することに決定致しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 清水正人君を副会長に選任

することに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、清水正人君を副会長に選

任することに決定致しました。
〔「拍手」〕

理事選挙
〈野坂議長〉

引き続き、理事の選任決議を行います。理
事の定数は１２名以内でございます。これに対
しまして届出の候補者は１２名でございます。
候補者 米川正夫君を理事に選任すること
に賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、米川正夫君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 笠木正明君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、笠木正明君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 吉田眞人君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、吉田眞人君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 明穂政裕君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、明穂政裕君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 日野理彦君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、日野理彦君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 瀬川謙一君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、瀬川謙一君を理事に選任
することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 岡田克夫君を理事に選任す
ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、岡田克夫君を理事に選任
することに決定しました。
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〔「拍手」〕
次に、候補者 村脇義和君を理事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、村脇義和君を理事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 武信順子君を理事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、武信順子君を理事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 青木哲哉君を理事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、青木哲哉君を理事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 小林 哲君を理事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、小林 哲君を理事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 辻田哲朗君を理事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、辻田哲朗君を理事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕

監事選任
〈野坂議長〉

続きまして、監事の選任決議を行います。
監事の定数は２名でございます。これに対し
まして届出の候補者は２名であります。
候補者 太田匡彦君を監事に選任すること

に賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、太田匡彦君を監事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
次に、候補者 新田辰雄君を監事に選任す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、新田辰雄君を監事に選任

することに決定しました。
〔「拍手」〕
選任されました役員の先生方は、よろしく
お願い致します。以上で役員の選任を終わり
ます。

裁定委員選挙
〈野坂議長〉

続きまして、裁定委員の選任決議を行いま
す。裁定委員の定数は９名でございます。裁
定委員の選任方法について、一般法人法では
裁定委員はその法人の付属機関とみなされて
おり、執行機関である役員選任方法の規定の
対象外となり、候補者が定数内であれば、候
補者を一括して選任決議を行うことができる
こととなっております。
それでは、届出順による候補者を呼名しま
すが、呼名にあたっては敬称を省略致します。
小谷穰治君、加藤大司君、幡 碩之君、佐々
木博史君、花木啓一君、増田 昇君、井東弘
子君、門脇和範君、木村禎宏君、以上９名で、
候補者数は定数内であります。
候補者を一括して選任することに賛成の方
の挙手を求めます。
〔「挙手多数」「拍手」〕
挙手多数と認め、候補者９名を裁定委員に
選任することに決定致しました。
〔「拍手」〕
以上で予定されました「役員の選任」に関
する議事は終了しました。
ここで、選挙におきまして選任決議された
役員のうち、本日ご出席の方々をご紹介しま
す。新役員に選任された方々は前にお並びい
ただきますよう、よろしくお願い致します。
（新役員が一列に整列する）
このメンバーが、本日から約２年間、鳥取
県医師会の執行部として会務運営に当たられ
る方々でございます。それでは、ここで、選
任決議された役員を代表して、魚谷 純次期
会長からご挨拶をお願い致します。

〈魚谷次期会長〉
ご紹介いただきました魚谷でございます。
ただ今この度の選挙におきまして、会長に選
任いただき、本当に身の引き締まる思いでご
ざいます。役員一同を代表致しまして厚く御
礼申し上げますと共に、一言ご挨拶を申し上
げます。
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私がどのような思いで会長選挙に立候補し
たかということは、先週挨拶状を送らせてい
ただきました。そこに書いてあるとおりでご
ざいまして、私が新しく公益法人になった鳥
取県医師会の定款や役員の任期について少し
見直しが必要であり、短い期間になると思い
ますが、その辺を整理して次の方にバトン
タッチをさせていただきたいと思いまして立
候補させていただきました。ご承知のように、
鳥取県医師会は顧問席に座っておられます、
入江先生、長田先生、そして現在の岡本先生
と営々としっかりした体制を築いてきておら
れます。事務局も大変しっかりしております。
そういう体制を見て、これなら安心して私で
もできるかなと思って立候補を決意した１つ
の理由ございます。
まさか、今日すぐに財務が赤字で会費値上

げを考えなければいけないという、この点だ
けは想定外でございましたが、皆様方の今日
のご意見をしっかり踏まえて、皆様方と一緒
に適切に考えていきたいと思っています。１
点、単年度収入で単年度の支出を決めるとい
うのは、私もあまり会計には詳しくはないの
ですが、そうではなくてこういった予算とい
うのは繰越金もあって、それも踏まえて予算
立てをし、残ったのが次期繰越金になるわけ
ですから、次期繰越金が多く残れば収支とん
とんでプラスマイナスゼロという決算になる
のではないと思っております。その辺をもう
少し研究してできるだけ会員に負担の少ない、
なおかつ会務がしっかり運営できるような体
制を目指していきたいと思っています。経費
節減ということになりますと、先程板倉代議
員からご意見がございました。例えば事務局
の帯同は、地区医師会と違いまして、私達が
東京の会など出ますと、一緒に行ってきちん
と記録を取ってくれて、そしてそれを会報に
報告してくれる。こういう体制がないと役員
が務まらないのではないかと思っています。
どうかその点はご理解いただきたいと思って
います。本当に事務局には感謝しております
し、これからもしっかり頑張っていただきた
いと思っています。私は出身が眼科ですから、
井の中の蛙でございまして、多数の会員の中
に占める内科系の問題があまりわからない部
分が多々あります。岡本会長のように、隅か

ら隅まで理解して皆さん方を指導していくこ
とはなかなかできないと思いますが、その私
の不足を補って余りある役員の人材ではない
かと思っています。皆様方がしっかり活動で
きる体制づくりをするのが、会長の務めでは
ないかと思っておりますので、どうかひとつ
よろしくお願い致します。
就任時の平均年齢を調べてみますと、前期
の執行部が５８．６歳で、我々は５７．３歳と１．３歳
ほど若返っております。そうはいっても一般
社会ではだいぶん年なわけでございますが、
役員一同力を合わせて公益社団法人として
やっていきたいと思っております。公益無く
して会員の福祉はないというのを１つのモッ
トーにして会務を遂行していきたいと思って
います。本当によろしくお願いします。どう
も今日は有難うございました。

〈野坂議長〉
有難うございました。皆様、これからよろ
しくお願い致します。
最後の議題に移ります。次第１０番の「顧問

委嘱」をお諮りします。
顧問は、定款第４０条に「５名以下の顧問を
置くことができる」と規定されており、「代
議員会の決議を経て委嘱し、任期は会長の任
期による」とされております。
そこで、ただいま当選されました魚谷新会
長からご提案いただきたいと思います。魚谷
会長、よろしくお願い致します。

〈魚谷次期会長〉
魚谷でございます。現在、顧問を務めてい
ただいております元会長の入江宏一先生、長
田昭夫先生のお二人に加えまして、前会長の
岡本公男先生を顧問としてご委嘱申し上げた
いと思います。以上、ご提案致しますので、
よろしく、ご審議をお願い致します。

〈野坂議長〉
ただいまのご提案につきまして、何かご意
見はございませんか。
〔「異議なし」という声多数あり〕
ご異議ないようですので、ご提案のとおり、
入江宏一先生、長田昭夫先生、岡本公男先生
を顧問としてご委嘱申し上げることに決定致
します。有難うございました。
本日の議事はすべて終了致しました。これ
をもちまして、公益社団法人鳥取県医師会第
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１９０回定例代議員会を閉会致します。本日は、
長時間にわたり有難うございました。
［拍手］

［午後５時３０分閉会］

公益社団法人鳥取県医師会第１９０回定例代議
員会

［議 長］ 野 坂 美 仁 印
［署名人］ 石 谷 暢 男 印
［署名人］ 松 田 隆 印

出席理事 岡本 公男 出席理事 吉中 正人 出席理事 魚谷 純
出席理事 渡辺 憲 出席理事 明穂 政裕 出席理事 笠木 正明
出席理事 吉田 眞人 出席理事 清水 正人 出席理事 米川 正夫
出席理事 村脇 義和 出席理事 岡田 克夫 出席理事 日野 理彦
出席理事 武信 順子 出席理事 瀨川 謙一 出席理事 小林 哲

公益社団法人鳥取県医師会第１９０回定例代議員会 次第
平成２５年６月２９日（土） 午後４時
ホテルニューオータニ鳥取

１ 開 会
２ 仮 議 長 選 出
３ 資 格 確 認
４ 議事録署名人選出
５ 議長及び副議長の選定
議 長 １名 副 議 長 １名

６ 会 長 挨 拶
７ 報 告

平成２４年度公益社団法人鳥取県医師会会務
報告

８ 議 事
第１号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取県

医師会一般会計収支決算承認に
ついて

第２号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取県
医師会会館修繕積立金会計収支

決算承認について
第３号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取県

医師会生命保険取扱特別会計収
支決算承認について

第４号議案 平成２４年度公益社団法人鳥取県
地域産業保健事業会計収支決算
承認について

第５号議案 平成２５年度公益社団法人鳥取県
医師会会費減免申請承認につい
て

９ 役 員 の 選 任
会 長 １名 副 会 長 ２名以内
理 事 １２名以内
監 事 ２名以内 裁定委員 ９名

１０ 顧 問 委 嘱
１１ 閉 会
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公益社団法人鳥取県医師会第１９０回定例代議員会名簿
平成２５年６月２９日

番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名 番号 地区 氏 名

１ 東部 板 倉 和 資 １７ 東部 西 浦 清 一 ３３ 西部 作 野 嘉 信

２ 〃 松 浦 喜 房 １８ 〃 吉 田 泰 之 ３４ 〃 左 野 喜 實

３ 〃 森 英 俊 １９ 中部 池 田 宣 之 ３５ 〃 角 賢 一

４ 〃 安 陪 隆 明 ２０ 〃 松 田 隆 ３６ 〃 （欠 員）

５ 〃 池 田 光 之 ２１ 〃 安 梅 正 則 ３７ 〃 永 井 小 夜

６ 〃 石 谷 暢 男 ２２ 〃 西 田 法 孝 ３８ 〃 中 曽 庸 博

７ 〃 尾 﨑 眞 人 ２３ 〃 森 尾 泰 夫 ３９ 〃 野 坂 美 仁

８ 〃 小 林 恭一郎 ２４ 〃 大 津 敬 一 ４０ 〃 長谷川 真 弓

９ 〃 斎 藤 基 ２５ 〃 藤 井 武 親 ４１ 〃 飛 田 義 信

１０ 〃 下 田 光太郎 ２６ 〃 石 田 浩 司 ４２ 〃 藤 瀬 雅 史

１１ 〃 加 藤 達 生 ２７ 西部 安 達 敏 明 ４３ 〃 高 見 徹

１２ 〃 西土井 英 昭 ２８ 〃 稲 賀 潔 ４４ 大学 豊 島 良 太

１３ 〃 濵 﨑 尚 文 ２９ 〃 遠 藤 秀 之 ４５ 〃 長谷川 純 一

１４ 〃 田 中 開 ３０ 〃 神 鳥 高 世 ４６ 〃 小 川 敏 英

１５ 〃 中 山 裕 雄 ３１ 〃 木 村 秀一朗

１６ 〃 松 田 裕 之 ３２ 〃 小 酒 浩
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平成２４年度鳥取県医師会会務報告
［２４．４．１～２５．３．３１］

１．庶 務 ・ 経 理 関 係
１ 会員数について
平成２５年３月末日現在、本会会員数は１，３５１
名にして、A１会員４３３名、A２会員２２名、Ｂ会
員８９６名となっており、このうち、会費免除会
員は１１６名である。
更に、これを地区別に示せば次のとおりであ

る。
東部５２６名、中部２２４名、西部５１４名、大学８７名
計１，３５１名
２ 代議員について
任期満了に伴う代議員、予備代議員改選が行

われ、次のとおり決定し、４月１日就任した。
〔代議員〕
東部 板 倉 和 資 松 浦 喜 房

森 英 俊 安 陪 隆 明
池 田 光 之 石 谷 暢 男
尾 﨑 眞 人 小 林 恭一郎
斎 藤 基 下 田 光太郎
杉 山 長 毅 西土井 英 昭
濵 﨑 尚 文 早 田 俊 二
福 永 康 作 松 田 裕 之
渡 邉 賢 司 吉 田 泰 之

中部 ◎池 田 宣 之 松 田 隆
安 梅 正 則 西 田 法 孝
青 木 哲 哉 森 廣 敬 一
藤 井 武 親 石 田 浩 司

西部 安 達 敏 明 稲 賀 潔
遠 藤 秀 之 神 鳥 高 世
木 村 秀一朗 小 酒 浩
作 野 嘉 信 左 野 喜 實
角 賢 一 辻 田 哲 朗
永 井 小 夜 中 曽 庸 博

○野 坂 美 仁 長谷川 真 弓
飛 田 義 信 藤 瀬 雅 史
松 野 充 孝

鳥大 豊 島 良 太 長谷川 純 一
小 川 敏 英

〔予備代議員〕
東部 麻 木 宏 栄 石 河 利一郎

加 藤 達 生 小 坂 博 基
川 口 俊 夫 小 濱 美 昭

杉 本 勇 二 田 中 敬 子
田 中 開 中 山 裕 雄
西 浦 清 一 深 澤 哲
藤 田 直 樹 松 木 勉
松 下 公 紀 水 本 清
皆 木 真 一 三 宅 茂 樹

中部 谷 口 宗 弘 大 津 敬 一
松 田 哲 郎 森 尾 泰 夫
山 本 敏 雄 前 田 迪 郎
野 田 博 司 岡 田 耕一郎

西部 阿 部 博 章 岡 空 輝 夫
越 智 寛 面 谷 博 紀
門 脇 敬 一 瀬 口 正 史
高 田 照 男 高 見 徹
瀧 田 寿 彦 根 津 勝
野 坂 康 雄 廣 江 ゆ う
吹 野 陽 一 寶 意 規 嗣
細 田 明 秀 丸 山 茂 樹
南 崎 剛

鳥大 清 水 英 治 神 崎 晋
近 藤 博 史
◎議長 ○副議長（Ｈ２４．６．３０～）

３ 役員について
平成２４年２月１６日、任期満了に伴う役員選挙

の結果、次のとおり決定し、４月１日就任した。
会 長 岡本 公男
副 会 長 吉中 正人 魚谷 純
理 事 ＊渡辺 憲 ＊明穂 政裕

＊笠木 正明 ＊吉田 眞人
＊清水 正人 米川 正夫
村脇 義和 岡田 克夫
日野 理彦 武信 順子
瀬川 謙一 小林 哲

監 事 新田 辰雄 石井 敏雄
裁 定 委 員 芦川 喬 岸 良尚

岸田 剛一 増田 昇
井東 弘子 門脇 和範
木村 禎宏 佐々木博史
花木 啓一

顧 問 入江 宏一 長田 昭夫
日医代議員 池田 宣之 ＃魚谷 純
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同予備代議員 吉中 正人 ＃明穂 政裕
＊常任理事

＃：Ｈ２４．６．３０～

４ 理事業務分担について
平成２４年度の役員業務分担は次のとおりであ

る。

５ 各種委員会委員の委嘱について
平成２５年３月末日現在、本会内委員会委員・
部会委員は次のとおりである。なお、各委員会
においては、それぞれ所管事項について審議を
行った。

〔敬称略〕
１．医療保険委員会委員（担当：米川理事）

【委 員 長】 ※吉田 眞人
【副委員長】 福島 明

※吉中 正人 ※魚谷 純
※渡辺 憲 ※明穂 政裕
※笠木 正明 ※清水 正人
※米川 正夫 武信 順子
濵﨑 尚文 阿藤孝二郎

役 員 の 会 務 分 担

会 務 主担当 副担当

総 務 明 穂 岡田

財 務 清 水 明穂

生涯教育、学術 日 野 渡辺・村脇

医療保険 米 川 吉田・武信

介護保険、高齢者福祉、障がい者福祉 瀬 川 渡辺・小林

労災保険、自賠責保険 清 水 明穂

健康対策協議会 吉 中 魚谷・岡田

感染症 笠 木 村脇・瀬川

医療安全、診療情報開示（個人情報保護）、職
業倫理、自浄作用

魚 谷 吉中・日野

医事紛争 魚 谷 吉中・渡辺

救急医療、防災対策 清 水 日野・小林

広報、会報編集 渡 辺 米川・武信

情報システム 米 川 岡田

臨床検査 小 林 吉田

学校保健、少子化対策 笠 木 武信・瀬川

産業保健 吉 田 吉中・小林

健康スポーツ医 明 穂 清水・瀬川

医療関係職種、共同利用施設 吉 中 吉田

勤務医 村 脇 清水・日野

女性医師対策 武 信 村脇・岡田

医療政策・環境対策 岡 田 渡辺・清水

メンタルヘルス、自殺対策 渡 辺 魚谷・笠木

有床診療所対策 米 川 魚谷

死体検案等関連対策（日医からの要請） 岡 田 清水・日野
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工藤 浩史 梅澤 潤一
渡邉 賢司 植木 寿一
下田光太郎 吉田 泰之
福永 康作 西田 法孝
森尾 泰夫 神鳥 高世
安達 敏明 村脇 義和

※常任委員会委員
２．医療安全対策委員会委員（担当：魚谷副会
長）（診療情報提供推進を含む）
【委 員 長】 ※岡本 公男
【副委員長】 松本美智子（県立中央病院看

護局長）
※吉中 正人 ※魚谷 純
※渡辺 憲 ※明穂 政裕
日野 理彦
藤原 和男（弁護士）
國米 洋一（県医療指導課

長）
田中松市郎（鳥取赤十字病院

薬剤部長）
虎井佐恵子（県看護協会長）
板倉 和資 池田 宣之
野坂 美仁 北野 博也

※常任委員会委員
３．職業倫理・自浄作用活性化委員会委員（担
当：魚谷副会長）
【委 員 長】 岡本 公男

吉中 正人 魚谷 純
日野 理彦 明穂 政裕
板倉 和資 池田 宣之
野坂 美仁

４．医事紛争処理委員会委員（担当：魚谷副会
長）〔１５名〕―規程あり―
【委 員 長】 岡本 公男
【副委員長】 魚谷 純

吉中 正人 渡辺 憲
明穂 政裕 笠木 正明
井庭 信幸 板倉 和資
松浦 喜房 小林恭一郎
池田 宣之 松田 隆
野坂 美仁 神鳥 高世
辻田 哲朗

５．生涯教育委員会委員（担当：日野理事）
【委 員 長】 日野 理彦

渡辺 憲 村脇 義和
武信 順子 安陪 隆明

西土井英昭 前田 迪郎
野田 博司 都田 裕之
角 賢一 北野 博也
福本 宗嗣

６．広報委員会委員（担当：渡辺常任理事）
【委 員 長】 渡辺 憲

米川 正夫 武信 順子
松田 裕之 小林恭一郎
森廣 敬一 岡田耕一郎
伊藤 慎哉 木村秀一朗
北野 博也

７．会報編集委員会委員（担当：渡辺常任理事）
渡辺 憲 米川 正夫
武信 順子 秋藤 洋一
中安 弘幸 松浦 順子

８．情報システム運営委員会委員（担当：米川
理事）
【委 員 長】 米川 正夫
【副委員長】 渡辺 憲

吉中 正人 岡田 克夫
安陪 隆明 青木 哲哉
左野 喜實 近藤 博史

９．感染症危機管理対策委員会委員（担当：笠
木常任理事）
【委 員 長】 笠木 正明

村脇 義和 武信 順子
瀬川 謙一 石谷 暢男
山本 敏雄 阿部 博章
清水 英治

１０．臨床検査精度管理委員会委員（担当：小林
理事）
【委 員 長】 吉田 眞人
【副委員長】 小林 哲

清水 正人 吉田 泰之
大津 敬一 遠藤 秀之
野上 智
西川 清司（県臨床検査技師

会長）
１１．介護保険対策委員会委員（担当：瀬川理事）
【委 員 長】 渡辺 憲

清水 正人 瀬川 謙一
小林 哲 杉山 長毅
藤井 武親 細田 明秀
浦上 克哉

１２．鳥取県自動車保険医療指導委員会委員（担
当：清水常任理事）
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明穂 政裕 清水 正人
池田 光之 阿藤孝二郎
瀧田 寿彦

１３．鳥取医学雑誌編集委員会委員（担当：日野
理事）
【委 員 長】 日野 理彦
【副委員長】 西土井英昭

明穂 政裕 大石 大博
杉本 勇二 助川 鶴平
中本 周 根本 良介
山口 由美 吉田 泰之
秋藤 洋一 阿藤孝二郎
吉田 明雄 岸本 幸廣
濱本 哲郎 西村 元延
花木 啓一

１４．定款・諸規程改正検討委員会委員（担当：
明穂常任理事）
【委 員 長】 魚谷 純

渡辺 憲 明穂 政裕
清水 正人 岡田 克夫
杉山 長毅 安陪 隆明
安梅 正則 西田 法孝
安達 敏明 辻田 哲朗
西村 元延

１５．母体保護法指定医師審査委員会委員（担
当：明穂常任理事）
【委 員 長】 井庭 信幸

梅澤 潤一 皆川 幸久
大野原良昌 中曽 庸博
伊藤 隆志
原田 省（鳥大医学部生殖

機能医学分野教
授）

１６．母体保護法指定医師不服審査委員会委員
（担当：明穂常任理事）

藤原 和男（弁護士）
虎井佐恵子（鳥取県看護協会

長）
板倉 和資 池田 宣之
野坂 美仁

１７．学校医部会運営委員会委員（担当：笠木常
任理事）
【委 員 長】 笠木 正明
【副委員長】 吉中 正人

明穂 政裕 武信 順子
瀬川 謙一 石谷 暢男

松田 裕之 青木 哲哉
妹尾 磯範 瀬口 正史
神鳥 高世

１８．健康スポーツ医委員会委員（担当：明穂常
任理事）
【委 員 長】 明穂 政裕
【副委員長】（２名）清水 正人 瀬川 謙一

松浦 喜房 青木 哲哉
根津 勝 豊島 良太

１９．産業医部会運営委員会委員（担当：吉田常
任理事）
【委 員 長】 岸本 拓治
【副委員長】 吉中 正人

渡辺 憲 吉田 眞人
岡田 克夫 小林 哲
黒沢 洋一 森 英俊
杉山 長毅 藤井 武親
門脇 義郎 越智 寛
門脇 敬一

２０．勤務医委員会委員（担当：村脇理事）
【委 員 長】 村脇 義和
【副委員長】（２名）清水 正人 日野 理彦
〔地区推薦〕

早田 俊司 前田 迪郎
南崎 剛 山田 七子

〔県医推薦〕
三浦さおり（県立中央病

院）
山代 豊（鳥取赤十字病

院）
鍔木 紀子（鳥取市立病

院）
角田 直子（鳥取生協病

院）
井上 一彦（鳥取医療セン

ター）
米谷 康（岩美病院）
大谷 恭一（智頭病院）
橋本 達宏（県立厚生病

院）
野口美智子（清水病院）
野坂 仁愛（山陰労災病

院）
津田 公子（鳥取県済生会

境港総合病院
病院）
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村田 裕彦（西伯病院）
２１．労災保険委員会委員・自賠責保険委員会委
員（担当：清水常任理事）
【委 員 長】 清水 正人

明穂 政裕 池田 光之
石田 浩司 根津 勝

２２．禁煙指導対策委員会委員（担当：渡辺常任
理事）
【委 員 長】 渡辺 憲

笠木 正明 岡田 克夫
小林 哲 安陪 隆明
松田 隆 飛田 義信
長谷川純一

２３．鳥取県糖尿病対策推進会議委員（担当：魚
谷副会長）
【委 員 長】 岡本 公男
【副委員長】 魚谷 純

瀬川 謙一 楢崎 晃史
松浦 喜房 大津 敬一
越智 寛 谷口 晋一
池田 匡 林 裕史
大口 豊（県福祉保健部）
生田真由美（鳥取県市町村保

健師協議会）
磯部 紀子（鳥取県栄養士

会）
森本 幸子（鳥取県看護協

会）
石亀 裕通（鳥取県歯科医師

会）
２４．救急・災害対策委員会委員（担当：清水常
任理事）
【委 員 長】 清水 正人

米川 正夫 岡田 克夫
日野 理彦 小林 哲
吉田 泰之 山本 敏雄
面谷 博紀 本間 正人

６ 顧問弁護士・顧問税理士について
平成２５年３月末日現在、本会顧問弁護士・顧
問税理士は次の通りである。〔敬称略〕
顧問弁護士 藤原 和男（鳥取市）

川中 修一（米子市）
顧問税理士 岸本 信一（鳥取市）

７ 県及び関係団体委員会委員の推薦につい
て
平成２４年度、本会から推薦した県及び関係団

体委員会委員は次のとおりである。委員会の審
議に当っては本会方針の反映に努めた。（一部
本会推薦以外も含む）
〔鳥取県福祉保健部健康医療局：医療政策課〕
１ 鳥取県准看護師試験委員（至Ｈ２６．８．１６）

米川正夫 岡田克夫 新田辰雄
２ 鳥取県医療審議会委員（至Ｈ２５．１０．１３）

岡本公男 魚谷 純 明穂政裕
３ 鳥取県精度管理専門委員（至Ｈ２６．２．１４）

吉田眞人 都田裕之
４ 鳥取県地域医療対策協議会委員（至Ｈ２７．
２．２５）
岡本公男

５ ドクターヘリ運航調整委員会委員（任期：
未定）
清水正人

６ 鳥取県地域医療支援センター運営委員会委
員（任期：未定）
渡辺 憲

７ 看護師養成の抜本的拡充に向けての検討会
委員（至Ｈ２６．３．３１）

岡本公男
〔鳥取県福祉保健部健康医療局：健康政策課〕
１ 鳥取県感染症危機管理対策協議会情報解析
部会委員（任期：未定）
笠木正明 北室知巳

２ 鳥取県感染症対策協議会委員（至Ｈ２８．３．
３１）

笠木正明
３ 鳥取県感染症対策協議会結核部会委員（至
Ｈ２５．３．３１）

笠木正明
４ 鳥取県がん対策推進県民会議委員（至Ｈ２６．
３．３１）
岡本公男

５ 鳥取県健康づくり文化創造推進県民会議委
員（至Ｈ２７．３．１４）

魚谷 純
６ 鳥取県麻しん対策会議委員（至Ｈ２５．３．３１）

笠木正明
７ がん対策推進評価専門部会委員（至Ｈ２５．
３．３１）
吉中正人

８ 鳥取県心といのちを守る県民運動委員（至
Ｈ２７．１２．２５）

渡辺 憲
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〔鳥取県福祉保健部：長寿社会課〕
１ 鳥取県介護保険審査会委員

日笠親績 新田辰雄
高見 徹（至Ｈ２５．６．１０）

２ 第５期鳥取県介護保険事業支援計画及び老
人福祉計画策定・推進委員会委員（至Ｈ２６．
３．３１）
渡辺 憲

〔鳥取県福祉保健部：福祉保健課〕
１ 鳥取県社会福祉審議会委員（至Ｈ２７．９．１）

吉田眞人 塩﨑かおる
２ 鳥取県社会福祉審議会心身障害者福祉専門
分科会（臨時委員）（至Ｈ２７．９．１）
北室知巳 村田雅明 桶川了二
鈴木健男 小坂博基 池田光之
松田裕之

３ 鳥取県社会福祉審議会児童支援部会（臨時
委員）（至Ｈ２７．９．１）
中野英二

〔鳥取県福祉保健部健康医療局：医療指導課〕
１ 鳥取県医療安全推進協議会委員（至Ｈ２６．
１０．３１）

魚谷 純
２ 鳥取県インフルエンザワクチン対策委員会
委員（任期：未定）

笠木正明
３ 鳥取県抗インフルエンザウイルス薬対策委
員会委員（任期：未定）
笠木正明

４ 鳥取県後期高齢者医療審査会委員（至Ｈ２６．
４．３０）
吉田眞人

５ 鳥取県国民健康保険診療報酬請求書審査会
委員（至Ｈ２７．５．３１）
「保険医代表」
田村公平 林 裕史 福永康作
北室知巳 浪花紳悟 高須宣行
白石眞博 葉狩良孝 小寺正人

６ 社会保険医療担当者指導員（至Ｈ２６．５．３１）
内 科：坂本雅彦 吉田明雄

古城治彦 下田光太郎
田村矩章 杉本勇二
吉田泰之

外 科：渡邉賢司
脳 外：稲垣裕敬
整形外科：阿藤孝二郎 鱸 俊朗

小 児 科：奈良井栄 平尾正人
耳鼻咽喉科：藤田和寿 竹内裕美
精 神 科：田中 潔
眼 科：伊藤久太朗 山﨑厚志
皮膚泌尿器科：葉狩良孝 江川尚男
泌尿器科：井上明道 早田俊司

７ 鳥取県国民健康保険審査会委員（至Ｈ２６．
９．２０）
板倉和資

〔鳥取県福祉保健部：障がい福祉課〕
１ 鳥取県障害者介護給付費等不服審査会委員
（至Ｈ２８．４．３０）

田中宏和 幡 碩之
２ 鳥取県社会福祉審議会心身障害福祉専門分
科会指定医師等審査部会委員
吉田眞人 小坂博基 桶川了二
鈴木健男 村田雅明 北室知巳
池田光之（至Ｈ２７．９．１）
松田裕之（至Ｈ２７．１１．２６）

３ 鳥取県社会福祉審議会児童福祉専門分科会
委員（至Ｈ２７．９．１）

吉田眞人
〔鳥取県福祉保健部子育て王国推進局：子育て応
援課〕
１ 鳥取県小児慢性特定疾患診査会委員（任
期：未定）
笠木正明

〔鳥取県福祉保健部子育て王国推進局：青少年・
家庭課〕
１ 鳥取県青少年問題協議会委員（至Ｈ２６．１１．
１９）

田中 清
〔鳥取県危機管理局：危機管理政策課〕
１ 鳥取県版業務継続計画（BCP）策定推進会
議委員（至Ｈ２５．３．３１）

日野理彦
２ 鳥取県防災会議委員（至Ｈ２７．３．５）

清水正人
〔鳥取県危機管理局：消防防災課〕
１ 鳥取県救急搬送高度化推進協議会委員（至
Ｈ２６．３．３１）
清水正人 吉田泰之 山本敏雄
面谷博紀

〔鳥取県総務部人権局：人権・同和対策課〕
１ 人権に関する相談窓口における専門相談員
（至Ｈ２６．３）
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渡辺 憲 西山 聡 兼子幸一
〔鳥取県総務部：福利厚生課〕
１ 鳥取県公務災害補償等審査会委員（至Ｈ２５．
１１．３０）

安陪隆明
２ 鳥取県公務災害補償等認定委員会委員（至
Ｈ２５．１１．３０）

田中香寿子
３ 地方公務員災害補償基金鳥取県支部審査会
委員（至Ｈ２５．１１．３０）
安陪隆明

〔鳥取県病院局：総務課〕
１ 鳥取県立病院運営評議会委員（至Ｈ２６．７．
３１）

岡本公男
〔鳥取県教育委員会：スポーツ健康教育課〕
１ 鳥取県学校結核対策委員会委員（任期：未
定）

笠木正明
２ 心や性の健康問題対策協議会委員（至Ｈ２７．
３．３１）
笠木正明

〔鳥取県教育委員会：教育総務課〕
１ 鳥取県教育委員会職員健康管理審査会（神
経・精神障がい部会）委員（至Ｈ２６．３．３１）

廣江ゆう
〔鳥取労働局〕
１ 労災保険診療費審査委員（至Ｈ２７．３．３１）

鱸 俊朗 石井博之 那須吉郎
明穂政裕 石田浩司 永井琢己

２ 地方労災医員
山本哲章 阿藤孝二郎 那須吉郎
近藤慎二 林 永祥（至Ｈ２７．３．３１）
柏木 徹 幡 碩之
塩﨑かおる（至Ｈ２６．３．３１）

３ 労災協力医：公的病院等勤務医（至Ｈ２６．
３．３１）
坂本雅彦 中安弘幸 吉田泰之
日笠親績 藤田和寿 倉信耕爾
頼田孝男 藤原義夫 魚谷 純

４ 母性健康管理指導医（至Ｈ２６．６．３０）
竹内 薫

５ 看護師等の「雇用の質」の向上のための企
画委員会委員（任期：未定）
清水正人

６ 鳥取産業保健・メンタルヘルス対策総合推

進協議会委員（至Ｈ２６．３．３１）
岡本公男 吉田眞人 岡本匡史
太田垣勲

〔厚生労働省中国四国厚生局〕
１ 中国地方社会保険医療協議会委員（至Ｈ２５．
９．３０）
岡本公男

〔中国四国厚生局鳥取事務所〕
１ 保険指導医（至Ｈ２６．３．３１）

内 科：坂本雅彦 吉田明雄
古城治彦 下田光太郎
田村矩章 杉本勇二
吉田泰之

外 科：渡邉賢司
脳 外：稲垣裕敬
整形外科：阿藤孝二郎 鱸 俊朗
小 児 科：奈良井栄 平尾正人
耳鼻咽喉科：藤田和寿 竹内裕美
精 神 科：田中 潔
眼 科：伊藤久太朗 山﨑厚志
皮膚泌尿器科：葉狩良孝 江川尚男
泌尿器科：井上明道 早田俊司

〔鳥取大学〕
１ 国立大学法人鳥取大学学長選考会議委員
（至Ｈ２７．３．３１）

岡本公男
２ 国立大学法人鳥取大学経営協議会委員（至
Ｈ２７．３．３１）

岡本公男
〔鳥取大学医学部〕
１ 鳥取大学医学部地域医療学講座あり方懇話
会委員（至Ｈ２６．３．３１）

岡本公男
〔鳥取大学医学部附属病院がんセンター〕
１ 鳥取県がん診療連携協議会委員（任期：未
定）
岡本公男 吉中正人

〔鳥取県警察本部：警務課〕
１ 鳥取県留置施設視察委員会委員（至Ｈ２６．
５．３１）
岸本拓治

〔鳥取刑務所〕
１ 視察委員会委員（至Ｈ２６．３．３１）

安陪隆明
各種団体
〔社会保険診療報酬支払基金鳥取支部〕
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１ 社会保険診療報酬支払基金鳥取支部幹事
（至Ｈ２６．８．３１）
岡本公男

２ 鳥取県社会保険診療報酬請求書審査会委員
（至Ｈ２７．５．３１）
「診療担当者代表」
江川尚男 瀬川謙一 小林恭一郎
吉田明雄 松田裕之 深澤雅子
桶川了二 尾﨑眞人 米川正夫
佐々木知啓 麻木宏栄 庄司公平

〔社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生
会〕
１ 鳥取県済生会境港総合病院評議員（至Ｈ２５．
１１．１７）

野坂美仁
〔鳥取県看護協会〕
１ 鳥取県看護職員確保対策連絡協議会委員
（至Ｈ２５．３．３１終了）
明穂政裕

２ 地域包括ケア推進事業の実施に係る訪問看
護推進協議会委員（至Ｈ２５．３．３１終了）

乾 俊彦
〔鳥取県公衆衛生協会〕
１ 鳥取県公衆衛生協会理事（至Ｈ２６．６．８）

岡本公男 渡辺 憲 笠木正明
〔鳥取県社会福祉協議会〕
１ 福祉サービス運営適正化委員会委員（至Ｈ
２６．８．３１）

下田光太郎
２ 生活福祉資金貸付審査等運営委員会委員
（至Ｈ２６．３．３１）
谷口玲子

３ 地域福祉権利擁護事業・契約締結審査会委
員（至Ｈ２５．１０．３１）

柏木 徹
〔鳥取県町村職員退職手当組合〕
１ 鳥取県町村非常勤職員公務災害補償等審査
会委員（至Ｈ２６．３．３１）
岡本公男

〔公益財団法人鳥取県保健事業団〕
１ 役員

理事長 岡本公男（至Ｈ２７．６）
評議員 岡田克夫（至Ｈ２９．６）

〔公益財団法人結核予防会鳥取県支部〕
１ 公益財団法人結核予防会鳥取県支部
支部長 岡本公男（至Ｈ２７．６）

〔鳥取県学校保健会〕
１ 学校保健会評議員（至Ｈ２６．３．３１）
会 長 岡本公男
理 事 瀬川謙一

２ 学校安全表彰審査会委員（任期：随時）
岡本公男（学校保健会長） 笠木正明

〔公益財団法人日本学校保健会〕
１ 日本学校保健会理事（至Ｈ２５．５．２９）

岡本公男
〔独立行政法人日本スポーツ振興センター〕
１ 独立行政法人日本スポーツ振興センター広
島支所業務運営委員会委員（至Ｈ２５．３．３１）
明穂政裕

〔鳥取県国民健康保険団体連合会〕
１ 鳥取県国民健康保険団体連合会介護給付費
審査委員会委員
神谷 剛 杉山長毅（至Ｈ２６．４．３０）

２ 鳥取県国民健康保険団体連合会介護サービ
ス苦情処理委員会委員（至Ｈ２６．３．３１）

吉田眞人
３ 常務処理審査委員（至Ｈ２５．５．３１）

植木壽一
〔公益財団法人鳥取県国際交流財団〕
１ 公益財団法人鳥取県国際交流財団理事（至
Ｈ２７．５．３１）

岡田克夫
〔日本年金機構中国ブロック本部〕
１ 国民年金の年金給付に係る障害認定審査医
員（至Ｈ２６．３．３１）

明穂政裕 藤田和寿 元村嘉男
幡 碩之 宮本二郎

〔公益財団法人鳥取県暴力追放センター〕
１ 公益財団法人鳥取県暴力追放センター顧問
（任期：未定）
岡本公男

〔財団法人鳥取県環境管理事業センター〕
１ 財団法人鳥取県環境管理事業センター参与
（至Ｈ２５．５．３１）

岡本公男
〔公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク〕
１ 財団法人鳥取県臓器・アイバンク理事（至
Ｈ２７．６）

岡本公男
〔公益社団法人鳥取県人権文化センター〕
１ 公益社団法人鳥取県人権文化センター理事
（任期：Ｈ２６．５月総会）
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谷口直樹
〔鳥取県薬剤師会〕
１ 鳥取県薬剤師会薬事情報センター運営委員
（至Ｈ２６．６）

魚谷 純
〔鳥取県精神保健福祉協会〕
１ 鳥取県精神保健福祉協会理事（至Ｈ２７．３．
３１）

岡本公男
〔鳥取産業保健推進連絡事務所〕
１ 鳥取産業保健推進連絡事務所運営協議会会
長（至Ｈ２７．３．３１）

岡本公男
２ メンタルヘルス対策支援センター業務運営
協議会委員（至Ｈ２６．３．３１）
岡本公男 渡辺 憲

〔鳥取県後期高齢者医療広域連合〕
１ 鳥取県後期高齢者医療懇話会委員（至Ｈ２７．
３．３１）
吉中正人

〔関西広域連合協議会〕
１ 関西広域連合協議会委員（至Ｈ２５．９．２３）

岡本公男
〔第３０回全国都市緑化とっとりフェアー〕
１ 第３０回全国都市緑化とっとりフェアー実行
委員会委員（至Ｈ２５のフェアー閉会以降）
岡本公男

〔日本医師会〕
１ 日本医師会理事（至Ｈ２６．３．３１）

岡本公男
２ 日本医師会定款・諸規程検討委員会（至Ｈ
２６．３．３１）

魚谷 純
３ 日本医師会精神保健委員会委員（至Ｈ２６．
３．３１）
渡辺 憲

４ 日本医師会医療関係者検討委員会（至Ｈ２６．
３．３１）
清水正人

５ 日本医師会将来ビジョン委員会委員（至Ｈ
２６．３．３１）

岡田克夫
６ 日本医師・従業員国民年金基金第９期理事
（至Ｈ２６．３．３１）
瀬川謙一

〔その他〕

１ 山陰救急医学会幹事（任期：未定）
清水正人

２ 日本救急医学会中国四国地方会評議員（至
Ｈ２６．３．３１）

清水正人
３ 全国有床診療所連絡協議会理事（至Ｈ２６．
３．３１）
米川正夫

４ 鳥取県柔道整復師会顧問
岡本公男

５ 鳥取県鍼灸師会顧問
岡本公男

８ 各種会合について
本年３月末日までに開催された総会、代議員
会、その他各種会合は次のとおりである。
１ 総 会（１回）
平成２４年度定例総会は、平成２４年６月３０日
（土）、午後５時から鳥取県医師会館におい
て開催し、各種表彰の授与、御祝の贈呈が催
された後、議決事項⑴公益社団法人への移行
認定申請について承認を求める件、⑵公益社
団法人鳥取県医師会定款変更案について承認
を求める件と、報告事項⑴庶務及び会計の概
況に関する事項、⑵事業の概況に関する事項、
⑶代議員会において議決した主要な議決に関
する事項、が何れも承認された。引き続き、
鳥取医学賞選考結果報告、特別講演「医療と
税制」（日医副会長 今村 聡先生）を行っ
た。詳細は、会報第６８６号へ掲載した。

２ 代議員会（２回）
１）第１８８回（臨時）代議員会 平成２４年６
月３０日、県医師会館において開催し、議長
及び副議長の選挙、日医代議員及び同予備
代議員の選挙、平成２３年度会務報告及び収
支決算、平成２４年度会費減免申請の承認、
公益社団法人への移行認定申請に関連した
５議案について審議が行われ、何れも原案
どおり承認された。詳細は、会報第６８６号
へ掲載した。
２）第１８９回（定例）代議員会 平成２５年３
月２３日、鳥取県医師会館において開催し、
平成２５年度鳥取県医師会事業計画、予算等
７議案について原案どおり承認可決した。
詳細は、会報第６９５号へ掲載した。

３ 常任理事会及び理事会
本年３月までに開催した常任理事会は１１回、
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理事会は１２回、日常会務の処理及び当面の重
要問題の執行について協議を行った。
なお、緊急を要する問題については、必要

により担当理事打合会を開催し、会務運営に
万全を期した。また、理事会会議記録等につ
いては、県医師会報及び県医師会メーリング
リスト並びにホームページ（会員用）への掲
載を以て、概要の周知を図った。

４ 会議メモ
４月１日 日本医師会定例代議員会

２日 日本医師会定例代議員会並びに定
例総会

５日 中国四国医師会共同利用施設等連
絡協議会実行委員会

１２日 第１回理事会
〃 鳥取県保健・医療・福祉関係者観

桜会
１７日 日本医師会理事会
１８日 日本医師会TPP参加反対総決起

大会
１９日 公開健康講座
２２日 中部医師会立三朝温泉病院病棟等

新築工事竣工式
〃 鳥取県鍼灸マッサージ師会通常総

会
２６日 産業医部会運営委員会

５月１０日 保険医療機関指導計画打合せ会
〃 第１回常任理事会
１５日 日本医師会役員就任披露パーティ
〃 日本医師会理事会
１７日 鳥取県病院協会総会
〃 公開健康講座
１８日 公立豊岡病院ドクターヘリ症例検

討会
２２日 鳥取県地域医療対策協議会
２４日 第２回理事会
〃 地区医師会長会議
２９日 鳥取県保健事業団理事会
〃 鳥取県公衆衛生協会理事会
３１日 第４３回鳥取県健康対策協議会理事

会
６月２日 中国四国医師会連合常任委員会

３日 中国四国医師会連合総会
５日 鳥取県医療審議会
７日 生活保護法による指定医療機関個

別指導計画打合せ会

７日 第２回常任理事会
１５日 都道府県医師会電力確保担当理事

連絡協議会
１７日 春季医学会
２０日 鳥取大学経営協議会
２１日 第３回理事会
〃 鳥取県糖尿病対策推進会議
〃 公開健康講座
２４日 鳥取県看護協会通常総会
２７日 がん対策推進評価専門部会
２８日 若年者心臓検診対策専門委員会
３０日 第１８８回鳥取県医師会（臨時）代

議員会
〃 平成２４年度鳥取県医師会定例総会

７月１日 日本医師会Ai学術シンポジウム
５日 鳥取県産業安全衛生大会
〃 第３回常任理事会
〃 鳥取県学校保健会定例理事・評議

員会
１１日 厚生労働省平成２４年度在宅医療連

携拠点事業説明会
１２日 鳥取県公衆衛生学会
１３日 公立豊岡病院ドクターヘリ症例検

討会
１７日 日本医師会会長協議会
１８日 中国地方社会保険医療協議会総会
〃 鳥取県救急搬送高度化推進協議会
１９日 鳥取県医療審議会医療法人部会
〃 公開健康講座
〃 第４回理事会
〃 健康づくり文化創造プラン策定専

門会議
２０日 鳥取県地域医療支援センター設立

準備会
２１日 全国医師会事務局連絡会（しらぬ

い）研修会
２３日 鳥取県がん登録あり方検討ワーキ

ンググループ
２４日 心や性の健康問題対策協議会
２６日 都道府県医師会救急災害医療担当

理事連絡協議会
〃 かかりつけ医と精神科医との連携

会議
〃 鳥取県薬剤師会薬事情報センター

運営委員会
２９日 第１回産業医研修会
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３０日 被ばく医療機関の管理者向け研修
会

８月２日 第４回常任理事会
〃 学校医部会運営委員会
〃 感染症危機管理対策委員会実務者

会議
３日 鳥取県精度管理専門委員会
４日 鳥取県健康対策協議会大腸がん対

策専門委員会
７日 鳥取県がん対策推進県民会議
９日 鳥取県健康対策協議会肺がん対策

専門委員会
〃 中国四国医師会共同利用施設等連

絡協議会打合せ会
１０日 関西広域連合協議会医療・福祉・

防災分科会
１１日 鳥取県健康対策協議会肝臓がん対

策専門委員会
１６日 公開健康講座
１７日 新型インフルエンザ等対策特別措

置法に関する担当課長会議
１８日 鳥取県健康対策協議会乳がん対策

専門委員会
１９日 平成２４年度中国四国 学校保健担

当理事連絡会議
〃 平成２４年度中国地区学校保健・学

校医大会
２３日 第５回理事会
〃 鳥取県臓器バンク理事会
〃 第３回（仮称）鳥取県医師会指定

学校医制度の検討会
〃 鳥取県健康対策協議会子宮がん対

策専門委員会
２５日 中国四国医師会共同利用施設等連

絡協議会
〃 「東部医師会創立４０周年」及び「鳥

取看護高等専修学校創立６０周年」
記念式典

２８日 鳥取県地域医療対策協議会
２９日 医療機関のBCP（業務継続計画）

策定説明会
３０日 平成２４年度がん登録対策専門委員

会
〃 鳥取県健康対策協議会胃がん対策

専門委員会
〃 鳥取県准看護師試験委員会

３１日 災害時の医療救護活動に関する協
定式

〃 鳥取大学経営協議会、学長選考会
議

９月１日 鳥取県健康対策協議会生活習慣病
対策専門委員会

６日 第５回常任理事会
８日 健康フォーラム２０１２
〃 鳥取県医療審議会医療法人部会
〃 鳥取県医療審議会
１２日 鳥取県DMAT連絡協議会
１３日 鳥取県生活習慣病検診等管理指導

協議会総合部会
〃 鳥取県社会福祉審議会
１４日 公立豊岡病院ドクターヘリ運航調

整委員会
２０日 第６回理事会
〃 公開健康講座
２３日 第２回産業医研修会
２７日 日本医師会テレビ健康講座「ふれ

あい健康ネットワーク」事前打合
会

２８日 鳥取大学学長選考会議
２９日 中国四国医師会連合常任委員会
３０日 中国四国医師会連合分科会

１０月４日 鳥取県後期高齢者医療懇話会
〃 第６回常任理事会
〃 日本医師会社会保険指導者講習会

（～５日）
６日 全国医師会勤務医部会連絡協議会
７日 西部医師会創立６０周年記念式典
１０日 心といのちを守る県民運動
１１日 日医産業保健活動推進全国会議
１３日 厚労省委託事業 多職種協働によ

る在宅チーム医療を担う人材育成
事業都道府県リーダー研修（～１４
日）

１４日 中国四国医師会連合医事紛争研究
会

１７日 鳥取県感染症対策協議会結核部会
〃 JR高速化鳥取県民募金委員会臨

時総会
１８日 県立病院運営評議会
〃 第６回理事会
〃 公開健康講座
〃 第３回次期健康づくり文化創造プ
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ラン策定専門会議
２０日 指導医のための教育ワークショッ

プ（～２１日）
２５日 鳥取県看護職員確保対策連絡協議

会
〃 県医師会・県教育委員会連絡協議

会
２６日 看護師等の「雇用の質」の向上の

ための企画委員会
２８日 中国四国医師会連合連絡会
〃 日本医師会臨時代議員会・臨時総

会
１１月１日 第７回常任理事会

〃 ITを活用した地域医療連携ネッ
トワーク運用事例報告会

３日 日医 生涯教育協力講座セミナー
「てんかん」

４日 「学校医・学校保健研修会」及び
「新任学校医・新任養護教諭合同
研修会」

６日 鳥取県がん対策推進県民会議
〃 鳥取県看護師養成の抜本的拡充に

向けての検討会
８日 公開健康講座
〃 鳥取県社会福祉審議会
〃 鳥取産業保健推進連絡事務所及び

メンタルヘルス対策支援センター
運営協議会

〃 鳥取県産業保健協議会
９日 中国四国医師会事務局長連絡会
１０日 全国学校保健・学校医大会
１１日 平成２４年度鳥取県医師会秋季医学

会
１３日 鳥取県がん征圧大会
１４日 世界糖尿病デーin鳥取 仁風閣ブ

ルーライトアップ
１５日 鳥取県インフルエンザワクチン対

策委員会
〃 第８回理事会
１７日 日医テレビ健康講座「ふれあい健

康ネットワーク」収録
１８日 第３回産業医研修会
２０日 日医会長協議会
２２日 鳥取県地域医療対策協議会
〃 看護高等専修学校連絡協議会・地

区医師会看護学校担当理事連絡協

議会合同会議
２６日 鳥取大学経営協議会
２７日 鳥取県医療審議会
２９日 医療保険委員会

１２月２日 鳥取県臨床検査精度管理調査報告
会

４日 鳥取医学雑誌編集委員会
６日 感染症危機管理対策委員会
〃 第７回常任理事会
１１日 鳥取県がん対策推進県民会議
１３日 都道府県医師会医事紛争担当理事

連絡協議会
〃 鳥取県自動車保険医療連絡協議会
〃 自賠責保険研修会
〃 鳥取県健康対策協議会乳がん対策

専門委員会
２０日 被ばく医療機関ネットワーク会議
〃 第９回理事会
〃 公開健康講座
〃 鳥取県健康対策協議会疾病構造の

地域特性対策専門委員会
２１日 国民医療を守るための総決起大会
２２日 心の医療フォーラムin米子
２６日 鳥取県災害医療コーディネーター

委嘱状交付式
２７日 鳥取県国民医療推進協議会総会

１月８日 鳥取県学校保健会学校保健及び学
校安全表彰審査会

〃 鳥取県学校保健会理事会
〃 鳥取県看護師養成の抜本的拡充に

向けての検討会
１０日 第１０回理事会
〃 鳥取県医療懇話会
１２日 心の医療フォーラムin鳥取
１５日 日本医師会会長協議会
１６日 都道府県医師会共同利用施設担当

理事連絡協議会
１７日 鳥取県地域医療対策協議会
〃 平成２４年度公衆衛生活動対策専門

委員会
〃 公開健康講座
２０日 日本医師会医療事故防止研修会
２２日 鳥取県医療審議会
２４日 鳥取県学校結核対策委員会
〃 第９回常任理事会
２５日 全国メディカルコントロール協議
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会連絡会
３１日 救急・災害対策委員会
〃 鳥取県健康対策協議会生活習慣病

対策専門委員会
２月３日 鳥取県健康対策協議会心臓検診従

事者講習会
〃 学校医・学校保健研修会、鳥取県

学校保健会研修会
４日 心といのちを守る県民運動
５日 看護師養成機関に関するニーズ調

査業務プロポーザル審査会
６日 第５期鳥取県介護保険事業支援計

画及び老人福祉計画策定・推進委
員会

７日 第１０回常任理事会
〃 県立病院運営評議会
〃 心や性の健康問題対策協議会
〃 鳥取県医療安全推進協議会
〃 臨床検査精度管理委員会
９日 平成２４年度日本医師会医療情報シ

ステム協議会（～１０日）
１４日 日本医師会シンポジウム「会員の

倫理・資質向上をめざして」
〃 鳥取県健康対策協議会大腸がん対

策専門委員会
１５日 日医総研シンポジウム
１６日 鳥取県健康対策協議会胃がん対策

専門委員会
１７日 鳥取県健康対策協議会子宮がん対

策専門委員会
〃 日本医師会母子保健講習会
１８日 鳥取県社会福祉審議会
１９日 鳥取県救急搬送高度化推進協議会
２１日 第１１回理事会
〃 公開健康講座
〃 鳥取県健康対策協議会地域医療研

修及び健康情報対策専門委員会
〃 地区医師会長協議会
２２日 都道府県医師会事務局長連絡会
〃 日本医師会女性医師支援事業連絡

協議会
２３日 鳥取県健康対策協議会肺がん対策

専門委員会
２６日 県立中央病院機能強化基本構想検

討委員会
２８日 日本医師会死体検案研修会

２８日 鳥取県動物由来感染症対策連絡会
議

〃 鳥取産業保健推進連絡事務所運営
協議会

〃 鳥取県地域産業保健事業運営協議
会

〃 鳥取県医師会情報システム担当理
事連絡協議会

３月５日 鳥取大学学長選考会議・経営協議
会

６日 日本医師会医療政策シンポジウム
７日 第１１回常任理事会
〃 禁煙指導対策委員会
〃 鳥取県健康対策協議会母子保健対

策専門委員会
〃 鳥取県准看護師試験委員会
１１日 鳥取大学医学部地域医療学講座あ

り方懇話会
１２日 鳥取県保健事業団理事会
〃 鳥取県臓器バンク理事会
〃 かかりつけ医と精神科医との連携

会議
１４日 平成２４年度都道府県医師会生涯教

育担当理事連絡協議会
〃 鳥取県生活習慣病検診管理指導協

議会総合部会
〃 鳥取県被ばく医療機関等ネット

ワーク会議
〃 鳥取県DMAT連絡協議会
１５日 都道府県医師会医療関係者担当理

事連絡協議会
１６日 山陰労災病院創立５０周年記念式典
１７日 第１回日本医師会在宅医療支援

フォーラム
１８日 鳥取県防災会議
２１日 鳥取県地域医療対策協議会
〃 第２１回理事会
〃 公開健康講座
〃 関西広域連合「災害医療セミナー」
〃 平成２４年度都道府県医師会広報担

当理事連絡協議会
２３日 第１８９回定例代議員会
２６日 鳥取県医療審議会
〃 鳥取県がん対策推進県民会議
２７日 看護師養成の抜本的拡充に向けて

の検討会
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２８日 鳥取県糖尿病対策推進会議
３０日 中国四国医師会連合 常任委員会
〃 中国四国医師会連合 連絡会
３１日 日本医師会定例代議員会・定例総

会
９ 経理関係
１ 平成２３年度歳入・歳出決算について

平成２３年度一般会計及び特別会計決算並び
に財産目録等について、平成２４年６月２１日、
県医師会館において新田、石井両監事によっ
て厳正なる監査が行われ、いずれも適正妥当
であったことが認められた。
次いで、６月３０日開催の第１８８回（臨時）
代議員会において承認された。

２ 平成２４年度会費減免について
平成２４年度会費減免については、第１８７回
（定例）代議員会、第１８８回（臨時）代議員

会［追加分］、第１８９回（定例）代議員会［追
加分］、において申請どおり承認になった。
減免申請の内訳は次のとおりである。
会費免除会員……１３５名（高齢９８名、傷病
５名、研修医３２名）

３ 平成２５年度歳入・歳出予算について
平成２５年度予算については、平成２５年３月

２３日開催の第１８９回（定例）代議員会におい
て原案どおり可決され、４月１日から施行す
る。
また、本会特別会計については下記の如く
認められており、各予算はそれぞれの事業推
進の費途に充てられている。
１ 鳥取県医師会会館修繕積立金会計
２ 生命保険取扱特別会計
３ 鳥取県地域産業保健事業会計

２．医学教育の向上に関する事項
１ 医 学 会
１ 春季医学会（学会長：鳥取赤十字病院院長
福島 明先生）
平成２４年６月１７日（日）午前９時２０分より

鳥取市・鳥取県医師会館において、鳥取県医
師会主催、鳥取赤十字病院・鳥取県東部医師
会共催により開催した。（出席者７４名）
１）研究発表……１７題
２）教育講演
「鳥取大学医学部歯科口腔外科の口唇
裂・口蓋裂の治療の概要―手術を中心とし
て―」
鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎

顔面病態外科学分野 教授 領家和男先生
３）特別講演
「運動器軟部組織の重症感染症の診断と
治療」
鳥取大学医学部長、鳥取大学医学部感覚

運動医学講座運動器医学分野
主任教授 豊島良太先生

４）アンケート回収 ４１枚
春季医学会抄録は、鳥取医学雑誌第４０巻

２号へ掲載した。
２ 秋季医学会（学会長：医療法人同愛会 博
愛病院院長 角 賢一先生）
平成２４年１１月１１日（日）午前９時３０分より、
米子市・西部医師会館において、鳥取県医師
会主催、博愛病院・鳥取県西部医師会共催に
より開催した。（出席者４２名）
１）研究発表……１６題
２）特別講演
「消化器癌における機能温存手術とその
問題点」

講師 鳥取大学医学部器官制御外
科学講座病態制御外科学分
野教授 池口正英先生

３）アンケート回収 ２６枚
秋季医学会抄録は、鳥取医学雑誌第４０巻

４号へ掲載した。
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３．医学と関連科学との総合進歩に関する事項
１ 医療安全対策
１ 鳥取県医療安全推進協議会
平成２５年２月７日、県庁において開催され、
魚谷副会長が出席した。議事として、報告事
項⑴医療安全支援センターの概要、⑵鳥取県
の医療安全対策（医療相談窓口、情報提供、
研修会の開催）、⑶医療相談窓口の対応状況
（年々減ってきている）、⑷医療事故報告、
が行われた後、県及び各福祉保健局に寄せら
れた相談事例の中で対応に苦慮した事例につ
いて協議、意見交換が行われた。相談者が法
テラス、弁護士に相談すると言った際は、ま
ず病院内に設置されている医療相談窓口又は
県医師会及び地区医師会へ相談していただき
たいことを伝えた。

２ 日本医師会シンポジウム「会員の倫理・資
質向上をめざして」
平成２５年２月１４日、日医会館において、
「ケーススタディから学ぶ医の倫理」をテー
マに開催され、明穂常任理事が出席した。
当日は、基調講演「医療訴訟の現状と対策」

（順天堂大学附属順天堂医院綜合診療科・病
院管理学教授 小林弘幸先生）とケーススタ
ディ⑴医師患者関係―説明と対応―、⑵医業
広告（提案）が行われた。総括では、倫理向
上に向かう医師団体の役割として、⑴会員各
自の問題意識、何が問題か自覚を促すこと、
⑵欠陥を持った医師、不適切な医療行為に加
担する医師に対する対応として、自浄作用が
重要で最近では苦情処理委員会が各地区で機

能して対応すること、が大きなポイントとな
る。詳細は、会報第６９３号へ掲載した。

２ 鳥取医学雑誌の発行について
本年度（平成２４年３・６・９・１２月）発行し
た医学雑誌は第４０巻１・２・３・４号で、収載
論文数は総数４７編（内訳：興味ある症例２編、
総説４編、原著１３編、症例報告１７編、記録１０編、
編集者への手紙１編）であった。
編集委員会は、平成２４年１２月４日、県医師会
館において開催した。議事として、平成２４年鳥
取医学雑誌発行状況、投稿論文数減少に対する
対策、検査項目の略号などについて報告、協議、
意見交換を行った。投稿論文数減少に対する対
策として、筆頭者が卒後５年までの「研修医・
専攻医の投稿（掲載）論文」を対象に、仮称「鳥
取医学雑誌研修医・専修医優秀論文賞」を設け
る。対象は原則として県医師会員とし、当該年
の掲載論文の中から鳥取医学雑誌編集委員会で
候補者を推薦する。この件については理事会の
承認を得る。詳細は、会報第６９１号に掲載した。
なお、仮称「鳥取医学雑誌研修医・専修医優
秀論文賞」については、平成２５年２月２１日開催
の第１１回理事会で協議し、「鳥取医学雑誌 新
人優秀論文賞」として創設することを決定し、
併せて表彰規程を制定した。この賞の対象は、
鳥取医学雑誌へ投稿された論文の筆頭著者が卒
後５年までの医師で、原則として鳥取県医師会
員であること。平成２５年発行の第４１巻から適用
する。

４．医師の生涯研修に関する事項
１ 日本医師会生涯教育制度への参加につい
て
昭和６２年度より本制度として始まった日本医
師会生涯教育制度については、平成２２年度実施
要綱が大幅に改正された。
１ 平成２３年度申告状況（一括申告制を採用）
〈単位取得者率〉
全県：７８．２％「参考：平成２２年度申告率

７６．７％」
（東部７５．６％ 中部７８．０％ 西部７９．７％

鳥大８８．９％）
平成２４年１１月３０日付けで「学習単位取得証」
が発行（５９２名）されたので、地区医師会経
由交付した。
なお、平成２２年度・２３年度・２４年度の連続

した３年間で、単位数＋カリキュラムコード
数の合計６０以上取得者に、平成２５年１２月１日
付けで「日医生涯教育認定証」が発行される。
（有効期限３年間）
２ 生涯教育委員会
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平成２４年６月２７日、県医師会館において開
催した。議事として、平成２３年度生涯教育事
業報告、３／１都道府県医師会生涯教育担当
理事連絡協議会出席報告、平成２４年度春季医
学会の開催報告があった後、平成２４年度秋季
医学会日程及び２５年度以降の医学会のあり方、
第６回指導医のための教育ワークショップの
開催（１０／２０・２１日（土・日）於：県医師会
館）、日医生涯教育制度、日医生涯教育協力
講座セミナーの開催などについて協議、意見
交換を行った。平成２４年度秋季医学会は１１月
１１日（日）に博愛病院の担当により西部医師
会館において開催する。なお、平成２５年度以
降も医学会は従来どおりの開催とする。日医
生涯教育協力講座セミナーは日医より要請の
あったもののうち、「てんかんの診断から最
新の治療まで」を開催し、日程及び内容等に
ついては今後詰めていく、等協議した。
詳細は、会報第６８５号へ掲載した。

３ 日医生涯教育協力講座；
セミナー「てんかんの診断から最新の治療

まで」について
本年度は次の通り開催した。
日 時 平成２４年１１月３日（土・祝）午

後１時３０分～４時３０分
場 所 鳥取県医師会館 鳥取市戎町
出席者 ３１名
１．基調講演
「てんかんの基礎―診断から治療まで」
久留米大学医学部神経精神医学講座
准教授 石田重信先生

２．シンポジウム（各２０分）
「てんかん患者の運転免許に関する実
情」
鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神
経内科学分野助教 野村哲志 先生

「鳥取医療センターにおけるてんかん診
療と地域医療連携―症例も交えて―」
国立病院機構鳥取医療センター診療部
長（神経内科） 齋藤 潤 先生

「鳥取県におけるてんかん協会の活動と
今後の課題」
鳥取大学医学部保健学科地域・精神看
護学講座 教授 吉岡伸一 先生

３．総合討論
コメンテーター

久留米大学医学部神経精神医学教室
准教授 石田重信 先生
国立病院機構鳥取医療センター 院長
下田光太郎 先生

４ 「日本医師会生涯教育講座」の開催につい
て
本年度は次のとおり開催した。
２４．６．１７ 鳥取県医師会春季医学会
６．３０ 鳥取県医師会定例総会（特別講

演）
７．２９ 第１回鳥取県医師会産業医研修

会
８．２５ 第１８回中国四国医師会共同利用

施設等連絡協議会
９．２３ 第２回鳥取県医師会産業医研修

会
１１．３ 日医生涯教育協力講座セミナー

「てんかんの診断から最新の治
療まで」

１１．４ 第１９回学校医・学校保健研修
会・新任学校医・新任養護教諭
合同研修会

１１．１１ 鳥取県医師会秋季医学会
１１．１８ 第３回鳥取県医師会産業医研修

会
５ 第６回日本医師会「指導医のための教育
ワークショップ」（鳥取県医師会主催）開催
について
平成１６年４月、新医師臨床研修制度が発足
したことにより、医学生・研修医を指導する
会員が指導医としての教育能力を培うことを
目的として次のとおり開催した。
なお、平成２１年４月より指導医の要件とし
て「指導医はプライマリ・ケアの指導方法等
に関する講習会を受講していること」が必須
となった。
日 時 平成２４年１０月２０日（土）９：００～

２１日（日）１６：２５
場 所 鳥取市戎町３１７番地「鳥取県医師

会館」（TEL０８５７―２７―５５６６）
宿泊先 鳥取市戎町４７１番地「鳥取シティ

ホテル」（TEL０８５７―２７―６２１１）
方 法 １泊２日の合宿形式によるワーク

ショップ
参加者 ２４名

２日間修了者２４名に対し、日本
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医師会長・厚生労働省医政局長・
鳥取県医師会長連名の修了証を発
行

参加費 ５，０００円
ワークショップスタッフ
ディレクター
日野 理彦 鳥取県医師会理事

（生涯教育担当）
渡辺 憲 鳥取県医師会常任理事

（ 〃 ）
村脇 義和 鳥取県医師会理事

（ 〃 ）
明穂 政裕 鳥取県医師会常任理事

チーフタスクフォース
伴 信太郎 名古屋大学医学部附属病

院総合診療科教授
タスクフォース
向原 茂明 長崎県福祉保健部参事監
福井 道彦 大津市民病院診療局次

長・臨床研修センター所
長

内田 博 鳥取県立中央病院麻酔科
部長

その他
主 催 鳥取県医師会、鳥取県（鳥取

県委託事業）
日医生涯教育制度取得単位 １０単位
カリキュラムコード １、２、５、６、

７、８、１０、１３、
１４、１５

５．医学、医療の国際交流に関する事項
１ 鳥取大学等との連絡強調
１ 鳥取大学経営協議会・鳥取大学学長選考会
議
１）平成２４年６月２０日、鳥取大学において開
催され、岡本会長が出席した。議事として、
職員給与の取扱い（国家公務員給与削減特
例法への対応）、平成２３年度業務実績報告
書及び決算、平成２２年度決算剰余金（目的
積立金）の予算、平成２５年度概算要求、学
長候補者の選考手続き、などについて協議、
意見交換が行われた。鳥大医学部附属病院
の運営状況は良好とのことである。また、
岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科の設置、
入学者（県内出身者は約２０％）及び就職者
状況などについて報告があった。次回は８
月３１日に開催する。

２）平成２４年８月３１日、鳥取大学において開
催され、岡本会長が出席した。主な議事と
し
経営協議会では、学長候補者の資格を有

すると認められる者の推薦について協議が
行われた。来年３月末の任期満了に伴う次
期学長選考の候補者は４人である。９月２７
日に学内の関係者による投票（意向調査）
を行い、投票結果を基に翌日の学長選考会
議で決定する。また、平成２５年度予算の概
算要求組換え基準、給与の特例減額措置、

共同獣医学科に関する協定締結、平成２４年
度学長経費の採択などについて報告があっ
た。
引き続き、学長選考会議が行われ、次期
学長候補者の選考について協議が行われた。
次期学長の任期は来年４月１日から４年間
である。
３）平成２４年９月２８日、鳥取大学において開
催され、岡本会長が出席した。鳥取大学に
おいて、来年３月末の任期満了に伴う学長
選考会議が開催され、鳥大医学部長 豊島
良太先生が次期学長候補に選出された。年
内に文部科学相に上申し、正式決定する。
任期は平成２５年４月１日から４年間である。
鳥大では４人の候補者が教育研究評議会と
経営協議会で学長候補者に推薦されていた。
２７日に教員（助教以上）、付属学校主幹教
諭以上、事務職は専門職以上の８０９人を対
象に意向調査（投票）を実施し、投票数６３２
票（有効投票数６２５票）のうち、豊島先生
が２６９票を獲得しトップとなったため、こ
の結果を参考に豊島先生を次期学長候補に
決めた。
４）平成２４年１１月２６日、鳥取大学において開
催され、岡本会長が出席した。議事として、
⑴平成２５年度予算編成方針案、⑵平成２２年
度決算剰余金（目的積立金）、⑶国家公務
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員の退職手当の支給水準引下げ等、⑷中期
目標及び中期計画の変更、などについて協
議、意見交換が行われた。

５）平成２５年３月５日、ホテルニューオータ
ニ鳥取において開催され、岡本会長が出席
した。
学長選考会議では、学長候補者選考手続

き方法の見直しについて協議、意見交換が
行われた。経営協議会では、平成２４年度補
正予算、平成２５年度当初予算及び年度計画
について協議、意見交換が行われた。また、
平成２５年度学内予算編成方針及び運営組織
等について報告があった。

２ 鳥取大学医学部地域医療学講座あり方懇
話会
平成２５年３月１１日、鳥大医学部附属病院にお

いて開催され、会長代理として魚谷副会長が出
席した。議事として、委員会設置要綱の確認、
地域医療学講座からの活動実績と課題の報告、
各委員からの評価コメント、総括と今後の運営
方針、地域医療シンポジウム（仮称）の開催な
どについて報告、協議、意見交換が行われた。
地域医療学講座は、医学生に地域医療の実地研
修を積ませることが主な業務であり、地域枠の
学生を鳥取県へ残すことは地域医療支援セン
ターの業務である。

６．公衆衛生の指導啓発に関する事項
１ 公衆衛生活動への協力
１ 鳥取県公衆衛生協会理事会
平成２４年５月２９日、県医師会館において開
催され、岡本会長（協会長）、渡辺・笠木両
常任理事が出席した。
議事として、平成２３年度事業報告及び収支

決算案、平成２４年度事業計画及び収支予算案、
第５５回鳥取県公衆衛生学会の開催、第５８回中
国地区公衆衛生学会への派遣、鳥取県公衆衛
生協会会則の改正、役員の選出、などについ
て報告、協議、意見交換が行われた。第５５回
鳥取県公衆衛生学会は、７月１２日（木）とり
ぎん文化会館において開催される。現在演題
を募集中であるが、従来より県公衆衛生関係
部署からの出題が多く、市町村からの出題が
少なく、募集範囲を広範囲で適切にした方が
よいとの意見があった。

２ 鳥取県公衆衛生学会
平成２４年７月１２日、とりぎん文化会館にお
いて開催され、岡本会長（学会長）、渡辺常
任理事が出席した。
午前中は、特別講演「持続可能な社会のた

めのバイオマスエネルギーの役割（鳥取環境
大学環境学部教授 横山伸也先生）が行われ、
午後からは、２つの分科会⑴「がん対策等」
「成人保健・その他」「歯科衛生・栄養」「精
神保健」、⑵「感染症」「食品衛生・環境衛生」
「環境保全」に分かれて研究発表が行われた。
学会終了後、研究発表演題の中から優れた演

題を決定する選考会が開催され、８月２４日
（金）岡山市において開催される第５８回中国
地区公衆衛生学会に口演４題、誌上６題を推
薦した。
３ 鳥取県保健事業団理事会
１）平成２４年５月２９日、事業団本部において
開催され、岡本会長（理事長）、岡田理事
が出席した。
議事として、平成２３年度事業報告及び収

支決算、財団法人鳥取県保健事業団役員の
選任、公益財団法人鳥取県保健事業団移行
による役員の選任及び役員の互選、定款、
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する
規程、役職員退職手当支給規程、などにつ
いて協議、意見交換が行われた。なお、現
在、鳥取県保健事業団理事である岡田理事
は、平成２４年度より評議員に変更となった。
２）平成２５年３月１２日、事業団本部において
開催され、岡本会長（理事長）、岡田理事
が出席した。議事として、平成２５年度事業
計画及び収支予算、規程等の変更について
協議、意見交換が行われた。平成２５年４月
１日より公益財団法人へ移行されることに
伴い、理事数を減少し、評議員を追加する
とのことであった。

４ 鳥取県社会福祉審議会
１）平成２４年９月１３日、白兎会館において開
催され、吉田常任理事が出席し、副委員長
に選出された。主な審議事項として、特別
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養護老人ホームの整備（東部２施設・１４０
床）の公募について協議が行われた。現在、
東部に設置されている施設は、中心部から
離れたものが多く、旧市内に設置したいと
のことで、併設されてから、その地域にど
のような奉仕ができるかを重視した選定方
法にしている。また、福祉のまちづくり推
進サポーター、障害者総合支援法の概要、
身体障害者手帳の詐欺事件などについて報
告があった。

２）平成２４年１１月８日、白兎会館において開
催され、吉田常任理事が出席した。審議事
項として、社会福祉施設等施設整備費国庫
補助金協議対象施設選定基準について協議、
意見交換が行われ、国が設定している選定
対象施設の基準を満たす事業について、県
施策として優先すべき基準により国庫協議
を行う事業の優先順位を付すこととなった。
県優先項目の考え方は次のとおりである。
⑴グループホーム・ケアホーム及び短期入
所は、県が推進する入所施設、病院等から
の地域移行及び在宅生活の支援のために欠
かせないが、県障害福祉計画における施設
整備計画において、これらの事業所は現状
と比べ今後整備しなければならない件数が
特に多い。⑵地域移行及び在宅生活の支援
に際しては、通常の支援体制では受入れが
難しい重度、強度行動障がい、精神障がい
がある方等、より手厚い支援を要する方へ
の受入れ体制整備を同時に行う必要がある。
⑶利用者がより安心して地域生活を営むた
めには、夜間における支援体制（夜間支援
従事者の配置）が確立されていることも必
要である。
その他、県と市町村が協働して保育士加

配（１歳児及び３歳児）及び正職員の雇用
（保育士の処遇改善等に向けた施策）を支
援する。また、障がい児を育てる地域の支
援体制整備事業では、医療ケアやリハビリ
テーションの実施に必要な備品購入費等
（各圏域２事業所ずつ）、エアーマットの
リース経費、パルスオキシメーターの購入
経費について助成する。

３）平成２５年２月１８日、とりぎん文化会館に
おいて開催され、吉田常任理事が出席した。
審議会に先立ち、心身障害福祉専門分科会

が開催され、厚労省の制度見直しの動向と
して、「障がい者の範囲の見直し（難病患
者）」と「ペースメーカー、人工関節等に
係る障害認定の見直し」について報告が
あった。国は平成２６年度以降、難病対策基
本法により対象となる病気を現在の５６疾患
から３００以上に広げ、難病患者にもQOLの
向上を目指し、居宅における療養生活を支
援するため、ホームヘルプサービス事業、
短期入所事業、日常生活用具給付事業を実
施する予定。都道府県が新たに定める「難
病指定医（仮称）」が医療費助成の対象と
なる患者を診断するなど制度の見直しをす
る。また、ペースメーカー装着者等及び人
工関節置換者等に係る障害認定について、
装着後の状態で評価するという視点での見
直しを検討しており、平成２５年度中の施行
を予定している。
審議会では、特別養護老人ホーム整備計
画の選定等について審議が行われた。募集
をかけた結果、５ヶ所から申し出があった
が、県の意図に沿う計画書が提出されてい
ないため、３ヶ月延長とした。

５ 鳥取県臓器バンク理事会（鳥取県臓器・ア
イバンク理事会）
１）平成２４年８月２３日、県医師会館と西部医
師会館を回線で繋ぎ、TV会議システムを
利用して開催され、岡本会長より報告が
あった。
主な議事として、理事の選任とコーディ
ネーターを増員したことに伴う平成２４年度
収支予算の変更について協議、意見交換が
行われた。その他、公益法人移行と寄附行
為の変更について報告があった。
２）平成２５年３月１２日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎTV会議システム
を利用して開催され、岡本会長より報告が
あった。
議事として、平成２４年度収支予算の変更、

平成２５年度事業計画及び収支予算、基本財
産の運用、公益財団法人移行後の理事、公
益財団法人への移行に伴う各種規程などに
ついて報告、協議、意見交換が行われた。
現在、臓器バンクは、アイバンクも兼ねて
おり、平成２５年４月１日より公益財団法人
へ移行される。
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２ 健康づくり文化の創造推進
１ 次期健康づくり文化創造プラン策定専門会
議
１）平成２４年７月１９日、米子コンベンション
センターにおいて開催され、魚谷副会長が
出席した。次期健康づくり文化創造プラン
の目的は、健康づくりの定着と健康寿命の
延伸である。計画期間は５年（平成２５年４
月～平成３０年３月）で、プランの構成は、
⑴一次予防対策（栄養・食生活、身体活
動・運動、休養・こころの健康、喫煙、飲
酒、歯・口腔の健康）、⑵生活習慣病対策
〈重症化予防〉（糖尿病、循環器病、がん）、
⑶社会環境の整備、である。今後の予定は、
９月と１０月に専門会議を開催し、来年３月
の本会議で協議を行う。

２）平成２４年９月６日、白兎会館において開
催され、魚谷副会長が出席した。栄養・食
生活、身体活動・運動、休養・こころの健
康、喫煙、飲酒などの９項目における第１
回会議からの修正点及び変更点、次期プラ
ンの素案及び設定する目標値、今後のスケ
ジュールなどについて報告、協議、意見交
換が行われた。第３回目は１０月１８日（木）
に開催し、最終案が提示される。その後、
パブリックコメントをとりまとめて、来年
３月開催の「健康づくり文化創造推進県民
会議」に「健康づくりプラン」と「食育プ
ラン」の最終案を報告し、４月から新プラ
ンを周知する。

３）平成２４年１０月１８日、白兎会館において開
催され、魚谷副会長が出席した。議事とし
て、前回会議からの修正点、変更点及び目
標設定など次期プランの最終案、来年度の
取組、今後のスケジュールなどについて協
議、意見交換が行われた。今後は、パブ
リックコメント、知事決裁を経て、「健康
づくりプラン」と「食育プラン」の最終案
報告を健康づくり文化創造推進県民会議
（本体）で行い、さらに「心といのちを守
る県民運動」等で協議し、平成２５年４月に
関係機関等へ新プランを周知、資料提供す
る。

３ 県民健康教育活動
昭和５５年９月より日本海新聞に掲載している
「保健の窓」は１，１９２回となった。また、平成

６年２月より日本海新聞に掲載している「健康
なんでも相談室『鳥取県医師会Ｑ＆Ａ』」は５６２
回となった。
１ 健康フォーラム２０１２開催について
例年日本海新聞社と共催で開催している
「健康フォーラム」を、本年度は次のとおり
開催した。（聴講者１３７名）なお、「健康セミ
ナー」との通算では２７回目となる。
日 時 平成２４年９月８日（土）

午後１時３０分～４時１０分
会 場 「ハワイアロハホール」

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長
瀬

テーマ 最新の肺がんの診断と治療
講演および講師
１．「鳥取発、最先端の肺がん外科治療
～ロボット手術が切り開く外科の新時
代～」
鳥取大学医学部附属病院胸部外科科
長・准教授（診療教授）

中村廣繁 先生
２．「肺癌の自覚症状と薬物治療の個別
化」
鳥取大学医学部統合内科医学講座分
子制御内科学分野教授

清水英治 先生
２ 鳥取県医師会公開健康講座・健康医療相談
平成３年４月、鳥取県健康会館竣工に伴い
ひろく県民の健康教育を図るため、同年５月
１６日より毎月１回、第３木曜日の午後２時か
ら３時３０分まで（講演１時間・質疑応答３０分）
鳥取県健康会館において「鳥取県医師会公開
健康講座」を開催している。但し、このうち
１回は倉吉市で開催した。
なお、本講座は、平成７年度より鳥取県立
生涯学習センターが行う「とっとり県民カ
レッジ・健康スポーツコース」の連携講座と
して協力している。
公開健康講座の広報については日本海新聞
「保健の窓」欄を利用して周知したほか、日
医白クマ通信、各新聞社等へもPRしている。
また、毎月１～４の各木曜日の午後１時間

３０分から１時間実施している面談による健康
医療相談については、第１週：精神科、第
２・４週：内科、第３週：整形外科として実
施した。
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「本年度開催した公開健康講座」
第２４４回 平成２４年４月１９日
「思春期のこころの健康」
鳥取県立精神保健福祉センター所長

原田 豊先生
第２４５回 平成２４年５月１７日
「お酒やメタボとがんの関係」
鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学
分野准教授 尾﨑 米厚先生

第２４６回 平成２４年６月２１日
「脳卒中を知ろう～予防と早期発見のポイ
ント～」
鳥取赤十字病院神経内科部長

太田 規世司先生
第２４７回 平成２４年７月１９日
「がんで泣くより、笑って予防―鳥取県の
胃がん検診の現状―」
吉中胃腸科医院 院長 吉中 正人先生

第２４８回 平成２４年８月１６日
「夏に多い皮膚疾患」
鳥取大学医学部附属病院 ワークライフバ
ランス支援センター 副センター長・准教
授 山田 七子先生

第２４９回 平成２４年９月２０日
「睡眠時無呼吸症候群について」
鳥取大学医学部附属病院頭頸部診療群助教

森實 理恵先生

第２５０回 平成２４年１０月１８日
「中高年のひざの痛み」
鳥取赤十字病院整形外科副部長

岸 隆広先生
第２５１回 平成２４年１１月８日 於倉吉交流
プラザ「視聴覚ホール」 倉吉市駄経寺町
「生活習慣病と脳血管障害」
新田内科クリニック院長 新田 辰雄先生
第２５２回 平成２４年１２月２０日
「高齢者肺炎―予防による健康管理―」
鳥取県立中央病院内科部長

杉本 勇二先生
第２５３回 平成２５年１月１７日
「お酒と楽しく付き合うために～過ぎると
怖い依存症～」
渡辺病院 診療部長 山下 陽三 先生

第２５４回 平成２５年２月２１日
「みんなで防ごう心疾患～狭心症・心筋梗
塞の最新の治療と予防～」
鳥取県立中央病院心臓内科部長

那須 博司先生
第２５５回 平成２５年３月２１日
「やさしい耳の病気の話―難聴、めまい、
耳鳴り―」
鳥取県立中央病院耳鼻いんこう科部長

鈴木 健男先生

７．地域医療の進展発展に関する事項
１ 救急医療対策
１ 高度救命処置研修開催事業について（委託
事業）
平成１６年度より、医師、看護師、救急救命

士等を対象とした「高度救命処置研修開催事
業」を鳥取県から委託された。目的はメディ
カルコントロール協議会の中心となる
JPTEC、ACLSの概念の理解を得て、鳥取県
下のインストラクター・プレインストラク
ター等の養成。
○JPTEC研修会
１）平成２４年５月２０日（日）：鳥取県東部
広域行政管理組合消防局、参加者数１３人
２）平成２４年７月２２日（日）：鳥取大学医
学部保健学科棟、参加者数２９人

３）平成２４年１１月１１日（日）：鳥取県立厚
生病院、参加者数１７人

○ACLS研修会
１）平成２４年１２月１６日（日）：鳥取県立厚
生病院、参加者数１２人

２ 日医 救急災害医療担当理事連絡協議会
平成２４年７月２６日、日医会館において開催
され、清水常任理事が出席した。石井日医常
任理事より、「救急災害医療を巡る諸問題」
について報告があった後、北海道・埼玉県両
医師会と宇宙航空研究開発機構（JAXA）の
協力の下、超高速インターネット衛星「きず
な」を活用して、クラウド・コンピューティ
ングも利用し、災害時を想定したテレビ会議
や電子カルテ共有などのデモが行われた。今
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後、災害時の通信手段を確保するため、
JAXAとの連携を進めていく。
引き続き、災害医療に関する２つの講義⑴

災害医療支援者のメンタルヘルス、⑵災害時
JMAT活動中における法律課題とJMAT活動
報告（秋田・兵庫・福島各県医師会）、全体
協議などが行われた。詳細は、会報第６８６号
に掲載した。

３ ドクターヘリ症例検討会
１）平成２４年５月１８日、公立豊岡病院におい
て開催され、日野理事が出席した。平成２３
年度の運航状況報告があった後、症例検討
⑴当院のドクターヘリ症例、⑵原付バイク
と１０tトラックの正面衝突事故、事例報告
「亀岡市における集団救急事故」が行われ
た。平成２３年度は、出動件数１，２５４件（１
日当たり３．４件）で平成２２年度（８４７件）を
超えるペースの出動で、府県別では兵庫県
１，００６件（８０．２％）、京都府２１３件（１７．０％）、
鳥取県３５件（２．８％）であった。また、鳥
取県への搬送は９５件と、鳥取県内への出動
件数３５件を上回り、昨年度と同様兵庫県内
の患者受入れを行っている。

２）平成２４年７月１３日、県立中央病院におい
て開催され、岡田理事が出席した。平成２４
年度（４～６月）運航状況報告では、４０２
件の要請があり実際は３４２件出動した。そ
の後、ドクターヘリが導入されてから県立
中央病院における過去２年間の受入れ体制
に基づいた４つの症例検討⑴県立中央病院
のドクターヘリ搬入症例の検討、⑵早期介
入が有効と思われた小児外傷の１例、⑶ド
クターヘリ受け入れの現状―看護師の視点
から―、⑷普通乗用車の単独事故（複数傷
病者事案を経験して）が行われた。県立中
央病院では、過去２年間で１５５件受入れ、
うちドクターヘリが有効であったという症
例が６０％、救急車にすべきであったという
症例が４０％であった。

４ 公立豊岡病院ドクターヘリ運航調整委員会
平成２４年９月１４日、公立豊岡病院において

開催され、日野理事より報告があった。平成
２３年度運航状況の総件数は１，２５４件（救急現
場９６９、施設間搬送１１４、キャンセル１７１）で、
外因性４５％、内因性５５％であった。県別出動
件数は、兵庫県１，００６件、京都府２１３件、鳥取

県３５件、県別搬送件数は、兵庫県８５０件、京
都府１１８件、鳥取県９５件であった。鳥取県で
の搬送は、県外６％でほとんどが兵庫県美方
郡からである。また、鳥取県のランデブーポ
イント（設置基準：救急車で２～３分で到着
できる範囲に１箇所）は１０８箇所と少ない。
協議事項として、ドクターヘリ運航要領の
改定があった。来年度より、ドクターヘリは、
これまで必要なキーワードがあれば運航して
いたが、キーワードがなくても受付けた人の
判断で必要があれば出動することとなった。
５ 全国メディカルコントロール協議会連絡会
平成２５年１月２５日、岡山市において総務省
消防庁主催、厚労省及び日医の共催で開催さ
れ、清水常任理事が出席した。本連絡会は、
医療機関と救急隊とが上手に連携できるかと
いう救急救命士の会であり、救急隊が現場か
ら迅速に医師の指導・助言を受けることがで
きるか、救急救命士資格後の再教育の場とし
て医療機関等でどのような体制を行っていく
か等を目的に開催されている。
当日は、講演「メディカルコントロール協
議会の実態調査」（消防庁救急企画室）及び
「地域におけるメディカルコントロール体
制」をテーマに５名のパネリストによるパネ
ルディスカッションと総合討論「メディカル
コントロール体制の地域間格差解消に向け
て」が行われ、会場内の参加者との間で討論
が交わされた。来年度は、北九州市で開催予
定である。詳細は、会報第６９２号に掲載した。
６ 救急・災害対策委員会
平成２５年１月３１日、県医師会館と中・西部
医師会を回線で繋ぎ、TV会議システムを利
用して開催した。議事として、「８／３１ 災害
時の医療救護活動に関する協定締結式」、
「１２／２６ 県災害医療コーディネーター設置
要綱の制定及び県災害コーディネーターの推
薦」、「県地域医療再生基金事業補助金に係る
新たな事業の実施希望」などについて報告が
あった後、県内と県外で被災した際の県医師
会の対応及び医療救護派遣について協議、意
見交換を行った。県内での被災は、基本的に
常備チームではなく、常に医師、コメディカ
ル、事務によるチームが組めるよう募集して
訓練を行い備えておき、県の災害派遣チーム
の要請に準じて協力する。県外の場合は、
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JMAT又は県の要請により対応するが、詳細
については今後検討していく。
また、２月８日に鳥取市で県災害医療コー

ディネーター研修及び県医師会災害医療チー
ムの研修（同時開催：県災害医療従事者研修
会県立中央病院主催）が開催される。詳細は、
会報第６９２号に掲載した。

７ 被ばく医療機関の管理者向け研修会
平成２４年７月３０日、米子ワシントンホテル
プラザにおいて開催され、魚谷副会長が出席
した。講演「被ばく医療と被ばく医療機関の
役割」（広島大学原爆放射線医科学研究所長
緊急被ばく医療推進センター長 神谷研二先
生）と意見交換による研修会が行われた。今
後は、福島原発を想定してのシチュエーショ
ンを進めていくとのことであった。鳥取県内
では境港市、米子市が島根原発に近いため、
今後対応を検討していく必要がある。

８ 災害時の医療救護活動に関する協定締結式
平成２４年８月３１日、知事公邸において、県
医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護
協会と県が、医療救護活動を一層円滑に実施
し、来るべき災害に県が派遣する医療救護班
として迅速かつ効率的に活動できるよう協定
を締結した旨、岡本会長より報告があった。
これは、昨年３月に発生した東日本大震災

では、全国から集まった多くの医療チームの
活動が被災地の医療救護活動に大きく貢献し、
県内からも多くの関係者が医療救護活動に従
事した経験により、救護所、避難所等におけ
る医療救護、口腔衛生指導、服薬指導・管理
の重要性が再確認されたことによるものであ
る。協定は、県が医療救護班を編成する際に
各団体に人員を要請できる内容である。災害
救助法が適用されない場合でも医療救護班に
県が費用弁償を行うほか、班員は県の負担で
損害賠償保険に加入できる。また、中国地区
５県の中で、県三師会及び県看護協会と県で
協定を締結するのは鳥取県が初めてである。
従来、県医師会と県との間では情報交換をし
てきたが、県内のものに限られていた。今後
は、県外も含めてさらに緊密な連携を深め、
努力していく。

９ 鳥取県救急搬送高度化推進協議会
１）平成２４年７月１８日、中部消防局において、
けが人や病人を迅速に搬送できるよう、医

療関係者と消防関係者が意見交換するため
に開催され、清水常任理事が出席し、副会
長に選任された。当日は、去年から運用が
開始された「傷病者の搬送及び受入れに関
する実施基準」の運用状況などについて協
議が行われた。小児の頭部外傷、急性アル
コール及び農薬による中毒、複合する症
状・疾患による受入れが多かった。この基
準は、搬送先が速やかに決まるよう、症状
ごとに受入候補となる医療機関をまとめた
もので、救急搬送はおおむね円滑に行われ
ていると各消防局から報告があった。その
他、救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領
の改正に伴うプロトコールの改訂を行った。
今後は、救急医療体制としてドクターカー
を導入予定とのことであった。また、救急
搬送の中でもより迅速な搬送が必要とされ
る脳卒中については基準の中により細かい
対応を明記する必要があるため、今後専門
委員会を設置して検討していくこととなっ
た。
２）平成２５年２月１９日、鳥取中部ふるさと広
域連合消防局において開催され、清水常任
理事が出席した。主な議事として、⑴傷病
者の搬送及び受入れに関する実施基準、⑵
救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領の改
正に伴うプロトコールに改訂、などについ
て協議、意見交換が行われた。⑴では、傷
病者の受入れ困難例の定義を交渉回数４回
以上で現場の滞在時間を３０分間に統一した。
また、受入れなかった件数を公表するとの
ことであったが、受入れなかった理由を検
証することの方が先決である。他に、全国
メディカルコントロール協議会連絡会、中
国地方５県ドクターヘリ広域連携に係る基
本協定について報告があった。

１０ 関西広域連合「災害医療セミナー」
平成２５年３月２１日、神戸市において、災害
医療コーディネーターの養成研修として開催
され、清水常任理事が出席した。
当日は、⑴関西広域連合における取組み、
⑵災害医療の現状と今後の方向性、⑶東日本
大震災を踏まえた今後の災害医療体制、につ
いて説明があった。関西広域連合広域医療局
（本部は徳島県）は、災害時に４次医療圏を
つくる構想のもとに設置された。現在ドク
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ターヘリを４機運用しているが、最終的には
６機を運用し、鳥取県も含めた８府県を広域
的にまかなうことにより、運営コストの削減
が可能となる。現在、災害医療コーディネー
ターを配置しているのは、５府県である（大
阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島）。今後は、
災害医療コーディネーターの役割を徐々に明
確化していきたいとのことであった。

２ 防災対策
１ 医療機関のBCP（業務継続計画）策定説明
会
平成２４年８月２９日、県医師会館と中部・西

部医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システム
を利用して開催され、清水常任理事より報告
があった。
当日は、「鳥取県のBCPの取組」、「医療機

関のBCPの策定」の基本事項について説明が
あった。BCPとは、災害発生時の応急業務に
加え、通常業務のうち、事前に必要な資源の
確保・配分や対策を定めることにより、災害
発生後の業務立上げ時間の短縮や発災直後の
業務レベルの向上を図る計画である。医療機
関のBCPには、⑴自らが重大な被害を受け、
施設、ライフラインや医療機関の通常の活動
に必要な資源の制約が発生することを認識し、
重要業務を選定、⑵重要業務の継続・実施に
関して時間・水準の実施目標、⑶⑴の制約要
因の改善策・代替手段・事前対策、⑷災害発
生後の対応の手順、計画の管理（訓練と継続
的な見直し）、を盛り込むものとする。
今後は、県内各病院において平成２５年度末

までに策定（災害拠点病院、二次救急病院は
平成２４年度内の策定）して欲しいとのことで
あったが、まだ、たたき台の段階であり、検
討が必要である。

２ 鳥取県版業務継続計画（BCP）策定推進会
議
平成２４年４月２４日、県庁において開催され、

日野理事が出席した。主な議事として、鳥取
県版業務継続計画（BCP）策定推進に関する
基本指針（第２次改訂版）、各ワーキンググ
ループ等における戦略方針などについて協議、
意見交換が行われた。BCPとは、災害発生時
に応急業務と継続の必要な通常業務を非常時
優先業務として可能にする計画で、主な内容
は、⑴被災時の重要業務の選定、⑵実施目標、

⑶改善策・代替手段・事前対策、⑷対応の手
順、計画の管理である。さらにタイムライン
を設定し、震度７、冬の午後６時発災、東日
本大震災を参考にして、自家発電装置、受水
層、医療設備などが使用可能を想定している。
今後は、平成２４年度内に策定対象医療機関を
選定し、現在モデル案を作成中である。
３ 鳥取県DMAT連絡協議会
１）平成２４年９月１２日、県庁において開催さ
れ、清水常任理事が出席した。県医療政策
課より、⑴平成２４年度DMAT関係事業報
告、⑵県災害医療活動指針の成案、⑶８／
３１災害時の医療救護活動に関する協定締結
について報告があった。協定には、派遣活
用に要する費用負担や事故への損害補償な
どが盛り込まれており、DMATと同様の
補償内容となっている。本会としては
JMATではなく、鳥取県の要請に基づく医
療チームを優先して派遣する予定である。
引き続き、⑴平成２４年度鳥取県DMAT

隊員養成研修、⑵鳥取県地域防災計画の修
正案、⑶鳥取県保健医療計画（災害医療）
素案などについて協議、意見交換が行われ
た。⑴は、消防局としても医師と一緒にで
きる研修は非常に有意義なため、今後も継
続を要望する。⑶は、県医師会医療チーム
が、８月に県と県医師会が締結した災害時
の医療救護活動に関する協定の素案に明記
されているため、本会として今後チームの
体制作り等について協議していく予定であ
る。
２）平成２５年３月１４日、県庁において開催さ
れ、清水常任理事が出席した。平成２４年度
災害医療関係者研修及び訓練実施状況につ
いて報告があった。県内のDMAT隊員登
録者は平成２５年３月１日現在で１１１名が登
録され、チーム数は１６チームである（うち
日本DMAT登録者は７１名、１４チーム）。ま
た、大規模災害時に搬送拠点となる広域搬
送拠点は、現在は県内３ヶ所が指定されて
いるが、平成２５年度中に新たに３ヶ所整備
予定である。平成２５年度の研修及び訓練計
画は、搬送の流れなどを確認するため、広
域搬送拠点となっている布勢総合運動公園
において平成２６年２月の開催を検討するこ
ととなった。
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４ 鳥取県被ばく医療機関等ネットワーク会議
１）平成２４年１２月２０日、県立厚生病院におい
て開催され、清水常任理事が出席した。本
会議は、島根原発が被災した際、どのよう
に医療機関が対応していくのか計画する会
議であり、国の指示に基づき県が対応して
いく。
議事として、鳥取県緊急被ばく医療計画

（案）及び鳥取県緊急被ばく医療マニュア
ル（案）について協議、意見交換が行われ
た。被ばく医療機関以外に患者が来た場合、
被ばくスクリーニング検査をどのように実
施するのかなど問題点が多いが、県健康医
療局長が本部長となって各保健所長を中心
に対応していく体制で、マニュアルを来年
２月までに完成する予定である。なお、本
会議は定期的に開催して随時検討していく。

２）平成２５年３月１４日、県庁において開催さ
れ、清水常任理事が出席した。議事として、
鳥取県緊急被ばく医療計画案及び同医療マ
ニュアル案について、第１回目の会議で出
された意見に対する回答と修正が加えられ
た箇所の説明があった後、協議、意見交換
が行われ、承認された。被ばく医療計画に
は、初期及び二次被ばく医療機関の指定や
医療救護班の整備、スクリーニング検査実
施体制の整備が明確化されている。今後、
本会議での意見も踏まえ、鳥取県防災会議
等においてさらに検討する。なお、被ばく
医療マニュアルには、被ばく医療計画のよ
り詳しい内容について手順や方法が細かく
記載されており、鳥取県地域防災計画にお
ける原子力施設等の医療活動の詳細を規定
したもので、基本的には島根原発の事故を
想定した計画となっている。

５ 鳥取県災害医療コーディネーター委嘱状交
付式
県では、東日本大震災の教訓を踏まえ、国

における災害医療のあり方に関する検討会の
報告を基に、災害時の医療救護体制を検討す
るためワーキンググループを立ち上げ、県医
師会も参加した。この中でDMATの活動を
引き継ぎ、医療救護班の派遣調整を行う「災
害医療コーディネーター」を県及び地区に設
置することとなり、平成２４年１２月２６日、県庁
において、委嘱状交付式が行われ、清水常任

理事が出席した。
当日、県災害医療コーディネーターに任命
されたことにより、コーディネーターを代表
して挨拶を行った。災害時において、県災害
医療コーディネーターは調整役の県保健医療
局長の下、また地区災害医療コーディネー
ターは各保健所長の下、サポートしていく。
なお、召集の時期は、発災後すぐではなく、
DMATの活動を受け継ぐ形で医療救護対策
本部長（県福祉保健部長）が統括DMATと
連携して判断する（おおむね４８時間以降）。
６ 鳥取県防災会議
平成２５年３月１８日、県庁において開催され、
清水常任理事の代理として谷口事務局長が出
席した。この度県では、津波の被害想定の見
直しや島根原発の災害対策などを盛り込んだ
県地域防災計画が了承されたことにより国へ
報告し、合わせて原発事故時の県広域住民避
難計画も作成した。
昨年、鳥取県が原子力関係周辺県に位置付
けられ、原子力災害対策指針で境港市の全域
と米子市の一部が半径３０キロ圏内の 「UPZ」
と定められたことから、原子力防災が見直さ
れた。避難所の長期化を見据え、女性に配慮
した避難所の運営や、災害時に応援協定を結
ぶ徳島県や中国４県との広域支援本部の設置
なども盛り込まれている。

３ 共同利用施設対策
１ 第１８回中国四国医師会共同利用施設等連絡
協議会実行委員会
平成２４年４月５日、ホテルセントパレス倉
吉において開催され、明穂常任理事が出席し
た。
本会及び中部医師会、中部医師会立三朝温
泉病院の担当により、８月２５日（土）に三朝
町において開催する標記協議会の日程及び運
営等について打合せを行った。内容は、「医
師会共同利用施設の公益性と地域医療」を
テーマにした研究発表及びディスカッション、
特別講演（日医常任理事 葉梨之紀先生）で
ある。
２ 第１８回中国四国医師会共同利用施設等連絡
協議会打合会
平成２４年８月９日、県医師会館において中
部医師会役員に参集いただき、８月２５日（土）
午後１時３０分より三朝町において本会・中部
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医師会・中部医師会立三朝温泉病院の担当で
開催する標記協議会の運営及び役割分担等に
ついて最終確認を行った。

３ 第１８回中国四国医師会共同利用施設等連絡
協議会
平成２４年８月２５日（土）、三朝町において、

本会及び中部医師会、中部医師会立三朝温泉
病院の担当で開催した。
当日は、岡本会長挨拶の後、「医師会共同

利用施設の公益性と地域医療」をテーマに研
究発表３題⑴公益法人移行認定の医師会（益
田市）、⑵一般法人移行認可予定の医師会（徳
山市）、⑶施設紹介および移行認定の取り組
みについて（中部医師会）、日医常任理事
葉梨之紀先生をコメンテーターに迎えての
ディスカッション（安来市医師会、岩国市医
師会、益田医師会、徳山医師会、中部医師
会）、特別講演「医師会共同利用施設の課題
と将来展望」（日医常任理事 葉梨之紀先生）
などを行った。次回は高知県医師会の担当で
平成２６年８月３０日に開催される。詳細は、会
報第６８７号に掲載した。

４ 日医 共同利用施設担当理事連絡協議会
平成２５年１月１６日、日医会館において開催
され、吉中副会長が出席した。当日は、⑴医
師会病院と公的医療機関（厚労省）、⑵公益
社団法人移行後１年を振り返って（函館市医
師会）、⑶在宅医療政策の最近の動向（厚労
省）について説明があった後、あらかじめ寄
せられていた質問・要望等について意見交換
が行われた。現在８４の医師会病院をはじめ
１，３１０もの共同利用施設が運営されているが、
運営面での問題や課題は地域によって異なる。
厚労省は、医師会病院を公的医療機関に指定
する考えはないことを示唆したが、都道府県
が行う補助金制度に医師会病院は対象となっ
ている。国では平成２４年を在宅医療推進元年
と位置づけており、行政、医師会などの関係
者に連携や支援、働きかけなどのお願いした
い役割を列挙し、在宅医療・介護連携を推進
していく。詳細は、会報第６９２号に掲載した。

４ 医師確保対策、男女共同参画
１ 鳥取県地域医療支援センター設置準備会
平成２４年７月２０日、鳥大医学部附属病院に
おいて開催され、渡辺常任理事が出席した。
議事として、地域医療センターの概要説明、

鳥取県地域医療支援センターの設置、鳥取県
の医師不足状況について報告、協議、意見交
換が行われた。鳥取県地域医療センターの設
置目的は、地域医療を担う医師のキャリア形
成支援や医師不足病院の支援等、医師確保対
策を総合的に推進することである。本県での
体制は、鳥大医学部地域医療学講座と県医療
政策課が連携をとって５つの業務⑴医師不足
状況等の把握・分析、⑵医師不足病院の支援、
⑶医師のキャリア形成支援、⑷情報発信と相
談への対応、⑸地域医療関係者との協力関係
の構築、を分担して実施する。今後は１０月に
地域医療支援センター開所式を行う予定で、
学生も取り込んだ形での内容を鳥大医学部地
域医療学講座と調整中である。
鳥取県の医師不足状況について報告があり、
本県の医師数は平成１６年以降横ばい状態であ
る。人口１０万人当たりの医師数は全国平均よ
り多いが、東部・中部地区は全国平均で、若
手医師が減少（流出）、女性医師が増加して
いる。また、大学病院を除けば、病院勤務の
医師は増えている。
２ 第８回日本医師会男女共同参画フォーラム
平成２４年７月２８日、富山市において、「変

わる～男女共同参画が啓くワークライフバラ
ンス」をメインテーマに富山県医師会の担当
で開催され、村脇・武信両理事が出席した。
当日は、基調講演「医療機関におけるワー
クライフバランス」（厚労省政策評価に関す
る有識者会議委員／東レ経営研究所ダイバー
シティ＆ワークライフバランス研究部長 渥
美由喜氏）が行われた後、日医男女共同参画
委員会と日医女性医師支援センター事業につ
いて報告があった。引き続き、パネルディス
カッションが行われ、４人のパネリストがそ
れぞれの立場から講演をされた。なかでも富
山大学では女性医師支援センターを設置し、
院内保育所、病児・病後保育室の開設等の環
境整備により、整備前は出産後の女性医師職
場完全復帰率が１２％であったのに対し、設備
後は９２％が完全復帰しているという成果を述
べられた。その後、総合討論が行われ、「第
８回男女共同参画フォーラム宣言」が採択さ
れた。次回は山口県医師会の担当で開催され
る。詳細は、会報第６８７号に掲載した。
３ 日医 女性医師支援センター事業中国四国
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ブロック別会議
平成２５年１月２０日、広島市において開催さ
れ、武信理事、鳥大医学部附属病院ワークラ
イフバランス支援センター副センター長 山
田七子先生が出席した。当日は、日医より小
森常任理事並びに日医女性医師支援委員会委
員が参加された。
最初に日医女性医師支援センター事業につ

いて、「女性医師バンク運用状況」、「平成２４
年度医学生、研修医等をサポートするための
会」の共催状況について報告があり、引き続
き、各県における女性医師支援の取組状況に
ついて発表があった。多くの県医師会が大学
病院と連携、協力しながら様々な支援活動を
行っている。活発に機能している県もあるが、
中にはまだ医師会として模索中の県もあり、
情報交換や交流の場を持ちながら、女性医師
支援対策を進めて行く事が必要と思われた。
詳細は、会報第６９３号に掲載した。
４ 日医 女性医師支援事業連絡協議会
平成２５年２月２２日、日医会館において開催
され、武信理事が出席した。当日は、６ブ
ロック（北海道・東北、関東甲信越・東京、
中部、近畿、中国四国、九州）と８道府県医
師会（北海道、群馬県、富山県、石川県、福
井県、大阪府、徳島県、沖縄県）から、女性
医師支援センター事業ブロック別会議の開催
報告があり、育児及び復職へのサポート体制、
当直免除、短時間勤務など、各ブロック会議
の総括や特徴的な取組が紹介された。その後、
各医師会の取組に対する質疑応答、意見交換
が行われた。詳細は、会報第６９３号に掲載し
た。

５ 地域医療対策
１ 厚労省 在宅医療連携拠点事業説明会
平成２４年７月１１日、厚労省において開催さ
れ、吉田常任理事が出席した。議事として、
⑴在宅医療の最近の動向、⑵在宅医療連携拠
点事業、⑶在宅医療連携拠点事業のサポート
システム、⑷都道府県リーダー研修参加者の
再登録、⑸在宅医療連携拠点事業研究事業、
について説明があった後、参加者間において
情報交換が行われた。本モデル事業では、最
後まで住み慣れた地域・在宅等で自分らしく、
満足度の高い生活を過ごすためには、適切な
医療と介護サービスが提供され、QOLの高

い在宅生活を実現する体制が前提となり、今
後、地域における医療と介護の連携の仕組み
の道筋を早急に付けることが求められている。
鳥取県では、西部医師会の協力のもと、米子
医療センターと真誠会セントラルクリニック
が事業を受託した。
在宅医療連携拠点が行う事業は、⑴多職種
連携の課題に対する解決策の抽出、⑵在宅医
療従事者の負担軽減の支援、⑶効率的な医療
提供のための多職種連携、⑷在宅医療に関す
る地域住民への普及啓発、⑸在宅医療に従事
する人材育成、の５点である。また、本事業
で明らかにしたいことは、「在宅医療連携拠
点の効果的な活動の在り方」「都道府県、市
町村の役割と連携の在り方」「地域における
在宅医療・介護の関係機関の連携や多職種連
携の方策」「災害時における対応方策」であ
る。詳細は、会報第６８６号に掲載した。

２ 厚労省委託事業 多職種協働による在宅
チーム医療を担う人材育成事業都道府県リー
ダー研修会
平成２４年１０月１３～１４日の２日間に亘り、東
京において開催され、吉田常任理事より出席
報告があった。厚労省では在宅医療拠点事業
を国立長寿医療研究センターに委託し、今年
度は全国１０５拠点で展開されており、さらに
全国展開していくために関係者が参集した。
参加者は全国３３２名で本県からは県医師会よ
り１名、拠点事業を代表して２名、県行政担
当者２名の計５名が参加した。
都道府県リーダー研修の目的と関係者の役
割などの１０講演とグループワーク⑴都道府県
における在宅医療推進、⑵地域における課題
抽出の方法、⑶多職種ケアカンファレンス、
が行われた。医師会としては、厚労省の主導
する本事業を言われるままに実行する事には
抵抗感があるが、関係会議を立ち上げ協議を
始めることは、地区医師会員同士の顔の見え
る関係の構築がなされ、お互いのエゴを解消
しながら他の職能集団から期待され、頼りに
され地域住民に理解尊厳される集団としての
立場を確立していく為に良い機会となるので
はないだろうかと思われる。詳細は、会報第
６８９号に掲載した。
３ 日医 在宅医療支援フォーラム
平成２５年３月１７日、日医会館において開催
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され、吉田常任理事、地区医師会代表者が出
席した。午前は、基調講演「超高齢社会のま
ちづくり～柏プロジェクトを中心に～」（辻
東大高齢社会総合研究機構特任教授）と報

告２題（柏市医師会、柏市役所）、フロアー
との質疑応答が行われた。午後からは、「都
道府県医師会や地域医師会で核になるリー
ダーの育成を考える」をテーマにパネルディ
スカッションがあり、８名のパネリストから
在宅医療連絡協議会メンバー等による取組事
例等の報告があった後、パネラー及びフロア
との間で質疑応答が行われた。詳細は、会報
第６９４号に掲載した。

６ 有床診療所対策
鳥取県有床診療所協議会
平成２２年５月９日設立し、平成２５年３月末現
在の会員数は２９名である。
１ 全国有床診療所連絡協議会役員会
平成２４年６月２４日・東京国際フォーラム、
７月２８日・シーガイアコンベンションセン
ター（宮崎）、１２月９日・日本医師会館にお
いて開催された。当会からは都合が悪く欠席

した。
２ 全国有床診療所連絡協議会総会
平成２４年７月２８日・２９日の２日間、宮崎県

有床診療所協議会の担当により、シーガイ
ア・コンベンションセンター（宮崎市）にお
いて、「新しい有床診のあり方～無床化した
診療所からの提言～」のテーマで開催された。
当会からは都合が悪く欠席した。
３「有床診療所の日」記念講演会
平成２４年１２月９日、日本医師会と全国有床
診療所連絡協議会の共催により日本医師会館
において開催された。健康落語や「身近な入
院施設・有床診療所」のテーマによる講演等
が行われた。当会からは都合が悪く欠席した。
４ 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロッ
ク会総会
平成２５年１月２７日、岡山県医師会館におい
て開催された。主な議事として、平成２３年度
事業及び収支決算、平成２５年度事業計画案等
についての報告、役員改選があった後、特別
講演２題が行われた。当会からは都合が悪く
欠席した。

８．地域保健の向上に関する事項
１ 健康診査管理指導事業対策
１ 鳥取県がん対策推進県民会議
１）平成２４年８月７日、県庁において開催さ
れ、岡本会長より出席報告があった。議事
として、６／２７がん対策推進評価専門部会
の開催報告（吉中副会長、岡田理事出席）
があった。本県のがん死亡率が全国と比較
し高い要因は、各種統計データを活用しさ
らに詳しく調べる必要があることから、次
回以降、部位別、治療法別など詳細な分析
を行うこととした。引き続き、次期「鳥取
県がん対策推進計画」について協議、意見
交換が行われた。現行をベースに県内関係
者の意見や国の次期がん対策推進基本計画
の内容等を注視しつつ、鳥取県がん対策推
進県民会議を中心に、平成２５年度からの次
期５ヶ年計画について検討を行う。アク
ションプランに取り上げる個別目標として、
⑴がん医療の推進（放射線療法及び化学療
法の推進並びに医療従事者の育成、治療の

初期段階から緩和ケアを提供できる体制の
推進、住み慣れた家庭や地域で療養できる
在宅医療の推進）、⑵医療機関の連携体制
づくり、⑶がん医療に関する相談支援及び
情報提供体制の充実、⑷がん登録の推進、
⑸がん予防の推進、⑹がんの早期発見、⑺
がん研究の推進、が挙げられている。今後
は、第２回目の会議を１１月に、第３回目を
来年２月に開催し、３月に次期「鳥取県が
ん対策推進計画」を策定する。
２）平成２４年１１月６日、とりぎん文化会館に
おいて開催され、岡本会長より出席報告が
あった。議事として、本会より吉中副会長
と岡田理事が参画している「がん対策推進
評価専門部会中間報告」（がん７５歳未満年
齢調整死亡率が高い要因及び今後取組むべ
き対策）の後、次期「鳥取県がん対策推進
計画（平成２５～２９年度）」について協議、
意見交換が行われた。次期計画では、第１
期の計画を引き継ぎながら、一次予防から
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三次予防まですべての分野で取り組んでい
く。今後は、次期計画に対するパブリック
コメントを募集し、平成２５年２月に第３回
鳥取県がん対策推進県民会議を開催して検
討し、３月に策定する。

３）平成２５年３月２６日、とりぎん文化会館で
開催され、岡本会長より出席報告があった。
議事として、平成２５年度に取組むがん対

策事業について報告があった後、第２次鳥
取県がん対策推進計画案（平成２５年度より
５年間）などについて協議、意見交換が行
われ、計画がとりまとめられた。がん死亡
率が全国平均に比べて高い鳥取県が重点的
に取組むべき課題として、肝臓がん、乳が
ん対策の推進を掲げた他、新たに小児がん
対策や学校、職場、地域におけるがん教育
の推進、普及啓発などの項目が盛り込まれ
た。特に肝臓がんは、肝炎ウイルス陽性者
の適切な治療管理でがん死亡を予防できる
ため、総合的な肝炎対策を強化する。

２ がん対策推進評価専門部会
１）平成２４年６月２７日、県庁において開催さ
れ、吉中副会長、岡田理事が出席した。
議事として、鳥取県のがんの現状につい

て報告があり、がんによる死亡率は２９％
（全国２９．５％）とのことであった。その後、
県内におけるがん７５歳未満年齢調整死亡率
が高い要因について協議、意見交換が行わ
れた。本件については、一次予防の推進、
直接死因と間接死因の病名記載など、不確
かな要因が多いため、さらに議論を進めて
いくこととなった。今後は、何らかの形で
がんによる死亡者が減るよう努力していき
たい。

２）平成２４年１２月１１日、県庁において開催さ
れ、吉中副会長、岡田理事が出席した。
鳥取県が進めるがん対策について専門部

会としての検討結果をとりまとめた。本県
では全年齢におけるがん死亡率が全国でも
高く、５０～７０代前半の改善が喫緊の課題で
あり、特に男性で肝臓、胃、肺が高いため、
禁煙支援や受動喫煙防止に向けた取組み、
肝炎ウイルス検査の受診機会拡大やウイル
ス陽性者に対する定期的なフォロー検査を
推進していく。また５０～６０歳代のがん検診
受診率の向上が必要で、職域検診から市町

村検診への円滑な移行により受診機会が途
切れないようにすることが大切である。な
お、今回のまとめとして、⑴がん予防、⑵
たばこ対策、⑶肝炎対策の推進、⑷がんの
早期発見、がん検診の普及啓発、⑸がん医
療の推進、が挙げられた。今後は、部会で
まとめた検討結果を県がん対策推進県民会
議へ報告し、次期「県がん対策推進計画」
に反映していく。

３ 鳥取県がん登録あり方検討WG
平成２４年７月２３日、鳥大医学部附属病院に
おいて開催され、吉中副会長が出席した。
議事として、平成２３年度活動報告、標準化
の運用開始時期、県独自の登録項目などにつ
いて報告、協議、意見交換が行われた。体制
面及びシステム面について検討が行われ、県
独自の登録項目が増えることは登録する医療
機関側や登録室（鳥大医学部環境予防医学分
野）の負担増で、サポート面の問題など項目
を追加することで生じるリスクを上回る効果
が見出せない場合は、他県同様、標準項目の
みとするのが適当であるとのことであった。
標準化に向けた今後のスケジュールは、８月
に開催する健対協がん登録対策専門委員会に
おいて、各項目等について合意形成し、平成
２５年度中に医療機関等への周知と説明を開始
し、サーバーを設置する。必要に応じてデー
タ移行作業開始し、平成２２年までの死亡票
データを入力、平成２７年１月より標準化での
運用を開始する。

２ 鳥取県臨床検査精度管理事業
１ 専門委員会
１）平成２４年８月３日、県医師会館と西部医
師会館を回線で繋ぎ、TV会議システムを
利用して開催され、吉田常任理事より報告
があった。議事として、衛生検査所の現状
と衛生検査所立入検査実施要綱の改正につ
いて報告があった後、平成２４年度衛生検査
所立入検査の実施方針について協議、意見
交換が行われた。今年度は県内６衛生検査
所の立入検査を１１月頃に予定している。な
お、立入した際には、県内全体で基準値や
免疫血清など検査方法が会社によって違う
ため、出来るだけ統一していただくよう指
導・監督する。また、９月２日に本会主催
で実施する精度管理調査へ各検査所に参加
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を義務づけており、それを参考にして来年
２月に再度指導する予定である。

２）平成２５年２月７日、県医師会館において
開催した。平成２４年は、７部門（生化学、
血液、一般、免疫血清、生理、細胞学、病
理学）で実施し、参加施設は昨年より４施
設少ない６４施設だった。この中で西部の２
主要病院と東部の１主要病院が不参加だっ
た。昨年も不参加であり、県内での基準値
統一に向けた動きもあることを含めて、医
師会から病院へ是非とも参加していただく
よう、通知することとなった。

各検査項目の結果説明があった。詳細は、
「平成２４年度鳥取県臨床検査精度管理調査報
告（別途３月号会報へ掲載）」を参照いただ
きたい。また、報告会を１２月２日（日）倉吉
交流プラザにおいて開催した。詳細は、会報
第６９３号に掲載した。

２ 調査報告会
平成２４年１２月２日、倉吉交流プラザにおい
て鳥取県臨床検査技師会との共催で開催し、
吉中副会長が会長代理として挨拶を述べてき
た。９月に実施したサーベイの結果について、
臨床化学、一般、血液、病理、細胞診、生理、
免疫血清の各部門で２会場に分かれて実績報
告及び質疑応答が行われた。今後は委員会を
開催し、医師向けの報告書を会報へ掲載する。

３ 特定健診・保健指導への対応
１ 特定健診・特定保健指導について
＊ 平成２４年度特定健康診査・特定保健指導
委託契約書調印
平成２４年度特定健康診査・特定保健指導委

託契約を平成２４年４月１日に鳥取県医師会と
鳥取県の代表保険者である「健康保険組合連
合会鳥取連合会」との間で締結した。
特定健診委託料は、特定健診の基本健診

８，０００円、詳細健診（貧血２１０円、心電図１，３００
円、眼底１，１２０円）、追加健診（クレアチニン
０円、尿酸０円）で、特定保健指導（動機付
け支援８，０００円、積極的支援３０，０００円）となっ
ている。

４ 地域保健活動の推進
１ 喫煙健康被害予防対策の取り組みについて
本会ホームページに「禁煙指導医・講演医」

名簿を掲載したほか、次の通り活動した。
１）禁煙指導対策委員会

平成２５年３月７日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システ
ムを利用して、県健康政策課及び県教育委
員会にも参画いただき開催した。
議事として、平成２４年１２月に全医師会員
を対象に実施した「会員喫煙意識調査集計
結果」報告があり、４年ごとに実施してい
る日医喫煙調査と平成１６年に本会が実施し
た「喫煙・禁煙指導に関する意識調査」と
比較しながら説明があった。本会会員の喫
煙率は、男性１０．４％、女性２．０％で、男性
では前回調査より喫煙者が減っていた。ま
た、日医の調査では男性１２．５％、女性
２．９％と、全国平均に比較し本会会員の喫
煙率は低かった。
その後、各地区医師会より、「講習会開
催状況」「世界禁煙デー関連イベント」に
ついて、県より禁煙の取組みについて報告
があった後、今後の活動方針について協議、
意見交換を行った。詳細は、会報第６９４号
へ掲載した。

２）「禁煙指導医・講演医」養成のための講習
会
地区医師会との共催により、次のとおり開
催した。
［東部地区］
日 時 平成２４年７月２８日（土）

午後７時～８時
場 所 東部医師会館

鳥取市富安１―６２
出席者 ３５名
演題及び講師
「精神疾患を持つ方への禁煙支援」
社会医療法人公徳会 トータルヘルス
クリニック院長 川合厚子先生

［中部地区］
日 時 平成２４年９月７日（金）

午後７時～８時３０分
場 所 中部医師会館

倉吉市旭田町１８
出席者 ３０名
演題及び講師
「禁煙指導に役立つ！意外と知らない呼
吸器疾患の知識」
岡山済生会総合病院主任医長 がん化
学療法センター長 川井治之先生

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

84



［西部地区］
日 時 平成２４年１１月２日（金）

午後７時
場 所 西部医師会館

米子市久米町１３６番地
出席者 ２１名
演題及び講師
「禁煙しやすくなる禁煙外来での工夫」
日本禁煙学会認定禁煙専門医・安陪内
科医院院長 安陪隆明先生

日本禁煙学会認定５単位
２ 鳥取県医師会会員喫煙意識調査実施につい
て
平成２４年１２月、鳥取県医師会全会員を対象

に実施した。この調査は平成１６年度に続き２
回目となる。会員１，３６０人中、７４９人から回答
を寄せて頂き、回答率は５５．１０％であった。
喫煙率は男性医師１０．４％、女性医師２．０％
で、受動喫煙に対しては約９割の医師が医療
機関を禁煙にすべきと考えており、具体的に
は院内全面禁煙７３．７％で、院内全面禁煙が多
数を占めた。患者に対しては、必要に応じて
喫煙歴を聞いている４２．７％、新患には必ず喫
煙歴を聞いている２２．０％、喫煙に関する問診
結果はカルテに記載する２１．０％などであった。
喫煙の患者に対して禁煙を進めるかどうかは、
必ず勧める３３．１％、喫煙に関する疾患がある
場合に限り勧める５２．１％であった。
自由意見をみると、喫煙問題については医

師の間でもかなり意識の差があることが分か
り、医師に対し喫煙はニコチン依存症であり、
治療対象であるという啓発が今後も重要であ
ると考えられた。詳細は、集計結果に考察加
えて会報第６９５号へ掲載した。

３ 鳥取県がん征圧大会
平成２４年１１月１３日、鳥取市民会館において
鳥取県、鳥取県医師会、鳥取県保健事業団の
主催で開催され、岡本会長が挨拶を述べてき
た。第一部では平成２４年度鳥取県がん征圧大
会が開催され、県知事表彰では鳥取市と若桜
町が、県保健事業団理事長感謝状では、対が
ん事業功労者として安梅正則先生（倉吉市）、
木村 修先生（西伯病院）に、結核予防事業
功労者として中本 周先生（県立中央病院）
にそれぞれ贈られた。引き続き、第二部の全
国巡回がんセミナーに移り、特別講演２題⑴

「わが国のがん対策に占める検診の重要性」
（公益財団法人日本対がん協会長 垣添忠生
先生）、⑵元気な明日のために～がんに負け
ない～」（女優 仁科亜季子氏）などが行わ
れた。

５ 糖尿病対策
１ 鳥取県糖尿病対策推進会議
鳥取県と委託契約を締結した「糖尿病疾病
管理強化対策事業」をもとに、次の通り推進
会議を開催し協議した。なお、地域住民を対
象とした「糖尿病予防講演会」および、「か
かりつけ医を対象とした日常診療における糖
尿病臨床講座」については地区医師会に委託
実施した。
１）平成２４年６月２１日、県医師会館において
開催した。
昨年度の活動状況について報告があった
後、平成２４年度「鳥取県・糖尿病医療連携
登録医制度」の実施にあたり、西部圏域に
おける「糖尿病予防対策協力医」からの移
行及び糖尿病の診断基準が平成２４年４月１
日より国際基準となったことの報告後、事
務処理要領案、データベースの内容、対象
となる研修会案などについて協議、意見交
換が行われた。地区医師会には、登録要件
となる研修会と市民向け講演会「糖尿病予
防講演会」の開催を委託している。詳細は、
会報第６８５号へ掲載した。
２）平成２５年３月２８日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システ
ムを利用して開催した。
新委員の紹介があった後、平成２４年度鳥
取県糖尿病対策推進会議事業、関連団体に
おける糖尿病予防事業、糖尿病医療連携パ
スの現状と歯科との連携について報告が
あった。引き続き、平成２５年度鳥取県糖尿
病対策推進会議の活動について協議、意見
交換を行った。前年度と同様、県と委託契
約を交わして登録医制度を継続する。県西
部圏域糖尿病予防対策検討会が作成してい
るチラシを参考に、検診機関等へ配布する
受診勧奨のチラシを作成する。その他、薬
剤師にも委員に入っていただく。世界糖尿
病デーブルーライトアップは、予算内で出
来るなら実施する。詳細は、会報第６９４号
へ掲載した。
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なお、以上のほか、平成２４年９月２１日付
けにて書面協議を行い、登録にあたっての
確認事項、対象となる研修会への意見、事
務的事項について意見をまとめた。

２ 鳥取県・糖尿病医療連携登録医制度による
登録について
平成２５年１月１日、鳥取県医師会ホーム
ページ内に「鳥取県・糖尿病医療連携登録医
制度」のコンテンツを開設し、平成２４年４月
１日施行した「鳥取県・糖尿病医療連携登録
医制度」に基づき登録医の申請が出され、基
準を満たしている医師を次の通り登録した。
東部３５名、中部３６名、西部６６名、鳥大６名

計１４３名（平成２５年３月３１日現在）
〈コンテンツの内容〉
１）一般用
・地区（東部、中部、西部）（鳥大の登録
医は西部で検索）

・登録医療機関名、医療機関住所、電話番
号、登録医師氏名

・登録（更新）対象となる研修会の情報
２）会員用（パスワードが必要）
・地区（東部、中部、西部）（鳥大の登録
医は西部で検索）

・登録医療機関名、医療機関住所、電話番
号、登録医師氏名、登録年月日
登録番号、かかりつけ医機能の医療機

関・専門治療医療機関の別
（専門治療医療機関については、鳥取
県保健医療計画に合わせています。）

・日本糖尿病学会専門医
・日本糖尿病協会療養指導医
・「鳥取県・糖尿病医療連携登録医制度・
要領」および様式１・２号
なお、会員外の登録医については、必

要事項は書面にて連絡することとした。
３ 「世界糖尿病デー」in鳥取・仁風閣ブルー
ライトアップ（第４回）
「世界糖尿病デー実行委員会」より補助を
受け、次の通りライトアップを行った。
期 日 平成２４年１１月１４日
会 場 鳥取市東町２丁目１２１「仁風閣」
日 程 当日準備１７：００～１７：３０
点灯式（式典）；１７：４０～１８：００
ライトアップ時間；１７：５５～２１：００
（HANZOアコースティクライヴ

１８：００～１９：００）
撤収（雨天のため）１１月１５日（木）

９：００～１０：００
入場者 ２８９名（仁風閣の表裏で入場者

をカウンターで集計）
主 催 鳥取県糖尿病対策推進会議（鳥

取県医師会）、鳥取県、日本糖
尿病学会中国・四国支部、日本
糖尿病協会鳥取県支部

６ 環境対策
１ 日医 電力確保対策担当理事連絡協議会
平成２４年６月１５日、日医会館において開催
され、明穂常任理事が出席した。昨年来の日
医と政府及び電力会社との折衝状況の報告と、
昨年の計画停電時の医療機関における対応状
況の紹介、今夏の電力対策について協議が行
われた。議事として、⑴「日医における今夏
の電力確保対策ならびに節電推進等」（今村
聡 日医副会長）、⑵「計画停電時におけ

る病院・診療所への影響」（日医総研）、⑶「昨
夏の計画停電および電力使用制限令発動下に
おける電力供給の方法」（東京電力）、⑷「関
西電力との協議状況報告」（岩井 誠 奈良
県医師会理事）、などについて説明及び報告
があった。この他、計画停電と医師賠償責任
保険の取扱いや、日医における地球温暖化対
策と再生可能エネルギーの買取価格に関する
情報提供が行われ、事前に寄せられていた都
道府県医師会からの質問・要望への回答が
あった。詳細は、会報第６８５号に掲載した。

７ メンタルヘルス・自殺対策
１ 心といのちを守る県民運動
１）平成２４年１０月１０日、とりぎん文化会館に
おいて開催され、渡辺常任理事から報告が
あった。平成２３年の鳥取県の自殺者数は
１６６人（全国３０，６５１人）で、人口１０万対自
殺死亡率は２８．２人（全国２３．９人）であった。
年齢別では２０～２９歳、４０～６９歳、７０歳以上
が多く、月次推移では鳥取県及び全国でも
５月が多かった。また、第２次鳥取県健康
づくり文化創造プランの一次予防対策に
「休養・こころの健康」があり、重点事項
として「かかりつけ医から精神科医へ繋ぐ
連携の強化」、「産業保健を通じた働き盛り
世代へのメンタルヘルスの推進、うつ病対
策、自殺対策の強化」が、その他の事項と
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して「適切な専門相談機関へ繋ぐことがで
きる人材としてのゲートキーパー養成」、
「睡眠キャンペーン等を通じた睡眠の重要
性に対する知識の普及」が挙げられている。
平成２４年度自殺対策事業及び２５年度事業
計画、ネットワークの強化及び対象者別の
対策、などについて協議、意見交換が行わ
れた。平成２５年度は、「眠れてますか？睡
眠キャンペーン」など「睡眠障害」をキー
ワードにし、各圏域の実情に応じて研修会
を開始する。

２）平成２５年２月４日、とりぎん文化会館に
おいて開催され、渡辺常任理事が出席した。
鳥取県の自殺統計（県内自殺者数は１３０人
で自殺死亡率は全国平均、全国での平成２４
年は１５年ぶりに３万人を割った）と各団体
の活動報告、平成２４年度自殺対策事業及び
２５年度事業計画について報告があった後、
ネットワークの強化について協議、意見交
換が行われた。活動報告では、県医師会の
取組みとして、「心の医療フォーラム」を
２回開催したことと、自殺対策における心
の医療連携の重要性について、今後の医師
会の活動の柱を「一般科と精神科の緊密な
連携」とした。また、県教育センターから
は、２４時間いじめ相談対応の取組みとして、
「いじめ１１０番」と昨年新設した「いじめ
相談専用メール」の活用状況について紹介
があった。

２ かかりつけ医と精神科医との連絡会議
１）平成２４年７月２６日、県医師会館において
開催した。平成２３年度に各地区で行われた
「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」と
「心の医療フォーラム」ついて報告があっ
た後、平成２４年度各地区うつ病対応力向上
研修及び精神医療関係者等研修の研修内容、
講師等について協議、意見交換を行った。
うつ病対応力向上研修では、毎年同じよう
なテーマや内容、参加者とならないように
色々な診療科の先生に興味を持って参加し
てもらえるような内容を検討して欲しい、
精神科医にも参加してもらい、かかりつけ
医と顔の見える関係を欲しいなどの意見が
あった。また、精神科医療関係者等研修で
は、精神科に係る医師、看護師、薬剤師等
を対象に、テーマを「向精神薬の過量服用

防止」、「一般救急医からみた過量服用の現
状」とし、東部と西部で１回ずつ開催する
予定とした（中部の先生はどちらかに参加）。
詳細は、会報第６８６号に掲載した。
２）平成２５年３月１２日、県医師会館において
開催された。平成２４年度は、精神医療関係
者等研修（心の医療フォーラム）を県内２
会場で開催した。また、各地区かかりつけ
医うつ病対応力向上研修では、近年参加す
る医師が固定化しつつあり、かかりつけ医
に関心を持ってもらうかが今後の課題であ
る。
平成２５年度も引き続き、精神科医療関係
者への研修を県委託事業として中部地区で
実施予定。講師等の詳細な内容は今後、地
区医師会とも相談しながら詰めていく。ま
た、県保健医療計画「５疾病」では、「精
神疾患」が新たに加わったことにより、う
つ病対策として、ゲートキーパーの養成、
かかりつけ医と精神科医の相互連携強化、
治療の普及啓発及び専門医の養成などが対
策・目標として挙げられている。詳細は、
会報第６９４号に掲載した。

３ 心の医療フォーラム
１）平成２４年１２月２２日、米子コンベンション
センターにおいて、本会主催、西部及び中
部医師会との共催で、「地域医療における
うつを考える―地域・職域におけるかかり
つけ医・産業医と精神科医との有機的な連
携を目指して―」をテーマに開催した。
基調講演「抑うつを主訴として情緒不安
定が目立つ症例の診方」（日本赤十字社医
療センターメンタルヘルス科部長 福田倫
明先生）、５名のパネリストによるパネル
ディスカッション、総合討論を行った。対
象研修は、日医認定産業医 生涯・専門
２．５単位、日医生涯教育制度３単位である。
２）平成２５年１月１２日、県医師会館において、
本会主催、東部及び中部医師会との共催で、
「地域医療におけるうつを考える―地域・
職域におけるかかりつけ医・産業医と精神
科医との有機的な連携を目指して―」を
テーマに開催した。
基調講演「現代人のうつと自殺関連行
動～パーソナリティ障害に焦点をあてて」
（都立松沢病院精神科部長 林 直樹先
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生）、４名のパネリストによるパネルディ
スカッション、総合討論を行った。対象研
修は、日医認定産業医 生涯・専門２．５単
位、日医生涯教育制度３単位である。

８ 感染症対策
１ 感染症対策について
１）感染症危機管理対策委員会実務者会議

平成２４年８月２日、県医師会館と各地区
医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システム
を利用して、県担当課及び卸業協会に参集
いただき開催した。議事として、⑴不活化
ポリオワクチンの導入、⑵インフルエンザ
ワクチン予防接種対策、⑶新型インフルエ
ンザ対策、⑷風しんの発生動向、などにつ
いて説明後、協議、意見交換を行った。９
月１日より導入される不活化ポリオワクチ
ンは、平成２４年度中には全ての対象者が接
種を完了できる供給量が確保される見込み
であるが、導入当初に接種が集中した場合、
一時的にワクチンが不足することが考えら
れるため、⑴医療機関からの予約注文は原
則として２週間分ごとにすること、⑵卸業
者は医療機関から予約を受ける際に返品不
可を徹底すること、⑶卸業者は９月中の県
内の注文本数と入荷本数との兼合いを県医
師会に報告して頂くこと、の３点を本会議
で取り決めた。また、新型インフルエンザ
等対策特別措置法が５月に公布されたので、
今後は県の行動計画の策定等を行う。今年
に入って近畿地方及び関東地方で風しん患
者の届出数が増加している。中心は成人男
性であり、鳥取県でも１例（３０代男性）患
者の届出があった。詳細は、会報第６８６号
に掲載した。

２）感染症危機管理対策委員会
平成２４年１２月６日、ホテルセントパレス

倉吉において、県担当課に参集いただき開
催した。
議事として、本会及び県で開催された感

染症並びにインフルエンザ関連の会議報告
があった後、今冬のインフルエンザ総合対
策などについて協議、意見交換を行った。
今年度のインフルエンザワクチンの供給量
は充足している。ポリオワクチンは９月１
日より予防接種を開始しているが、大きな
混乱はない。また１１月１日から４種混合ワ

クチンが開始され、現場では品薄感がある
が、３種混合ワクチン＋不活化ポリオワク
チンで対応できている。その他、平成２３年
麻しん風しん予防接種実施状況、感染症胃
腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発
などについて説明があった。ノロウイルス
は現在増加しつつあるため、会報に掲載し
て会員に注意を呼び掛ける。詳細は、会報
第６９１号に掲載した。
３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に
関する担当課長会議
平成２４年８月１７日、県庁と中部・西部総
合事務所を回線で繋ぎ、TV会議システム
を利用して開催され、西部会場に笠木常任
理事が出席した。本会議は、今後より重篤
な新型インフルエンザが流行した場合に一
定の法的な根拠を持っての取組が重要であ
ることから、この度新型インフルエンザ等
対策特別措置法が制定されたことにより、
鳥取県における進め方について協議を行う
ために開催された。議事として、県より新
型インフルエンザに関する最近の動向と新
型インフルエンザ等対策特別措置法の概要
について説明があった後、協議、意見交換
が行われた。今後は、新型インフルエンザ
等緊急事態宣言により必要に応じて、⑴外
出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要
請・指示、⑵住民に対する予防接種の実施、
⑶医療提供体制の確保、⑷緊急物資の運送
の要請・指示、⑸政令で定める特定物資の
売渡しの要請・収用、⑹埋葬・火葬の特例、
⑺生活関連物資等の価格の安定、⑻行政上
の申請期限の延長等、⑼政府関係金融機関
等による融資等、の措置を行う。なお、医
療機関に関して都道府県知事は、区域内で
医療機関が不足し、医療提供に支障が生じ
た際は、行動計画で定めるところにより、
臨時の医療施設を開設し、医療を提供しな
ければならない。今後、国では来年春に法
律が施行され、以降政府の行動計画、ガイ
ドラインが策定される。本県においては、
今年度内に県行動計画骨子案の作成、指定
地方公共機関の候補先法人案の選定、特定
接種の登録事業者の候補先案の選定作業に
かかる予定である。詳細は、会報第６８７号
に掲載した。
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４）鳥取県感染症対策協議会結核部会
平成２４年１０月１７日、県庁において開催さ
れ、笠木常任理事が出席した。平成２３年の
鳥取県の結核発生状況は、新規登録者数７９
人（東部２７、中部１４、西部３８）〈全国２２，６８１
人〉で６０歳以上が８割を占めており、罹患
率（人口１０万人対）は１３．３人（全国１７．７人）
で全国１１位であった。鳥取県結核対策プラ
ンの目標では平成２７年度までに罹患率（人
口１０万人対）を１３人以下にしたいとのこと
である。なお、初診日の定義について、国
では主治医がTBを疑った日にしているが、
鳥取県としては今後症状が出た日にするこ
ととした。また、県内の結核病床は現在３４
病床（県立中央病院１０、鳥取医療センター
１８、鳥大附属病院６）であるが、基準病床
数の見直しを行った結果、今後は２１病床
（県立中央病院１０、鳥取医療センター５、
鳥大附属病院６）で対応することになった。
詳細は、会報第６８９号に掲載した。

５）鳥取県インフルエンザワクチン対策委員
会
平成２４年１１月１５日、県庁において開催さ

れ、笠木常任理事が出席した。議事として、
鳥取県におけるインフルエンザワクチンの
供給体制について状況報告、今年度の具体
的な対応について協議が行われた。年々ワ
クチン接種希望者はほとんど変わらないが、
供給量は増えているため、今年度は十分供
給ができるとのことであった。また、新型
インフルエンザ対策として、県では来年度
に向け具体的な行動計画策定の準備中であ
る。なお、国のインフルエンザワクチン対
策委員会は今年度より消滅しており、鳥取
県が継続実施するかどうかについて、本委
員会は、県医師会、行政、卸業協会がメン
バーであるため、今後も定期予防接種対策
も含めた「ワクチン対策委員会（仮称）」
としての継続実施を要望した。詳細は、会
報第６９０号に掲載した。
６）鳥取県動物由来感染症対策連絡会議

平成２５年２月２８日、中部総合事務所にお
いて開催され、笠木常任理事が出席した。
特別講演「リケッチア感染症について」（国
立感染症研究所ウイルス第一部第五室長
安藤秀二先生）と県衛生環境研究所より県

内の発生状況、調査結果について報告が
あった後、今後の対策の進め方について意
見交換が行われた。リケッチア感染症とは、
つつがむし病、日本紅斑熱、Ｑ熱、発しん
チフス、ロッキー山紅斑である。何れも四
類感染症と三種病原体に指定され、平成２５
年３月４日より施行され、全数を保健所へ
報告することになった。
７）子ども予防接種週間の実施協力について
日本医師会では、昨年同様、平成２５年３
月１日（金）から３月７日（木）までの７
日間、子ども予防接種週間を実施すること
とした。各協力医療機関において、種々の
予防接種の相談に応じるとともに、通常の
診療時間に予防接種が受けにくい人たちに
対して土曜日、日曜日等に予防接種を行う。
本会では地区医師会の協力を得て、週間中
に予防接種の実施が協力可能な医療機関の
取りまとめを行ったところ１５７医療機関の
賛同を得て、日医へ報告したほか、県健康
政策課を通して各市町村にて住民に対する
子ども予防接種週間の実施について情報提
供をお願いした。
８）予防接種法による７ワクチンの定期接種
化を実現するための署名活動
日本医師会と予防接種推進専門協議会は、
諸外国とのワクチンギャップを解消し、ワ
クチンで防ぐことができる病気から一人で
も多くの人を救うために、７つのワクチン
（子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、
水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、Ｂ
型肝炎）のすべての定期接種化に向け、速
やかな予防接種法の改正の実現のため、署
名活動を展開することになり、本会及び地
区医師会宛に協力依頼があった。全国より
総数１６０万２，７１１筆の署名（鳥取県は合計
６，２９４筆の署名）をいただき、平成２５年３
月２１日に厚生労働大臣宛要望書を提出した。
３月２９日の参議院本会議で予防接種改正法
案は可決・成立し、７ワクチンのうちワク
チン接種緊急促進事業として実施されてき
た３ワクチン（子宮頸がん予防、ヒブ、小
児用肺炎球菌）のみが新たに定期接種化さ
れるにとどまったが、衆議院ならびに参議
院厚生労働委員会において、残り４ワクチ
ン（水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、
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Ｂ型肝炎）も、定期接種の対象とすること
について検討し、平成２５年度中に結論を得
る旨が明記された附帯決議が採択された。

９）感染症だよりについて
日本医師会感染症危機管理対策室及び鳥

取県等から感染症に関する通知があり次第、
本会会報で会員に周知した。主な内容は、
「定期の予防接種の実施」、「ノロウイルス
の一層の予防の啓発」、「今冬のインフルエ
ンザ総合対策の推進」、「子宮頸がん等ワク
チン接種緊急促進事業の実施」、「鳥取県麻
しん・風しん（MR）ワクチン接種勧奨月
間」、「先天性風しん症候群の発生予防等を
含む風しん対策の一層の徹底」、「重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）の国内発生」、
「妊娠初期の風しん抗体検査」等である。
なお、各医療機関への即時性を求める情

報の場合は、ファックスで全医療機関に周
知した。主な内容は、「不活化ポリオワク
チン接種開始にあたり」、「新種のコロナウ
イルスによる感染症の発生」、「４種混合ワ
クチンの供給量」、「インフルエンザの流行
開始」、「インフルエンザ注意報の発令及び
感染性胃腸炎警報の解除」等である。

９ 学校保健対策
１ 学校医部会運営委員会
平成２４年８月２日、県医師会館と中部・西
部医師会館を回線で繋ぎTV会議システムを
利用して開催した。
平成２３年度学校医部会事業報告の後、協議

に移った。２４年度は、１１月４日（日）県医師
会館において、「いじめ」をテーマに研修会
を行う。８月１９日（日）岡山市において開催
される中国四国学校保健担当理事連絡会議及
び中国地区学校保健・学校医大会に担当役員
が出席する。（仮称）鳥取県医師会指定学校
医制度については近日中にアンケート調査を
実施して制度実現に向けて進めていく。今年
度の県教育委員会連絡協議会を１０月２５日（木）
午後４時より白兎会館において開催する。日
医学校保健講習会に出席して地区医師会にお
いて伝達講習を行う。１１月１０日（土）に熊本
市において開催される全国学校保健・学校医
大会に参加する。等協議した。詳細は、会報
第６８６号に掲載した。

２ 鳥取県医師会学校医・学校保健研修会

第１９回；平成２４年１１月４日（日）、鳥取市
鳥取県医師会館において開催した。
〈学校医・学校保健研修会〉
出席者４２名（内訳；医師３２名 学校関係者
１０名）
テーマ；学校保健からみたいじめにかかわ

る問題
講演１「学校現場から見た学校保健の課

題」
岩美町立岩美北小学校

校長 村山洋子先生
講演２「学校保健にかかわる諸問題」

一般社団法人 日本小児科医会
会長 松平隆光先生

〈新任学校医・新任養護教諭合同研修会〉
出席者１３名
（内訳；医師５名 養護教諭８名）
「学校保健と学校医～�健康診断医�から
�健康教育者�へ～」
鳥取県医師会常任理事 笠木正明先生

「学校医と連携して学校保健安全を推進す
るために」
鳥取県教育委員会事務局スポーツ健康教
育課健康教育室

指導主事 清末昭子 氏
詳細は、会報第６８９号に掲載した。
第２０回；平成２５年２月３日（日）、倉吉市
倉吉交流プラザにおいて、鳥取県学校保健
会との共催により開催した。
出席者５８名
（内訳；医師会１９名 学校保健会３９名）
内 容 KJ法を使用したグループワーク

による問題解決（方法）
テーマ 「食物アレルギー対応の実際―学

校医と学校関係者の連携のあり
方―」

基調講演
「学校での食物アレルギーへの対応」
中井こどもクリニック院長

中井正二 先生
グループワーク、発表 Ａ～Ｆ（１グ
ループ７～８人）
詳細は、会報第６９３号に掲載した。

３ 中国地区学校保健・学校医大会
平成２４年８月１９日、岡山県医師会担当によ
り、岡山市 ホテルグランヴィア岡山におい
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て開催され、笠木常任理事、武信・瀬川両理
事、地区医師会代表者が出席した。
各県からの研究発表４題、特別講演２題⑴

「『学校検尿のすべて』改訂のポイント・『私
のカルテ』への期待」（倉敷中央病院小児科
部長 桑門克治先生）、⑵「学校保健の現状
と課題」（日医常任理事 道永麻里先生）が
行われた。次期担当は島根県医師会。
また、中国地区学校保健・学校医大会に先

立ち、「中国四国学校保健担当理事連絡会議」
が行われ、笠木常任理事、武信・瀬川理事が
出席した。
日医より道永常任理事をコメンテーターに

迎えて、各県から提出された１２議題と日医へ
の要望６題について活発な討議が行われた。
本会からは、「中学３年生での�くすり教育�
必修化の状況」について各県の状況を伺った。
また、中国地区学校保健・学校医大会におけ
る研究発表において「医師以外の発表者につ
いての（確認）」として、平成２３年１月２２日
（土）、ホテルグランヴィア岡山で本会主催
により開催した「中国四国各県学校保健担当
理事打ち合わせ会」での議題を改めて趣旨説
明し、次の通り結論を得た。１）中国地区学
校保健・学校医大会における研究発表におい
ては、「医師以外の発表者」の発表も認める。
但し、共同発表者には学校医を加えること。
研究発表演題全体の中で、医師以外の発表者
をどの程度の割合で認めるかは担当県一任と
する。２）会の名称は、当面「中国地区学校
保健・学校医大会」だが、研究発表の演題募
集は、中国・四国の９県全てを対象に行う。
四国からの発表も歓迎する。とした。その他、
中学校武道について、特に柔道では競技中に
打ち所が悪く、意識を失うことが問題になっ
ていることから、教職員に対して研修を行う
べきである等、話し合われた。詳細は、会報
第６８７号に掲載した。

４ 第４３回全国学校保健・学校医大会
平成２４年１１月１０日、日本医師会主催、熊本
県医師会担当により、熊本市 ホテル日航熊
本において「子どもたちへの健やかな成長を
願って」をメインテーマに開催され、笠木常
任理事が地区医師会担当役員とともに出席し
た。
午前中に５つの分科会、第１分科会「から

だ・こころ⑴こころ・心臓・腎臓・実態調
査」、第２分科会「からだ・こころ⑵健康教
育・生活習慣」、第３分科会「からだ・ここ
ろ⑶運動器検診・スポーツ傷害、第４分科会
「耳鼻咽喉科」、第５分科会「眼科」が行わ
れた後、都道府県医師会連絡会議が開催され、
次期担当県が秋田県医師会に決定した。午後
からは、表彰式、シンポジウム「現代の子ど
もたちの『身体の二極化』」について考える」
～運動器検診と小児生活習慣病検診への取り
組み～をテーマに、基調講演「子どもの体と
運動」（熊本大学整形外科学教授 水田博志
先生）と３名のシンポジストによる講演、討
論、特別講演「悩む力―意味への意志につい
て」（東京大学大学院教授 姜尚中先生）が
行われた。詳細は、会報第６９１号に掲載した。
５ 日医学校保健講習会
平成２５年２月２４日、日医会館において開催
され、笠木常任理事・瀬川理事、地区医師会
代表者が出席した。
午前中に、講演２題⑴「最近の学校健康教
育行政の課題について」、⑵「いじめについ
て」、午後からは、「今日の学校保健の課題―
健康診断を中心に―」をテーマにシンポジウ
ムが行われ、「学校保健安全法」、「学校心臓
検診」、「学校腎臓検診」、「発達障害への対
応」、「不登校児の健診」、「歯科」、「聴覚・言
語検診」について、７名のシンポジストより
現状と課題について報告があった後、総合討
論が行われた。詳細は、会報第６９３号に掲載
した。
６ 日医母子保健講習会
平成２５年２月１７日、日医会館において、

「子ども支援日本医師会宣言の実現を目指し
て―７」をメインテーマに開催され、笠木常
任理事、地区医師会代表者が出席した。
午前中は、講演２題⑴「出生前診断と新生
児スクリーニングについて」、⑵「生殖補助
医療について」、午後から、「小児保健法をめ
ぐって」をテーマにシンポジウムが行われ、
４人のシンポジストによる講演⑴小児保健法
とは、⑵英国の小児保健政策、⑶育児保険
（子育て基金）構想、⑷子ども子育て支援新
制度（関連三法）の後、討議が行われた。詳
細は、会報第６９３号に掲載した。
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１０ 健康スポーツ対策
平成３年度より発足した日本医師会認定健康

スポーツ医は、平成２５年３月末現在６４名である。
１ 健康スポーツ医学講習会
〔日本医師会主催〕於日本医師会館
前期：平成２４年１１月１７日・１８日 後期：

平成２４年１２月１５日・１６日
この他、㈶日本体育協会公認スポーツドク

ター養成講習会受講者の推薦依頼があったの
で、受講希望のあった会員を報告した。

２ 健康スポーツ医学再研修会
１）〔鳥取臨床スポーツ医学研究会主催〕取
得単位２単位
期 日：平成２４年４月２１日
場 所：米子市・米子全日空ホテル

２）〔山陰肩研究会主催〕取得単位１単位
期 日：平成２４年１０月１３日
場 所：米子市・米子全日空ホテル

３）〔鳥取県中部医師会主催〕取得単位２単位
期 日：平成２４年１１月１０日
場 所：東伯郡・水明荘

４）〔鳥取県東部医師会主催〕取得単位１単
位
期 日：平成２５年３月１日
場 所：鳥取市・鳥取県東部医師会館
なお、平成２３年４月より再研修会６０分が１

単位となった。
１１ 産業保健対策
１ 日医認定産業医
平成２年度より発足した「日本医師会認定

産業医制度」による認定産業医は、平成２５年
３月末現在３６８名（東部：１４１名、中部：５７名、
西部：１５７名、鳥大：１３名）である。なお、
平成２４年度の更新者は８９名（東部：２９名、中
部：１０名、西部：４２名、大学：８名）であっ
た。

２ 産業医部会運営委員会
平成２４年４月２６日、県医師会館において開
催し、平成２３年度事業報告及び平成２４年度事
業計画、平成２４年度鳥取県地域産業保健事業
などについて協議、意見交換を行った。詳細
は、会報第６８３号へ掲載した。

３ 第３４回産業保健活動推進全国会議
平成２４年１０月１１日、日医会館において開催
され、吉田常任理事、地区医師会担当理事、
コーディネーターなどが出席した。議事とし

て、地域産業保健センター及び産業保健推進
センター活動事例報告、労働衛生行政の現状
と今後の方向性についての説明（厚生労働省）、
アンケート調査結果報告（日医）などが行わ
れた。詳細は、会報第６８９号へ掲載した。
４ 産業医研修会
〔第１回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯
研修（更新・実地・専門）：５単位】
日 時 平成２４年７月２９日（日）
場 所 鳥取県医師会館 鳥取市戎町
出席者 １１５名（県内：１０３名、県外：１２名）
［認定産業医：１０２名、未認定産業医：１３名］
〔内容〕
⑴ 『労働安全衛生対策について』
鳥取労働局労働基準部健康安全課

西尾克美 課長
⑵ 『職場におけるメンタルヘルス対策～新
しいタイプのメンタルヘルス不調の理解と
その対応も含めて～』
鳥取県医師会常任理事 渡辺 憲 先生

⑶ 『勤労者の肩こり対策』
鳥取県医師会常任理事 明穂政裕 先生

⑷ 『勤労者のメタボリックシンドローム対
策』
鳥取大学医学部地域医療学講座教授

谷口晋一 先生
⑸ 『勤労者のがん対策』
鳥取県医師会理事 岡田克夫 先生

〔第２回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯
研修（更新・実地・専門）：５単位】
日 時 平成２４年９月２３日（日）
場 所 西部医師会館 米子市久米町
出席者 １２７名（県内：１１４名、県外：１３名）

［認定産業医：１２０名、未認定産
業医：７名］

〔内容〕
⑴ 『労働安全衛生対策について』

鳥取労働局労働基準部健康安全課
西尾克美 課長

⑵ 『勤労者の肩こり対策』
永井整形外科医院院長

永井琢己 先生
⑶ 『勤労者のメタボリックシンドローム対
策』
鳥取大学医学部地域医療学講座教授

谷口晋一 先生
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⑷ 『勤労者のメンタルヘルス対策について』
山陰労災病院精神科心療科部長

高須淳司 先生
⑸ 『勤労者のがん対策』

鳥取県医師会理事 岡田克夫 先生
〔第３回〕【基礎研修（実地・後期）＆生涯
研修（更新・実地・専門）：５単位】
日 時 平成２４年１１月１８日（日）
場 所 まなびタウンとうはく 琴浦町徳

万
出席者 ５６名（県内：５２名、県外：４名）

［認定産業医：５５名、未認定産業
医：１名］

〔内容〕
⑴ 『労働安全衛生対策について』

鳥取労働局労働基準部健康安全課
西尾克美 課長

⑵ 『勤労者の肩こり対策』
鳥取県医師会常任理事 明穂政裕 先生

⑶ 『勤労者のメンタルヘルス対策について
―うつ病とその周辺の理解―』
鳥取大学医学部精神行動医学分野教授

兼子幸一 先生
⑷ 『勤労者のメタボリックシンドローム対
策』
鳥取大学医学部地域医療学講座教授

谷口晋一 先生
⑸ 『勤労者のがん対策』

鳥取県医師会理事 岡田克夫 先生
〔心の医療フォーラムin米子〕【生涯研修（専
門）：２．５単位】
日 時：平成２４年１２月２２日（土）
場 所：米子コンベンションセンター 米子

市末広町
出席者：認定産業医：１１名
［内容］
⑴ 『抑うつを主訴として情緒不安定が目立
つ症例の診方』
日本赤十字社医療センターメンタルヘル
ス科部長 福田倫明 先生

⑵ パネルディスカッション
〔心の医療フォーラムin鳥取〕【生涯研修（専
門）：２．５単位】
日 時：平成２５年１月１２日（土）
場 所：鳥取県医師会館 鳥取市戎町
出席者：認定産業医：２８名

［内容］
⑴ 『現代人のうつと自殺関連行動～パーソ
ナリティ障害に焦点をあてて～』
東京都立松沢病院精神科部長

林 直樹 先生
⑵ パネルディスカッション
５ 鳥取県産業保健協議会
平成２４年１１月８日、ホテルモナーク鳥取に
おいて県医師会産業医部会運営委員、地区医
師会長、県健康政策課、山陰労災病院、鳥取
労働局、鳥取産業保健推進連絡事務所など関
係者が参集し、県健康政策課より「次期健康
づくり文化創造プラン」、県医師会より「勤
労者のがん対策」、鳥取労働局より「印刷業
における胆管がん対策」についてそれぞれ発
表を行った。また、県医師会より産業医部会
の平成２３年度事業報告及び２４年度事業計画、
労働局より労働衛生行政及び労災補償の現状
等について説明があった。詳細は、会報第
６９０号へ掲載した。
６ 鳥取県地域産業保健事業
平成２２年度より、これまで各地区医師会へ
委託・運営されていた地域産業保健事業を本
会が一括受託して実施しており、平成２４年度
も引き続き受託した。各地区における健康相
談回数、相談者数とも昨年度より上回ってい
る。
第３回運営協議会を平成２５年２月２８日、県
医師会館において外部委員、県医師会、鳥取
労働局、各労働基準監督署長など関係者が参
集し、平成２４年度事業実績報告、鳥取産業保
健推進連絡事務所及びメンタルヘルス対策支
援センターとの連携、平成２５年度事業計画な
どについて協議、意見交換を行った。詳細は、
会報第６９３号へ掲載した。

７ 第４４回産業医学講習会
平成２４年１０月６～８日、日医会館において
開催された。
８ 第４０回鳥取県産業安全衛生大会
平成２４年７月５日、米子市文化ホールにお
いて、「一人ひとりの心掛け つながれ 広
がれ 安全・健康・快適職場！」をテーマに
開催され、魚谷副会長が出席した。席上、永
年産業医功労により安部喬樹先生（米子市）、
井田拓夫先生（境港市）に鳥取県医師会長表
彰を授与した。大会では講演などが行われた。
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９ 鳥取産業保健推進連絡事務所
連絡事務所主催、県医師会共催による産業

医研修会を下記のとおり開催した。本会から
日医認定産業医制度指定研修会として申請し、
承認を受けている。
○実地研修（職場巡視）【生涯研修（実地）：
２単位】
⑴ 日 時：平成２５年２月７日（木）

場 所：ダイヤモンド電機株式会社
鳥取市南栄町

出席者：認定産業医：１１名
講 師：さとに田園クリニック副院

長 森田祐司 先生
鳥取産業保健推進連絡事務
所労働衛生工学担当相談員
田岡隆夫 氏

９．保険医療の充実に関する事項
１ 医療保険制度対策
１ 鳥取県後期高齢者医療懇話会
平成２４年１０月４日、湯梨浜町役場東郷支所
において開催され、吉中副会長より出席報告
があった。議事として、平成２３年度及び２４年
度後期高齢者医療制度の実施状況（ジェネ
リック医薬品減額通知サービス事業、重複頻
回等受診者訪問事業、医療費通知の実施、高
齢者健康づくり推進大会）について報告が
あった後、平成２５年度事業の取組について協
議、意見交換が行われた。ジェネリック医薬
品減額通知サービス事業とは、処方されてい
る医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた
場合、どのくらい自己負担額が軽減できるか
被保険者に知らせる事業で、昨年度から実施
しており、翌月のレセプトにより切替え状況
等の効果検証を行う。また、被保険者に医療
機関等の受診状況を知らせ、医療費に対する
意識を高めることにより、医療費適正化を図
るため、年３回通知している。

２ 医療保険対策
１ 医療保険委員会
平成２４年１１月２９日、県医師会館において支
払基金及び国保連合会に参集いただき開催し
た。事前に県下の全医療機関を対象に実施し
た支払基金及び国保連合会の審査、県医師会
に対する要望事項のアンケート２２件について、
基金、国保及び県医師会より回答・意見が述
べられ、協議、意見交換が行われた。詳細に
ついては、別途会報「医療保険のしおり」に
掲載する。また、平成２３年度に中国四国厚生
局鳥取事務所が実施した「保険医療機関個別
指導」で指摘した事項について情報提供があ
り、会報８月号の「医療保険のしおり」へ掲

載している。大変貴重な資料であるので、是
非ご一読願いたい。詳細は、会報第６９０号に
掲載した。
２ 第５６回社会保険指導者講習会
平成２４年１０月４～５日の２日間に亘り、日
医会館において、「実践 小児・思春期医療」
をテーマに日医と厚労省の共催により開催さ
れ、笠木常任理事、東部：森田元章先生（せ
いきょうこどもクリニック）、中部：松田
隆先生（まつだ小児科医院）、西部：片山
章先生（西伯病院が出席した。
１日目は講演６題⑴わが国の小児医療の現
状と問題点、⑵子どもの診療の進め方、⑶子
どものアレルギー疾患の診断と治療、⑷呼吸
困難をきたす子どもの感染症の診断と治療、
⑸子どもの痙攣・意識障害の診断と治療、⑹
思春期の子どもの性の問題、２日目は講演４
題⑴改善しつつあるわが国の予防接種体制、
⑵外来でよく見る子どもの感染症、⑶子ども
の心臓病の診断と治療、⑷思春期の子どもの
こころの問題と対応と、厚労省より２題の関
係講演が行われ、最後に日医より総括がなさ
れた。今後は各地区医師会において伝達講習
を行う。詳細は、会報第６９１号に掲載した。

３ 介護保険対策
１ 第５期鳥取県介護保険事業支援計画及び老
人福祉計画策定・推進委員会
平成２５年２月６日、ホテルセントパレス倉
吉において開催され、渡辺常任理事が出席し、
計画進捗状況について報告、協議、意見交換
が行われた。
平成２４年度の６５歳以上の要介護認定者数は、
一貫して増加傾向ではあるが想定の範囲であ
り３０，８６７人であった。介護保険総費用は、県
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全体で５３１億円程度となる見込みで、サービ
ス別では、通所介護と福祉用具貸与、特定施
設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護
等が計画値を大きく上回っているが、訪問看
護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、複合
型サービスなど、在宅重度の方を対象とした
サービスの普及が課題である。
また、鹿野温泉病院医療療養病床の老人保

健施設への転換について報告があった。
４ 自賠責保険対策
１ 鳥取県自動車保険医療連絡協議会
平成２４年１２月１３日、県医師会館において鳥
取自賠責損害調査事務所、鳥取地区損害サー
ビス分科会に参集いただき開催した。自動車
保険医療費に関する諸問題については近年大
きな問題はなかったが、この度会員へアン
ケート調査を実施した結果、数件寄せられた
ため、その事例について協議、意見交換を
行った。詳細は、会報第６９１号に掲載した。
２ 自賠責保険研修会

平成２４年１２月１３日、県医師会館において、
鳥取県自動車保険医療連絡協議会に引き続き、
日本損害保険協会、鳥取自賠責損害調査事務
所との共催で開催し、講演２題⑴「自賠責保
険制度について」（鳥取自賠責損害調査事務
所 今川芳樹所長）、⑵「多発外傷における
四肢開放骨折・骨盤骨折の治療戦略」（県立
中央病院整形外科医長 村岡智也先生）を
行った。

５ 医療保険関係団体との連絡調整
＊ 中国地方社会保険医療協議会総会
平成２４年７月１８日、広島合同庁舎において開

催され、岡本会長が出席した。議事として、広
島市内の開業医の保険医療機関及び保険医の取
消について協議が行われた。その結果、保険医
療機関の指定が取消処分となったが、保険医に
ついては戒告処分となった。この医療機関は、

父子継承であるが、新規指導してからのフォ
ローアップが必要ではないかと思われた。
６ 国民のための医療推進対策
１ 国民医療を守るための総決起大会
平成２４年１２月２１日、日医会館において、国
民医療推進協議会（医療関連４０団体で組織）
主催により開催され、渡辺・明穂・清水各常
任理事、岡本課長が出席した。参加者は約
１，０００名。国民医療推進協議会長である横倉
日医会長と協力団体の野中東京都医師会長か
ら挨拶があった後、民主党参議院議員 櫻井
厚生労働副大臣と自民党参議院議員 武見元
厚生労働副大臣より来賓祝辞があった。引き
続き、今村 聡・中川両日医副会長から開催
の趣旨説明があり、その後、大久保満男 日
本歯科医師会長、児玉孝 日本薬剤師会長、
坂本すが 日本看護協会長からの決意表明に
続き、山崎學 日本精神科病院協会長が決議
案を提案し、満場の拍手をもって採択された。
最後に、羽生田日医副会長による「頑張ろう
コール」が行われ、大会は終了した。詳細は、
会報第６９１号に掲載した。

２ 鳥取県国民医療推進協議会総会
平成２４年１２月２７日、県医師会館において、
県内の関係団体にご参集いただき開催した。
議事として、これまでの経過報告、１２／２１国
民医療を守る総決起大会出席報告の後、中央
から求められている国民運動の展開について
協議、意見交換を行った。その結果、県民集
会の本県での開催及び署名運動は見送ること、
鳥取県議会への意見書採択の要請は時期をみ
て検討することとした。また、各団体の活動
状況及び意見を聞いた後、決議案の原案につ
いて協議し、TPP反対などの具体的な表現
を加え、修正文案は会長一任として了承され
た。詳細は、会報第６９１号に掲載した。

１０．医事法規の整備に関する事項
１ 母体保護法対策
１ 母体保護法指定医師審査委員会
平成２４年１１月１日、県医師会館、中部・西
部医師会館においてTV会議にて開催した。
母体保護法指定医の現況及び人工妊娠中絶・

不妊手術実施状況について報告後、「母体保
護法指定医師書換え申請」、「指定証様式」、
「新指定証交付要領」などについて協議、意
見交換を行った。
詳細については、会報第６９０号に掲載した。
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２ 指定証の交付
今年度は、母体保護法指定医師書換え申請

の年にあたり、３地区において指定証の交付
を行った。
平成２５年３月末日現在、指定医師数は３４名
（東部１０名、中部６名、西部１６名、鳥大２
名）で、昨年同期に比して４名の減である。
本年度の新規指定はなかった。

３ 家族計画・母体保護法指導者講習会
平成２４年１２月１日、日本医師会館において
開催され、井庭信幸母体保護法指定医師審査
委員会委員長が出席した。原徳壽厚生労働省
医政局長より、「日本の医療提供体制の現状
と課題」と題した講演があった。引き続き行

われた４人のシンポジストによるシンポジウ
ム「改正母体保護法の課題」では、⑴「母体
保護法指定医師と精神保健指定医の制度の対
比」、⑵「母体保護法指定医師の指定・更新
のあり方」、⑶「生殖医療と母体保護法」の
各講演と、行政の立場から、「厚生労働大臣
は都道府県の区域を単位として設立された特
定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う
第１４条第１項の指定に関し必要あると認める
ときは、報告を求め又は助言若しくは勧告を
出すことができるとなった。母体保護法の適
正な運用をお願いしたい。」との発言があっ
た。詳細は会報第６９０号に掲載した。

１１．医療施設の整備に関する事項
１ 医療提供体制の確保対策
１ 鳥取県医療審議会
１）平成２４年６月５日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎ、テレビ会議シス
テムを利用して開催され、岡本会長（審議
会長）、魚谷副会長、明穂常任理事が出席
した。議事として、平成２５年度より開始さ
れる鳥取県保健医療計画を平成２４年度中に
改定すること、「病院及び診療所等の人員
配置・構造設備等に関する基準」に関する
意見等で、常勤医師が３人以上の医療機関
（院外処方の医療機関も）は必ず薬剤師を
置かなければいけないことについて厚労省
に確認した結果、知事認可があれば必ずし
も設置の必要なしということであったこと、
鳥取県地域医療支援センターの設置ではど
のような支援をしていくのか、県と鳥大医
学部が一体化となって協力しながら実施す
ること、などについて協議、意見交換が行
われた。また、本県における被ばく医療体
制について報告があった。島根原発を再稼
動させることが前提となっているが、島根
原発を再稼動させないことに重点をおくこ
とが大事ではないかと思われる。
本審議会に先立ち、法人部会が開催され、

県内３医療機関から法人化の申請書が提出
された。何れも基準を満たしているため、
承認される予定である。

２）平成２４年９月１１日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ、テレビ会議シ
ステムを利用して開催され、岡本会長、魚
谷副会長、明穂常任理事が出席した。
議事として、⑴医療施設の人員配置、構
造設備等に関する基準に関する条例案、⑵
県保健医療計画の素案、⑶地域医療再生計
画の執行状況と今後の見込み、⑷第二期医
療費適正化計画について協議、意見交換が
行われた。⑵は、平成２５年度からの５か年
計画の策定作業を今年度進めており、県地
域医療対策協議会で議論されたことを踏ま
え、協議を行っている。⑶は、まだ執行さ
れていない事業等があり、平成２５年度まで
に検討していく。なお、地域医療再生基金
に基づき、平成２３年度より県医師会館と各
地区医師会館を回線で繋いだテレビ会議シ
ステムは大変スムースに運用されている。
原子力災害、周産期医療の現状、看護師
確保等について報告があった。原子力災害
については、まず原発反対を主張すべきで
ある。いざ原発事故が起きても何もできな
い。地震、津波、テロを含め、いかに事故
を起こさないための体制作りに力を入れる
べきである。
３）平成２５年１月２２日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ本会TV会議シ
ステムを利用して開催され、岡本会長、魚
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谷副会長、明穂常任理事が出席した。
議事として、⑴鳥取県保健医療計画案

（がん対策及び基準病床数）、⑵地域医療
再生計画の見直し、⑶被ばく医療計画につ
いて協議、意見交換が行われた。⑴では、
県内の療養病床及び一般病床、精神病床、
結核病床数等の見直しを行った。⑶の被ば
く医療計画では、国が基準を決めている３０
㎞以内で発災した際のタイムテーブル及び
中国自動車道や国道９号線などの避難ルー
トなど、住民がどのように避難すればよい
のか等具体的に示された。今後、パブリッ
クコメントを経て住民へ周知する。

４）平成２５年３月２６日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システ
ムを利用して開催され、岡本会長、魚谷副
会長、明穂常任理事が出席した。議事とし
て、県保健医療計画案と地域医療再生計画
について協議、意見交換が行われた結果、
承認された。今月中に審議会が平井知事に
計画を答申する（新計画は平成２５年度より
３年間）。
また、⑴東部保健医療圏の医療の高度化

に向けた病々連携の推進に関する協定締結、
⑵第二期鳥取県医療費適正化計画、⑶被ば
く医療計画、⑷平成２５年度当初予算要求事
業、⑸医療法人の設立・解散の認可状況、
について報告があった。⑴では、県立中央
病院を中核的な病院として機能強化し、高
度急性期医療の実現を目指すことが盛り込
まれ、東部圏域での役割と位置づけが明記
された。鳥取赤十字病院と病々連携を進め
ていく。

２ 鳥取県医療審議会医療法人部会
１）平成２４年７月１９日、県医師会館と西部医
師会館を回線で繋ぎ、テレビ会議システム
を利用して開催され、魚谷副会長から出席
報告があった。諮問議案として、医療法人
の設立認可１件と解散認可１件について審
議が行われ、何れも承認された。

２）平成２４年９月１１日、県医師会館と西部医
師会館を回線で繋ぎ、テレビ会議システム
を利用して開催され、魚谷副会長から出席
報告があった。諮問議案として、医療法人
の設立認可２件と解散認可２件について審
議が行われ、何れも了承された。

３）平成２４年１１月２７日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ本会TV会議シ
ステムを利用して開催され、明穂常任理事
より報告があった。
県保健医療計画の改定案では、うつ病、
認知症などを含む精神疾患対策を新たに盛
り込む方針である。地域医療再生計画の見
直しでは、本会として衛星携帯電話を要望
し、また災害に強い医療機関を目指すこと
から電源確保体制について要望する予定で
ある。
平成２３年度地域医療支援病院の業務状況、

看護師確保の抜本的拡充に向けての検討会、
県中部保健医療圏の産科・小児科医療体制
検討会の報告があった。県内の４地域医療
支援病院の紹介率及び逆紹介率は他県と比
べて良い。看護師確保の検討会は、東部に
看護専修学校、中部に看護大学が設置され
るべきか県民の意向を聞くための会である。
准看護師養成学校廃止論があるが医師会に
とっては必要であると考えるため、来年３
月頃までに方針を決める。

３ 鳥取県地域医療対策協議会
１）平成２４年５月２２日、県医師会館と中・西
部医師会を回線で繋ぎ、テレビ会議システ
ムを利用して開催され、岡本会長、日野理
事（県立中央病院長）、地区医師会長が出
席した。
主な議事として、⑴鳥取県保健医療計画
の改定、⑵災害時の医療救護体制、⑶医療
機関のBCP（業務継続計画）、⑷鳥取県地
域医療支援センターの設置、などについて
協議、意見交換が行われた。災害時の医療
救護体制では、平成２４年度中に「鳥取県災
害医療活動指針」を確定させ、「災害時の
医療救護マニュアル」を整備し、超急性期
のDMAT活動から中長期における医療提
供体制の整備を検討する。BCPでは、自ら
が重大な被害を受け、施設、ライフライン
や医療機関の通常の活動に必要な資源の制
約が発生することを認識し、重要業務を選
定する。また、地域医療を担う医師のキャ
リア形成支援や医師不足病院の支援等、医
師確保対策を総合的に推進するため、鳥大
医学部地域医療学講座と県医療政策課に鳥
取県地域医療支援センターを設置し、運営

鳥取県医師会報 １３．８ 臨時号

97



委員会委員として本会より渡辺常任理事を
推薦した。今後は、医師の派遣及び研修を
どのようにしていくか方向性が決まってい
ないため、鳥大医学部地域枠だけでなく県
内自治体立病院・診療所、公的病院、救急
告示病院も参画し、検討していく。

２）平成２４年８月２８日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ、TV会議シス
テムを利用して開催され、岡本会長、地区
医師会長が出席した。
議事として、⑴医療施設の人員配置、構

造設備等に関する基準に関する条例（仮称）
案、⑵鳥取県保健医療計画の素案、⑶地域
医療再生計画の執行状況と今後の執行見込
み、などについて協議、意見交換が行われ
た。⑵については、９月１１日に開催される
県医療審議会で協議が行われる。
また、原子力災害、地域医療支援病院の

逆紹介率、周産期医療の現状、看護師対策
について報告があったが、島根原発につい
て再稼動をやめた方がいいのではないかと
いう意見はなかった。

３）平成２４年１１月２２日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ本会TV会議シ
ステムを利用して開催され、岡本会長、地
区医師会長が出席した。
議事として、県保健医療計画の改定案、

地域医療再生計画の見直しについて協議、
意見交換が行われた。地域医療再生計画は
現在新たに事業を募っており、本会として、
衛星携帯電話（中学校区単位）の配布を要
望している。また、災害が発生した際の医
療機関の電源確保体制の整備について要望
する予定であり、現在地区医師会経由で希
望調査を実施しているところである。今後
は、建物及び設備を含め、災害に強い医療
機関を目指せば、災害が発生した際、現在
の住民の主な避難場所である学校、公民館
だけでなく、医療機関も避難場所として提
供出来る。社会奉仕及び福祉の観点からも
住民へ還元できることから、医師会として
積極的に取り組むべきであり、具体的な災
害発生時の対応については今後地区医師会
と相談する。

４）平成２５年１月１７日、県医師会館と中部・
西部医師会館を回線で繋ぎ本会TV会議シ

ステムを利用して開催され、岡本会長、地
区医師会長が出席した。議事として、⑴鳥
取県保健医療計画案（がん対策及び基準病
床数）、⑵地域医療再生計画の見直し、⑶
被ばく医療計画について協議、意見交換が
行われた。⑴では、鳥取県が全国的にみて
もがん死亡率が高いことから、吉中副会長、
岡田理事が解析部会委員として参画し鋭意
検討している。⑵では、本会より医療機関
における中学校区単位での衛星携帯電話の
配付、停電時の緊急電源確保を要求してい
る。
また、看護師確保の抜本的拡充に向けて
の検討会と県中部保健医療圏の産科・小児
科医療体制検討会の報告があった。
５）平成２５年３月２１日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎTV会議システム
を利用して開催され、岡本会長が協議会長
に選任された。
議事として、鳥取県保健医療計画の改定
案、地域医療再生計画について協議、意見
交換が行われた。地域医療再生計画につい
ては、今後５月頃までに結論を出して、さ
らに県医療審議会で審議し国へ提出する。
また、東部保健医療圏の医療の高度化に向
けた病々連携の推進に関する協定締結、被
ばく医療計画、平成２５年度当初予算要求事
業について報告があった。

４ 鳥取県立病院運営評議会
平成２４年１０月１８日、県庁において開催され、
岡本会長、池田中部医師会長が出席した。
議事として、⑴第２期県立病院改革プラン
の平成２３年度実績と計画の修正、⑵県立病院
と同規模自治体病院との比較、⑶県立病院の
トピックス、などについて報告、協議、意見
交換が行われた。県立病院の経営状況は黒字
決算である。特筆すべき点は、中央病院の外
来患者が経年的に減少しており、一方では入
院日数を少なくするよう努力していることで、
厚生病院も追随している。また問題点として、
中部医療圏における厚生病院の立場が挙げら
れた。中部医療圏を牽引する立場で市町村等
とも接触していただきたい。
５ 県立中央病院機能強化基本構想検討委員会
平成２５年２月２６日、県医師会館と中・西部
医師会館を回線で繋ぎ、TV会議システムを
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利用して開催され、岡本会長より出席報告が
あった。
議事として、東部保健医療圏のあり方の検

討会について報告があった後、県立中央病院
の機能 強化の方向性について協議、意見交
換が行われた。県立中央病院は、高度医療や

急性期医療、救急、周産期、小児、がん医療
を機能強化する。県は、鳥取赤十字病院と役
割分担及び効率化を図ろうとしている。今後、
県立中央病院は医療従事者の確保や施設の老
朽化、スペース不足などの課題を克服し、強
化していくとのことであった。

１２．医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康及び福祉の増進
に関する事項

１ 医事紛争対策
１ 中国四国医師会連合 医事紛争研究会
平成２４年１０月１４日、岡山市において愛媛県
医師会の担当で開催され、岡本会長、吉中・
魚谷両副会長、渡辺・明穂両常任理事が出席
した。
各県から提出された９議題及び日医への提

言５題について議論が行われた。鳥取県から
は、医事紛争に関する会員向けの研修会の状
況について議題を提出した。一般会員向けの
研修会を開催しているのは島根、広島、山口、
高知、愛媛の５県で、他の県は委員会内での
研修や医療安全に関する研修会、パンフレッ
トの配布等で対処しているとのことであった。
また、医療事故調査制度の進捗状況について
日医は現在、最終段階のまとめ中とのことで、
従来のモデル事業をモデルにして各都道府県
に展開するとのことで近日中に発表予定であ
る。詳細は、会報第６８９号に掲載した。

２ 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議
会
平成２４年１２月１３日、日医会館において開催

され、魚谷副会長が出席した。日医医賠責保
険の運営に関する経過と滋賀・宮崎両県医師
会から医療事故紛争対策と活動状況について
の報告、事前に寄せられていた都道府県医師
会からの質問及び要望に対する日医の見解や
回答、仮称「指導・改善委員会」設置構想の
説明、質疑応答が行われた。なお、医師法２１
条に基づく異状死については平成２０年に大綱
案を示していたが、政権交代により実現して
いない。高杉日医常任理事より医療事故調査
制度のその後の動きについて説明があった。
概要については既に各都道府県医師会へ通知
されており意見を求めている。また、リピー

ター医師への対応について本県ではいないが、
新たな委員会を設置し、各都道府県医師会と
連携、実施を想定している。詳細は、会報第
６９１号へ掲載した。
３ 日本医師会医療事故防止研修会
平成２５年１月２０日、日医会館において、
「医療事故防止�実践編�」をテーマに開催
され、魚谷副会長、地区医師会代表者が出席
した。当日は、講演５題⑴小規模医療施設の
医療安全対策と地域における医療安全活動、
⑵医薬品・医療機器にかかる医療安全対策等
について―これまでの事例を踏まえて―、⑶
医療事故情報等の収集・分析手法について、
⑷シミュレーション教育と医療安全、⑸医療
に対する法律家の考え方と、総合討論～具体
的な医療事故防止策について～が行われた。
その後、あらかじめ書面で提出された１９題と
会場で発言された１題の計２０の質問について、
各演者から適切な回答があり、会場からも追
加発言があった。

２ 看護職員対策の連携強化
１ 看護高等専修学校卒業生の表彰
本年３月、鳥取・倉吉・米子の各看護高等
専修学校の卒業式にはそれぞれ関係役員が出
席、祝辞を述べた。また、成績優秀な卒業生
１名に対し、県医師会長表彰として表彰状と
記念品を贈った。
２ 鳥取県准看護師試験委員会
１）平成２４年８月３０日、県庁において開催さ
れ、米川理事より報告があった。平成２４年
度鳥取県准看護師試験は、平成２５年２月１５
日（金）午後１時より県看護研修センター
において実施される。今年度の鳥取県は、
基礎看護（看護技術）の試験問題を担当し、
各委員で分担して作成する。また、経済連
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携協定（EPA）による看護師候補者への
対応については、他の中国各県と同様、国
家試験に準ずることとなった。

２）平成２５年３月７日、県医師会館と中・西
部医師会館を回線で繋ぎTV会議システム
を利用して開催され、米川・岡田両理事、
新田監事が出席した。平成２４年度准看護師
試験結果では鳥取県が中国地区の中で平均
点が１番高かった。協議では、要検討問題
等として中国５県とも正答率５０％未満かつ
識別指数０．２５未満であった４問題について
試験として不適切扱いにならないか確認す
る。平成２５年度鳥取県准看護師試験日は、
四国・九州ブロックと同一日の平成２６年２
月２１日（金）又は２月１４日（金）に実施す
る予定で、看護師国家試験日と重複しない
方針。また、平成２５年度のEPAに基づく
外国人等看護師候補者の准看護師試験の受
験では、問題を２種類作成することにより
時間や経費等の問題が生じているため、今
後中国地区調整会議で検討する。

３ 鳥取県看護職員確保対策連絡協議会
平成２４年１０月２５日、看護研修センターにお

いて開催され、明穂常任理事より出席報告が
あった。
平成２４年度鳥取県看護職員確保対策事業及

びナースセンター事業、看護職員就業支援事
業の実施状況について報告があった後、看護
職確保定着について協議、意見交換が行われ
た。県内看護職員は５，３６０人（平成２３年７月
１日現在）で前年度より１３３人の増加で、こ
の１０年の間に約１，５００人増加しているが、現
場からはまだ足りないとの意見がある。離職
者は３０～３９歳代が最も多く、離職理由が不明
の回答が多いことが問題とのことであった。
また、看護職員確保対策事業として、就職

ガイダンスや再就業促進支援、１日体験事業、
看護職員養成校等在学生に対する修学資金貸
付事業等、就業看護職員には定着促進、離職
防止のための病院内保育所運営費補助など、
様々な事業が行われているが、開催時期や
マッチングがかみあわず、あまり効果があが
らなかった印象がある。なお、平成２５年度よ
り本協議会は県主催で開催される。

４ 看護師等の「雇用の質」の向上のための企
画委員会

平成２４年１０月２６日、鳥取労働局において開
催され、清水常任理事が出席した。議事とし
て、これまでの取組⑴３／１５病院管理者トッ
プセミナー等（鳥取労働局）、⑵看護職の
WLB推進ワークショップの実施状況（県看
護協会）、⑶県内の看護職員の現状と確保対
策（県）、についてそれぞれ報告があった後、
平成２４年度の研修会開催方針について説明が
あった。⑴では、さざんか会館において県内
全病院の院長、副院長、看護部長を対象に講
演及び「働きたい病院、選ばれる病院」をテー
マにパネルディスカッションが開催され、パ
ネリストとして参加した。平成２４年度は、昨
年度実施したセミナーのアンケート結果や県
看護協会・他労働局の取組状況等を踏まえ、
労働関係法令の基礎知識に関する説明及び
ワークショップの取組状況の発表を予定して
いる。
５ 鳥取県看護師養成の抜本的拡充に向けての
検討会
１）平成２４年１１月６日、県庁において、本県
の東部及び中部地区において看護師養成機
関の設置等に向けた動きが出ていることを
受け、医療や福祉、教育関係者、地元自治
体等１９人の委員により初めて開催され、岡
本会長が座長に選任された。現在、鳥取市
は３年制以上の看護専門学校の誘致に向け
て公募を実施しており、鳥取短期大学（倉
吉市）は１学年定員８０人の看護大学を開学
する構想を挙げている。
最初に、県内の新たな看護師養成の動き、
看護師養成の現状、県内の看護職員の需給
と将来見通しなどについて県担当者より説
明があり、毎年２００～３００人の看護師が不足
しているとの状況であった。引き続き、両
機関の設置に向けて具体的な課題や支援策
について協議が行われた。教育関係者から
は看護系学校へ進学を希望する高校生が増
えているため、新たな看護師養成機関の設
置を求める意見もある一方、教員確保、実
習施設などの課題も多くあることから、今
後は、設置に向けた進捗状況を確認しなが
ら、今年度中に数回検討会を開催し、方針
を決定する予定である。
２）平成２５年１月８日、県庁において、東部
の看護学校及び中部の看護大学の設置に向
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け支援策等を検討するため開催され、岡本
会長より出席報告があった。
当日は、病院及び既存の看護学校関係者

から、学生の実習先確保や受入れに苦労し
ているとの報告があり、新たな学校を設置
する上での課題が出された。また、実習受
入先の病院関係者も専任の指導者が付けら
れず、今以上の学生を受け入れるのは難し
いと説明があり、既存の看護師養成学校か
らは、今の看護学生の実習先の圧迫や、教
員の引き抜きがあっては困ると、新設につ
いて慎重な検討を求める意見が出された。
なお、新設の看護学校については本会とし
て地区医師会に附属されている准看護師養
成学校にも関連するため、近日中に地区医
師会長協議会を開催し、今後の対策を検討
する。

３）平成２５年３月２７日、県庁において開催さ
れ、岡本会長より出席報告があった。議事
として、新たな看護師養成所設置の取組状
況⑴鳥取市が誘致する看護・医療系専門学
校、⑵学校法人藤田学院の看護大学構想、
について説明があった後、意見交換が行わ
れた。看護大学の設立を目指す藤田学院
（鳥取短期大学を運営）より、開学資金の
調達や学生の実習先の確保などの課題説明
があった。定員は８０人で平成２７年４月の開
学を目指す。また、鳥取市が誘致する看護
専門学校も平成２７年４月の開設を目指す。
担当者からは、３年制で８０人程度の定員を
想定し、市が土地を準備し無償で貸付ける
ことや建築費も支援する方針などの説明が
あった。なお、具体的な計画は４月に公表
するとのことである。

６ 看護高等専修学校連絡協議会・地区医師会
看護学校担当理事連絡協議会合同会議
平成２４年１１月２２日、県医師会館において県

医療政策課、地区医師会担当理事、看護高等
専修学校長及び教務主任に参集いただき開催
した。議事として、県内准看護師試験の実施
状況及び日程、看護師国家試験と准看護師試
験の日程の重複問題（中国地区では今のとこ
ろ同一日にする考えはないが、重複しないよ
う要請する）、鳥取県の看護職員養成確保対
策事業、新たな看護師養成学校新設の動向、
各看護高等専修学校の運営状況等について報

告、協議、意見交換が行われた。東部及び中
部における新たな看護師養成学校新設につい
ては看護教員や実習施設の確保など課題が多
く、県では、「看護師養成の抜本的拡充に向
けての検討会」を設置し、年度内には方向性
を見出す予定である。
７ 看護師養成機関に関するニーズ調査業務プ
ロポーザル審査会
平成２５年２月５日、県庁において開催され、
明穂常任理事が出席した。本審査会は、県内
に看護師養成校及び看護大学の新設の動きが
あることから、学生確保及び進学先としての
視点並びに両校の卒業生の就業先としての医
療機関の視点により、期待やニーズを調査し、
課題の把握や支援策を検討することを目的に
開催された。
この調査業務を行う者を公募型プロポーザ
ルにより選定することとなり、２社からのプ
レゼンテーション方式による審査を行った結
果、丸善株式会社が１位となった。その概要
は鳥取県ホームページで公表される。
８ 日医 医療関係者担当理事連絡協議会
平成２５年３月１５日、日医会館において開催
され、清水常任理事が出席した。議事として、
⑴看護職員を巡る最近の動向（岩澤 厚生労
働省医政局看護課長）、⑵看護の今とこれか
ら（川嶋 健和会臨床看護学研究所長・日本
赤十字看護大学名誉教授）、⑶医師会立看護
学校における看護学生の喫煙に関する現状調
査（江口 日医総研主席研究員）、⑷新人准
看護師の到達目標等（藤川常任理事）の報告
後、事前に寄せられていた質疑に対する回答
が厚労省及び日医より行われた。平成２５年度
に厚労省は、⑴看護職員就業相談員派遣面接
相談モデル事業、⑵看護補助者活用推進事業
を行う。また、専任教員養成校集会を全国２０
ヶ所で実施し、うち５ヶ所で一部の科目にｅ
ラーニングを導入する予定である。詳細は、
会報第６９４号に掲載した。

３ 勤務医、病院対策
１ 全国医師会勤務医部会連絡協議会
平成２４年１０月６日、松山市において、「新

しい医療の姿―勤務医の明日―」をメイン
テーマに愛媛県医師会の担当で開催され、日
野理事、野坂仁愛先生（西部医師会）、山田
七子先生（鳥大医学部医師会）が出席した。
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第 一 １２５件 日 本 １５３件

明治安田 ３４件 住 友 ３７件

グループ ６４４件 Ｔ＆Ｄフィナンシャル ９件

損保ジャパン ２１７件 三 井 ４４件

朝 日 １８件

融 資 期 間 協力貯蓄
融資利率

勤務会員協力
貯蓄融資利率

１ 年 以 内 １．６８０％ ２．０３０％
１年超 ３年以内 １．７８０％ ２．１３０％
３年超 ５年以内 １．８８０％ ２．２３０％
５年超 １０年以内 ２．０８０％ ２．４３０％
１０年超 １５年以内 ２．２８０％ ２．６３０％
１５年超 ２０年以内 ２．４８０％ ２．８３０％
２０年超 ２５年以内 ２．６８０％ ３．０３０％

当日は、横倉日医会長、久野愛媛県医師会
長の挨拶の後、特別講演⑴「地域に寄り添う
医療政策の実現に向けて」（横倉日医会長）、
特別講演⑵「勤務医の処遇改善における課題
と解決策案」（山形大学医学部脳神経外科教
授 嘉山孝正先生）、３つのシンポジウム⑴
女性医師支援とその問題点、⑵医療コンフリ
クト・マネージメントの活用、⑶救急医療体
制維持の工夫、と総合ディスカッションが行
われた後、愛媛宣言（案）が提出された。詳
細は、会報第６８９号に掲載した。
２ 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

平成２４年１１月３０日、日医会館において開催
され、日野理事が出席した。議事として、本
年度担当の愛媛県医師会より、「新しい医療
の姿―勤務医の明日―」をメインテーマに１０
月６日に開催された全国医師会勤務医部会連
絡協議会の実施報告があった。次年度は岡山
県医師会の担当で平成２５年１１月９日（土）に
ホテルホテルグランヴィア岡山にて開催され
る。
引き続き、シンポジウム「勤務医の組織率

向上に向けた具体的方策」があり、日医及び
大阪・兵庫・鹿児島の各医師会から活動事例
報告があった後、議論が行われた。医師会が
開業医だけの団体でないことをアピールすべ
きで、医師会活動の魅力を医師会側から発信
すべきである。本会としても、勤務医の組織
率向上に向けて勤務医総会を開催するなど、
さらなる方策を検討していく。詳細は、会報
第６９１号に掲載した。

４ 損害保険、生命保険の団体業務の継続
１ 日医医師賠償責任保険
日医医師賠償責任保険（１００万～１億円補

償）は、昭和４８年７月から発足し、勤務会員
も加入しているが、現行の日医医賠責保険で
カバーできない部分について、日医Ａ会員が
任意で加入できる「日医医賠責特約保険（１
億超～２億円補償）」の加入者は、平成２４年
７月１日～平成２５年７月１日までの期間の加
入者は、１９７名である。

２ 損保ジャパン医師賠償責任保険加入会員
平成２５年３月末日現在、医師賠償責任保険
加入会員数は５２１名で、地区別に示すと次の
とおりである。
東部２１３名 中部８６名 西部２０７名 大学１５

名 計５２１名
３ 生命保険加入代理店の業務
第一、日本、明治安田、住友、Ｔ＆Ｄフィ
ナンシャル、損保ジャパン、三井、朝日の８
社との契約を存続し会員福祉向上に努めてい
る。平成２５年３月末日現在、各社の契約件数
は次のとおりである。

５ 協力貯蓄制度の推進等
１ 協力貯蓄の運営状況
協力貯蓄は、平成２０年５月より第１０次の積
立（平成２５年４月まで）を開始している。
平成２５年３月末現在の加入者数は、東部７４
名、中部２１名、西部５１名、計１４６名である。
融資利率は、短期プライムレート及びそれ
に連動する新長期プライムレートを基準にし
ている。
２ 勤務会員協力貯蓄の運営状況
勤務会員協力貯蓄は、平成２２年５月より第
９次の積立（平成２７年４月まで）を開始して
いる。平成２５年３月末現在の加入者数は、東
部３５名、中部１３名、西部３３名、大学９名、計
９０名である。
融資利率は、協力貯蓄と同じく、短期プラ
イムレート及びそれに連動する新長期プライ
ムレートを基準にしている。

６ 会員福祉対策
１ 日本医師会医師年金の加入
平成２４年１２月末現在、本県会員の医師年金
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加入者は１２０名で、加入者数を地区別に示す
と次のとおりである。
東部４７名 中部２０名 西部５２名 鳥大１名

計１２０名
この他に年金受給者は
東部６２名 中部２３名 西部６５名 計１５０名

２ 日本医師従業員国民年金基金
日医が設立母体となり、平成３年４月創設、

同年５月１４日設立認可を得て発足し、本県加
入総数６６名である。（平成２５年３月３１日現在）

３ 鳥取県医療機関厚生年金基金への対応
１）加入者数
平成５年４月１日に発足した「鳥取県医

療機関厚生年金基金」について、加入者数
は４，４０１名、加入事業所は１１９である。（平
成２５年３月３１日現在）

４ 物故会員について
平成２４年４月１日より、本年３月末日に至
る間の物故会員は次のとおりである。

佐々木 安 夫 先生（８９歳）
倉吉市（２４．５．７逝去）
〔略歴〕
昭和１８年１１月 満州国立佳木斯医科大学卒業
昭和２１年３月 開業

渡 邉 豊 先生（９３歳）
米子市（２４．８．２０逝去）
〔略歴〕
昭和１６年１２月 大阪高等医学専門学校卒業
昭和２１年１０月 開業
平成１３年１２月 自宅会員

松 田 泰 彦 先生（８５歳）
日野郡（２４．９．６逝去）
〔略歴〕
昭和２５年３月 米子医学専門学校卒業
昭和３７年７月 開業
平成２年４月 鳥取県西部医師会理事
平成２０年４月 松田内科クリニック勤務

宍 戸 宏 子 先生（６９歳）
鳥取市（２４．９．２４逝去）
〔略歴〕
昭和４５年３月 鳥取大学医学部卒業
平成５年１０月 開業

森 納 先生（８４歳）
鳥取市（２４．１２．６逝去）
〔略歴〕
昭和２６年３月 米子医学専門学校卒業
昭和４１年４月 開業
昭和５５年４月 鳥取県医師会常任理事
昭和６３年４月 鳥取県医師会常任理事

坂 本 紀美子 先生（８９歳）
鳥取市（２４．１２．１９逝去）
〔略歴〕
昭和２３年３月 大阪女子高等医学専門学校卒業
昭和３３年７月 開業（東伯郡）
昭和３７年４月 開業（鳥取市）

野 津 登志子 先生（８７歳）
鳥取市（２４．１２．２４逝去）
〔略歴〕
昭和２２年１０月 大阪女子高等医学専門学校卒業
昭和４１年４月 開業
昭和５５年４月 鳥取県医師会裁定委員

足 立 光 三 先生（８４歳）
境港市（２４．１２．２７逝去）
〔略歴〕
昭和２５年３月 米子医学専門学校卒業
昭和３７年２月 開業
昭和４１年４月 西部医師会代議員

田 中 喜美恵 先生（９７歳）
米子市（２５．３．２逝去）
〔略歴〕
昭和１２年３月 帝国女子医学薬学専門学校医学

科卒業
昭和２７年１０月 開業

山 名 忠 己 先生（６２歳）
米子市（２５．３．５逝去）
〔略歴〕
昭和５２年３月 鳥取大学医学部卒業
昭和６２年４月 開業（倉吉市）
平成２１年４月 自宅会員（米子市）
５ 会員表彰

本年度、一般表彰並びに会長表彰は次のとお
りであった。
１ 叙位・叙勲

２４．４．２９ 旭日双光章：岡空謙之輔
（米子市）保健衛生功労者
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２ 一般表彰
総務大臣表彰
２４．９．１０ 石部 裕一（米子市）

救急功労者
厚生労働大臣表彰
２４．１０．１１ 吉田 泰之（鳥取市）

国民健康保険関係功績者
２４．１０．２６ 梅澤 潤一（鳥取市）

支払基金関係功績者
２４．１１．１ 井庭 信幸（米子市）

母子保健家族計画事業功労者
２５．１．２２ 作野 嘉信（境港市）

産科医療功労者
２５．３．２２ 天野 道麿（北栄町）

公衆衛生事業功労者
文部科学大臣表彰
２４．１１．８ 橋本 英宣（鳥取市）

学校保健功労者
田中 潔（倉吉市）
学校保健功労者

日本公衆衛生協会長表彰
２５．３．２２ 谷口 玲子（鳥取市）

公衆衛生事業功労者
安梅 正則（倉吉市）
公衆衛生事業功労者

第４１回読売新聞社医療功労賞
２５．１．２８ 柿坂 紀武（若桜町）

都道府県医療功労者
社団法人母子保健推進会議会長表彰
２４．１１．１ 笠木 正明（米子市）

母子保健推進功績
国保中央会表彰
２４．９．２５ 川上 伸（米子市）

永年国保審査委員
平岡 裕（日南町）
国保診療施設勤務者

鳥取県国民健康保険団体連合会理事長表彰
（国保事業功労者）
２４．８．２ 泉 敏弘（南部町）

川上 伸（米子市）
中曽 庸博（米子市）

鳥取県教育委員会表彰
２４．１１．２０ 萬 秀男（鳥取市）

学校保健功労者
鳥取県学校保健会長表彰（学校保健功労者）
２５．２．３ 田中 清（鳥取市）

乾 俊彦（鳥取市）
寺岡 均（鳥取市）
大谷 恭一（智頭町）
鈴木 健男（鳥取市）
吉水 信明（三朝町）
石津 吉彦（倉吉市）
小森 樹夫（境港市）

鳥取県健康対策協議会長表彰
２４．５．３１ 井庭 信幸（米子市）

岸本 拓治（米子市）
鳥取県保健事業団理事長感謝状
２４．１１．１３ 安梅 正則（倉吉市）

対がん運動功労者
木村 修（南部町）
対がん運動功労者
中本 周（鳥取市）
結核予防事業功労者

３ 鳥取県医師会長表彰
２４．６．３０定例総会席上
岸田 専蔵（倉吉市）開業５０年以上
垣田堅二郎（倉吉市）開業５０年以上
入江 正昭（琴浦町）開業５０年以上
松田 泰彦（米子市）開業５０年以上
立川 武（境港市）開業５０年以上
武田 千濤（伯耆町）開業５０年以上
吉中 正人（琴浦町）永年役員
谷口 玲子（鳥取市）永年役員
松浦 喜房（鳥取市）永年役員
作野 嘉信（境港市）永年役員
高岸 真紀（鳥取市）永年勤続職員
２４．７．５鳥取県産業安全衛生大会席上
安部 喬樹（米子市）
井田 拓夫（境港市）

４ 第２１回鳥取医学賞；２４．６．３０定例総会席上
山口 由美（鳥取赤十字病院）

５ 米寿御祝；２４．６．３０定例総会席上
花園 直人（米子市）
野津登志子（鳥取市）
福島 武彦（境港市）
垣田堅二郎（倉吉市）

６ 喜寿御祝；２４．６．３０定例総会席上
玉井 嗣彦（日野町）
小松原孝介（南部町）
池田 茂之（鳥取市）
福田 佳弘（鳥取市）
井田 拓夫（境港市）
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相原 裕（境港市）
大谷 武（鳥取市）
岡空謙之輔（米子市）
下山 晶士（米子市）
新田 晴生（米子市）
石飛 誠一（三朝町）

市場 聡（大山町）
植木 壽一（鳥取市）
柿坂 俊武（八頭町）
南家 邦夫（境港市）
湯川 喜美（三朝町）

１３．医師会相互の連絡に関する事項
１ 日本医師会との連携強化
１ 日医代議員会・総会
１）定例代議員会が平成２４年４月１・２日の
両日、定例総会が４月２日に日医会館にお
いて開催された。
１日の代議員会は、岡本会長、池田中部

会長（日医代議員）が出席し、任期満了に
伴う役員選挙等が行われ、新会長に現日医
副会長の横倉義武先生が選出された。今回
からの会長選は、定款改正により会長の当
選には有効投票総数の２分の１以上の得票
が必要となり、１回目の投票では決着がつ
かずに決選投票となり、横倉義武先生が
１９２票を獲得して当選された（有効投票総
数３５６票、無効１票）。また、中国四国ブ
ロックからは、常任理事に高杉敬久先生
（広島県）、理事に鳥取県医師会長 岡本
公男先生、徳島県医師会長 川島 周先生、
監事に葛尾信弘先生（島根県医師会常任理
事）、裁定委員に元高知県医師会長 村上
博良先生が当選した。
２日の代議員会は、岡本会長が日医理事

に当選されたことにより、池田中部会長
（日医代議員）と魚谷副会長（日医予備代
議員）が出席した。横倉会長の所信表明と
会務報告の後、議事として、「平成２３年度
日医会費減免申請」「平成２２年度日医事業
計画」「平成２２年度日医予算」の各議案に
ついて審議が行われ、議案どおり可決され
た。また、代表質問８件、個人質問１１件に
ついて活発な質疑応答が行われた。
２日の代議員会終了後、定例総会が行わ

れ、「庶務及び会計の概況に関する事項」
「事業の概況に関する事項」「代議員会に
おいて議決した主要な決議に関する事項」
について報告があった。

内容の詳細については、日医ニュースに
掲載された。
２）臨時代議員会が平成２４年１０月２８日、日医
会館において開催され、岡本会長（日医理
事）、池田中部会長（日医代議員）、魚谷副
会長（日医代議員）が出席した。代議員総
数は３５７人中３５５人の出席であった。
横倉日医会長の挨拶、会務報告が行われ
た後、議事に入り、第１号議案「平成２３年
度日医決算」、第２号議案「公益社団法人
への移行認定申請及びそれに伴う定款・諸
規程変更」が上程され、前日行われた財務
委員会において、第１号議案が原案どおり
承認されたことが委員長より報告があり、
２議案とも本会議で可決決定された。引き
続き、代表質問８件、個人質問１６件が寄せ
られ、それぞれ担当役員から答弁があった。
臨時総会では、横倉日医会長より、⑴庶
務及び会計の概況に関する事項、⑵事業の
概況に関する事項、⑶代議員会において議
決した主要な決議に関する事項、について
報告があった後、議事に移り、第１号議案
「公益社団法人への移行認定申請及びそれ
に伴う定款・諸規程変更」は原案どおり承
認された。内容の詳細については、日医
ニュースに掲載された。
３）平成２５年３月３１日、日医会館において開
催され、岡本会長（日医理事）、池田中部
会長（日医代議員）、魚谷副会長が出席し
た。定例代議員会では、代議員３５５名が出
席し、会長挨拶、会務報告に続き、平成２５
年度日医事業計画及び予算等の５議案につ
いて審議が行われ、議案どおり可決された。
また、２０件（代表８件、個人１０２件）の質
問に対して担当役員から回答があった。
定例総会では、⑴庶務及び会計の概況に
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関する事項、⑵事業の概況に関する事項、
⑶代議員会において議決した主要な決議に
関する事項、について報告があった。内容
の詳細については、別途日医雑誌に掲載さ
れた。

２ 日医 役員就任披露パーティ
平成２４年５月１５日、東京都内のホテルにお
いて開催され、岡本会長（日医理事）、魚谷
副会長、谷口事務局長が出席した。当日は、
横倉日医会長より挨拶があった後、役員の紹
介が行われた。その後、植松・唐澤・原中歴
代会長より激励があり、坪井元会長からはビ
デオメッセージが寄せられた。石破代議士も
お祝いにかけつけた。また、来賓として小宮
山厚労大臣、髙久日本医学会長他４名の祝辞
があった。出席者は約９００名。

３ 都道府県医師会長協議会
第１回：平成２４年７月１７日、日医会館にお

いて開催され、岡本会長（日医理事）、魚谷
副会長が出席した。各県医師会及び日医から
提出された１１議題について、日医執行部から
それぞれ回答、説明があり、討論が行われた。
日医からは、公益社団法人への移行認定申請
及びそれに伴う定款・諸規程変更について説
明があった。今後は、１０月２８日に臨時代議員
会及び臨時総会で承認を得てから、平成２５年
４月１日より公益社団法人へ移行する。これ
に伴うスケジュールとして、来年３月に定例
代議員会（平成２５年度予算・事業計画）及び
定例総会、６月に定例代議員会（平成２４年度
決算・事業報告）を開催し、平成２６年３月に
臨時代議員会、同年６月２８日に定例代議員会
（役員選挙）を行う予定である。内容の詳細
については、後日日医ニュースに掲載された。
第２回：平成２４年１１月２０日、日医会館にお

いて開催され、岡本会長（日医理事）、魚谷
副会長が出席した。各県医師会並びに日医か
ら提出された５議題について、日医執行部か
らそれぞれ回答、説明があり、討論がなされ
た。その中で精神科救急問題に関する議題が
あったが、鳥取県では精神科病院が社会医療
法人に認定されていること等により他県より
整備されている。日医からは、「専門医制度
のあり方」と「診療に関連した予期しない死
亡の調査機関設立」について説明があり、
様々な議論がなされたが、さらに検討してい

くこととなった。また、「都道府県医師会宛
て文書管理システム」の郡市区等医師会への
開示が開始された。内容の詳細については、
後日日医ニュースに掲載された。
第３回：平成２５年１月１５日、日医会館にお
いて開催され、魚谷副会長より出席報告が
あった。横倉日医会長の挨拶後、その他の項
目で提出されていた近畿医師会連合からの要
望（都道府県医師会長協議会等のあり方）を
協議の１番目で議論し、続いて鹿児島県、兵
庫県、東京都、栃木県からの提出議題につい
て、執行部担当役員からの答弁及び出席者と
の議論がなされた。最後に、日医より日本医
学会の法人化に対する日医の対応等について
説明があった。
内容の詳細については、別途会報に掲載す
るとともに、日医ニュースに掲載されるので、
ご覧いただきたい。
４ 日医テレビ健康講座「ふれあい健康ネット
ワーク」
＊事前打合会
平成２４年９月２７日、県医師会館において、
日本海テレビジョン放送、さらだたまこ氏
（放送作家）など関係者が参集し、日医よ
り本会宛に実施依頼のあった標記健康講座
の事前打合会を開催した。鳥取県では６年
ぶりの放送である。
番組内容は、「肝臓がん」をテーマに講
師を村脇理事（鳥大医学部機能病態内科学
教授）にお願いするのと、岡本会長と石川
日医常任理事が産業保健、学校保健、検診
をテーマに対談する。番組制作は、日本海
テレビジョン放送が行い、取材・撮影は１０
月中旬～１１月上旬とし、対談部分収録は１１
月１７日（土）午後４時より日本海テレビス
タジオで行う。放送日は１２月１日（土）午
後２時～２時３０分の間。後日番組ポスター
を県内医療機関に配布するので、よろしく
お願いする。
＊収録
平成２４年１１月１７日、日本海テレビのスタ
ジオにおいて、「たかが肝炎と侮るなかれ
～ウイルス検査で早期発見・早期治療が決
め手！～」をテーマに石川日医常任理事、
岡本会長が出演し収録が行われた。番組で
は、本県の肝炎総合対策キャラクターのア
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ニメーションを交えながら、肝炎の原因や
治療法の他、県内での取組みが紹介された。
岡本会長より、無料肝炎ウイルス検査体制
を整備した結果、受診率が向上し、肝がん
の死亡率低下につながったことの報告が
あった。VTR出演した村脇理事からは、
ウイルス肝炎の早期発見・早期治療が重要
であることを強調し、肝疾患相談センター
でも相談出来ることの紹介があった。番組
は１２月１日（土）午後２時～２時３０分の間、
日本海テレビ放送で放映された。

５ 日医総研シンポジウム
平成２５年２月１５日、日医会館において、
「先端医療と遺伝子情報～そして人権の未
来」をテーマに開催され、清水常任理事が出
席した。当日は、講演３題⑴幹細胞研究の進
歩と新しい医療、⑵先端医療―３つの課題、
⑶iPS細胞と日本の生命倫理と、引き続き３
名の講師及び高久日本医学会長をパネリスト
に、「先端医療と遺伝子情報」をテーマとし
たパネルディスカッションが行われた。日本
では倫理指針による規制が中心である。母体
保護法により２２週未満の胎児の人工妊娠中絶
が認められているため、ヒトの生命取扱いに
ついての倫理的配慮を指針として対応してい
る。詳細は、会報第６９３号へ掲載した。
６ 日医 Ai学術シンポジウム
平成２４年７月１日、日医会館において、
「児童虐待の見逃し防止に果たすAiの役割」
をテーマに、Ai活用の効果が期待されてい
る児童虐待の発見と防止に焦点を絞り、講
演・総合討論を通じて社会におけるAiの普
及を促進することを目的に開催され、笠木常
任理事より出席報告があった。
第１部では、「児童虐待の発見に果たすAi

の役割」をテーマに６名の講師による講演が
行われた。児童虐待による死亡例は、年間４０
～５０名だと言われているが、実際はもっとた
くさんいるのではないかということであった。
また、被虐待児に多く見られる頭蓋内出血や
骨折などを鑑別するためにAiが有効との意
見が相次いだ。第２部では、「児童虐待の防
止とAi」をテーマに総合討論が行われ、全
国で約２５名しかいない読影医（小児放射線科
医）の養成や情報公開の在り方、Ai実施の
費用の問題などが討論の中心となり、今後は

体制を整備していくこととなった。詳細は、
会報第６８７号へ掲載した。

７ 日医 死体検案研修会
平成２５年２月２８日、日医会館において、東
日本大震災で死体検案が多数必要であったこ
と、警察において検視事案が増えていること、
孤独死が増えたために検案、検視の必要性が
高いこと、異状死の死因究明法案が成立され
４月より施行されること、等から開催され、
清水常任理事が出席した。
当日は、講演７題⑴死体検案に係る法令の
概説、死体検案書の作成、⑵「警察等が取り
扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法
律」の施行、⑶死体検案総説、⑷死体検案の
実際、⑸在宅死と死体検案、⑹死体検案にお
ける死亡時画像診断（Ai）の有効性、⑺東
日本大震災における検案の実際、が行われた。
詳細は、会報第６９４号へ掲載した。
８ 日医 医療政策シンポジウム
平成２５年３月６日、日医会館において、
「これからの社会保障を考える」をテーマに
開催され、魚谷副会長、清水常任理事が出席
した。当日は、特別講演「日本経済・その混
迷をもたらしたもの」、講演３題⑴「国民の
安心を支える社会保障」、⑵「社会保障・税
一体改革：何が必要なのか」、⑶「医療保険
財政を持続可能にするために」の後、５名の
パネリストによりパネルディスカッションが
行われた。パネルディスカッションでは、
TPPや混合診療の全面解禁などをテーマに
意見交換が行われた。国民皆保険を守るべき
との考えで一致したが、TPP参加の有無に
かかわらず、米国は混合診療の全面解禁など
皆保険を脅かす要求をしてくる可能性がある
のではないかとの意見もあった。内容の詳細
については、日医雑誌に掲載されるので、ご
覧いただきたい。
９ 日医 広報担当理事連絡協議会
平成２５年３月２１日、日医会館において開催

され、渡辺常任理事が出席した。当日は、講
演「マスコミへの対応法」（立谷 博報堂テー
マ開発局長）、野津原日医広報委員会委員長
の「広報委員会審議報告」に続き、石川常任
理事より日医の広報活動並びに広報活動に関
するアンケート調査結果について報告があっ
た。日医は、戦略を持った広報として根幹と
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なる広報戦略について議論を行い、日医が
行っている種々の広報活動に対して評価と提
案を行った。日医のテレビCMは、限られた
予算の中でいかに効果的なものにするか検討
し、新聞意見広告は、広く国民の目に触れて
もらうことが重要として地方紙への展開も検
討し、また新聞を取らない若年者層への対応
についても検討した。詳細は、会報第６９４号
へ掲載した。

１０ 日医 事務局長連絡会
平成２５年２月２２日、日医会館において開催
され、谷口事務局長が出席した。平成２４年度
に退職又は退職予定の６人（岩手、茨城、栃
木、埼玉、愛知、京都）の各事務局長に対し
て、感謝状と記念品が贈呈された。引き続き、
講演「新公益法人制度移行後の留意点～法人
のガバナンスと実務上の具体的対応につい
て～」が行われた他、日医より「医師年金に
ついてのお知らせ」に関して説明があった。

２ 中国四国医師会連合との連携強化
１ 中国四国医師会連合常任委員会
１）平成２４年６月２日（土）松山全日空ホテ
ルにおいて愛媛県医師会の担当により開催
され、岡本会長（日医理事）、吉中・魚谷
両副会長、明穂常任理事が出席した。議事
として、中央情勢報告と平成２３年度中国四
国医師会連合総会庶務・会計報告（鳥取県）
の後、「分科会、総会の運営」「平成２４年度
中国四国医師会連合各種分科会の開催（９／
２９―３０松山市）」「次期当番県（広島県）」「中
国四国医師会連合事務局長会議の開催」な
どについて協議、意見交換が行われた。次
期中国四国医師会連合総会は、広島県医師
会の担当とし、期日等は今後調整する。ま
た、秋の各種分科会に向けて介護に関する
アンケートをお願いしたいとして愛媛県医
師会から調査内容の説明があったが、鳥取
県は対応しないこととしている。詳細は、
会報第６８５号へ掲載した。
２）平成２４年９月２９日、松山全日空ホテルに
おいて愛媛県医師会の担当で開催され、岡
本会長（日医理事）、吉中・魚谷両副会長、
明穂常任理事が出席した。
岡本・川島両日医理事、葛尾日医監事よ

り中央情勢報告があった後、協議、意見交
換が行われた。日医より新公益法人制度移

行後の代議員会開催日程について調査がき
ており、中国四国ブロックとして役員改選
の際は６月の第４土曜日とする案を回答す
ることとした。また、中国四国医師会連合
当番県の任期について、次は広島県の当番
であるが、交替の時期、総会の開催日程に
ついて更に協議していく。詳細は、会報第
６８９号へ掲載した。
３）平成２５年３月３０日、東京ドームホテルに
おいて、愛媛県医師会の担当により、連絡
会とは別に各県会長以下少人数で開催され、
岡本会長、吉中・魚谷両副会長、明穂常任
理事、谷口事務局長が出席した。主な議事
として、中国四国医師会連合規約の一部改
正が行われ、提案のとおり改正案が承認さ
れた。法人制度改革に関連して日医代議員
会の日程が変更になることから、中国四国
担当県の任期を７月１日から１年間とし、
移行経過措置として平成２５年４月から平成
２６年６月３０日までは広島県が担当する。ま
た、日医からブロック単位で、医療基本法
（仮称）制定に関するシンポジウムを開催
して欲しい旨の要請がきており、日程調整
することとなった。

２ 中国四国医師会連合連絡会
１）平成２４年１０月２８日、日医会館において、
日医臨時代議員会に先立ち、愛媛県医師会
の担当で開催され、岡本会長（日医理事）、
吉中・魚谷両副会長、池田中部会長（日医
代議員）、明穂常任理事が出席した。
議事として、中央情勢報告、議事運営委
員会報告などがあった。新公益法人制度移
行後の日医代議員会の開催日程は、役員改
選を伴う定例代議員会を６月の第４土曜日
とし、役員改選を伴わない定例代議員会を
６月の第４日曜日とした。また、次期中国
四国ブロック当番は広島県医師会で、期間
を次の日医代議員会開催日である平成２５年
３月３１日から平成２６年６月３０日までとし、
平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日ま
でを香川県医師会、その後は１年ずつ順番
で当番をする。平成２５年度連合総会は平成
２５年９月２８・２９日（土・日）広島市におい
て開催する。なお、規約改正は今年度中に
中国四国医師会長会議を開催し、そこで了
承されることにより承認する。詳細は、会
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報第６８９号へ掲載した。
２）平成２５年３月３０日、東京ドームホテルに
おいて常任委員会に引き続き、愛媛県医師
会の担当で開催され、岡本会長、吉中・魚
谷両副会長、明穂常任理事、谷口事務局長
が出席した。議事として、常任委員会報告、
財務委員会報告、議事運営委員会報告（日
医代議員会運営における代表と個人質問の
取扱い、類似質問の対応などを協議）、中
央情勢報告が行われた。

３ 中国四国医師会連合総会
平成２４年６月３日（日）愛媛県医師会館に
おいて開催され、各役員が出席した。中国四
国医師会連合総会について下記のとおり各役
員から報告があった。内容の詳細については、
会報第６８５号へ掲載した。
〈特別講演：明穂常任理事報告〉
「日本医師会の医療政策」と題して、日
医会長 横倉義武先生より、地域医療、医
師不足を中心とした講演があった。

〈基調講演：吉田常任理事報告〉
「平成２４年度診療報酬改定―特に在宅医
療を中心に―」と題して、中医協委員・京
都府医師会副会長 安達秀樹先生より講演
があった。依然として財務省ありきの改定
から抜け出せず、実情は定期的主要薬価引
き下げ分があてられたにすぎず、十分なも
のではなかった。

〈シンポジウム：渡辺常任理事報告〉
「医療保険と介護保険の同時改定につい
て―積み残された課題―」をテーマに日医
常任理事 鈴木邦彦先生、高杉敬久先生、
中医協委員・京都府医師会副会長 安達秀
樹先生をコメンテーターとして、中国四国
各県医師会から選出された１０名（医療保険
４名、介護保険６名）のシンポジストが地
域における課題を出し合いながら、討論が
行われ、介護保険のシンポジストとして参
加した。

４ 中国四国医師会連合分科会
平成２４年９月３０日（日）松山全日空ホテル
において、愛媛県医師会担当で開催され、各
役員が出席した。詳細は、会報第６８９号へ掲
載した。
〈第１分科会 医療保険（労災・自賠責を含
む）：吉田常任理事報告〉

日医より鈴木常任理事を助言者に迎えて、
各県から提出された議題「機能強化した在
宅支援診療所、診療報酬改定評価」「在宅
医療連携拠点事業の取組」「審査時突合・
縦覧点検への対応等」「柔道整復、鍼灸及
びマッサージの適正化と問題点」「入院中
の患者の他医療機関受診」に対する各県の
回答と日医への要望に対する日医からのコ
メントなど、活発な討議が行われた。
〈第２分科会 介護保険：渡辺常任理事報
告〉
日医より高杉常任理事を助言者に迎えて、
各県から提出された議題を４テーマ⑴居住
系サービス施設等における適切なケアプラ
ンと医療の提供、⑵地域包括ケアシステム
と各種施策、⑶認知症対策、⑷介護認定審
査会、に分けて、その回答及び日医への要
望に対する日医からのコメントなど、活発
な討議が行われた。
〈第３分科会 地域医療・地域保健・その
他：吉中副会長報告〉
日医より小森常任理事を助言者に迎えて、
各県からの提出議題及び日医への提言を、
「予防接種」「消費税」「糖尿病対策」「准
看護師対策」「救急医療体制」「精神疾患の
医療連携体制構築」「災害時の遺体検案」「感
染症発生動向調査事業」「周産期医療」「医
師事務補助体制加算」に区分して、提出議
題に対する回答及び日医からのコメント等、
活発な討議が行われた。

５ 中国四国医師会 事務局長連絡会
平成２４年１１月９日（日）いよてつ会館にお
いて、愛媛県医師会担当で開催され、谷口事
務局長等が出席した。
各県事務局より、あらかじめ提出された１３
議題について協議、意見交換が行われ、本県
からは２議題を提出した。新法人移行後に関
連した医師会等の役員任期については、日医
役員の任期に合わせるか今後検討との回答が
多く、医師国保の役員は新法人移行とは関係
ない県がほとんどで、医師連盟はまちまちで
あった。また、各種がん検診における精度管
理等について、生活習慣病管理指導協議会は
各県とも県主導で行っており、医師会は部会
委員を推薦している程度であった。検診医療
機関の登録は届出のみで、更新のための点数
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制をとっているのは本県だけであった。従事
者講習会はそれぞれ開催している。今後は、
各県事務局の良い点を参考にし、日常業務に
反映していく。

３ 地区医師会との連携強化
＊ 地区医師会長協議会
１）平成２４年５月２４日、県医師会館において
開催した。主な議事として、⑴６／３０臨時
代議員会の運営等、⑵６／３０定例総会の運
営、⑶当面の課題、などについて協議、意
見交換を行った。⑴では、今後代議員会毎
に席を変更すること（日医式）、仮議長及
び議長・副議長の選出、日医代議員会及び
同予備代議員選挙、公益社団法人への移行
認定申請並びに公益社団法人鳥取県医師会
定款変更案等の承認、定款変更案に名簿を
記載するため改めて代議員（社員）を選出
すること、などを決定した。また、当面の
課題として、今後は決算社員総会（代議員
会）を毎年６月下旬までに開催することか
ら、来年度の日医代議員会の日程を確認し、
県医師会及び地区医師会での日程調整を行
うこととした。

２）平成２５年２月２１日、県医師会館において
開催した。主な議事として、「公益社団法
人への移行及び移行後の対応」、「看護師養
成施設の新設に対する医師会の見解」、「衛
星携帯電話の配置、運用」などについて協
議、意見交換を行った。本会は、平成２５年
４月１日より公益社団法人へ移行し、代議
員会を６月２９日（土）に開催する。代議員
が役員選挙に立候補する場合の対応、及び
会員表彰、特別講演、鳥取医学賞等の機会
は、今後検討する。看護師養成施設の新設
に対しては、准看護師養成学校も含めて今
後検討していく。衛星携帯電話の配置等に
ついては、現在本会より鳥取県地域医療再
生基金に対して、中学校区に１台の配置を
予算要求中であるが、契約及び維持費等に
ついて再度地区医師会へ問い合わせてから
検討していく。

４ 情報ネットワークの推進
１ ITを活用した地域医療連携ネットワーク
運用事例報告会
平成２４年１１月１日、鳥大医学部附属病院と

県立中央病院を情報ハイウェイで繋いだテレ

ビ会議システムを利用して開催され、米川理
事、地区医師会担当者等が出席した。
おしどりネット患者登録件数報告（鳥大医
学部附属病院医療福祉支援センター長 中村
廣繁先生）とアンケート調査報告（鳥大医学
部附属病院医療情報部長 近藤博史先生）の
後、事例報告⑴「後方病院におけるおしどり
ネット活用事例」（錦海リハビリテーション
病院副院長 角田 賢先生）、⑵「おしどり
ネット２の運用状況」（西伯病院事務部経営
企画室主任 足羽靖弘氏）が行われた。引き
続き、近藤部長より今後のシステムについて
説明があり、その後、総括質疑応答が行われ
た。
現在のところ、「おしどりネット２」には、
鳥大医学部附属病院、西伯病院、錦海リハビ
リテーション病院、日南病院、日野病院、岩
美病院、米子東病院、真誠会セントラルクリ
ニックの８医療機関が参加している。このシ
ステムは、地域医療再生基金を使って、従来
の「おしどりネット」を拡大したものである
が、平成２３年度１億１，７６０万円を執行、平成
２４年度も保守経費として８００万円弱が見込ま
れている。地域医療再生基金が終了する平成
２６年度以降は、保守経費を含めたランニング
コストを参加機関で割ることになるとのこと
であった。
また、情報ハイウェイを使ったテレビ会議
システムは、音声も良くない上に途切れる事
もしばしばであった。
２ 日本医師会 医療情報システム協議会
平成２５年２月９～１０日、日医会館において、
「ITで紡ぐ医療連携」をメインテーマに開
催され、米川理事、谷口事務局長、小林係長、
地区医師会の関係者が出席した。
９日はシンポジウムⅠ「医師会データの保
存管理の在り方について」とシンポジウムⅡ
「ORCAと認証局」、１０日はシンポジウムⅢ
「レセプトデータの行方」、シンポジウムⅣ
「医療連携について」が行われた。詳細は、
会報第６９３号へ掲載した。
３ 情報システム担当理事連絡協議会
平成２５年２月２８日に鳥取県医師会館と各地
区医師会館の４拠点を結んだテレビ会議シス
テムを使用して開催した。「鳥取県医師会
ホームページ作成システムの更新」「日本医
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師会医療情報システム協議会出席報告」「鳥
取県からの報告（鳥取県福祉保健部医療政策
課 中西眞治課長、鳥取県企画部情報政策課
森本浩之課長）」、「各地区医師会の情報化の
取り組み状況」、「鳥取県医師会サーバのクラ
ウド化構想」などについて協議及び報告が行
われた。鳥取県医師会ホームページの更新
ツールについては、協議会において決定され
たKOA㈱のシステムが本年３月２１日に開催
された第１２回鳥取県医師会理事会にて承認さ

れ採用することとした。詳細は、会報第６９３
号へ掲載した。
４ テレビ会議システム
地域医療再生基金を使って医療従事者の負
担軽減を目的として整備した県医師会館と各
地区医師会館の４拠点を結ぶテレビ会議シス
テムであるが、平成２４年度は本会、鳥取県、
鳥取県健康対策協議会などが主催する会議を
２８回開催した。多くの会議で利用され医療従
事者の負担軽減に繋がっていると推測される。

１４．そ の 他 に 関 す る 事 項
１ 県行政との連携強化
１ 第６４回医療懇話会
平成２５年１月１０日、県医師会館において、
県福祉保健部、県病院局、各総合事務所福祉
保健局、医師会が参集して開催し、役員全員
及び地区医師会長が出席した。
岡本会長、林県福祉保健部長より挨拶が

あった後、県医師会より現在問題になってい
る７項目について県に質問形式で議題を提出
し、その議題に対する県の回答及び協議、意
見交換を行った。県からは、県内診療所の助
産師の確保について議題が提出され、医師会
から回答を行い、２項目について報告事項が
あった。詳細は、会報第６９２号に掲載した。
２ 心や性の健康問題対策協議会
１）平成２４年７月２４日、県庁において開催さ
れ、笠木常任理事が出席した。主管は県教
育委員会スポーツ健康教育課で、本協議会
は、鳥取県における児童生徒の健康課題の
解決に向け、「鳥取県健やかな心身の育成
推進基本計画」に沿って、学校における健
康教育の推進を図るために設置された。
議事として、心や性の健康問題対策事業

及び各課の連携について報告があった後、
鳥取県児童生徒の心や性の健康問題、学校
における健康教育の在り方や健康教育に係
る学校への支援の在り方について協議、意
見交換が行われた。健康課題別の現状と目
標では、⑴心身の健康問題の課題解決（不
登校の出現率の減少を目指す、専門家派遣
事業の活用、学校保健委員会の充実）、⑵
性教育の充実（校内性教育推進委員会の設

置、専門家派遣事業の活用、教職員の研修
会）、⑶薬物乱用防止教育の充実（関係機
関と連携して薬物乱用防止教室の開催）、
⑷食育の推進（各学校毎に食に関する指導
年間計画を作成）が挙げられた。その他、
乳児期からの母親支援など発達段階に応じ
たコミュニケーションを図ることが大事で
あること、幼児期には遊び場を確保するこ
と、学校内では「学校保健委員会」の活性
化が重要であること、の意見があった。
２）平成２５年２月７日、県庁において開催さ
れ、笠木常任理事が出席した。事務局は県
スポーツ健康教育課内に設置されている。
議事として、平成２４年度心や性の健康問
題対策事業について報告があった後、平成
２５年度事業（性に関する指導の普及推進、
いじめの芽をつむ心のケア支援事業）につ
いて協議、意見交換が行われた。平成２４年
度は、学校への専門家派遣、性に関する指
導普及推進事業などが行われた。また、平
成２５年度の鳥取県のいじめ対策に関する施
策では、「鳥取県いじめ・不登校対策本部」
を設置し、いじめ・不登校対策の現場支援
の拠点、相談、教員への研修、学校現場の
支援、施策の企画立案などを進めていく。
いじめの芽をつむ心のケア支援事業では、
いじめ・不登校の事案に対する早期対応や、
未然防止の支援として精神科医や臨床心理
士等の専門家を学校に派遣し、相談体制の
充実を図る。いじめについては、学校とし
て早目の段階で積極的に関わっていく体制
が必要である。
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３ 関西広域連合協議会 医療・福祉・防災分
科会
平成２４年８月１０日、神戸市において開催さ

れ、岡本会長が出席した。中四国ブロックか
らは鳥取県と徳島県が参画している。議事と
して、「関西防災・減災プラン」と「関西広
域救急医療連携計画」の取組状況の概要等に
ついて説明があった後、災害時医療、今後の
取組や関西広域連合のあり方などについて協
議、意見交換が行われた。
関西防災・減災プランでは、関西広域連合

規約等に基づき、大規模広域災害時の広域連
合の対応方針や手順を定めるプランを策定す
る。役割は、⑴大規模広域災害時の広域的対
応指針の提示、⑵応援・受援の調整、⑶災害
情報の共有、情報の発信、⑷災害に備えるた
めの事業の企画・実施、である。今年度は、
「地震・津波災害対策編」と「原子力災害対
策編」を策定し、来年度以降、「風水害対策
編」と「感染症対策編」を策定する。
関西広域救急医療連携計画では、「ドク

ターヘリを活用した広域救急医療体制の充
実」と「災害時における広域医療体制の整備・
充実」を喫緊の課題としてとりあげ、広域的
な取組みにより高い効果が期待される項目を
検討する予定である。今後の取組として、⑴
関西広域救急医療連携計画の推進、⑵広域的
ドクターヘリの配置・運航、⑶広域災害医療
体制の整備、⑷人材の育成（災害医療コー
ディネーター人材養成に係る共同研修の実施、
ドクターヘリ搭乗医師・看護師の養成プログ
ラムの策定）を挙げられている。

４ 鳥取県医師会・鳥取県教育委員会連絡協議
会
平成２４年１０月２５日、白兎会館において開催
し、県医師会からは岡本会長以下学校保健関
係役員が、県教育委員会からは横濵教育長、
生田次長のほか高等学校課、教育総務課、特
別支援教育課、スポーツ健康教育課が出席し、
双方から提出された議題について協議、意見
交換を行った。
本会からは、⑴食物アレルギー対応の状況、

⑵中学校の武道必修化に向けた研修状況と事
故対応、⑶学校が学校医に望むこと、⑷いじ
め対策及び生徒のメンタルヘルスの対応、⑸
第２０回鳥取県医師会学校医・学校保健研修会、

鳥取県学校保健研修会、を提出した。⑵につ
いて事故対応は危機管理マニュアルに沿って
対応すること、⑷について不登校等の最初の
段階で隠蔽体質が見え隠れする。本人がいじ
めと感じたらいじめとして捉えないといじめ
対策にならないため、早めの対策が必要であ
ること、「いじめ」で一括りにしないで刑法
犯とは分けて対処すること、などの意見が出
された。また、精神疾患の教職員休職者に対
応するため、県教育委員会全体として精神科
の産業医を設置するなど、さらに対策すべき
であるとの意見も出された。詳細は、会報第
６８９号に掲載した。
５ 鳥取県学校結核対策委員会
平成２５年１月２４日、県庁において開催され、
笠木常任理事が出席した。平成２４年結核健康
診断結果は、要精検者４５名中、要医療１名、
要再検１名であったが、結核患者はいなかっ
た。今後の本委員会のあり方及び平成２５年度
の結核健康診断の流れについて協議、意見交
換が行われた。鳥取県内ではここ１０年くらい
学校健診で結核患者が見つかっていないため、
本委員会は存続するが、来年度より問題が発
生した場合等、必要に応じて開催することと
なった。また、県感染症対策協議会結核部会
（県健康政策課）に県教育委員会もオブザー
バー出席とし、そこで学校健診のデータを検
証して、問題があった場合は、本委員会を開
催することを提案した。今後、検討していく
とのことであった。

２ 関係団体との連携強化
１ 鳥取県薬事情報センター運営委員会
平成２４年７月２６日、米子ワシントンホテル
において開催され、魚谷副会長の代理として
笠木常任理事が出席した。議事として、平成
２３年度事業実績及び収支決算、平成２４年度事
業計画及び収支予算などについて協議、意見
交換が行われた。情報提供業務の報告では、
平成２３年度の質疑応答件数は３６０件で、市販
薬の成分・効能効果及び疾病・症候群、治療
法等に関すること（９５件）、医薬品の安全性・
副作用や相互作用等に関すること（８８件）が
多かった。また、県内薬局における処方箋受
取枚数調査が実施され、東部６４．４％、中部
７４．８％、西部５９．６％、全県６４．１％（全国平均
６３．１％）の受取率であった。
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平成２４年度事業計画では、運営に関する会
議及び研修会、情報提供及び収集事業内容に
ついて説明があった。日本薬剤師会編・発行
の「薬剤師のためのドーピング防止ガイド
ブック２０１２年版」の配布がなされている。ま
た、情報収集として、日本医薬情報センター
（JAPIC）や日本中毒情報センター、イン
ターネットによる科学技術情報データベース
のオンライン化もなされ、文献検索などの情
報収集に利用されている。医療機関からの問
い合わせも可能である。

２ 鳥取県鍼灸マッサージ師会通常総会
平成２４年４月２２日、米子市公会堂において
開催され、魚谷副会長が会長代理として出席
し、祝辞を述べてきた。

３ 鳥取県病院協会総会
平成２４年５月１７日、ホテルセントパレス倉
吉において開催され、吉中副会長が会長代理
として出席し、来賓挨拶を述べてきた。

３ 鳥取県医師会報の発行
＊ 県医師会報の発行
県医師会報は本会広報の主力をなすもので

あり、県医師会報の充実を目途に広報活動の
強化に努めた。編集方針は、情報の伝達、執
行部の意見開陳のほか、エッセイ等発表の場
としている。本年３月１５日までの発行回数は、
第６８２号から第６９３号の１２回と臨時号３回の計
１５回であった。毎月の発行部数は１，６００部で、
全会員のほか日医及び各都道府県医師会、関
係機関等へ送付した。

４ 広報の強化
１ 鳥取県医師会メーリングリストについて
本会では、地域における医師会情報・医療

情報の共有と会員同士の親睦を目的に次の６
つのメーリングリストを運営している。
１．総合メーリングリスト（一般的な話題）
２．連絡用メーリングリスト（医師会からの
連絡など）

３．緊急用メーリングリスト（医師会のサー
バが使えない緊急時に用いるもの）

４．パソコンメーリングリスト（パソコン等
の情報関係の話題）

５．ORCAメーリングリスト（ORCAに関連
した話題）

６．学校医メーリングリスト（学校保健等の
話題）

２ 鳥取県医師会ホームページ
平成９年１１月に開設し、対外的（一般の頁）
かつ対内的（会員用の頁）に情報提供を行っ
ている。一般の頁では、公開健康講座の案内、
県医からのお知らせ等を掲載し、会員用の頁
では、データ化された県医会報などの情報を
会員に提供している。

５ 報道機関など対外広報との連絡調整
＊ 日医 TPP参加反対総決起大会
平成２４年４月１８日、日医など医療関連４０団
体でつくる国民医療推進協議会は、TPPの
交渉参加に反対する総決起大会を日医会館に
おいて開催し、渡辺・笠木両常任理事、事務
局が出席した。参加者は約８００名で国会議員
も多数激励に駆けつけた。
国民医療推進協議会長である横倉日医会長
と協力団体の野中東京都医師会長より挨拶が
あった後、来賓の国会議員代表５名から挨拶
が行われた。引き続き、中川日医副会長より
大会の趣旨説明があり、大久保満男日本歯科
医師会長、児玉 孝 日本薬剤師会長が決意
表明した後、山崎 学 日本精神科病院協会
長が、TPP交渉参加に断固反対する決議案
を提案し、採択された。最後に、羽生田日医
副会長より参加者全員による「頑張ろうコー
ル」があり、大会を締めくくった。詳細は、
会報第６８３号に掲載した。

６ 公益法人制度改革への対応
＊ 公益法人移行時の最初の代議員の選出結果
について
鳥取県医師会は平成２５年４月１日より公益
社団法人への移行を予定している。その際、
定款変更案には、最初の会長、副会長、常任
理事の名簿及び代議員（社員）名簿を記載す
ることになっている。なお、代議員について
は、内閣府が示す留意事項で、いわゆる５要
件を満たすことが求められていることから、
先般開催された本会代議員会において承認さ
れた定款変更案に基づき、改めて地区医師会
経由で選出した結果、定数通りの代議員が選
出された。代議員名簿等は、定款変更案に添
付して県庁へ提出する。
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００
０

７ ，
９１
５，
００
０

５６
０ ，
００
０

２ ，
８９
６，
００
０

１２
，２
２８
，０
００

４ ，
４９
０，
００
０

３０
０ ，
００
０

３ ，
３７
０，
００
０

２ ，
６１
０，
１３
３

１３
，４
８４
，０
００

１３
，８
００
，０
００

５２
，６
７３
，２
０６ ０

７ ，
０４
７，
３１
７

３８
０ ，
７７
５

２ ，
４５
９，
７１
３

１１
，５
１７
，１
３０

１ ，
１４
９，
３０
８

１４
０ ，
２８
１

２ ，
５４
７，
２０
３

２ ，
６０
９，
１３
３

１１
，３
０４
，０
４９

１３
，５
１８
，２
９７

－
９，
２２
９，
９２
７

－
２５
０，
００
０

－
８６
７，
６８
３

－
１７
９，
２２
５

－
４３
６，
２８
７

－
７１
０，
８７
０

－
３，
３４
０，
６９
２

－
１５
９，
７１
９

－
８２
２，
７９
７

－
１，
００
０

－
２，
１７
９，
９５
１

－
２８
１，
７０
３

２
．
管
理
費

（
６０
．０
０％
）

１
．
事
務
費

２
．
会
議
費

３
．
交
際
費

４
．
会
館
管
理
運
営
費

８９
，１
９２
，９
２２

７３
，５
６３
，０
００

９ ，
３７
０，
００
０

１ ，
６７
７，
９２
２

４ ，
５８
２，
００
０

８６
，０
２８
，６
１７

７２
，３
０９
，９
１９

７ ，
８１
２，
７６
５

１ ，
６７
７，
９２
２

４ ，
２２
８，
０１
１

－
３，
１６
４，
３０
５

－
１，
２５
３，
０８
１

－
１，
５５
７，
２３
５ ０

－
３５
３，
９８
９

２
．
投
資
活
動
支
出

１
．
特
定
資
産
支
出
（
３．
２６
％
）

４，
６７
１，
００
０

４，
６７
０，
００
０

－
１，
００
０

３
．
財
務
活
動
支
出

４
．
予
備
費
支
出

１
．
予
備
費

（
０％
）

２，
５６
５，
９４
５

０
－
２，
５６
５，
９４
５

当
期
支
出
合
計
（
Ｃ
）

１５
８，
３３
３，
００
０

１４
３，
３７
１，
８２
３
－
１４
，９
６１
，１
７７

当
期
収
支
差
額
（
Ａ
－
Ｃ
）
－
３５
，０
００
，０
００

－
１０
，７
５２
，４
２７

２４
，２
４７
，５
７３

次
期
繰
越
収
支
差
額
（
Ｂ
－
Ｃ
）

０
１９
，２
１７
，９
０８

１９
，２
１７
，９
０８

収
入

の
部

科
目

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

１
．
事
業
活
動
収
入

１
．
会

費
（
４９
．０
４％
）

８０
，３
４０
，０
００

７９
，７
３２
，６
００

－
６０
７，
４０
０

２
．
入
会
金

（
２．
７７
％
）

５，
００
０，
００
０

４，
５０
０，
００
０

－
５０
０，
００
０

３
．
負
担
金

（
１．
１４
％
）

１，
８６
０，
００
０

１，
８６
０，
００
０

０

４
．
補
助
金

（
１１
．０
８％
）

１４
，４
５２
，０
００

１８
，０
２０
，３
７３

３，
５６
８，
３７
３

５
．
寄
付
金

（
０％
）

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

６
．
雑
収
入

（
６．
０９
％
）

７，
９６
１，
００
０

９，
９０
６，
４２
３

１，
９４
５，
４２
３

７
．
繰
入
金

（
８．
４９
％
）

１３
，６
８０
，０
００

１３
，８
００
，０
００

１２
０，
００
０

２
．
投
資
活
動
収
入

１
．
特
定
預
金
取
崩
収
入
（
２．
９５
％
）

３０
，０
００

４，
８０
０，
００
０

４，
７７
０，
００
０

３
．
財
務
活
動
収
入

当
期
収
入
合
計
（
Ａ
）

１２
３，
３３
３，
００
０

１３
２，
６１
９，
３９
６

９，
２８
６，
３９
６

前
期
繰
越
収
支
差
額
（
１８
．４
４％
）

３５
，０
００
，０
００

２９
，９
７０
，３
３５

－
５，
０２
９，
６６
５

収
入

合
計
（
Ｂ
）

１５
８，
３３
３，
００
０

１６
２，
５８
９，
７３
１

４，
２５
６，
７３
１
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平
成
２４
年
度
鳥
取
県
医
師
会
一
般
会
計
収
支
決
算
書

（
単
位
：
円
）

科
目

当
初
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

Ⅰ
事
業
活
動
収
支
の
部

１
．
事
業
活
動
収
入

１
．
会

費
８０
，３
４０
，０
００

７９
，７
３２
，６
００

－
６０
７，
４０
０

１
．
会
費
収
入

（
４９
．０
４％
）

８０
，３
４０
，０
００

７９
，７
３２
，６
００

－
６０
７，
４０
０

１
．
会
費
収
入

７８
，０
２０
，０
００

７７
，４
４５
，０
００

－
５７
５，
００
０

⑴
均
等
割
会
費
収
入

７８
，０
２０
，０
００

７７
，４
４５
，０
００

－
５７
５，
００
０

２
．
特
別
会
費
収
入

２，
３２
０，
００
０

２，
２８
７，
６０
０

－
３２
，４
００

⑴
医
事
紛
争
処
理
委
員
会
会
費

７８
３，
００
０

７７
７，
６０
０

－
５，
４０
０
東
部
２８
６，
２０
０円
、
中
部
１３
１，
４０
０円
、
西
部
３６
０，
００
０円

⑵
学
校
医
部
会
会
費

６４
５，
００
０

６１
８，
００
０

－
２７
，０
００

東
部
２５
２，
００
０円
、
中
部
１１
１，
００
０円
、
西
部
２４
９，
００
０円
、
大
学

６，
００
０円

⑶
産
業
医
部
会
会
費

８９
２，
００
０

８９
２，
００
０

０
東
部
３２
０，
００
０円
、
中
部
１５
０，
００
０円
、
西
部
３８
６，
００
０円
、
大
学
３６
，０
００
円

２
．
入
会
金
収
入

５，
００
０，
００
０

４，
５０
０，
００
０

－
５０
０，
００
０

１
．
入
会
金
収
入

（
２．
７７
％
）

５，
００
０，
００
０

４，
５０
０，
００
０

－
５０
０，
００
０

１
．
入
会
金
収
入

５，
００
０，
００
０

４，
５０
０，
００
０

－
５０
０，
００
０
９
名

３
．
負

担
金

１，
８６
０，
００
０

１，
８６
０，
００
０

０

１
．
負
担
金
収
入

（
１．
１４
％
）

１，
８６
０，
００
０

１，
８６
０，
００
０

０

１
．
会
館
維
持
負
担
金

１，
８６
０，
００
０

１，
８６
０，
００
０

０
医
師
国
保
組
合
１，
２６
０，
００
０円
、
損
保
ジ
ャ
パ
ン
代
理
店
北
陽
サ
ー
ビ
ス
６０
０，
００
０円

４
．
補

助
金

１４
，４
５２
，０
００

１８
，０
２０
，３
７３

３，
５６
８，
３７
３

１
．
補
助
金
等
収
入

（
１１
．０
８％
）

１４
，４
５２
，０
００

１８
，０
２０
，３
７３

３，
５６
８，
３７
３
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科
目

当
初
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

１
．
日
医
補
助
金

５，
９３
７，
００
０

８，
１４
４，
８３
０

２，
２０
７，
８３
０

都
道
府
県
医
師
会
助
成
費

２，
５８
８，
００
０円

生
涯
教
育
助
成
費

１，
１７
６，
００
０円

勤
務
医
活
動
助
成
費

５０
０，
００
０円

年
金
普
及
推
進
運
動
助
成
費

１０
０，
００
０円

医
師
会
立
准
看
護
師
養
成
所
助
成
金

４８
０，
００
０円

医
賠
責
特
約
保
険
制
度
運
営
経
費

６０
０，
８３
０円

予
防
接
種
対
策
地
域
支
援
費

２５
０，
００
０円

指
導
医
の
た
め
の
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
補
助
金

３０
０，
００
０円

糖
尿
病
対
策
地
域
支
援
費

４５
０，
００
０円

中
国
四
国
医
師
会
共
同
利
用
施
設
等
連
絡
協
議
会
開
催
補
助
金

１，
００
０，
００
０円

セ
ミ
ナ
ー
「
て
ん
か
ん
の
診
断
か
ら
最
新
の
治
療
ま
で
」
開
催
補
助
金
２０
０，
００
０円

国
民
医
療
を
守
る
た
め
の
国
民
運
動
の
展
開
に
係
る
活
動
経
費
補
助
金
５０
０，
００
０円

２
．
県
委
託
金
・
補
助
金

６，
５１
５，
００
０

７，
７４
７，
８９
６

１，
２３
２，
８９
６

臨
床
研
修
指
導
医
講
習
会
開
催
事
業
委
託
金

１，
１６
５，
００
０円

特
別
医
療
費
助
成
事
業
協
力
費

２，
５０
０，
００
０円

臨
床
検
査
精
度
管
理
推
進
事
業
補
助
金

４４
５，
４３
１円

高
度
救
命
処
置
研
修
開
催
事
業
補
助
金

５１
５，
７７
３円

か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
会
議
委
託
金

２６
７，
６９
２円

精
神
医
療
関
係
者
等
研
修
委
託
金

７６
０，
００
０円

糖
尿
病
疾
病
管
理
強
化
対
策
事
業
委
託
金

１，
８０
０，
００
０円

地
域
医
療
再
生
基
金
事
業
補
助
金
（
衛
星
携
帯
電
話
）

２９
４，
００
０円

３
．
産
業
医
研
修
委
託
金

２，
００
０，
００
０

２，
１２
７，
６４
７

１２
７，
６４
７
産
業
医
研
修
委
託
金

１，
９２
７，
６４
７円

産
業
医
研
修
連
絡
協
議
会
委
託
金

２０
０，
００
０円

５
．
寄

付
金

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

１
．
寄

付
金

（
０％
）

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

１
．
寄

付
金

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

６
．
雑

収
入

７，
９６
１，
００
０

９，
９０
６，
４２
３

１，
９４
５，
４２
３

１
．
雑

収
入

（
６．
０９
％
）

７，
９６
１，
００
０

９，
９０
６，
４２
３

１，
９４
５，
４２
３

１
．
受
取
利
息

２０
，０
００

２０
，４
９８

４９
８
普
通
預
金
利
息

５，
６１
７円

積
立
金
利
息

１４
，８
８１
円
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科
目

当
初
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

２
．
雑

収
入

６，
０８
１，
００
０

７，
８４
５，
９２
５

１，
７６
４，
９２
５

医
師
賠
償
保
険
人
件
費
負
担
金

１，
９２
０，
００
０円

健
対
協
人
件
費
負
担
金

２，
３１
６，
００
０円

健
対
協
会
報
印
刷
代
負
担
金

９４
４，
０７
２円

健
対
協
電
話
・
コ
ピ
ー
代
負
担
金

５７
９，
０７
１円

労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
ー
事
業
運
営
費

６９
０，
００
０円

会
員
名
簿
代

９，
００
０円

会
報
購
読
料

６０
，０
００
円

医
学
雑
誌
別
刷
他
個
人
負
担
分

１３
１，
４０
０円

医
学
雑
誌
許
諾
抄
録
利
用
料

１０
，９
２０
円

産
業
医
研
修
会
県
外
受
講
者
受
講
料

９０
，０
００
円

自
賠
責
保
険
研
修
会
助
成
金

６４
，５
７２
円

世
界
糖
尿
病
デ
ー
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
助
成
金

５０
０，
００
０円

有
床
診
療
所
協
議
会
会
費

２９
０，
００
０円

そ
の
他

２４
０，
８９
０円

３
．
広
告
・
手
数
料
他
収
入

１，
８６
０，
００
０

２，
０４
０，
００
０

１８
０，
００
０

会
場
使
用
料

８６
，０
００
円

母
体
保
護
法
指
定
医
師
更
新
申
請
手
数
料

１７
５，
００
０円

会
報
・
医
学
雑
誌
・
会
員
名
簿
広
告
料

１，
２３
９，
００
０円

日
医
認
定
産
業
医
・
ス
ポ
ー
ツ
医
申
請
手
数
料

５４
０，
００
０円

７
．
繰

入
金

１３
，６
８０
，０
００

１３
，８
００
，０
００

１２
０，
００
０

１
．
繰

入
金

（
８．
４９
％
）

１３
，６
８０
，０
００

１３
，８
００
，０
００

１２
０，
００
０

１
．
繰
入
金
収
入

１３
，６
８０
，０
００

１３
，８
００
，０
００

１２
０，
００
０
生
命
保
険
取
扱
特
別
会
計
繰
入
金

１２
，６
００
，０
００
円

地
域
産
業
保
健
事
業
会
計
繰
入
金

１，
２０
０，
００
０円

事
業
活
動
収
入
計

１２
３，
３０
３，
００
０

１２
７，
８１
９，
３９
６

４，
５１
６，
３９
６
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

２
．
事
業
活
動
支
出

１
．
事
業
費
（
３６
．７
４％
）

６１
，８
９３
，０
００

０
１０
，１
３３

６１
，９
０３
，１
３３

５２
，６
７３
，２
０６

－
９，
２２
９，
９２
７

１
．
医
道
高
揚
対
策
費

（
０
％
）

２５
０，
００
０

０
０

２５
０，
００
０

０
－
２５
０，
００
０

１
．
自
浄
作
用
活
性

化
対
策
費

２５
０，
００
０

０
０

２５
０，
００
０

０
－
２５
０，
００
０

２
．
医
学
向
上
費

（
４
．９
２
％
）

７，
９１
５，
００
０

０
０

７，
９１
５，
００
０

７，
０４
７，
３１
７

－
８６
７，
６８
３

１
．
医
学
会
費

１，
２６
５，
００
０

０
０

１，
２６
５，
００
０

８８
６，
５２
８

－
３７
８，
４７
２
春
季
医
学
会

４２
２，
０５
４円

秋
季
医
学
会

４０
６，
５９
９円

鳥
取
医
学
賞

５７
，８
７５
円

２
．
医
療
安
全
対
策
費

４０
０，
００
０

０
０

４０
０，
００
０

０
－
４０
０，
００
０

３
．
鳥
取
医
学
雑
誌

発
行

費
３，
８０
０，
００
０

－
２１
，６
３９

０
３，
７７
８，
３６
１

３，
６８
９，
１５
０

－
８９
，２
１１

印
刷
費

２，
９５
７，
８５
０円

送
料

６６
，４
７４
円

総
説
論
文
執
筆
等
謝
礼

１６
１，
３２
８円

編
集
委
員
会

５０
３，
４９
８円

４
．
生
涯
教
育
費

２，
４５
０，
００
０

２１
，６
３９

０
２，
４７
１，
６３
９

２，
４７
１，
６３
９

０

生
涯
教
育
講
座
地
区
委
託
金

１，
００
０，
００
０円

生
涯
教
育
委
員
会

１０
８，
７１
９円

指
導
医
の
た
め
の
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
経
費

１，
３５
２，
３１
５円

送
料

１０
，６
０５
円

３
．
公
衆
衛
生
活
動
費

（
０
．２
７
％
）

５６
０，
００
０

０
０

５６
０，
００
０

３８
０，
７７
５

－
１７
９，
２２
５

１
．
公
衆
衛
生

活
動
協
力
費

１６
０，
００
０

０
０

１６
０，
００
０

１５
６，
２０
０

－
３，
８０
０
公
衆
衛
生
協
会
費
等

２
．
健
康
教
育
活
動
費

４０
０，
００
０

０
０

４０
０，
００
０

２２
４，
５７
５

－
１７
５，
４２
５
健
康
フ
ォ
ー
ラ
ム
経
費

４
．
地
域
医
療
推
進

対
策
費（
１
．７
２
％
）

２，
８９
６，
００
０

０
０

２，
８９
６，
００
０

２，
４５
９，
７１
３

－
４３
６，
２８
７
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

１
．
救
急
・
防
災

対
策

費
１，
１９
６，
００
０

０
０

１，
１９
６，
００
０

１，
００
６，
５３
２

－
１８
９，
４６
８

救
急
・
災
害
対
策
委
員
会

５５
，３
４０
円

日
本
救
急
医
学
会
中
国
四
国
地
方
会
費
等
７，
００
０円

高
度
救
命
処
置
研
修
開
催
経
費

５１
５，
７７
３円

衛
星
携
帯
電
話
機
購
入
代

２９
４，
００
０円

衛
星
・
災
害
時
優
先
携
帯
電
話
代

１２
９，
４４
０円

送
料

４，
９７
９円

２
．
共
同
利
用
施
設

対
策

費
７０
０，
００
０

３７
２，
８８
０

０
１，
０７
２，
８８
０

１，
０７
２，
８８
０

０
中
国
四
国
医
師
会
共
同
利
用
施
設
等
連
絡
協
議
会
開
催
経
費

３
．
医
師
確
保
対
策
費

５０
０，
００
０

－
３７
２，
８８
０

０
１２
７，
１２
０

０
－
１２
７，
１２
０

４
．
有
床
診
療
所

対
策

費
５０
０，
００
０

０
０

５０
０，
００
０

３８
０，
３０
１

－
１１
９，
６９
９

全
国
有
床
診
療
所
協
議
会
費

２９
０，
００
０円

全
国
有
床
診
療
所
協
議
会
中
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
費

８０
，０
００
円

送
料

１０
，３
０１
円

５
．
地
域
保
健
向
上
費

（
８
．０
３
％
）

１２
，２
２８
，０
００

０
０

１２
，２
２８
，０
００

１１
，５
１７
，１
３０

－
７１
０，
８７
０

１
．
地
域
保
健

活
動

費
２，
２５
０，
００
０

０
０

２，
２５
０，
００
０

２，
００
１，
８８
６

－
２４
８，
１１
４

健
康
対
策
協
議
会
補
助
金

１，
３０
０，
００
０円

禁
煙
指
導
対
策
委
員
会

２６
，８
１６
円

禁
煙
指
導
対
策
地
区
医
師
会
補
助
金

３０
０，
００
０円

世
界
禁
煙
デ
ー
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
地
区
医
師
会
補
助
金

１５
０，
００
０円

会
員
喫
煙
意
識
調
査
費

２２
２，
７４
５円

送
料

２，
３２
５円

２
．
臨
床
検
査
精
度

管
理
事
業
費

１，
３５
０，
００
０

－
４２
９，
９８
２

０
９２
０，
０１
８

９２
０，
０１
８

０
臨
床
検
査
精
度
管
理
委
員
会

１０
０，
６９
２円

臨
床
検
査
精
度
管
理
調
査
費
用
・
報
告
書
等 ８１
９，
３２
６円

３
．
特
定
健
診
・

保
健
指
導

対
策

費
１０
０，
００
０

０
０

１０
０，
００
０

５４
，９
７５

－
４５
，０
２５
送
料

５４
，９
７５
円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

４
．
糖
尿
病
対
策
費

１，
５０
０，
００
０

１，
００
８，
７７
８

０
２，
５０
８，
７７
８

２，
５０
８，
７７
８

０

糖
尿
病
対
策
推
進
会
議

１４
６，
６６
２円

糖
尿
病
対
策
地
区
医
師
会
助
成
金

２４
０，
００
０円

糖
尿
病
疾
病
管
理
強
化
対
策
事
業
地
区
委
託
金

６１
９，
０９
６円

世
界
糖
尿
病
デ
ー
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
経
費

５０
０，
８９
８円

糖
尿
病
医
療
連
携
登
録
医
制
度
シ
ス
テ
ム
作
成
費

８９
８，
８０
０円

送
料

１０
３，
３２
２円

５
．
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
・

自
殺
対
策
費

５５
０，
００
０

４８
４，
４１
３

０
１，
０３
４，
４１
３

１，
０３
４，
４１
３

０

か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
会
議 １３
０，
７７
０円

か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
マ
ニ
ュ
ア
ル
印
刷
費

１３
２，
３０
０円

心
の
医
療
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
経
費

６９
７，
００
３円

か
か
り
つ
け
医
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
経
費

７４
，３
４０
円

６
．
感
染
症
対
策
費

８５
０，
００
０

－
４８
４，
４１
３

０
３６
５，
５８
７

３０
２，
２７
４

－
６３
，３
１３
感
染
症
危
機
管
理
対
策
委
員
会

６１
，５
１０
円

予
防
接
種
対
策
地
区
助
成
金

１５
０，
００
０円

送
料
・
印
刷
費

９０
，７
６４
円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

７
．
学
校
保
健

対
策

費
２，
３０
８，
００
０

－
３８
３，
０２
７

０
１，
９２
４，
９７
３

１，
９２
４，
９７
３

０

全
国
学
校
保
健
・
学
校
医
大
会

１４
５，
５０
０円

中
国
地
区
学
校
保
健
・
学
校
医
退
会

１５
９，
２４
０円

日
医
母
子
保
健
、
学
校
保
健
講
習
会

３１
８，
６６
０円

日
本
学
校
保
健
会
会
報

２２
０，
００
０円

学
校
保
健
会
負
担
金

８０
，０
００
円

学
校
医
部
会
運
営
委
員
会

３８
，６
２５
円

学
校
医
・
学
校
保
健
研
修
会

３１
９，
０５
５円

地
区
医
師
会
補
助
金

５８
４，
５０
０円

学
校
保
健
・
学
校
医
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
費
４５
，８
２５
円

送
料

１３
，５
６８
円

８
．
健
康
ス
ポ
ー
ツ

医
対
策
費

３０
０，
００
０

－
１９
５，
７６
９

０
１０
４，
２３
１

３４
，２
２３

－
７０
，０
０８
送
料

３４
，２
２３
円

９
．
産
業
保
健

対
策

費
３，
０２
０，
００
０

０
０

３，
０２
０，
００
０

２，
７３
５，
５９
０

－
２８
４，
４１
０

産
業
医
研
修
会

１，
８６
８，
６６
９円

産
業
医
部
会
運
営
委
員
会

２５
６，
２７
９円

産
業
保
健
協
議
会

２８
３，
２３
８円

産
業
安
全
衛
生
大
会

６７
，５
５０
円

産
業
保
健
活
動
全
国
会
議

９７
，０
４０
円

送
料
他

１６
２，
８１
４円

６
．
保
険
医
療
対
策
費

（
０
．８
０
％
）

４，
４９
０，
００
０

０
０

４，
４９
０，
００
０

１，
１４
９，
３０
８
－
３，
３４
０，
６９
２

１
．
医
療
保
険

対
策

費
２，
７４
０，
００
０

０
０

２，
７４
０，
００
０

１，
０５
４，
５５
０
－
１，
６８
５，
４５
０

健
保
個
別
指
導
・
監
査
立
会
旅
費

１１
５，
００
０円

医
療
保
険
委
員
会

３７
２，
２８
７円

日
医
社
会
保
険
指
導
者
講
習
会

１２
３，
２４
０円

印
刷
費
他

３９
１，
５４
０円

送
料

５２
，４
８３
円

２
．
介
護
保
険
対
策
費

３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

０
－
３０
０，
００
０

３
．
労

災
・

自
賠
責
対
策
費

４０
０，
００
０

０
０

４０
０，
００
０

７６
，７
５０

－
３２
３，
２５
０
自
賠
責
保
険
研
修
会

２７
，１
８０
円

自
動
車
保
険
医
療
連
絡
協
議
会

３４
，１
２０
円

送
料

１５
，４
５０
円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

４
．
診
療
情
報
提
供

対
策

費
３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

０
－
３０
０，
００
０

５
．
個
人
情
報
保
護

対
策

費
５０
，０
００

０
０

５０
，０
００

０
－
５０
，０
００

６
．
国
民
医
療
推
進

対
策

費
７０
０，
００
０

０
０

７０
０，
００
０

１８
，０
０８

－
６８
１，
９９
２
国
民
の
た
め
の
医
療
推
進
協
議
会

１５
，０
００
円

送
料

３，
００
８円

７
．
医
事
法
規
対
策
費

（
０
．１
０
％
）

３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

１４
０，
２８
１

－
１５
９，
７１
９

１
．
母
体
保
護
法

対
策

費
３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

１４
０，
２８
１

－
１５
９，
７１
９
母
体
保
護
法
指
定
助
成
金

１０
０，
００
０円

母
体
保
護
法
指
定
医
師
審
査
委
員
会

３０
，０
００
円

送
料

１０
，２
８１
円

８
．
医
業
経
営
対
策
費

（
１
．７
８
％
）

３，
３７
０，
００
０

０
０

３，
３７
０，
００
０

２，
５４
７，
２０
３

－
８２
２，
７９
７

１
．
医
事
紛
争

対
策

費
１，
２２
０，
００
０

０
０

１，
２２
０，
００
０

９２
０，
６６
６

－
２９
９，
３３
４
弁
護
士
顧
問
料

６６
６，
６６
６円

医
事
紛
争
相
談
料

１３
４，
００
０円

日
医
医
療
事
故
防
止
研
修
会
地
区
助
成
金
１２
０，
００
０円

２
．
看
護
職
員

対
策

費
１，
３５
０，
００
０

０
０

１，
３５
０，
００
０

１，
３３
０，
５１
７

－
１９
，４
８３

看
護
高
等
専
修
学
校
連
絡
協
議
会

２０
７，
８６
７円

看
護
高
等
専
修
学
校
表
彰
者
記
念
品
代
他
４２
，６
５０
円

各
看
護
高
等
専
修
学
校
補
助
金

６０
０，
００
０円

医
師
会
立
准
看
護
師
養
成
所
助
成
金
（
日
医
分
）

４８
０，
００
０円

３
．
勤
務
医
・
病
院

対
策

費
８０
０，
００
０

０
０

８０
０，
００
０

２９
６，
０２
０

－
５０
３，
９８
０
全
国
医
師
会
勤
務
医
部
会
連
絡
協
議
会
１９
６，
０２
０円

病
院
協
会
補
助
金

１０
０，
００
０円

９
．
会
員
福
祉
対
策
費

（
１
．８
２
％
）

２，
６０
０，
００
０

０
１０
，１
３３

２，
６１
０，
１３
３

２，
６０
９，
１３
３

－
１，
００
０

１
．
福
祉
事
業
費

１，
４０
０，
００
０

１４
，４
３３

０
１，
４１
４，
４３
３

１，
４１
４，
４３
３

０
会
員
名
簿
印
刷
代

１，
３７
４，
４５
０円

送
料

３９
，９
８３
円

２
．
表
彰
弔
慰
費

１，
０５
０，
００
０

１３
４，
５６
７

１０
，１
３３

１，
１９
４，
７０
０

１，
１９
４，
７０
０

０
表
彰
費

９６
７，
１０
０円

弔
慰
費

２２
７，
６０
０円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

３
．
協
力
貯
蓄

運
営

費
１５
０，
００
０

－
１４
９，
００
０

０
１，
００
０

０
－
１，
００
０

１０
．
医
師
会
相
互
連
絡

調
整
費（
７
．８
８
％
）

１３
，４
８４
，０
００

０
０

１３
，４
８４
，０
００

１１
，３
０４
，０
４９

－
２，
１７
９，
９５
１

１
．
日
本
医
師
会
連

絡
協
議
会
費

１，
００
０，
００
０

０
０

１，
００
０，
００
０

８２
１，
７０
０

－
１７
８，
３０
０
日
医
出
張
旅
費

８２
１，
７０
０円

２
．
中
国
四
国
医
師

会
連
合
連
絡
費

４，
２６
０，
００
０

０
０

４，
２６
０，
００
０

３，
９１
５，
５２
８

－
３４
４，
４７
２

中
国
四
国
医
師
会
連
合
総
会（
松
山
）
１，
９４
０，
３２
０円

中
国
四
国
医
師
会
連
合
分
科
会（
松
山
）１
，４
００
，９
８０
円

中
国
四
国
医
師
会
連
合
医
事
紛
争
研
究
会
２０
２，
０８
０円

中
国
四
国
医
師
会
連
合
連
絡
会
他

１９
６，
６５
８円

中
国
四
国
医
師
会
事
務
局
長
会
議（
松
山
）１
７５
，４
９０
円

３
．
地
区
医
師
会
連

絡
協
議
会
費

１，
１５
０，
００
０

０
０

１，
１５
０，
００
０

１５
０，
００
０
－
１，
００
０，
００
０
地
区
医
師
会
連
絡
費

１５
０，
００
０円

４
．
地
区
医
師
会

交
付

金
２，
０８
０，
００
０

０
０

２，
０８
０，
００
０

２，
０８
０，
００
０

０

健
康
教
育
活
動
補
助
金
（
東
・
中
・
西
・
大
学
）

８０
０，
００
０円

特
別
医
療
協
力
費
（
東
・
中
・
西
・
大
学
）

１，
２８
０，
００
０円

５
．
地
区
医
師
会
事

務
費
交
付
金

１，
２４
０，
００
０

０
０

１，
２４
０，
００
０

１，
２４
０，
００
０

０
東
部

４８
０，
００
０円
、
中
部

２０
０，
００
０円

西
部

５０
０，
００
０円
、
大
学

６０
，０
００
円

６
．
情
報
シ
ス
テ
ム

対
策

費
３，
７５
４，
００
０

０
０

３，
７５
４，
００
０

３，
０９
６，
８２
１

－
６５
７，
１７
９

日
医
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
協
議
会

３５
，５
００
円

情
報
シ
ス
テ
ム
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

５０
，８
６０
円

情
報
シ
ス
テ
ム
運
営
管
理
費

１３
９，
５４
５円

Ｂ
フ
レ
ッ
ツ
他
利
用
料

５５
０，
６２
０円

W
EB
・
FI
LE
・
メ
ー
ル
サ
ー
バ
リ
ー
ス
・
保
守
料

１，
４９
６，
１１
２円

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
ソ
フ
ト
サ
ポ
ー
ト
料
２５
２，
００
０円

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
保
守
料

２３
１，
００
０円

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
費
３４
１，
１８
４円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

１１
．
そ
の
他
事
業
費

（
９
．４
３
％
）

１３
，８
００
，０
００

０
０

１３
，８
００
，０
００

１３
，５
１８
，２
９７

－
２８
１，
７０
３

１
．
県
行
政
連
絡
費

４０
０，
００
０

０
０

４０
０，
００
０

３４
４，
１９
２

－
５５
，８
０８
医
療
懇
話
会

２１
８，
５２
２円

県
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会

９１
，６
２０
円

送
料

３４
，０
５０
円

２
．
三
師
会
連
絡
費

３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

２５
２，
３２
０

－
４７
，６
８０
三
師
会

２５
２，
３２
０円

３
．
会

報
費

９，
９０
０，
００
０

３０
８，
３３
５

０
１０
，２
０８
，３
３５

１０
，２
０８
，３
３５

０
印
刷
費

９，
０５
３，
１１
０円

送
料

１，
０９
５，
２２
５円

編
集
費

６０
，０
００
円

４
．
広
報
活
動
費

６０
０，
００
０

－
３３
３，
３３
５

０
２６
６，
６６
５

８８
，４
５０

－
１７
８，
２１
５
日
医
テ
レ
ビ
健
康
講
座

７３
，２
３０
円

送
料

１５
，２
２０
円

５
．
特
別
事
業
費

２，
６０
０，
００
０

２５
，０
００

０
２，
６２
５，
００
０

２，
６２
５，
００
０

０
新
公
益
法
人
制
度
移
行
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
料

２，
６２
５，
００
０円

２
．
管
理
費
（
６０
．０
０％
）

８９
，０
１５
，０
００

０
１７
７，
９２
２

８９
，１
９２
，９
２２

８６
，０
２８
，６
１７

－
３，
１６
４，
３０
５

１
．
事

務
費

（
５０
．４
４
％
）

７３
，５
６３
，０
００

０
０

７３
，５
６３
，０
００

７２
，３
０９
，９
１９

－
１，
２５
３，
０８
１

１
．
報

酬
８，
５９
６，
００
０

０
８，
５９
６，
００
０

８，
５８
５，
５０
０

－
１０
，５
００

⑴
役
員
報
酬

８，
５８
６，
００
０

０
０

８，
５８
６，
００
０

８，
５８
５，
５０
０

－
５０
０
役
員
報
酬

８，
０５
０，
００
０円

顧
問
税
理
士
報
酬

３７
８，
００
０円

収
益
事
業
申
告
書
作
成
報
酬

１５
７，
５０
０円

⑵
退
任
役
員

慰
労

金
１０
，０
００

０
０

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

２
．
給

与
３９
，２
０６
，０
００

０
０

３９
，２
０６
，０
００

３８
，２
７１
，１
４３

－
９３
４，
８５
７

⑴
給

料
２５
，４
０６
，０
００

０
０

２５
，４
０６
，０
００

２４
，９
５８
，５
０３

－
４４
７，
４９
７

⑵
職
員
手
当

１３
，７
９０
，０
００

０
０

１３
，７
９０
，０
００

１３
，３
１２
，６
４０

－
４７
７，
３６
０

⑶
退

職
金

１０
，０
００

０
０

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

３
．
旅

費
１，
５０
０，
００
０

４６
８，
６９
０

０
１，
９６
８，
６９
０

１，
９６
８，
６９
０

０
役
員
旅
費

１，
１２
３，
３２
０円

職
員
旅
費

８４
５，
３７
０円
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

４
．
一
般
事
務
費

６，
１０
５，
００
０

３２
４，
２７
６

０
６，
４２
９，
２７
６

６，
４２
９，
２７
６

０

電
話
・
電
報
料

５８
４，
７６
６円

通
信
運
搬
費

７８
９，
７３
７円

事
務
用
品
・
雑
費

５５
６，
０３
２円

コ
ピ
ー
使
用
料

１，
６５
６，
１８
７円

コ
ピ
ー
機
リ
ー
ス
料

１，
０７
４，
７８
０円

給
与
シ
ス
テ
ム
レ
ン
タ
ル
料

６３
，０
００
円

法
人
会
計
シ
ス
テ
ム
リ
ー
ス
・
保
守
料
６４
５，
６３
０円

メ
デ
ィ
フ
ァ
ッ
ク
ス
購
読
料

５５
４，
４０
０円

資
料
整
備
費

４９
，７
７０
円

ゴ
ミ
清
掃
料

９３
，２
４０
円

新
聞
購
読
料

６２
，４
８４
円

書
類
溶
解
処
理
料

３７
，８
００
円

会
費
等
振
替
額
明
細
書
・
封
筒
印
刷
代
１１
４，
４５
０円

パ
ソ
コ
ン
購
入
代

１４
７，
００
０円

５
．
交

通
費

１，
３０
０，
００
０

１６
２，
５８
０

０
１，
４６
２，
５８
０

１，
４６
２，
５８
０

０

６
．
共

済
費

７，
７４
６，
００
０

６９
，９
３３

０
７，
８１
５，
９３
３

７，
８１
５，
９３
３

０

健
保
厚
生
年
金
保
険
料

５，
８０
０，
５２
３円

労
働
保
険
料

４７
２，
１４
０円

中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金

５７
６，
００
０円

役
員
傷
害
保
険
料

９６
７，
２７
０円

７
．
福
利
厚
生
費

４６
０，
００
０

－
２３
２，
５１
３

０
２２
７，
４８
７

４１
，３
３７

－
１８
６，
１５
０
職
員
健
康
診
断
費
用

４１
，３
３７
円

８
．
光
熱
水
費

３，
１５
０，
００
０

０
０

３，
１５
０，
００
０

３，
０６
２，
１３
３

－
８７
，８
６７

電
気
代

２，
０６
８，
６８
７円

水
道
代

２４
９，
８２
８円

ガ
ス
代

２７
，４
３４
円

灯
油
代

７１
６，
１８
４円

９
．
公

課
費

５，
５０
０，
００
０

－
７９
２，
９６
６

０
４，
７０
７，
０３
４

４，
６７
３，
３２
７

－
３３
，７
０７
固
定
資
産
税

４，
０３
６，
５０
０円

収
益
事
業
に
係
る
税
金

６３
６，
８２
７円

２
．
会
議
費（
５．
４５
％
）

９，
３７
０，
００
０

０
０

９，
３７
０，
００
０

７，
８１
２，
７６
５
－
１，
５５
７，
２３
５

１
．
総

会
費

８０
０，
００
０

０
０

８０
０，
００
０

５５
３，
４８
５

－
２４
６，
５１
５
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科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

２
．
代
議
員
会
費

２，
５０
０，
００
０

０
０

２，
５０
０，
００
０

１，
７６
６，
０４
１

－
７３
３，
９５
９
旅
費
（
２
回
）

１，
０８
１，
６４
０円

諸
費
（
２
回
）

４５
６，
６８
１円

印
刷
費
・
送
料

２２
７，
７２
０円

３
．
理
事
会
費

５，
４７
０，
００
０

０
０

５，
４７
０，
００
０

５，
３４
６，
５９
３

－
１２
３，
４０
７
常
任
理
事
会
（
１１
回
）

１，
６０
０，
１５
０円

理
事
会
（
１２
回
）

３，
７４
６，
４４
３円

４
．
監
事
会
費

２０
０，
００
０

０
０

２０
０，
００
０

１４
６，
６４
６

－
５３
，３
５４

５
．
委
員
会
費

４０
０，
００
０

０
０

４０
０，
００
０

０
－
４０
０，
００
０

３
．
交
際
費（
１．
１７
％
）

１，
５０
０，
００
０

０
１７
７，
９２
２

１，
６７
７，
９２
２

１，
６７
７，
９２
２

０

１
．
会
長
交
際
費

６０
０，
００
０

－
２５
９，
５６
６

０
３４
０，
４３
４

３４
０，
４３
４

０

２
．
県
医
交
際
費

９０
０，
００
０

２５
９，
５６
６

１７
７，
９２
２

１，
３３
７，
４８
８

１，
３３
７，
４８
８

０
４
．
会
館
管
理
運
営
費

（
２
．９
５
％
）

４，
５８
２，
００
０

０
０

４，
５８
２，
００
０

４，
２２
８，
０１
１

－
３５
３，
９８
９

１
．
維
持
管
理
費

４，
２８
２，
００
０

０
０

４，
２８
２，
００
０

４，
１２
０，
９１
１

－
１６
１，
０８
９

会
館
清
掃
料

１，
１９
２，
８０
０円

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守
料

７５
６，
００
０円

警
備
保
障
料

５０
４，
００
０円

空
調
設
備
保
守
点
検
料

９８
７，
００
０円

電
気
関
係
保
安
管
理
手
数
料

１８
０，
９３
６円

自
動
火
災
報
知
設
備
保
守
点
検
料

１５
７，
５０
０円

火
災
保
険
料

１８
３，
６０
０円

オ
イ
ル
タ
ン
ク
管
理
料

５２
，５
００
円

そ
の
他
の
管
理
料
等

１０
６，
５７
５円

２
．
管
理
運
営
費

３０
０，
００
０

０
０

３０
０，
００
０

１０
７，
１０
０

－
１９
２，
９０
０
会
館
誘
導
灯
用
非
常
用
バ
ッ
テ
リ
ー
他
取
替
代

５９
，８
５０
円

会
館
高
架
水
槽
水
た
ま
り
防
止
簡
易
工
事
代
４７
，２
５０
円

事
業
活
動
支
出
計

１５
０，
９０
８，
００
０

０
１８
８，
０５
５

１５
１，
０９
６，
０５
５

１３
８，
７０
１，
８２
３
－
１２
，３
９４
，２
３２

事
業
活
動
収
支
差
額
－
２７
，６
０５
，０
００

０
－
１８
８，
０５
５
－
２７
，７
９３
，０
５５
－
１０
，８
８２
，４
２７

１６
，９
１０
，６
２８
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科
目

当
初
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

Ⅱ
投
資
活
動
収
支
の
部

１
．
投
資
活
動
収
入

１
．
特
定
預
金
取
崩
収
入

３０
，０
００

４，
８０
０，
００
０

４，
７７
０，
００
０

１
．
特
定
預
金
取
崩
収
入

（
２．
９５
％
）

３０
，０
００

４，
８０
０，
００
０

４，
７７
０，
００
０

１
．
役
員
退
職
慰
労
金
積
立
金
取
崩
収
入

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

２
．
職
員
退
職
積
立
金
取
崩
収
入

１０
，０
００

０
－
１０
，０
００

３
．
医
事
紛
争
処
理
積
立
金
取
崩
収
入

１０
，０
００

４，
８０
０，
００
０

４，
７９
０，
００
０

投
資
活
動
収
入
計

３０
，０
００

４，
８０
０，
００
０

４，
７７
０，
００
０

科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

２
．
投
資
活
動
支
出

１
．
特
定
資
産
支
出

（
３
．２
６
％
）

４，
６７
１，
００
０

０
０

４，
６７
１，
００
０

４，
６７
０，
００
０

－
１，
００
０

１
．
特
定
預
金
支
出

４，
６７
１，
００
０

０
０

４，
６７
１，
００
０

４，
６７
０，
００
０

－
１，
００
０

１
．
役
員
退
職

慰
労
金
積
立
金

７７
０，
００
０

０
０

７７
０，
００
０

７７
０，
００
０

０
（
別
途
積
立
金

４，
２７
０，
００
０円
）

２
．
職
員
退
職

給
与
積
立
金

３，
９０
０，
００
０

０
０

３，
９０
０，
００
０

３，
９０
０，
００
０

０
（
別
途
積
立
金

７２
，６
８９
，１
７９
円
）

３
．
医
事
紛
争
処
理

積
立

金
１，
００
０

０
０

１，
００
０

０
－
１，
００
０

投
資
活
動
支
出
計

４，
６７
１，
００
０

０
０

４，
６７
１，
００
０

４，
６７
０，
００
０

－
１，
００
０

投
資
活
動
収
支
差
額

－
４，
６４
１，
００
０

０
０
－
４，
６４
１，
００
０

１３
０，
００
０

４，
７７
１，
００
０
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科
目

当
初
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

Ⅲ
財
務
活
動
収
支
の
部

１
．
財
務
活
動
収
入

財
務
活
動
収
入
計

０
０

０

科
目

当
初
予
算
額

流
用
額

予
備
費
の

使
用
額

現
計
予
算
額

決
算
額

差
異

摘
要

２
．
財
務
活
動
支
出

財
務
活
動
支
出
計

０
０

０
０

０
０

財
務
活
動
収
支
差
額

０
０

０
０

０
０

Ⅳ
予
備
費
支
出

１
．
予

備
費（
０％
）

２，
７５
４，
００
０

０
－
１８
８，
０５
５

２，
５６
５，
９４
５

０
－
２，
５６
５，
９４
５

１
．
予

備
費

２，
７５
４，
００
０

０
－
１８
８，
０５
５

２，
５６
５，
９４
５

０
－
２，
５６
５，
９４
５

１
．
予

備
費

２，
７５
４，
００
０

０
－
１８
８，
０５
５

２，
５６
５，
９４
５

０
－
２，
５６
５，
９４
５

当
期
収
支
差
額
－
３５
，０
００
，０
００

０
０
－
３５
，０
００
，０
００
－
１０
，７
５２
，４
２７

２４
，２
４７
，５
７３

前
期
繰
越
収
支
差
額（
１８
．４４
％
）

３５
，０
００
，０
００

０
０

３５
，０
００
，０
００

２９
，９
７０
，３
３５

－
５，
０２
９，
６６
５

次
期
繰
越
収
支
差
額

０
０

１９
，２
１７
，９
０８

１９
，２
１７
，９
０８
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平成２４年度鳥取県医師会会費納入明細書
⑴ 均等割会費

（単位：円）

地区医師会名 平成２４年２月１日現在
会費額（予算額） 調 定 額 収 入 済 額 未 収 額 当初予算額に対する

増 減

東 部 医 師 会 ２８，８３８，０００ ２８，６４０，０００ ２８，６４０，０００ ０ －１９８，０００

中 部 医 師 会 １２，９７４，０００ １２，８８９，０００ １２，８８９，０００ ０ －８５，０００

西 部 医 師 会 ３５，０６４，０００ ３４，７９５，０００ ３４，７９５，０００ ０ －２６９，０００

鳥大医学部医師会 １，１４４，０００ １，１２１，０００ １，１２１，０００ ０ －２３，０００

計 ７８，０２０，０００ ７７，４４５，０００ ７７，４４５，０００ ０ －５７５，０００
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第２号議案 平成２４年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支決算承認について

平成２４年度鳥取県医師会会館修繕積立金会計収支決算書
（単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差 異 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．会 員 収 入
１．積 立 金 ９，９３６，０００ ９，９３６，０００ ０ 東部 ３，６１４，０００円

中部 １，６８８，０００円
西部 ４，６３４，０００円

２．雑 収 入
１．雑 収 入 １，０００ ２，９０１，４４０ ２，９００，４４０ 損害保険給付金

２，８８５，９９０円
普通預金利息 １５，４５０円

事業活動収入計 ９，９３７，０００ １２，８３７，４４０ ２，９００，４４０

２．事業活動支出

１．管理費支出
１．諸 経 費 １０，０００ １，２６０ －８，７４０ 口座振込手数料

２．修 繕 費 ８４，６０７，０００ ２，１９４，５００ －８２，４１２，５００ 会館屋上陸屋根シート防水
改修工事代 ２，１００，０００円
会館ファンコイル修繕工事代

９４，５００円

事業活動支出計 ８４，６１７，０００ ２，１９５，７６０ －８２，４２１，２４０

事業活動収支差額 －７４，６８０，０００ １０，６４１，６８０ ８５，３２１，６８０

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出 ０ ０ ０

当期収支差額 －７４，６８０，０００ １０，６４１，６８０ ８５，３２１，６８０

前期繰越収支差額 ７４，６８０，０００ ７４，６９４，１３９ １４，１３９

次期繰越収支差額 ０ ８５，３３５，８１９ ８５，３３５，８１９
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第３号議案 平成２４年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支決算承認について

平成２４年度鳥取県医師会生命保険取扱特別会計収支決算書
（単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差 異 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．事 業 収 入
１．団体事務費 １２，８４０，０００ １２，８０８，５９１ －３１，４０９ 第一生命他８社

２．雑 収 入
１．雑 収 入 １，０００ ３，５６０ ２，５６０ 普通預金利息

事業活動収入計 １２，８４１，０００ １２，８１２，１５１ －２８，８４９

２．事業活動支出

１．事業費支出
１．一般事務費 ４００，０００ ３９１，６５６ －８，３４４ 口座振込・振替手数料、送料

２．他会計への繰入金支出
１．繰 出 金 １２，６００，０００ １２，６００，０００ ０ 一般会計へ

事業活動支出計 １３，０００，０００ １２，９９１，６５６ －８，３４４

事業活動収支差額 －１５９，０００ －１７９，５０５ －２０，５０５

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出

１．予 備 費
１．予 備 費 １０１，０００ ０ －１０１，０００

当期収支差額 －２６０，０００ －１７９，５０５ ８０，４９５

前期繰越収支差額 ２６０，０００ ２６４，９０４ ４，９０４

次期繰越収支差額 ０ ８５，３９９ ８５，３９９

※配当金については、毎年かなりの変動があるが、全額会員への配当金となるため計上していない。
［参考：平成２４年度配当金 ６１，９０９，８３８円（配当率０．５６３７４）］
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第４号議案 平成２４年度鳥取県地域産業保健事業会計収支決算承認について

平成２４年度鳥取県地域産業保健事業会計収支決算書
（単位：円）

科 目 当初予算額 決 算 額 差 異 摘 要

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

１．事 業 収 入
１．委 託 金 １５，９６０，５９２ １４，６６７，０１０ －１，２９３，５８２ 鳥取労働局

事業活動収入計 １５，９６０，５９２ １４，６６７，０１０ －１，２９３，５８２

２．事業活動支出

１．事業費支出
１．諸 謝 金
２．旅 費
３．庁 費
４．消費税相当額
５．他会計への繰出金

１０，０５７，７２０
４００，０００

４，０４０，０００
３８２，８７２

１，０８０，０００

８，７５５，４０２
２６４，３７５

４，０９５，９６０
３５１，２７３

１，２００，０００

－１，３０２，３１８
－１３５，６２５
５５，９６０
－３１，５９９
１２０，０００

医師、コーディネーター等

一般会計へ

事業活動支出計 １５，９６０，５９２ １４，６６７，０１０ －１，２９３，５８２

事業活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計 ０ ０ ０

２．投資活動支出

投資活動支出計 ０ ０ ０

投資活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

財務活動収入計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出

１．予 備 費
１．予 備 費 ０ ０ ０

当期収支差額 ０ ０ ０

前期繰越収支差額 ０ ０ ０

次期繰越収支差額 ０ ０ ０
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参 考

平成２４年度鳥取県医師会（一般・特別会計）収支決算書総括表
（単位：円）

科 目 合 計 一般会計
特 別 会 計

内部取引消去
会館修繕積立金 生命保険 地産保事業

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．会費収入 ８９，６６８，６００ ７９，７３２，６００ ９，９３６，０００
２．入会金収入 ４，５００，０００ ４，５００，０００
３．負担金収入 １，８６０，０００ １，８６０，０００
４．補助金等収入 １８，０２０，３７３ １８，０２０，３７３
５．寄付金 ０ ０
６．雑収入 １２，８１１，４２３ ９，９０６，４２３ ２，９０１，４４０ ３，５６０
７．繰入金 ０ １３，８００，０００ －１３，８００，０００
８．団体事務費 １２，８０８，５９１ １２，８０８，５９１
９．委託金 １４，６６７，０１０ １４，６６７，０１０

事業活動収入計 １５４，３３５，９９７ １２７，８１９，３９６ １２，８３７，４４０ １２，８１２，１５１ １４，６６７，０１０ －１３，８００，０００
２．事業活動支出
１．事業費 ６６，５３１，８７２ ５２，６７３，２０６ ３９１，６５６ １３，４６７，０１０
２．管理費 ８８，２２４，３７７ ８６，０２８，６１７ ２，１９５，７６０
３．繰出金 ０ １２，６００，０００ １，２００，０００ －１３，８００，０００

事業活動支出計 １５４，７５６，２４９ １３８，７０１，８２３ ２，１９５，７６０ １２，９９１，６５６ １４，６６７，０１０ －１３，８００，０００
事業活動収支差額 －４２０，２５２ －１０，８８２，４２７ １０，６４１，６８０ －１７９，５０５ ０
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
１．特定預金取崩収入 ４，８００，０００ ４，８００，０００

投資活動収入計 ４，８００，０００ ４，８００，０００ ０ ０ ０
２．投資活動支出
１．特定資産支出 ４，６７０，０００ ４，６７０，０００

投資活動支出計 ４，６７０，０００ ４，６７０，０００ ０ ０ ０
投資活動収支差額 １３０，０００ １３０，０００ ０ ０ ０
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計 ０ ０ ０ ０ ０
２．財務活動支出
財務活動支出計 ０ ０ ０ ０ ０
財務活動収支差額 ０ ０ ０ ０ ０
Ⅳ 予備費支出
１．予備費 ０ ０ ０ ０ ０
当期収支差額 －２９０，２５２ －１０，７５２，４２７ １０，６４１，６８０ －１７９，５０５ ０
前期繰越収支差額 １０４，９２９，３７８ ２９，９７０，３３５ ７４，６９４，１３９ ２６４，９０４ ０
次期繰越収支差額 １０４，６３９，１２６ １９，２１７，９０８ ８５，３３５，８１９ ８５，３９９ ０
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会 計 監 査 報 告 書
平成２４年度一般会計、特別会計収支決算書並びに財産目録について、関係暑帳簿等を照合し慎重に監査

した結果、適正であることを認めます。
平成２５年６月２０日

監 事

監 事
公益社団法人鳥取県医師会長 岡 本 公 男 殿

第５号議案 平成２５年度鳥取県医師会会費減免申請承認について

平成２５年度鳥取県医師会会費減免申請一覧（追加分）
申請理由

地区
高 齢 傷 病 研 修 医 不慮の災害 そ の 他

特別の事由 計 減 免 総 額

東 部 ０ １ １５ ０ ０ １６ １９１，０００

中 部 ０ ０ ２ ０ ０ ２ ２３，０００

西 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

大 学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ １ １７ ０ ０ １８ ２１４，０００

会費減免申請の詳細
【傷病】

所 属
医師会

会員
種別 氏 名 住 所 申請理由

東 部 Ｂ 能 勢 順 吉 八頭郡八頭町下門尾 病気療養中

【研修医】

所 属
医師会

会員
種別 氏 名 所 属 病 院 所 属

医師会
会員
種別 氏 名 所 属 病 院

東 部 Ｂ 小 作 大 賢 鳥取県立中央病院 東 部 Ｂ 岸 野 瑛 美 鳥取赤十字病院

〃 Ｂ 中 瀬 一 希 〃 〃 Ｂ 植 嶋 千 尋 〃

〃 Ｂ 枝 野 未 來 〃 〃 Ｂ 三 宅 輩 弥 〃

〃 Ｂ 大 島 祐 貴 〃 〃 Ｂ 井 上 郁 鳥 取 市 立 病 院

〃 Ｂ 山 根 恵美子 〃 〃 Ｂ 森 田 涼 香 〃

〃 Ｂ 野 中 和香子 〃 〃 Ｂ 上 春 美 奈 〃

〃 Ｂ 池 内 智 行 〃 〃 Ｂ 山 﨑 彰 鳥 取 生 協 病 院

〃 Ｂ 中 谷 優 子 〃 中 部 Ｂ 矢 野 民 雄 鳥取県立厚生病院

〃 Ｂ 藤 井 政 至 〃
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貸
借
対
照
表
（
総
括
表
）

平
成
２５
年
３
月
３１
日
現
在

（
単
位
：
円
）

科
目

一
般

会
計

会
館
修
繕
積
立
金
会
計

生
命
保
険
会
計

地
産
保
セ
ン
タ
ー
会
計

合
計

Ⅰ
資
産
の
部

１
．
流
動
資
産

現
金
預
金

１６
，０
３１
，９
２１

８５
，３
３５
，８
１９

８５
，３
９９

２
，２
６４
，４
１３

１０
３
，７
１７
，５
５２

未
収
金

８
，８
００
，２
１６

０
０

０
８
，８
００
，２
１６

流
動
資
産
合
計

２４
，８
３２
，１
３７

８５
，３
３５
，８
１９

８５
，３
９９

２
，２
６４
，４
１３

１１
２
，５
１７
，７
６８

２
．
固
定
資
産

⑴
基
本
財
産 基
本
財
産
合
計

０
０

０
０

０
⑵

特
定
資
産

退
職
給
付
引
当
資
産

７６
，９
５９
，１
７９

０
０

０
７６
，９
５９
，１
７９

医
事
紛
争
積
立
資
産

０
０

０
０

０
共
済
会
積
立
資
産

０
０

０
０

０
特
定
資
産
合
計

７６
，９
５９
，１
７９

０
０

０
７６
，９
５９
，１
７９

⑶
そ
の
他
固
定
資
産

建
物

１
，０
８５
，８
０８

６０
９
，２
５０
，７
８０

０
０

６１
０
，３
３６
，５
８８

構
築
物

１
，０
００
，０
００

１８
，６
８７
，３
３１

０
０

１９
，６
８７
，３
３１

什
器
備
品

１５
，２
７４
，６
６５

４８
，７
４９
，９
０２

０
０

６４
，０
２４
，５
６７

土
地

２７
３
，５
２２
，３
５０

０
０

０
２７
３
，５
２２
，３
５０

減
価
償
却
累
計
額

△
１２
，９
３２
，４
１０

△
４８
７
，４
１５
，８
３７

０
０

△
５０
０
，３
４８
，２
４７

無
形
固
定
資
産
償
却
累
計
額

△
３
，２
１６
，６
５０

０
０

０
△
３
，２
１６
，６
５０

投
資
有
価
証
券

０
０

０
０

０
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

４
，１
６０
，６
７５

０
０

０
４
，１
６０
，６
７５

そ
の
他
固
定
資
産
合
計

２７
８
，８
９４
，４
３８

１８
９
，２
７２
，１
７６

０
０

４６
８
，１
６６
，６
１４

固
定
資
産
合
計

３５
５
，８
５３
，６
１７

１８
９
，２
７２
，１
７６

０
０

５４
５
，１
２５
，７
９３

資
産
合
計

３８
０
，６
８５
，７
５４

２７
４
，６
０７
，９
９５

８５
，３
９９

２
，２
６４
，４
１３

６５
７
，６
４３
，５
６１

Ⅱ
負
債
の
部

１
．
流
動
負
債

未
払
金

５
，６
１４
，２
２９

０
０

６３
０
，３
３２

６
，２
４４
，５
６１

仮
受
金

０
０

０
１
，６
３４
，０
８１

１
，６
３４
，０
８１

流
動
負
債
合
計

５
，６
１４
，２
２９

０
０

２
，２
６４
，４
１３

７
，８
７８
，６
４２

２
．
固
定
負
債

退
職
給
付
引
当
金

７６
，９
５９
，１
７９

０
０

０
７６
，９
５９
，１
７９

固
定
負
債
合
計

７６
，９
５９
，１
７９

０
０

０
７６
，９
５９
，１
７９

負
債
合
計

８２
，５
７３
，４
０８

０
０

２
，２
６４
，４
１３

８４
，８
３７
，８
２１

Ⅲ
正
味
財
産
の
部

１
．
指
定
正
味
財
産

１８
４
，２
４２
，１
２８

１８
４
，２
４２
，１
２８

２
．
一
般
正
味
財
産

３７
９
，１
０７
，２
８２

９
，６
３５
，８
３５

△
１７
９
，５
０５

０
３８
８
，５
６３
，６
１２

正
味
財
産
合
計

３７
９
，１
０７
，２
８２

１９
３
，８
７７
，９
６３

△
１７
９
，５
０５

０
５７
２
，８
０５
，７
４０

負
債
及
び
正
味
財
産
合
計

４６
１
，６
８０
，６
９０

１９
３
，８
７７
，９
６３

△
１７
９
，５
０５

２
，２
６４
，４
１３

６５
７
，６
４３
，５
６１
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貸借対照表（一般会計）
平成２５年３月３１日 現在

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金 １６，０３１，９２１ ２３，０９１，６５６ △７，０５９，７３５
未 収 金 ８，８００，２１６ ９，６８９，２５９ △８８９，０４３

流動資産合計 ２４，８３２，１３７ ３２，７８０，９１５ △７，９４８，７７８
２．固定資産
⑴ 基本財産

基本財産合計 ０ ０ ０
⑵ 特定資産
退職給付引当資産 ７６，９５９，１７９ ７２，２８９，１７９ ４，６７０，０００
医事紛争積立資産 ０ ４，８００，０００ △４，８００，０００

特定資産合計 ７６，９５９，１７９ ７７，０８９，１７９ △１３０，０００
⑶ その他固定資産
建 物 １，０８５，８０８ １，０８５，８０８ ０
構 築 物 １，０００，０００ １，０００，０００ ０
什器備品 １５，２７４，６６５ １５，２７４，６６５ ０
土 地 ２７３，５２２，３５０ ２７３，５２２，３５０ ０
減価償却累計額 △１２，９３２，４１０ △９，１４９，３５７ △３，７８３，０５３
無形固定資産償却累計額 △３，２１６，６５０ △３，１９５，５５０ △２１，１００
投資有価証券 ０ ０ ０
コンピュータソフトウエア ４，１６０，６７５ ３，２６１，８７５ ８９８，８００
その他固定資産合計 ２７８，８９４，４３８ ２８１，７９９，７９１ △２，９０５，３５３
固定資産合計 ３５５，８５３，６１７ ３５８，８８８，９７０ △３，０３５，３５３
資産合計 ３８０，６８５，７５４ ３９１，６６９，８８５ △１０，９８４，１３１

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金 ５，６１４，２２９ ２，８１０，５８０ ２，８０３，６４９

流動負債合計 ５，６１４，２２９ ２，８１０，５８０ ２，８０３，６４９
２．固定負債

退職給付引当金 ７６，９５９，１７９ ７２，２８９，１７９ ４，６７０，０００
固定負債合計 ７６，９５９，１７９ ７２，２８９，１７９ ４，６７０，０００
負債合計 ８２，５７３，４０８ ７５，０９９，７５９ ７，４７３，６４９

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産 ３７９，１０７，２８２ ４０４，９３５，０６２ △２５，８２７，７８０

正味財産合計 ３７９，１０７，２８２ ４０４，９３５，０６２ △２５，８２７，７８０
負債及び正味財産合計 ４６１，６８０，６９０ ４８０，０３４，８２１ △１８，３５４，１３１
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貸借対照表（会館修繕積立金会計）
平成２５年３月３１日 現在

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金 ８５，３３５，８１９ ７４，６９４，１３９ １０，６４１，６８０

流動資産合計 ８５，３３５，８１９ ７４，６９４，１３９ １０，６４１，６８０
２．固定資産
⑴ 基本財産

基本財産合計 ０ ０ ０
⑵ 特定資産

特定資産合計 ０ ０ ０
⑶ その他固定資産
建 物 ６０９，２５０，７８０ ６０９，２５０，７８０ ０
構 築 物 １８，６８７，３３１ １８，６８７，３３１ ０
什器備品 ４８，７４９，９０２ ４８，５１１，５５２ ２３８，３５０
減価償却累計額 △４８７，４１５，８３７ △４７６，２３８，２９９ △１１，１７７，５３８
その他固定資産合計 １８９，２７２，１７６ ２００，２１１，３６４ △１０，９３９，１８８
固定資産合計 １８９，２７２，１７６ ２００，２１１，３６４ △１０，９３９，１８８
資産合計 ２７４，６０７，９９５ ２７４，９０５，５０３ △２９７，５０８

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計 ０ ０ ０
２．固定負債

固定負債合計 ０ ０ ０
負債合計 ０ ０ ０

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産 １８４，２４２，１２８ １９４，１７７，８５７ △９，９３５，７２９
２．一般正味財産 ９，６３５，８３５ ８０，７２７，６４６ △７１，０９１，８１１

正味財産合計 １９３，８７７，９６３ ２７４，９０５，５０３ △８１，０２７，５４０
負債及び正味財産合計 １９３，８７７，９６３ ２７４，９０５，５０３ △８１，０２７，５４０
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貸借対照表（生命保険会計）
平成２５年３月３１日 現在

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金 ８５，３９９ ２６４，９０４ △１７９，５０５

流動資産合計 ８５，３９９ ２６４，９０４ △１７９，５０５
２．固定資産
⑴ 基本財産

基本財産合計 ０ ０ ０
⑵ 特定資産

特定資産合計 ０ ０ ０
⑶ その他固定資産

その他固定資産合計 ０ ０ ０
固定資産合計 ０ ０ ０
資産合計 ８５，３９９ ２６４，９０４ △１７９，５０５

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計 ０ ０ ０
２．固定負債

固定負債合計 ０ ０ ０
負債合計 ０ ０ ０

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産 △１７９，５０５ ２６４，９０４ △４４４，４０９

正味財産合計 △１７９，５０５ ２６４，９０４ △４４４，４０９
負債及び正味財産合計 △１７９，５０５ ２６４，９０４ △４４４，４０９
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貸借対照表（地産保事業会計）
平成２５年３月３１日 現在

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８

流動資産合計 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８
２．固定資産
⑴ 基本財産

基本財産合計 ０ ０ ０
⑵ 特定資産

特定資産合計 ０ ０ ０
⑶ その他固定資産

その他固定資産合計 ０ ０ ０
固定資産合計 ０ ０ ０
資産合計 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金 ６３０，３３２ ３４７，４１４ ２８２，９１８
仮 受 金 １，６３４，０８１ １，６８６，４５１ △５２，３７０

流動負債合計 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８
２．固定負債

固定負債合計 ０ ０ ０
負債合計 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産 ０ ０ ０

正味財産合計 ０ ０ ０
負債及び正味財産合計 ２，２６４，４１３ ２，０３３，８６５ ２３０，５４８
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財 産 目 録
平成２５年３月３１日

資産の部 （単位；円）

科 目 内 訳 金 額

Ⅰ．流動資産 １１２，５１７，７６８
１．預 金 １０３，７１７，５５２

鳥取銀行・本店 普通預金（一般会計） ９，９９３，８２７
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（一般会計） ６，０３８，０９４
鳥取銀行・本店 普通預金（会館修繕積立金会計） ４２，９２３，６１３
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（会館修繕積立金会計） ４２，４１２，２０６
鳥取銀行・本店 普通預金（生命保険会計） ８５，３９９
山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金（地産保事業会計） ２，２６４，４１３

２．未収入金 ８，８００，２１６
〔一般会計〕 ８，８００，２１６
学校医部会会費 ６０，０００
産業医部会会費 ３８６，０００
日医補助金 １，７７１，０００
県委託金・補助金 ６，２８８，８９６
雑 収 入 １６２，３２０
広告・手数料他収入 １３２，０００

Ⅱ．固定資産 ５４５，１２５，７９３
１．有形固定資産 ４６７，２２２，５８９
⑴ 建 物 鳥取市戎町３１７番地 ６１０，３３６，５８８

鉄筋コンクリート４階建一部５階建
健康会館
建築面積８６６，９４㎡ 延床面積２，０９１，８４㎡
建 物 ４６３，１１９，７８０
付属設備 １４７，２１６，８０８

⑵ 構 築 物 １９，６８７，３３１
舗装工事 ６，３６２，６７１
花 壇 ８，０２９，３５５
ブロック塀 ３，７６０，１４９
擁 壁 他 １，５３５，１５６

⑶ 器具備品 ６４，０２４，５６７
１階研修センター連結イス ９，２２５，０００
１階研修センター舞台吊物装置 ５，５００，０００
２階理事会室会議テーブル・イス ５，８２７，２００
２階常任理事会室会議テーブル・イス ４，０３０，４００
３階資料室平行移動書庫 １，２１６，０００
３階研修室テーブル・チェアー １，１６０，０００
４階図書室移動棚コンパックルーム ３，６３５，１６０
４階集会室テーブル １，３１４，０００
４階集会室チェアー １，２９６，０００
４階集会室ウォール １，２６６，９００
ハートシムACLSトレーニングシステム ２，４８６，９２５
研修室備品他 １８，０２４，３８２
テレビ会議システム ９，０４２，６００
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科 目 内 訳 金 額

⑷ 土 地 ２７３，５２２，３５０
鳥取市戎町３１７番地
宅地 １，９５７．３７㎡ ２７３，５２２，３５０

⑸ 減価償却累計額 －５００，３４８，２４７
建 物 －２８４，１９３，９１６
付属設備 －１４２，７６２，５３９
構 築 物 －１８，３２９，０７５
器具備品 －５５，０６２，７１７

２．無形固定資産 ９４４，０２５
⑴ コンピュータソフトウェア ４，１６０，６７５

控除システム等 １，５１７，２５０
法人会計システム指導料・会員情報管理システム設計料 １，６４８，５５０
ホームページ管理ソフト ９９４，８７５

⑵ 減価償却累計額 －３，２１６，６５０
３．特定資産 ７６，９５９，１７９
⑴ 役員退職積立金 鳥取銀行・本店 普通預金 ４，２７０，０００
⑵ 職員退職積立金 鳥取銀行・本店 普通預金 ４８，０１５，１５０

山陰合同銀行・鳥取営業部 普通預金 １４，２８６，１７９
中央三井信託銀行・鳥取支店 普通預金 １０，３８７，８５０

資 産 合 計 ６５７，６４３，５６１
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負債の部 （単位；円）

科 目 内 訳 金 額

Ⅰ．流動負債 ７，８７８，６４２
１．未 払 金 ６，２４４，５６１

〔一般会計〕 ５，６１４，２２９
鳥取医学雑誌発行費 ８６３，１６５
救急・防災対策費 １０，０８５
地域保健活動費 １５０，０００
臨床検査精度管理事業費 △２７７，８４２
糖尿病対策費 ８６０，１４６
医療保険対策費 ５，２３３
母体保護法対策費 ４２０
中国四国医師会連合連絡費 ６０，０００
地区医師会交付金 １，２８０，０００
情報システム対策費 ５６，３８５
会 報 費 ８７，６７９
特別事業費 １，５７５，０００
給与 職員手当 １０３，０３０
一般事務費 １１，２３２
共 済 費 ３７２，３１８
公 課 費 ２３４，８２７
会長交際費 ９７，７５９
県医交際費 ７２，２９２
会館維持管理費 ５２，５００
〔地産保事業会計〕 ６３０，３３２
諸 謝 金 ２４９，６６８
旅 費 ７，１７８
庁 費 ２２，２１３
消費税相当額 ３５１，２７３

２．仮 受 金 １，６３４，０８１
〔地産保事業会計〕 １，６３４，０８１
委 託 金 １，６３４，０８１

Ⅱ．固定負債 ７６，９５９，１７９
１．退職給与引当金 ７６，９５９，１７９

負 債 合 計 ８４，８３７，８２１

差 引 正 味 財 産 ５７２，８０５，７４０
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